
再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：長谷川 朋弘 
 

事業名 

 

道央圏
どうおうけん

連絡
れんらく

道路（一般国道３３７号） 

中樹林
なかじゅりん

道路 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

北海道開発局 

起終点 

 
自：北海道

ほっかいどう

空知
そ ら ち

郡南幌町
なんぽろちょう

南
みなみ

１５線
せん

西
にし

 

至：北海道
ほっかいどう

江別
え べ つ

市江別
え べ つ

太
ぶと

 

延長 

 
 

７．３km 

事業概要  
道央圏連絡道路は、千歳市を起点とし、小樽市に至る高規格道路である。 
中樹林道路は、北海道縦貫自動車道江別東ＩＣと接続し、高速ネットワークの拡充による札幌圏の連絡

機能の強化を図り、地域間交流の活性化及び拠点空港新千歳空港、国際拠点港湾苫小牧港等への物流効率
化等の支援を目的とした南幌町南１５線西から江別市江別太に至る延長７．３ｋｍの事業である。 

Ｈ２１年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 

（Ｈ－年度変更） 

Ｈ２５年度用地補償着手 

 

Ｈ２５年度工事着手 

 

全体事業費 約３４４億円 事業進捗率 
(令和4年3月末時点) 

約７６％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量   １３，５００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)   

１．１ 

(残事業)    

３．４ 

１２１/３９８億円 

 事  業  費：79/355億円 

 維持管理費：43/ 43億円 

４１８/４１８億円 

 走行時間短縮便益：335/335億円 

 走行経費減少便益： 72/ 72億円 

 交通事故減少便益： 11/ 11億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果    事業全体及び残事業について感度分析を実施 

【事業全体】交通量：B/C=０．９５～１．２（交通量±10%) 【残事業】交通量：B/C=３．１～３．８（交通量±10%) 

      事業費：B/C=１．０３～１．１（事業費±10%)      事業費：B/C=３．２～３．７（事業費±10%) 
     事業期間：B/C=１．０１～１．１（事業期間±20%)    事業期間：B/C=３．４～３．５（事業期間±20%) 

事業の効果等   

事業の必要性及び効果 

① 農産品の流通利便性向上 

  ・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、農産品の流通利便性向上が期待される。 

② 水産品の流通利便性向上 

  ・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、水産品の流通利便性向上が期待される。 

③ 企業立地の促進 

  ・周辺の工業団地と新千歳空港や石狩湾新港など物流拠点へのアクセスが更に向上され、企業立地

の促進や新たな雇用の創出など、地域活性化が期待される。 

④ 道路交通の安全性向上 

  ・大型車交通が転換することで、並行現道の安全性向上が期待される。 

 ⑤ 冬期走行環境の安全性向上 

  ・地吹雪や吹雪発生時においても走行可能な視認性が確保され、冬期走行環境の安全性向上が期待

される。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

  江別市など５市３町の首長等で構成される「道央圏連絡道路整備促進期成会」等より整備促進の要

望を受けている。 

知事の意見： 
「道央圏連絡道路（一般国道３３７号） 中樹林道路」事業を「継続」とした「対応方針（原案）」案

について、異議はありません。 
当該事業は、北海道縦貫自動車道江別東ICと接続し、高速ネットワークの拡充による札幌圏の連絡機

能の強化を図り、地域間交流の活性化及び、拠点空港新千歳空港、国際拠点港湾苫小牧港へのアクセス
強化による物流の効率化とともに、道路交通の安全性向上等が図られ、道民生活の向上や経済・社会活
動の活性化に寄与することから、早期供用をお願いします。 

 
 



なお、事業の実施にあたっては、平成19年12月25日付け環政第1171号「地域高規格道路道央圏連絡道
路長沼町～江別市間環境影響評価準備書について」における知事意見を遵守するとともに、より一層の
徹底したコスト縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努めるようお願いいたします。 

事業評価監視委員会の意見  

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成21年10月 北海道横断自動車道 占冠ＩＣ～トマムＩＣ開通 

・平成22年 3月 新千歳空港国際ターミナル開業 

・平成22年12月 道央圏連絡道路 新千歳空港関連 全線開通 

・平成23年 3月 道央圏連絡道路 美原道路 全線開通 

・平成23年10月 北海道横断自動車道 夕張ＩＣ～占冠ＩＣ開通 

・平成24年12月 石狩ＬＮＧ基地 運転開始 

・平成25年 8月 北海道縦貫自動車道 新千歳空港ＩＣ開通 

・平成28年 1月 道央圏連絡道路 当別バイパス 全線開通 

・平成29年 9月 北欧の風道の駅とうべつ 開業 

・平成30年12月 新千歳空港国際ターミナル前エプロン拡張部 暫定供用 

・平成31年 2月 石狩湾新港発電所 運転開始 

・令和 2年 1月 北海道内７空港民間運営開始 

・令和 2年 3月 道央圏連絡道路 泉郷道路 全線開通 

・令和 2年12月 北海道縦貫自動車道 苫小牧中央ＩＣ開通 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成２５年度に工事着手して、用地進捗率約９６％、事業進捗率約７６％となっている。 

（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

軟弱地盤対策の見直し等。 

令和６年度：延長７．３ｋｍ（２／４）開通予定 

施設の構造や工法の変更等  

軟弱地盤対策の見直し等。 

引き続きコスト縮減対策に取り組んでいく。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：長谷川 朋弘 
 

事業名 

 

一般国道３８号 釧路
く し ろ

新道
しんどう

 事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

北海道開発局 

起終点 

 
自：北海道

ほっかいどう

釧路
く し ろ

市新野
に い の

 

至：北海道
ほっかいどう

釧路
く し ろ

市北園
きたぞの

 

延長 

 
 

８．８km 

事業概要  
一般国道３８号は、滝川市を起点とし、釧路市に至る幹線道路である。 
釧路新道は、拠点空港釧路空港等への物流効率化の支援をするとともに、釧路市街における交通混雑

の緩和、交通事故の低減等を目的とした、釧路市新野から釧路市北園（釧路西インターチェンジ）に至
る延長８．８ｋｍの４車線のバイパス事業である。 

Ｈ４年度事業化 Ｓ５３年度都市計画決定 

（Ｈ－年度変更） 

Ｈ４年度用地補償着手 

 

Ｈ４年度工事着手 

 

全体事業費 約５１１億円 事業進捗率 
(令和4年3月末時点) 

約９６％ 供用済延長 ８．８km 

計画交通量   １０，７００～１９，０００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)   

１．１ 

(残事業)    

６．５ 

３２/９５９億円 

 事  業  費：19/896億円 

 維持管理費：14/ 63億円 

２０９/１．０５２億円 

 走行時間短縮便益：200/961億円 

 走行経費減少便益：2.9/ 69億円 

 交通事故減少便益：6.3/ 22億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果    事業全体及び残事業について感度分析を実施 

【事業全体】交通量：B/C=０．９５～１．３（交通量±10%) 【残事業】交通量：B/C=５．１～８．１（交通量±10%) 

      事業費：B/C=１．１～１．１ （事業費±10%)      事業費：B/C=６．１～６．９（事業費±10%) 
     事業期間：B/C=１．１～１．１ （事業期間±20%)    事業期間：B/C=６．５～６．５（事業期間±20%) 

事業の効果等   

事業の必要性及び効果 

① 交通混雑の緩和 

  ・当該道路への交通転換により、並行する国道３８号等に存在する主要渋滞箇所の解消など、交通

混雑の緩和が期待される。 

② 道路交通の安全性向上 

  ・当該道路への大型車の交通転換により、並行する国道３８号の大型車事故や死傷事故率の低減な

ど、道路交通の安全性向上が期待される。 

③ 水産品の流通利便性向上 

  ・釧路市街地を回避する速達性及び定時性の高い輸送ルートが確保され、水産品の流通利便性向上

が期待される。 

④ 災害時の避難・輸送ルートの強化 

  ・災害発生時の迅速な避難及び救急搬送のほか、被災地外からの救援物資等の輸送ルートの強化が

期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

  釧路市など１市６町１村の首長等で構成される「北海道釧路地方総合開発促進期成会」等より早期

整備の要望を受けている。 

知事の意見： 
「一般国道３８号釧路新道」事業を「継続」とした「対応方針（原案）」案について、異議はありませ
ん。 

当該事業は、釧路外環状道路と一体となったバイパスの整備により、拠点空港釧路空港、国際バルク
戦略港湾釧路港へのアクセス強化とともに、釧路市街における交通混雑の緩和や道路交通の安全性向上
が図られ、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから、早期供用をお願いします。 
なお、事業の実施にあたっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、より一層の徹底したコス

ト縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努めるようお願いいたします。 
 



事業評価監視委員会の意見  

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成15年 6月 北海道横断自動車道 池田ＩＣ～本別ＩＣ開通 

・平成17年10月 釧路市・阿寒町・音別町が合併 

・平成21年11月 北海道横断自動車道 本別ＩＣ～浦幌ＩＣ開通 

・平成23年 5月 釧路港 国際バルク戦略港湾（穀物）に選定 

・平成25年12月 国道３８号 釧路新道 全線開通（暫定２車線含む） 

・平成27年 3月 北海道横断自動車道 浦幌ＩＣ～白糠ＩＣ開通 

・平成28年 2月 釧路港 特定貨物輸入拠点港湾（穀物）に指定 

・平成28年 3月 北海道横断自動車道 白糠ＩＣ～阿寒ＩＣ開通 

・平成28年 3月 国道３８・４４号 釧路外環状道路 釧路西ＩＣ～釧路東ＩＣ開通 

・平成30年 3月 北海道内７空港特定運営事業等基本協定書締結 

・平成31年 3月 国道３８・４４号 釧路外環状道路 釧路東ＩＣ～釧路別保ＩＣ開通 

・平成31年 3月 国道２７２号 上別保道路 全線開通 

・平成31年 3月 釧路港 国際物流ターミナル運営開始 

・令和元年 8月 北海道内国管理４空港特定運営事業等基本協定書締結 

・令和 2年 1月 北海道内７空港民間運営開始 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成４年度に工事着手して、用地進捗率１００％、事業進捗率約９６％となっている。 

（令和４年３月末時点） 

平成２５年度：延長８．８ｋｍ（２／４）部分開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

軟弱地盤対策の見直し。 

令和６年度：延長８．８ｋｍ（４／４）開通予定 

施設の構造や工法の変更等  

軟弱地盤対策の見直し。 

引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。 

事業概要図  

 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：長谷川 朋弘 
 

事業名 

 

北海道横断自動車道 根室
ね む ろ

線 本別
ほんべつ

～釧路
く し ろ

 事業 

区分 

高速自動車国

道 

事業 

主体 

国土交通省 

北海道開発局 

起終点 

 
自：北海道

ほっかいどう

中川
なかがわ

郡本別町
ほんべつちょう

共栄
きょうえい

 

至：北海道
ほっかいどう

釧路
く し ろ

市鶴野
つ る の

 

延長 

 
 

６５．０km 

事業概要  
北海道横断自動車道は、黒松内町を起点とし、小樽市、夕張市、清水町、本別町等を経由して、根室市

に及び網走市に至る高規格道路であり、このうち根室線は、本別ジャンクションから分岐し根室市に至る
区間である。 

本別～釧路（６５．０ｋｍ）は、高速ネットワークの拡充により釧根圏と道央・十勝圏の連絡機能の強
化を図り、地域間交流の活性化、物流効率化等の支援、津波浸水被害等の災害時の救急活動、観光周遊性
の向上等の支援を目的とした事業である。 

Ｈ１５年度事業化 

（新直轄方式） 

Ｈ－年度都市計画決定 

（Ｒ－年度変更） 

Ｈ１６年度用地補償着手 

 

Ｈ１６年度工事着手 

 

全体事業費 約２，４７２億円 事業進捗率 
(令和4年3月末時点) 

約９４％ 供用済延長 ４８．０km 

計画交通量   ５，９００～９，４００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) １．３ 

(０．９) 

(残事業)   ２．６ 

(５．６) 

６８６/６，３８３億円 

 事  業  費：575/5,862億円 

 維持管理費：104/  446億円 

更  新  費：7.8/   75億円 

１，７５１/８，１２４億円 

 走行時間短縮便益：1,423/6,490億円 

 走行経費減少便益：  274/1,359億円 

 交通事故減少便益：   54/  275億円 

 令和４年 

感度分析の結果    事業全体及び残事業について感度分析を実施 

【事業全体】交通量：B/C=1.1 ～1.4（交通量±10%) 【残事業】交通量：B/C=2.2 ～2.9（交通量±10%) 

      事業費：B/C=1.3 ～1.3（事業費±10%)      事業費：B/C=2.4 ～2.8（事業費±10%) 
        事業期間：B/C=1.3 ～1.3（事業期間±20%)    事業期間：B/C=2.5 ～2.6（事業期間±20%) 

事業の効果等   

事業の必要性及び効果 

① 災害時の輸送ルート強化 

 ・災害発生時の避難場所の確保や救急活動及び被災地外からの救援物資等の輸送ルートの強化が 

期待される。 

② 重要拠点港湾釧路港の流通利便性向上 

  ・釧路港～十勝方面や釧路港～根室市間の所要時間が短縮されるなど、釧路港の取扱貨物の流通利

便性向上が期待される。 

③ 主要な観光地への利便性向上 

    ・道内外からの所要時間が短縮され、釧根地域の更なる観光活性化が期待される。 

④ 水産品の流通利便性向上 

  ・道内各地のみならず苫小牧港から全国各地へ出荷される水産品の流通利便性向上が期待される。 

⑤ 救急搬送の安定性向上 

 ・釧根地域の市町村から釧路市への救急搬送時間の短縮や、血液製剤の安定した輸送ルートの確保 

が可能となり、救急搬送及び血液製剤輸送の安定性向上が期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

  釧路市など１市１０町１村の首長等で構成される「北海道横断自動車道釧路地区早期建設促進期成

会」等より整備促進の要望を受けている。 

知事の意見： 
「北海道横断自動車道根室線 本別～釧路」事業を「継続」とした「対応方針（原案）」案につい

て、異議はありません。 
 当該事業は、道央・十勝・釧路圏の連絡機能の強化による地域間交流の拡大や、物流の効率化、道
路交通の安全性の向上が図られ、経済・社会活動の活性化や道民の安全・安心なくらしの確保に寄与
することから、早期供用をお願いいたします。 



 なお、事業の実施に当たっては、平成２年１２月３日付け道路第１３２２号「北海道横断自動車道
小樽釧路線(阿寒町～釧路市間)に係る環境影響評価準備書に関する意見について」の知事意見を遵守
するとともに、より一層、徹底したコスト縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努め
るようお願いいたします。 

事業評価監視委員会の意見  

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成15年 6月 北海道横断自動車道根室線 池田ＩＣ～本別ＩＣ開通 

・平成17年10月 釧路市・阿寒町・音別町が合併 

・平成21年11月 北海道横断自動車道根室線 本別ＩＣ～浦幌ＩＣ開通 

・平成23年 5月 釧路港 国際バルク戦略港湾（穀物）に選定 

・平成25年12月 一般国道38号 釧路新道 全線開通（暫定２車線含む） 

・平成27年 3月 北海道横断自動車道根室線 浦幌ＩＣ～白糠ＩＣ開通 

・平成27年 4月 釧路市・弟子屈町の「水のカムイ観光圏」が観光圏に認定 

・平成27年 6月 道東地域が広域観光周遊ルート 

（アジアの宝悠久の自然美への道ひがし北・海・道）に認定 

・平成28年 1月 釧路市が観光立国ショーケースに認定 

・平成28年 2月 釧路港 特定貨物輸入拠点港湾（穀物）に指定 

・平成28年 3月 北海道横断自動車道根室線 白糠ＩＣ～阿寒ＩＣ開通 

・平成28年 3月 一般国道３８・４４号 釧路外環状道路 釧路西ＩＣ～釧路東ＩＣ開通 

・平成28年 7月 「国立公園満喫プロジェクト」に阿寒国立公園（阿寒摩周国立公園）が選定 

・平成29年 8月 「阿寒国立公園」が「阿寒摩周国立公園」へ名称変更 

・平成30年 3月 北海道内７空港特定運営事業等実施方針策定 

・平成31年 3月 一般国道３８・４４号 釧路外環状道路 釧路東ＩＣ～釧路別保ＩＣ開通 

・平成31年 3月 一般国道２７２号 上別保道路 全線開通 

・平成31年 3月 釧路港 国際物流ターミナル運営開始 

・令和元年 8月 北海道内国管理４空港特定運営事業等基本協定書締結 

・令和 2年 1月 北海道内７空港民間運営開始 

・令和 2年 3月 一般国道４４号 根室道路 全線開通 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成１５年度に事業化して、用地進捗率１００％、事業進捗率約９４％となっている。 

（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

軟弱地盤対策の見直し、中央分離構造の見直し。 

令和６年度：延長１７．０ｋｍ（２／４）開通予定 

施設の構造や工法の変更等  

軟弱地盤対策の見直し、中央分離構造の見直し。 

引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

 事業の必要性・重要性に変化は無く、費用対効果等の投資効果も確保されているため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業概要図  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ｂ／Ｃの上段は本別 JCT～根室 IC を対象とした場合、下段（ ）書きの値は評価区間を対象にした場合の 

費用便益分析結果。 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：長谷川 朋弘 
 

事業名 

 

一般国道４４号 尾
お

幌
ぼろ

糸魚沢
い と いざ わ

道路 事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

北海道開発局 

起終点 

 
自：北海道

ほっかいどう

厚岸
あっけし

郡厚岸町
あっけしちょう

尾
お

幌
ぼろ

 

至：北海道
ほっかいどう

厚岸
あっけし

郡厚岸町
あっけしちょう

糸魚沢
い と いざ わ

 

延長 

 
 

２４．７km 

事業概要  
国道４４号は、釧路市を起点とし、釧路町、厚岸町を経由し、根室市に至る幹線道路である。 
尾幌糸魚沢道路（２４．７ｋｍ）は、高速ネットワークの拡充により釧根圏と道央・十勝圏の連絡機能

の強化を図り、地域間交流の活性化、物流効率化等の支援、津波浸水被害等の災害時の救急活動、観光周
遊性の向上等の支援を目的とした事業。 

Ｒ元年度事業化 

 

Ｒ－年度都市計画決定 

（Ｒ－年度変更） 

Ｒ３年度用地補償着手 

 

 Ｒ３年度工事着手 

 

全体事業費 約６５０億円 事業進捗率 
(令和4年3月末時点) 

約４％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量   ５，２００～８，７００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) １．３ 

(１．３) 

(残事業)   ２．６ 

(１．４） 

６８６/６，３８３億円 

 事  業  費：575/5,862億円 

 維持管理費：104/  446億円 

更  新  費：7.8/   75億円 

１，７５１/８，１２４億円 

 走行時間短縮便益：1,423/6,490億円 

 走行経費減少便益：  274/1,359億円 

 交通事故減少便益：   54/  275億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果    事業全体及び残事業について感度分析を実施 

【事業全体】交通量：B/C=1.1 ～1.4（交通量±10%) 【残事業】交通量：B/C=2.2 ～2.9（交通量±10%) 

      事業費：B/C=1.3 ～1.3（事業費±10%)      事業費：B/C=2.4 ～2.8（事業費±10%) 
        事業期間：B/C=1.3 ～1.3（事業期間±20%)    事業期間：B/C=2.5 ～2.6（事業期間±20%) 

事業の効果等   

事業の必要性及び効果 

① 災害時の輸送ルート強化 

 ・災害発生時の避難場所の確保や救急活動及び被災地外からの救援物資等の輸送ルートの強化が 

期待される。 

② 重要拠点港湾釧路港の流通利便性向上 

  ・釧路港～十勝方面や釧路港～根室市間の所要時間が短縮されるなど、釧路港の取扱貨物の流通利

便性向上が期待される。 

③ 主要な観光地への利便性向上 

    ・道内外からの所要時間が短縮され、釧根地域の更なる観光活性化が期待される。 

④ 水産品の流通利便性向上 

  ・道内各地のみならず苫小牧港から全国各地へ出荷される水産品の流通利便性向上が期待される。 

⑤ 救急搬送の安定性向上 

 ・釧根地域の市町村から釧路市への救急搬送時間の短縮や、血液製剤の安定した輸送ルートの確保 

が可能となり、救急搬送及び血液製剤輸送の安定性向上が期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

  釧路市など１市１０町１村の首長等で構成される「北海道横断自動車道釧路地区早期建設促進期成

会」等より整備促進の要望を受けている。 

知事の意見： 
  「一般国道４４号 尾幌糸魚沢道路」事業を「継続」とした「対応方針（原案）」案について、異

議はありません。 
  当該事業は、道央・十勝・釧路・根室圏の連絡機能の強化による地域間交流の拡大や、物流の効率

化、道路交通の安全性の向上が図られ、経済・社会活動の活性化や道民の安全・安心なくらしの確保
に寄与することから、早期供用をお願いいたします。 

  なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、徹底したコスト
縮減を図り、引き続き、効率的・効果的な執行に努めるようお願いいたします。 



事業評価監視委員会の意見  

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成15年 6月 北海道横断自動車道根室線 池田ＩＣ～本別ＩＣ開通 

・平成17年10月 釧路市・阿寒町・音別町が合併 

・平成21年11月 北海道横断自動車道根室線 本別ＩＣ～浦幌ＩＣ開通 

・平成23年 5月 釧路港 国際バルク戦略港湾（穀物）に選定 

・平成25年12月 一般国道38号 釧路新道 全線開通（暫定２車線含む） 

・平成27年 3月 北海道横断自動車道根室線 浦幌ＩＣ～白糠ＩＣ開通 

・平成27年 4月 釧路市・弟子屈町の「水のカムイ観光圏」が観光圏に認定 

・平成27年 6月 道東地域が広域観光周遊ルート 

（アジアの宝悠久の自然美への道ひがし北・海・道）に認定 

・平成28年 1月 釧路市が観光立国ショーケースに認定 

・平成28年 2月 釧路港 特定貨物輸入拠点港湾（穀物）に指定 

・平成28年 3月 北海道横断自動車道根室線 白糠ＩＣ～阿寒ＩＣ開通 

・平成28年 3月 一般国道３８・４４号 釧路外環状道路 釧路西ＩＣ～釧路東ＩＣ開通 

・平成28年 7月 「国立公園満喫プロジェクト」に阿寒国立公園（阿寒摩周国立公園）が選定 

・平成29年 8月 「阿寒国立公園」が「阿寒摩周国立公園」へ名称変更 

・平成30年 3月 北海道内７空港特定運営事業等実施方針策定 

・平成31年 3月 一般国道３８・４４号 釧路外環状道路 釧路東ＩＣ～釧路別保ＩＣ開通 

・平成31年 3月 一般国道２７２号 上別保道路 全線開通 

・平成31年 3月 釧路港 国際物流ターミナル運営開始 

・令和元年 8月 北海道内国管理４空港特定運営事業等基本協定書締結 

・令和 2年 1月 北海道内７空港民間運営開始 

・令和 2年 3月 一般国道４４号 根室道路 全線開通 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和元年度に事業化して、用地進捗率約４％、事業進捗率約４％となっている。 

（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

施設の構造、工法等の変更は無いが、引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

事業の必要性・重要性に変化は無く、費用対効果等の投資効果も確保されているため。 

事業概要図  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ｂ／Ｃの上段は本別 JCT～根室 IC を対象とした場合、下段（ ）書きの値は評価区間を対象にした場合の 

費用便益分析結果。 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：長谷川 朋弘 
 

事業名 

 

日
ひ

高
だか

自動車道（一般国道２３５号） 

厚
あつ

賀
が

静
しず

内
ない

道路 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

北海道開発局 

起終点 

 
自：北

ほっ

海
かい

道
どう

沙
さ

流
る

郡日
ひ

高
だか

町字美
み

原
はら

 

至：北
ほっ

海
かい

道
どう

日
ひ

高
だか

郡新
しん

ひだか町静
しず

内
ない

神
かみ

森
もり

 

延長 

 
 

１６．２km 

事業概要  
日高自動車道は、苫小牧市を起点とし、浦河町に至る高規格道路である。 
厚賀静内道路は、高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活

性化及び国際拠点港湾苫小牧港、拠点空港新千歳空港等への物流効率化等の支援を目的とした延長 
１６．２ｋｍの事業である。 

Ｈ７年度事業化 

 

Ｈ－年度都市計画決定 

（Ｈ－年度変更） 

Ｈ２３年度用地補償着手 

 

 Ｈ２３年度工事着手 

 

全体事業費 約８７３億円 事業進捗率 
(令和4年3月末時点) 

約７４％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量   １０，０００～１１，４００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) １．２ 

(１．１) 

(残事業)   １．８ 

(３．５） 

９３１/４，４１０億円 

 事  業  費：850/4,052億円 

 維持管理費： 76/  331億円 

更  新  費：4.9/   27億円 

１，６７８/５，３６５億円 

 走行時間短縮便益：1,497/4,567億円 

 走行経費減少便益：  150/  656億円 

 交通事故減少便益：   31/  142億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果    事業全体及び残事業について感度分析を実施 

【事業全体】交通量：B/C=1.1 ～1.4（交通量±10%) 【残事業】交通量：B/C=1.6 ～2.1（交通量±10%) 

      事業費：B/C=1.2 ～1.2（事業費±10%)      事業費：B/C=1.7 ～2.0（事業費±10%) 
        事業期間：B/C=1.2 ～1.2（事業期間±20%)    事業期間：B/C=1.7 ～1.8（事業期間±20%) 

事業の効果等   

事業の必要性及び効果 

① 畜産品の流通利便性向上 

  ・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、畜産品の流通利便性向上が期待される。 

② 農産品の流通利便性向上 

  ・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、農産品の流通利便性向上が期待される。 

③ 水産品の流通利便性向上 

    ・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、水産品の流通利便性向上が期待される。 

④ 災害時の緊急輸送ルートの強化 

  ・津波浸水想定区域を回避するルートが確保され、災害時の緊急輸送ルートの強化が期待される。 

⑤ 救急搬送の速達性・安定性向上 

  ・高次医療施設のある苫小牧市や札幌市への速達性・安定性向上が期待される。 

⑥ 移住・交流人口の拡大による地域活性化 

  ・速達性及び定時性の高い道路ネットワークが確保されることで、移住・交流人口が拡大し、地域

活性化の支援が期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

  浦河町など１市１１町の首長等で構成される「高規格道路日高自動車道早期建設促進期成会」等よ

り整備促進の要望を受けている。 

知事の意見： 
「日高自動車道（一般国道２３５号）厚賀静内道路」事業を「継続」とした「対応方針（原案）」

案について、異議はありません。 
 当該事業は、近隣都市間の連絡機能の強化による地域間交流の拡大や、国際拠点港湾苫小牧港、拠
点空港新千歳空港等へのアクセス強化による物流の効率化、道路交通の安全性の向上が図られ、経
済・社会活動の活性化や道民の安全・安心なくらしの確保に寄与することから、早期供用をお願いい
たします。 
 



 なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、より一層、徹底
したコスト縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努めるようお願いいたします。 

事業評価監視委員会の意見  

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成10年 3月 苫小牧東IC～沼ノ端西IC開通 

・平成10年 7月 沼ノ端西IC～厚真IC開通 

・平成15年 8月 厚真IC～鵡川IC開通 

・平成18年 3月 鵡川IC～日高富川IC開通 

・平成18年 3月  鵡川町・穂別町が合併 

・平成18年 3月 日高町・門別町が合併 

・平成18年 3月  静内町・三石町が合併 

・平成20年 8月 苫小牧港東港区へ国際コンテナターミナルが移転 

・平成22年 3月 新千歳空港国際線ターミナル運用開始 

・平成23年 4月 苫小牧港国際拠点港湾に指定（特定重要港湾から名称変更） 

・平成24年 3月 日高富川IC～日高門別IC開通 

・平成27年 9月 様似町アポイ岳ジオパークが世界ジオパークに認定 

・平成30年 4月 日高門別IC～日高厚賀IC開通 

・平成30年12月 新千歳空港国際ターミナル前エプロン拡張部暫定供用 

・令和 2年 1月 北海道内7空港民間運営開始 

・令和 2年 3月 新千歳空港国際線ターミナルビル拡張工事完了 

・令和 2年 7月 白老町ウポポイ（民族共生象徴空間）開業 

・令和 3年 4月 JR日高線（鵡川・様似間）廃線 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成２３年度に工事着手して、用地進捗率約７５％、事業進捗率約７４％となっている。 

（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

トンネル掘削補助工法、橋梁計画、軟弱地盤対策工の見直し等による変更。 

令和７年度：延長９．１ｋｍ（２／２）開通予定 

施設の構造や工法の変更等  

トンネル掘削補助工法、橋梁計画、軟弱地盤対策工の見直し等による変更。引き続き、コスト縮減に

取り組んでいく。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。 

事業概要図  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ｂ／Ｃの上段は厚真ＩＣ～三石を対象とした場合、下段（ ）書きの値は評価区間を対象にした場合の 

費用便益分析結果。 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：長谷川 朋弘 
 

事業名 

 

日
ひ

高
だか

自動車道（一般国道２３５号） 

静
しず

内
ない

三
みつ

石
いし

道路（静
しず

内
ない

～東
ひがし

静
しず

内
ない

） 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

北海道開発局 

起終点 

 
自：北

ほっ

海
かい

道
どう

日
ひ

高
だか

郡新
しん

ひだか町静
しず

内
ない

神
かみ

森
もり

 

至：北
ほっ

海
かい

道
どう

日
ひ

高
だか

郡新
しん

ひだか町東
ひがし

静
しず

内
ない

 

延長 

 
 

８．０km 

事業概要  
日高自動車道は、苫小牧市を起点とし、浦河町に至る高規格道路である。 
静内三石道路（静内～東静内）は、高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り 
地域間交流の活性化及び国際拠点港湾苫小牧港、拠点空港新千歳空港等への物流効率化等の支援を目的

とした延長８．０ｋｍの事業である。 

Ｒ４年度事業化 

 

Ｒ－年度都市計画決定 

（Ｈ－年度変更） 

Ｒ－年度用地補償着手 

 

 Ｒ－年度工事着手 

 

全体事業費 約５２０億円 事業進捗率 
(令和4年3月末時点) 

０％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量   ７，７００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) １．２ 

(０．９７) 

(残事業)   １．８ 

(０．９７） 

９３１/４，４１０億円 

事  業  費：850/4,052億円 

 維持管理費： 76/  331億円 

更  新  費：4.9/   27億円 

１，６７８/５，３６５億円 

 走行時間短縮便益：1,497/4,567億円 

 走行経費減少便益：  150/  656億円 

 交通事故減少便益：   31/  142億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果    事業全体及び残事業について感度分析を実施 

【事業全体】交通量：B/C=1.1 ～1.4（交通量±10%) 【残事業】交通量：B/C=1.6 ～2.1（交通量±10%) 

      事業費：B/C=1.2 ～1.2（事業費±10%)      事業費：B/C=1.7 ～2.0（事業費±10%) 
        事業期間：B/C=1.2 ～1.2（事業期間±20%)    事業期間：B/C=1.7 ～1.8（事業期間±20%) 

事業の効果等   

事業の必要性及び効果 

① 畜産品の流通利便性向上 

  ・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、畜産品の流通利便性向上が期待される。 

② 農産品の流通利便性向上 

  ・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、農産品の流通利便性向上が期待される。 

③ 水産品の流通利便性向上 

    ・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、水産品の流通利便性向上が期待される。 

④ 災害時の緊急輸送ルートの強化 

  ・津波浸水想定区域を回避するルートが確保され、災害時の緊急輸送ルートの強化が期待される。 

⑤ 救急搬送の速達性・安定性向上 

  ・高次医療施設のある苫小牧市や札幌市への速達性・安定性向上が期待される。 

⑥ 移住・交流人口の拡大による地域活性化 

  ・速達性及び定時性の高い道路ネットワークが確保されることで、移住・交流人口が拡大し、地域

活性化の支援が期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

  浦河町など１市１１町の首長等で構成される「高規格道路日高自動車道早期建設促進期成会」等よ

り整備促進の要望を受けている。 

知事の意見： 
「日高自動車道（一般国道２３５号）静内三石道路（静内～東静内）」事業を「継続」とした「対

応方針（原案）」案について、異議はありません。 
 当該事業は、近隣都市間の連絡機能の強化による地域間交流の拡大や、国際拠点港湾苫小牧港、拠
点空港新千歳空港等へのアクセス強化による物流の効率化、道路交通の安全性の向上が図られ、経
済・社会活動の活性化や道民の安全・安心なくらしの確保に寄与することから、早期供用をお願いい
たします。 
 



 なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、徹底したコスト
縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努めるようお願いいたします。 

事業評価監視委員会の意見  

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和４年度に事業化して、用地進捗率０％、事業進捗率０％となっている。 

（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

施設の構造、工法等の変更は無いが、引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ｂ／Ｃの上段は厚真ＩＣ～三石を対象とした場合、下段（ ）書きの値は評価区間を対象にした場合の 

費用便益分析結果。 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

 

 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 

一般国道５号 

倶知安余市道路（倶知安
くっちゃん

～共和
きょうわ

） 

事業 

区分 

一般国道 

 

事業 

主体 
国土交通省 

北海道開発局 

起終点 

 

自：北海道
ほっかいどう

虻田
あ ぶ た

郡倶知安
くっちゃん

町字旭
あさひ

 

至：北海道
ほっかいどう

岩内
いわない

郡共和
きょうわ

町国富
くにとみ

 
延長 

１１．５km 

事業概要  

倶知安余市道路は、市街等における交通混雑の緩和及び交通事故低減による安全性の向上、拠点空港新千歳
空港から国際的観光地ニセコへの速達性の向上により、観光振興による地域活性化支援及び有珠山噴火等の災
害時の代替路として寄与することを目的とした倶知安インターチェンジ（仮称）から余市インターチェンジに
至る延長３９．１ｋｍの事業である。 

Ｈ２８年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 

（Ｈ－年度変更） 

Ｈ３０年度用地補償着手 Ｈ３０年度工事着手 

全体事業費 約４２０億円 事業進捗率 
(令和4年3月末時点) 

約１３％ 供用済延長 ０．０km 

 

計画交通量   １２，１００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) １．３ 

  (２．０) 

(残事業)  ２．３ 

   (２．５) 

 ９５２/１，６２８億円 

 事  業  費： 823/1,499億円 

 維持管理費： 129/  129億円 

２，１９３/２，１９３億円 

 走行時間短縮便益：1,891/1,891億円 

 走行経費減少便益：  249/  249億円 

 交通事故減少便益：   52/   52億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果    事業全体及び残事業について感度分析を実施 

【事業全体】交通量：B/C=1.2 ～1.5（交通量±10%） 【残事業】交通量：B/C=2.0 ～2.6（交通量±10%） 

      事業費：B/C=1.3 ～1.4（事業費±10%）      事業費：B/C=2.1 ～2.5（事業費±10%） 
        事業期間：B/C=1.3 ～1.4（事業期間±20%）    事業期間：B/C=2.3 ～2.4（事業期間±20%） 

事業の効果等  

事業の必要性及び効果 

① 観光振興による地域活性化支援 

 ・新千歳空港や札幌市からニセコ観光圏へのアクセス性が向上し、観光振興による地域活性化支援が期

待される。 

② 救急搬送の速達性向上 

・峠部を回避する救急搬送ルートが確保され、速達性及び安定性の向上が期待される。 

③ 災害時の代替路の強化 

 ・峠部等を回避するルートが確保され、災害時の代替路の確保が期待される。 

④ 道路交通の安全性向上 

 ・峠部や市街地を回避するルートが確保され、道路交通の安全性向上が期待される。 

⑤ 農産品等の輸送安定性向上 

 ・峠部や国際海上コンテナ通行不可トンネルを回避することにより、物流拠点への速達性及び安定性の

高い輸送ルートが確保され、農産品等の流通利便性向上が期待される。 

⑥ 地域産業の活性化 

 ・小樽・札幌方面からのアクセス性向上による新たな観光需要の創出など、更なる地域産業の活性化が

期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

  小樽市など１市１３町６村の首長等で構成される「北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設促進期成会」

等より整備促進の要望を受けている。 

知事の意見： 

  「一般国道５号 倶知安余市道路（倶知安～共和）」事業を「継続」とした「対応方針（原案）」案に

ついて、異議はありません。 

 

 



  当該事業は、新千歳空港から主要観光地であるニセコエリアへの速達性の向上、大規模災害時の代替ル

ートの確保、高次医療施設への搬送時間の短縮、国際コンテナ通行支障区間の解消による物流の効率化等

が図られ、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから早期供用をお願いいたします。 

  なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、徹底したコスト縮減

を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努めるようお願いいたします。 

事業評価監視委員会の意見  

 当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成30年12月 北海道横断自動車道 余市ＩＣ～小樽ＪＣＴ間開通 

・令和 3年12月 小樽港港湾計画の改定 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成３０年度に工事着手し、用地進捗率約２３％、事業進捗率約１３％となっている。 

(令和４年３月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

施設の構造や工法等の変更はないが、引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。 

事業概要図  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ｂ／Ｃの上段は倶知安～余市を対象とした場合、下段（ ）書きの値は評価区間を対象にした場合の費用

便益分析結果。 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

 

倶知安余市道路 
（倶知安～共和） 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：長谷川 朋弘 
 

事業名 

 

一般国道５号 

倶知安余市道路（共和
きょうわ

～余市
よ い ち

） 

事業 

区分 

一般国道 

 

事業 

主体 
国土交通省 

北海道開発局 

起終点 

 

自：北海道
ほっかいどう

岩内
いわない

郡共和
きょうわ

町国富
くにとみ

 

至：北海道
ほっかいどう

余市
よ い ち

郡余市
よ い ち

町 登
のぼり

町 
延長 

２７．６km 

事業概要  
倶知安余市道路は、市街等における交通混雑の緩和及び交通事故低減による安全性の向上、拠点空港新千歳

空港から国際的観光地ニセコへの速達性の向上により、観光振興による地域活性化支援及び有珠山噴火等の災
害時の代替路として寄与することを目的とした倶知安インターチェンジ（仮称）から余市インターチェンジに
至る延長３９．１ｋｍの事業である。 

Ｈ２６年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 

（Ｈ－年度変更） 

Ｈ２８年度用地補償着手 Ｈ２８年度工事着手 

全体事業費 約１，２８０億円 

 

事業進捗率 
(令和4年3月末時点) 

約４５％ 

 

供用済延長 ０．０km 

計画交通量   １４，１００～１５，４００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) １．３ 

   (１．４) 

(残事業)    ２．３ 

(２．８) 

 ９５２/１，６２８億円 

 事  業  費： 823/1,499億円 

 維持管理費： 129/  129億円 

２，１９３/２，１９３億円 

 走行時間短縮便益：1,891/1,891億円 

 走行経費減少便益：  249/  249億円 

 交通事故減少便益：   52/   52億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果    事業全体及び残事業について感度分析を実施 

【事業全体】交通量：B/C=1.2 ～1.5（交通量±10%） 【残事業】交通量：B/C=2.0 ～2.6（交通量±10%） 

      事業費：B/C=1.3 ～1.4（事業費±10%）      事業費：B/C=2.1 ～2.5（事業費±10%） 
        事業期間：B/C=1.3 ～1.4（事業期間±20%）    事業期間：B/C=2.3 ～2.4（事業期間±20%） 

事業の効果等  

事業の必要性及び効果 

① 観光振興による地域活性化支援 

 ・新千歳空港や札幌市からニセコ観光圏へのアクセス性が向上し、観光振興による地域活性化支援が期

待される。 

② 救急搬送の速達性向上 

・峠部を回避する救急搬送ルートが確保され、速達性及び安定性の向上が期待される。 

③ 災害時の代替路の強化 

 ・峠部等を回避するルートが確保され、災害時の代替路の確保が期待される。 

④ 道路交通の安全性向上 

 ・峠部や市街地を回避するルートが確保され、道路交通の安全性向上が期待される。 

⑤ 農産品等の輸送安定性向上 

 ・峠部や国際海上コンテナ通行不可トンネルを回避することにより、物流拠点への速達性及び安定性の

高い輸送ルートが確保され、農産品等の流通利便性向上が期待される。 

⑥ 地域産業の活性化 

 ・小樽・札幌方面からのアクセス性向上による新たな観光需要の創出など、更なる地域産業の活性化が

期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

小樽市など１市１３町６村の首長等で構成される「北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設促進期成会」

等より整備促進の要望を受けている。 

知事の意見： 

  「一般国道５号 倶知安余市道路（共和～余市）」事業を「継続」とした「対応方針（原案）」案につ

いて、異議はありません。 

  当該事業は、新千歳空港から主要観光地であるニセコエリアへの速達性の向上、大規模災害時の代替ル

ートの確保、高次医療施設への搬送時間の短縮、国際コンテナ通行支障区間の解消による物流の効率化等

が図られ、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから早期供用をお願いいたします。 



  なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、徹底したコスト縮減

を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努めるようお願いいたします。 

事業評価監視委員会の意見  

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成26年 7月 蘭越町・ニセコ町・倶知安町の「ニセコ観光圏」が観光圏に認定 

・平成27年 4月 道の駅「あかいがわ」開業 

・平成30年12月 北海道横断自動車道 余市ＩＣ～小樽ＪＣＴ間開通 

・令和 3年12月 小樽港港湾計画の策定 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成２８年度に工事着手し、用地進捗率約８９％、事業進捗率約４５％となっている。 

(令和４年３月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

トンネル掘削補助工法の見直しや軟弱地盤対策工の見直し等。 

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

トンネル掘削補助工法の見直しや軟弱地盤対策工の見直し等による変更。 

引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。 

事業概要図  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ｂ／Ｃの上段は倶知安～余市を対象とした場合、下段（ ）書きの値は評価区間を対象にした場合の費用

便益分析結果。 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

倶知安余市道路 
（共和～余市） 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：長谷川 朋弘 
 

事業名 

 

北海道縦貫自動車道 七飯
な な え

～大沼
おおぬま

 事業 

区分 

高速自動車国

道 

事業 

主体 

国 土 交 通省 

北海道開発局 

起終点 

 
自：北海道

ほっかいどう

亀田
か め だ

郡七飯町
ななえちょう

字仁山
に や ま

 

至：北海道
ほっかいどう

茅部
か や べ

郡森町
もりまち

赤井川
あ か いが わ

 

延長 

 
 

１０．０km 

事業概要  
北海道縦貫自動車道は、函館市を起点とし、室蘭市、札幌市、旭川市、士別市、名寄市等を経由して稚

内市に至る高規格道路である。 
七飯～大沼は、高速ネットワークの拡充による道央圏と道南圏の連絡機能の強化を図り、地域間交流の

活性化及び重要港湾函館港、拠点空港函館空港等への物流の効率化等の支援を目的とした、七飯インター
チェンジ（仮称）から大沼公園インターチェンジに至る延長１０．０ｋｍの事業である。 

Ｈ１７年度事業化 

（新直轄方式） 

Ｈ－年度都市計画決定 

（Ｈ－年度変更） 

Ｈ１７年度用地補償着手 

 

Ｈ２７年度工事着手 

 

全体事業費 約１，００４億円 事業進捗率 
(令和3年3月末時点) 

約２６％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量   １４，６００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)  １．３ 

 

(残事業)   ２．１ 

 

６０４/９３９億円 

 事  業  費：580/915億円 

 維持管理費： 25/ 25億円 

１，２５０/１，２５０億円 

 走行時間短縮便益：1,086/1,086億円 

 走行経費減少便益：  140/  140億円 

 交通事故減少便益：   24/   24億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果    事業全体及び残事業について感度分析を実施 

【事業全体】交通量：B/C=1.1～1.5（交通量±10%) 【残事業】交通量：B/C=1.8～2.4（交通量±10%) 

      事業費：B/C=1.3～1.4（事業費±10%)      事業費：B/C=1.9～2.3（事業費±10%) 
        事業期間：B/C=1.3～1.4（事業期間±20%)    事業期間：B/C=2.0～2.1（事業期間±20%) 

事業の効果等   

事業の必要性及び効果 

① 交通混雑の緩和及び道路交通の安全性向上 

  ・交通転換が図られ、交通混雑の緩和及び道路交通の安全性向上が期待される。 

② 物流の利便性向上 

  ・定時性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、物流の利便性向上が期待される。 

③ 主要な観光地への利便性向上 

  ・広域観光の周遊性が向上し、更なる観光の活性化が期待される。 

④ 救急搬送の安定性向上 

  ・急カーブや急勾配が回避され、函館市の高次医療施設への速達性･安定性向上が期待される。 

⑤ 災害時の緊急輸送ルートの強化 

  ・国道５号の代替路が確保され、救命・救助活動や緊急物資支援など、復旧・復興に寄与する緊急

輸送ルートの強化が期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等：  

  函館市など２市１６町の首長等で構成される「北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会」等よ

り整備促進の要望を受けている。 

知事の意見： 

  「北海道縦貫自動車道 七飯～大沼」事業を「継続」とした「対応方針（原案）」案について、異

議はありません。 

  当該事業は、高速ネットワークの拡充による道央圏と道南圏の連絡強化により、地域間交流の活性

化や物流の効率化が図られるほか、新函館北斗駅へのアクセスが強化されるなど、道民生活の向上や

経済・社会活動の活性化に寄与することから、早期供用をお願いいたします。 

  なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、徹底したコスト

縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努めるようお願いいたします。 



事業評価監視委員会の意見  

 当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成17年 4月 市町村合併により、森町及び砂原町が「森町」となる 

・平成17年 6月 函館空港新ターミナルビル開業 

・平成17年10月 市町村合併により、八雲町及び熊石町が「八雲町」となる 

・平成18年 2月 市町村合併により、上磯町及び大野町が「北斗市」となる 

・平成18年11月 シーニックバイウェイ北海道「函館・大沼・噴火湾ルート」指定 

・平成23年度～ 函館港北ふ頭地区複合一貫輸送ターミナル整備事業 

・平成24年 3月 国道２７８号 尾札部道路 函館市安浦町～函館市豊崎町開通 

・平成24年11月 北海道縦貫自動車道 八雲ＩＣ～大沼公園ＩＣ開通 

・平成25年 3月 国道２７８号 鹿部道路全線開通 

・平成27年12月 シーニックバイウェイ北海道「どうなん・追分ルート」指定 

・平成28年 3月 北海道新幹線 新青森駅～新函館北斗駅間開業、道南いさりび鉄道開業 

・平成28年 3月 道の駅｢しかべ間歇泉公園｣ 開業 

・平成28年度～ 函館港若松地区におけるクルーズ船に対応した港湾整備 

・平成29年 1月 函館空港国際線ターミナル拡張 

・平成29年 3月 函館港幹線臨港道路湾岸線全線開通 

・平成30年 3月 道の駅「なないろ・ななえ」開業 

・平成30年10月 函館港若松地区クルーズ船岸壁暫定供用 

・令和元年 7月 「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界文化遺産国内推薦候補選定 

・令和 2年 1月 北海道内７空港民間運営開始 

・令和 3年 3月 函館新外環状道路 函館ＩＣ～函館空港ＩＣ開通 

・令和 3年 7月 「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界文化遺産登録 

・令和 3年 7月 史跡「垣ノ島遺跡」一般公開 

・令和 4年 3月 函館・江差自動車道 函館ＩＣ～木古内ＩＣ開通 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成２７年度に工事着手し、用地進捗率１００％、事業進捗率約２６％となっている。 

（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

トンネル掘削補助工法の見直し、中央分離構造等の見直し等。 

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

トンネル掘削補助工法の見直し、中央分離構造等の見直し等による変更。 

引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業概要図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

七飯～大沼 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘 
 

事業名 
 

津軽
つ が る

自動車道 青森
あおもり

～鰺ヶ
あ じ が

沢
さわ

 

（一般国道101号 柏
かしわ

浮田
う き た

道路） 

事業 
区分 

一般国道 

 

事業 
主体 

国道交通省 

東北地方整備局 

起終点 
 

自：青森
あおもり

県つがる市柏
かしわ

稲盛
い せ

 

至：青森
あおもり

県つがる市木造
きづくり

越水
こしみず

 
延長 １２.３Km 

事業概要  
柏浮田道路は、一般国道１０１号において青森県つがる市柏稲盛から同市木造越水に至る延長１２.３km

の自動車専用道路である。（津軽自動車道は、青森県青森市から青森県鰺ヶ沢町に至る延長約３８kmの高規

格道路であり、これまでに約２３km が供用している） 

Ｈ３０年度事業化 Ｈ２９年度都市計画決定 Ｒ２年度用地着手 Ｒ３年度工事着手 
全体事業費 約３８０億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 
約４％ 供用済延長 -km 

計画交通量 ７，４００台／日 
 

費用対効果 
分析結果 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 

1.6(1.01) 

(残事業) 
1.1(1.1 ) 

     354/1,880億円 
 事 業 費：293/1,574億円 
 維持管理費： 61/  291億円 
更 新 費：   /   15億円 

        376/3,008億円 
 走行時間短縮便益： 286/2,386億円 

 走行経費減少便益： 68/  447億円 

 交通事故減少便益： 22/  174億円 

令和４年 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動 :B/C 1.6～1.9(交通量  ±10％）【残事業】B/C 1.04～1.2(交通量  ±10％) 

      事業費変動 :B/C 1.6～1.6(事業費  ±10％）     B/C 0.98～1.2(事業費  ±10％) 

      事業期間変動 :B/C 1.6～1.6(事業期間 ±20％）     B/C 0.98～1.1(事業期間 ±20％) 
事業の効果等  
① 円滑なモビリティの確保 

・渋滞損失時間：30.5万人・時間/年、渋滞損失削減率：約8割削減 

② 安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設へのアクセスが向上 

③ 災害への備え 

・青森県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道101号が「第一次緊急輸送道路」に指定 

・当該道路並行現道区間の冬期交通障害区間を解消 

                 他9項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  
○青森県知事の意見 

令和４年８月１７日付け国東整企画第７１号で意見照会のあったことについて、対応方針(原案)のとお

り事業継続に異存はありません。 

本県においては、いまだ未整備区間が多く残り、柏浮田道路を含む津軽自動車道は、東北縦貫自動車道

と共に、産業の発展や観光の振興に大きく寄与するとともに、災害時における代替機能を有する重要な路

線であり、本県が目指す「選ばれる青森」の実現に必要不可欠な社会基盤であります。 

また、国が掲げる「地方創生」や「国土強靭化」を推し進めるためには、高規格幹線道路網の整備が不

可欠であることから、今後も着実に整備を進め、早期供用が図られるよう特段の御配慮をお願いします。 

○以下の団体等から、「柏浮田道路」整備促進について要望あり。 

・青森県 

 

事業評価監視委員会の意見  
・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 



事業の進捗状況、残事業の内容等  
・平成３０年度新規事業化、用地進捗率約７％、事業進捗率約４％（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  
・機能補償のボックスカルバートを集約し、コスト縮減を図っている。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  
 冬期交通環境の改善、周遊観光を支援、地域産業を活性化、救急搬送の速達性の向上等のため、早期整

備の必要性が高い。 

事業概要図  
 

 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：長谷川 朋弘

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４号 北上拡幅 一般国道

きたかみかくふく

区分 主体 東北地方整備局

自：岩手県北上市相去町字笹長根
きたかみ あいさり ささながね

起終点 延長 １２．２ｋｍ
至：岩手県北上市飯豊町村崎野１９地割

きたかみ いいとよ むらさきの ち わ り

事業概要

一般国道４号は東京都中央区から青森県青森市に至る延長８３６．４ｋｍの主要な幹線道路である。北
上拡幅は、岩手県北上市相去町字笹長根～飯豊町村崎野１９地割間に至る延長１２．２ｋｍの４車線道路
である。

Ｓ５７年度事業化 Ｈ７年度都市計画決定 Ｓ５８年度用地着手 Ｓ５７年度工事着手
全体事業費 約２０７億円 事業進捗率 約９５％ 供用済延長 ９．２ｋｍ

（令和4年3月末時点）

計画交通量 ３０，６００台／日
Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年

費用対効果 (事業全体)１．４ ３０億円／ ４７５億円 １４７億円／ ６６７億円
分析結果 事 業 費 ： １９億円／ ４３１億円 走行時間短縮便益：１２９億円／ ５６７億円 令和４年

(残 事 業)４．９ 維持管理費 ： １１億円／ ４４億円 走行経費減少便益： １６億円／ ９１億円
交通事故減少便益： １.３億円／ ８.３億円

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.3～1.5(交通量 ±10%)【残事業】B/C=4.4～5.4(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.4～1.4(事業費 ±10%) B/C=4.7～5.3(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.3～1.5(事業期間 ±20%) B/C=4.8～5.1(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間及び削減率
(渋滞損失時間：16.2万人・時間／年、渋滞損失削減率：約8割削減)

②国土・地域ネットワークの構築
・当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

(北上市～奥州市 38分→37分(1分短縮))
③災害への備え

・岩手県地域防災計画にて緊急輸送道路(1次路線)に指定
他12項目に該当

関係する地方公共団体等の意見

○岩手県知事の意見
１ 「対応方針(現案)」案に対して異議ありません。
２ 一般国道４号北上拡幅は、自動車産業など東北有数の産業集積地である北上・金ケ崎地域の渋滞

区間の緩和・解消などの効果が期待されることから、早期完成に向け、コスト縮減にも最大限に配
慮しながら、事業の進捗を図るようお願いします。

○以下の団体等から、整備促進について要望あり
北上市(北上市長)

事業評価監視委員会の意見
・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・昭和５７年度新規事業化、用地進捗率約９８％、事業進捗率約９５％（令和４年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等
・歩道拡幅構造の見直しにより、コスト縮減を図っている。



対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

国道４号の交通混雑の緩和、交通事故の減少、救急医療体制の強化、沿線自治体の産業支援、冬期にお
ける円滑な物流の確保等のため、早期整備の必要性が高い。
事業概要図

一般国道４号

北上拡幅

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 

 

一般国道４号 築館
つきだて

バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 

 
自：宮城

み や ぎ

県栗原
くりはら

市築館
つきだて

赤坂
あかさか

 

至：宮城
み や ぎ

県栗原
くりはら

市築館
つきだて

城
じょ

生野
う の

 

延長 

 

 

６．４km 

事業概要  

一般国道４号は、東京都中央区から青森市までの福島市、仙台市、盛岡市等の東北地方の主要都市を 

結ぶ、延長約８３６．４kmの主要幹線道路である。 

築館バイパスは、宮城県栗原市内を通過する延長６．４kmの２～４車線道路である。 

 Ｓ５８年度事業化 

 

Ｓ５６年度都市計画決定 

（Ｈ２３年度、令和４年度変更） 

 Ｈ７年度用地着手 

 

  Ｈ１３年度工事着手 

 

全体事業費   約１８０億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約５２％ 供用済延長 ３．８km(暫定) 

計画交通量 １２，０００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 

１．０１ 

(残事業) 

１．４ 

   84/275億円   

 事 業 費： 64/237億円 

 維持管理費： 20/ 38億円 

 

   118/278億円 

 走行時間短縮便益： 89/223億円 

 走行経費減少便益： 19/ 41億円 

 交通事故減少便益：8.9/ 14億円 

 

令和４年 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交 通 量 変 動：B/C=0.95～1.1 (交 通 量 ±10%) 【残事業】B/C=1.2～1.6 (交 通 量 ±10%) 

事 業 費 変 動：B/C=0.99～1.03(事 業 費 ±10%)       B/C=1.3～1.5 (事 業 費 ±10%) 

事業期間変動：B/C=0.9 ～1.1 (事業期間 ±20%)       B/C=1.3～1.5 (事業期間 ±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間及び削減率 

（渋滞損失時間：28.6 万人・時間／年、渋滞損失削減率：約 8割削減） 

②安全で安心できるくらしの確保 

・栗原市（金成地区）から大崎市民病院（大崎市）へのアクセス性が向上（現況53分→整備後49分） 

③災害への備え 

・宮城県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道4号が「第一次緊急輸送道路」に指定 

他７項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

○宮城県知事の意見 

「対応方針（原案）」のとおり「継続」で異議ありません。 

一般国道４号は、東日本の縦の大動脈として東北全域の産業経済活動や地域間交流を支える、極めて重 

要な役割を担う幹線道路であり、東日本大震災においては、並行する東北縦貫自動車道とともに、被災地 

への支援活動にも大きな役割を果たした。 

評価対象の「築館バイパス」は、栗原市街地を通過する国道４号の慢性的な渋滞解消を図る事業であり 

、さらに、医療施設へのアクセス性向上や物流の効率化などに寄与することから、一日も早い完成が待た 

れるとともに、本県の重点施策である「防災道路ネットワークの構築」さらに「富県躍進」の実現に向け 

て非常に重要な道路である。 

今回の評価は、社会情勢の変化に伴う変更を踏まえた内容となっており、事業継続は妥当であると考え 

られるため、対応方針（原案）に対し、「異議なし」とする。 

今後も、コスト縮減にも最大限配慮しながら、一日も早い完成に向けて、事業を推進していただきたい

。 

 



○以下の団体等から、「築館バイパス」の整備促進について要望あり 

・宮城県（宮城県知事） 

・栗原市（栗原市長） 

・一般国道４号築館バイパス整備促進期成同盟会（栗原市長） 

・国道４号拡幅改良（４車線）建設促進期成同盟会（大崎市長） 他 

 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・昭和５８年度新規事業化、用地進捗率約７０％、事業進捗率約５２％（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・側道を設置し横断函渠を集約することにより、コスト縮減を図っている。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・国道４号における交通混雑の緩和、交通安全の確保、救急搬送の効率化、生活道路の安全性向上等の

ため、早期整備の必要性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：長谷川 朋弘

日本海沿岸東北自動車道 能代～小坂 事業 事業 国土交通省
に ほんかいえんがんとうほく の しろ こ さか

事業名 （一般国道７号 二ツ井今 泉道路） 一般国道
ふ た つ いいまいずみ

区分 主体 東北地方整備局

自：秋田県能代市二ツ井町小繋
の し ろ ふ た つ い ま ちこつなぎ

起終点 延長 ５．９ｋｍ
至：秋田県北秋田市坊沢

きたあきた ぼうさわ

事業概要

日本海沿岸東北自動車道は、新潟県新潟市を起点として秋田県能代市や秋田県大館市を経て青森県青森
市に至る高規格道路である。

二ツ井今泉道路は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成する道路として、事故減少、災害時の信頼性、
救急医療支援、地域産業・物流支援、観光地域交流支援、企業立地支援を目的とした、能代市二ツ井町か
ら北秋田市坊沢を結ぶ延長５．９ｋｍの自動車専用道路である。

Ｈ２４年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２５年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手
全体事業費 約５４３億円 事業進捗率 約７３％ 供用済延長 － km

（令和4年3月末時点）

計画交通量 １０，９００台／日
Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年

費用対効果 (事業全体) 230億円／4,878億円 313億円／5,923億円
分析結果 １．２（０．６） 事 業 費 ：189億円／4,103億円 走行時間短縮便益：254億円／4,828億円

令和４年
(残 事 業) 維持管理費 ： 41億円／ 745億円 走行経費減少便益： 45億円／ 928億円
１．４（１．３） 更 新 費 ： 億円／ 29億円 交通事故減少便益： 14億円／ 168億円

感度分析の結果
【全体事業】交通量変動：B/C=1.1～1.4(交通量 ±10%) 【残事業】B/C=1.2～1.6（交通量 ±10%)

事業費変動：B/C=1.2～1.2(事業費 ±10%) B/C=1.3～1.5 (事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.2～1.2(事業期間 ±20%) B/C=1.3～1.4 (事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・能代市から大館能代空港へのアクセス向上が見込まれる(現況:50分→整備後:45分※)
②物流効率化の支援

・小坂町から能代港へのアクセス向上が見込まれる(現況:78分→整備後:73分※)
③国土·地域ネットワークの構築

・当該路線が新たに拠点都市である能代市～大館市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構築
(現況:74分→整備後:69分※)

④個性ある地域の形成
・主要な観光地へのアクセス向上が期待される。

(道の駅「ふたつい」957千人/R3年、世界遺産「白神山地」と関連施設307千人/R2年)
⑤災害への備え

・緊急輸送道路ネットワーク計画に位置付けがある(一般国道7号は秋田県緊急輸送道路ネットワーク
計画において「第1次緊急輸送道路」に指定)。

・緊急輸送道路が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。
※整備後は他の事業中区間の効果も含む 他10項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○秋田県知事の意見

国の対応方針（原案）（案）については、異議ありません。
本県では、今年度から新たな県政運営の指針である「新秋田元気創造プラン」をスタートさせ、安全・

安心で、快適な質の高い幹線道路ネットワークの構築に向けて、高規格道路のミッシングリンクの解消や
機能強化に取り組むとともに、企業立地や観光振興につながる道路の整備を推進しております。

当該路線は、日本海沿岸自動車道の一部を構成するものであり、産業集積の促進や物流の効率化など、
暮らしと地域経済を支えるストック効果の発現が期待されるほか、近年の激甚化、頻発化する災害時にお
いては、国道７号とのダブルネットワークの構築による交通機能の確保が重要であることから、早期の整
備が必要であります。

特に、現道活用に課題のあった「(仮称)今泉ＩＣ～蟹沢ＩＣ間」の整備については、本事業の中で実施
していただくこととなり、平常時・災害時問わず、信頼性の高い高規格道路ネットワークの構築に大きく
寄与するものと考えております。



引き続き、コスト縮減に努めながら事業の促進をお願いするほか、今般崩落した斜面の安定対策状況を
踏まえ、出来る限り早期に開通見通しを公表していただくとともに、「(仮称)今泉ＩＣ～蟹沢ＩＣ間」に
ついても、早期着工・完成を図るようお願いいたします。
事業評価監視委員会の意見

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。
事業の進捗状況、残事業の内容等

・平成２４年度新規事業化、用地進捗率約８５％、事業進捗率約７３％（令和４年３月末時点）
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・事業の進捗に係る問題はない。
施設の構造や工法の変更等

・トンネル設備の見直しにより、コスト縮減を図っている。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

事故減少、災害時の信頼性、救急医療支援、地域産業・物流支援、観光地域交流支援、企業立地支援等
のため、早期整備の必要性が高い。
事業概要図

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

二ツ井今泉道路

凡例
： 開通済
： 事業中

その他道路凡例
道路種別

： 評価対象区間
： 高規格幹線道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他凡例
： 市役所
： H27センサス交通量
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能代東ＩC
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二井田真中IC

鷹巣IC

小繋IC(仮)
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鷹巣大館道路（Ⅱ期）

鷹巣大館道路
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延長約18km延長16.7km

大館西道路 大館北～小坂
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T’15= 9,209台/日

T’15= 6,718台/日

T’15= 16,451台/日
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北秋田市

能代市
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北秋田市役所

能代市役所 T’15=
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課

担当課長名：長谷川 朋弘

事業 事業 国土交通省
事業名

日本海沿岸東北自動車道 酒田～由利本荘
一般国道

にほんかいえんがんとうほく さ か た ゆりほんじよう

（一般国道７号 遊佐象潟道路）
区分 主体 東北地方整備局ゆ ざ きさかた

起終点
自：山形県飽海郡遊佐町北目

延長 １７．９km

やまがた あ くみ ゆ ざ きた め

至：秋田県にかほ市象潟町小滝
あ き た きさかたまちこ た き

事業概要

日本海沿岸東北自動車道は、新潟県新潟市を起点として山形県酒田市や秋田県秋田市を経て青森県青森

市に至る高規格道路である。

遊佐象潟道路は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成する一般国道の自動車専用道路で、山形県飽海
郡遊佐町北目から秋田県にかほ市象潟町小滝に至る延長17.9㎞の自動車専用道路である。
Ｈ２５年度事業化 Ｈ２４年度都市計画決定 Ｈ２７年度用地着手 Ｈ２８年度工事着手

全体事業費 約８００億円 事業進捗率 約４６％ 供用済延長 ―km

（令和4年3月末時点）

計画交通量 １１，０００ 台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

費用対効果 (事業全体) 534億円/4,545億円 1,212億円/7,095億円

分析結果 １．６（１．２） 事 業 費：405億円/3,856億円 走行時間短縮便益：905億円/5,996億円 令和４年

(残 事 業) 維持管理費：127億円/ 634億円 走行経費減少便益：253億円/ 868億円

２．３（２．２） 更 新 費：2.2億円/ 55億円 交通事故減少便益： 54億円/ 231億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量変動：B/C＝1.4～1.7（交通量 ±10％）【残事業】B/C＝2.0～2.6（交通量 ±10％）

事業費変動：B/C＝1.5～1.6（事業費 ±10％） B/C＝2.1～2.5（事業費 ±10％）

事業期間変動：B/C＝1.6～1.6（事業期間±20％） B/C＝2.2～2.3（事業期間±20％）

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減

（渋滞損失時間：14.2万人・時間/年、渋滞損失削減率：約6割削減）

②物流効率化の支援

・重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上

（にかほ市～酒田港 現況41分⇒将来36分）

※整備後は一体評価区間で事業中の酒田みなと～遊佐の効果も含む

③災害への備え

・対象区間が秋田県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ

他11項目に該当

関係する地方公共団体等の意見

○山形県知事の意見

１「対応方針（原案）」案のとおり、継続」で異議ありません。

２ 遊佐象潟道路は、日本海沿岸東北自動車道に並行する一般国道の自動車専用道路で、高規格道路

ネットワークを形成しており、災害時における緊急輸送と速達性の確保、第三次救急医療施設への

アクセス改善、日本海側拠点間の交流、連携強化等が図られます。

このため、本県では、「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速

道路・地域高規格道路の整備”の重要性を盛り込んでいるところであります。また、令和３年７月

策定の「新広域道路交通計画」において、本路線は広域道路ネットワークの“高規格道路”に位置

付けております。

引き続き、コスト縮減にも十分に配慮しながら、「防災・減災、国土強靱化に向けた５か年加速化

対策」に基づく別枠の財源を確保するとともに、本事業にも充当するなどし、事業期間である令和

８年度までに確実に開通していただくようお願いします。



○秋田県知事の意見

国の対応方針（原案）（案）については、異議ありません。

本県では、今年度より新たな県政運営の指針である「新秋田元気創造プラン」をスタートさせており、

安全・安心で、快適な質の高い幹線道路ネットワークの構築に向けて、高速道路のミッシングリンクの

解消や機能強化に取り組むとともに、企業立地や観光振興につながる道路の整備を推進しております。

当該路線は、日本海沿岸東北自動車道の山形・秋田県間の最後に残された区間を整備するものであり、

産業集積の促進や物流の効率化など、地域経済の活性化に大きく寄与するとともに、近年の激甚化、頻

発化する災害時においては、国道７号とのダブルネットワークの構築による交通機能の確保が重要であ

ることから、早期の整備が必要であります。

引き続き、可能な限りコスト縮減に努めつつ、（仮）小砂川ＩＣ～象潟ＩＣ間については令和７年度

内、遊佐鳥海ＩＣ～（仮）小砂川ＩＣ間については令和８年度内のそれぞれ出来る限り早期に完成でき

るよう事業促進をお願いいたします。

○以下の団体等から、遊佐象潟道路の整備促進について要望あり

秋田県、秋田県議会、由利本荘市、由利本荘市議会、東北日本海沿岸市町村議会協議会、日本海沿岸東

北自動車道建設促進秋田県南部期成同盟会、本荘由利交通体系整備促進協議会、日本海沿岸東北自動車

道山形・秋田県境区間建設促進期成同盟会、鶴岡市議会、鶴岡市、酒田市、庄内開発協議会、山形県庄

内地区道路協議会

事業評価監視委員会の意見

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・平成２５年度新規事業化、用地進捗率約７４％、事業進捗率約４６％（令和４年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等

・横断構造物を集約化し、コスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

山形県～秋田県間の災害時のリダンダンシーの確保、広域的な連携・交流の促進等のため、早期整備の

必要性が高い。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

一般国道７号
遊佐象潟道路



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課

担当課長名：長谷川 朋弘

事業 事業 国土交通省
事業名

日本海沿岸東北自動車道 酒田～由利本荘 高速自動車国道

にほんかいえんがんとうほく さ か た ゆりほんじよう

（酒田みなと～遊佐）
区分 主体 東北地方整備局さ か た ゆ ざ

起終点
自：山形県酒田市藤塚

延長 １２．０km

やまがた さ か た ふじつか

至：山形県飽海郡遊佐町北目
やまがた あ くみ ゆ ざ きた め

事業概要

日本海沿岸東北自動車道は、新潟県新潟市を起点として山形県酒田市や秋田県秋田市を経て青森県青森

市に至る高規格道路である。

日本海沿岸東北自動車道 酒田みなと～遊佐は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成する道路で山形

県酒田市藤塚～山形県飽海郡遊佐町北目に至る延長12.0kmの自動車専用道路である。
Ｈ２１年度事業化 Ｈ２１年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手

全体事業費 約４１２億円 事業進捗率 約８３％ 供用済延長 ５．５km

（令和4年3月末時点）

計画交通量 １０，６００ 台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 534億円/4,545億円 1,212億円/7,095億円

１．６（１．４） 事 業 費：405億円/3,856億円 走行時間短縮便益：905億円/5,996億円 令和４年

(残事業 ) 維持管理費：127億円/ 634億円 走行経費減少便益：253億円/ 868億円

２．３（５．６） 更 新 費：2.2億円/ 55億円 交通事故減少便益： 54億円/ 231億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量変動：B/C＝1.4～1.7（交通量 ±10％）【残事業】B/C＝2.0～2.6（交通量 ±10％）

事業費変動：B/C＝1.5～1.6（事業費 ±10％） B/C＝2.1～2.5（事業費 ±10％）

事業期間変動：B/C＝1.6～1.6（事業期間±20％） B/C＝2.2～2.3（事業期間±20％）

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減

（渋滞損失時間：5.6万人・時間/年、渋滞損失時間：約8割削減）

②物流効率化の支援

・特定重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上

（にかほ市～酒田港 現況41分→将来36分）

※整備後は一体評価区間で事業中の遊佐象潟道路の効果も含む

③災害への備え

・対象区間が山形県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ

他９項目に該当

関係する地方公共団体等の意見

○山形県知事の意見

１ 「対応方針（原案）」案のとおり、継続」で異議ありません。

２ 「酒田みなと～遊佐」区間は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成し、既開通区間とともに高規格

道路ネットワークを形成しており、災害時における緊急輸送と速達性の確保、第三次救急医療施設へ

のアクセス改善、日本海側拠点間の交流、連携強化等が図られます。

このため、本県では、「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速

道路・地域高規格道路の整備”の重要性を盛り込んでいるところであります。また、令和３年７月

策定の「新広域道路交通計画」において、本路線は広域道路ネットワークの“高規格道路”に位置

付けております。

引き続き、コスト縮減にも十分に配慮しながら、「防災・減災、国土強靱化に向けた５か年加速化

対策」に基づく別枠の財源を確保するとともに、本事業にも充当するなどし、事業期間である令和

５年度までに確実に開通していただくようお願いします。



○以下の団体等から、酒田みなと～遊佐の整備促進について要望あり

庄内開発協議会（会長：酒田市長）、鶴岡市議会、酒田市議会

日本海沿岸東北自動車道建設促進同盟会

山形県庄内地区道路協議会（会長：酒田市長）、山形県町村議会議長会 他

事業評価監視委員会の意見

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・平成２１年度新規事業化、用地進捗率約９７％、事業進捗率約８３％（令和４年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

山形県～秋田県間の災害時のリダンダンシーの確保、広域的な連携・交流の促進等のため、早期整備

の必要性が高い。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

日本海沿岸東北自動車道
酒田みなと～遊佐

12.

0
㎞

酒
田
み
な
と
～
遊
佐

日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

終点：山形県飽海郡遊佐町北目
あ く み ぐ ん ゆ ざ ま ち き た め

起点：山形県酒田市藤塚
さか た し ふ じづか

17.

9
㎞

遊
佐
象
潟
道
路

ゆ ざ ひ こ

遊佐比子IC

ゆ ざ すがさと

遊佐菅里IC

ゆ ざ ちょうかい

遊佐鳥海IC

さかた

酒田みなとIC

T’15=7,071台/日

T’15=15,401台/日

T’15=23,580台/日

T’15=46,945台/日

ふくら

（仮）吹浦IC

めが

（仮）女鹿IC

T’15=11,180台/日

R2.12開通
延長5.5㎞

R5
開通予定

道路凡例

：開通済
：事業中

その他道路凡例

：評価対象区間
：高規格幹線道路
：地域高規格道路
：一般国道
：主要地方道・県道

道路種別

：４車線以上
：２車線

車線区分

その他凡例

：H27センサス交通量
：主要渋滞箇所
：市街化区域
：津波浸水想定区域



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 
東北中央
とうほくちゅうおう

自動車道 東根
ひがしね

～湯沢
ゆ ざ わ

 

（一般国道１３号 横堀
よこぼり

道路） 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 

 
自：秋田県湯沢

ゆ ざ わ

市下院内
しもいんない

 

至：秋田県湯沢
ゆ ざ わ

市桑崎
くわがさき

 

延長 

 

 

３．７km 

事業概要  

東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する高規格道路である。 

横堀道路は、東北中央自動車道の一部を構成する道路で、秋田県湯沢市下院内～秋田県湯沢市桑崎に至

る延長３．７kmの自動車専用道路である。 

 Ｈ２７年度事業化  － 都市計画決定  Ｈ２８年度用地着手   Ｈ２８年度工事着手 

全体事業費   約２１５億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約５９％ 供用済延長 － km 

計画交通量 ７，０００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 

１．１（０．８） 

(残事業) 

１．４（１．９） 

   579/6,945億円 

 事 業 費：457/5,949億円 

 維持管理費：119/  957億円 

更 新 費：3.4/   39億円 

   794/7,810億円 

 走行時間短縮便益：679/6,270億円 

 走行経費減少便益： 83/1,220億円 

 交通事故減少便益： 32/  320億円 

 

令和４年 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動：B/C=1.1～1.2(交通量 ±10%)【残事業】B/C=1.2～1.6(交通量  ±10%) 

事業費変動：B/C=1.1～1.1(事業費 ±10%)     B/C=1.3～1.5(事業費  ±10%) 

事業期間変動：B/C=1.1～1.1(事業期間±20%)     B/C=1.3～1.4(事業期間±20%) 

事業の効果等  

① 円滑なモビリティの確保 

 ・現道等の年間渋滞損失時間の削減及び削減率 

  （渋滞損失時間：2.7万人時間/年、渋滞損失削減率：約10割削減） 

②安全で安心できるくらしの確保 

 ・三次医療施設へのアクセス向上 

    （湯沢市院内～平鹿総合病院（横手市） 現況：37分⇒整備後：36分) 

③災害への備え 

 ・対象区間が秋田県地域防災計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ 

                                                                          他９項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

○秋田県知事の意見 

国の対応方針（原案）（案）については、異議ありません。 

本県では、今年度から新たな県政運営の指針である「新秋田元気創造プラン」をスタートさせ、安全・

安心で、快適な質の高い幹線道路ネットワークの構築に向けて、高規格道路のミッシングリンクの解消や

機能強化に取り組むとともに、企業立地や観光振興につながる道路の整備を推進しております。 

当該路線は、東北中央自動車道の山形・秋田県間の最後に残された区間を整備するものであり、産業集

積の促進や物流の効率化など、暮らしと地域経済を支えるストック効果の発現が期待されるほか、近年の

激甚化、頻発化する災害時においては、国道１３号とのダブルネットワークの構築による交通機能の確保

が重要であることから、早期の整備が必要であります。 

引き続き、可能な限りコスト縮減に努め、「横堀道路」については令和７年度内の出来る限り早期の完

成を図るとともに、「真室川雄勝道路」については一層の事業促進により、出来る限り早期に開通見通し

を公表していただくようお願いいたします。 

 

 



○以下の団体等から、横堀道路の整備促進について要望あり 

・秋田県知事 

・秋田県南高規格幹線道路建設促進期成同盟会、新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会、東

北中央自動車道新庄・湯沢間建設促進フォーラム実行委員会 

・東北中央自動車道建設促進秋田・山形・福島三県議会協議会 

・東北中央自動車道建設促進同盟会 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成２７年度新規事業化、用地進捗率約４７％、事業進捗率約５９％（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・路側防護柵構造の見直しを行い、コスト縮減を図っている。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・医療機関への速達性・安定性の向上、自動車部品製造業の連携支援、周遊観光の支援、冬期の信頼性

の確保等のため、早期整備の必要性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

： 評価対象区間
： 高規格幹線道路
： 地域高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他道路凡例

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例

道
路
種
別

： 2車線
車
線
数

その他凡例

： H27センサス交通量

N

青森県

秋田県

岩手県

宮城県山形県

福島県

横堀道路



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 
東北中央
とうほくちゅうおう

自動車道 東根
ひがしね

～湯沢
ゆ ざ わ

 

（一般国道１３号 真室川
ま む ろ が わ

雄勝
お が ち

道路） 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 

 
自：山形

やまがた

県最上
も が み

郡真室川町
まむろがわまち

大字及位
の ぞ き

 

至：秋田
あ き た

県湯沢
ゆ ざ わ

市上院内
かみいんない

 

延長 

 

 

７．２km 

事業概要  

東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する高規格道路である。 

真室川雄勝道路は、東北中央自動車道の一部を構成する道路で、山形県最上郡真室川町大字及位～秋田

県湯沢市上院内に至る延長７.２kmの自動車専用道路である。 

 Ｈ２９年度事業化  － 都市計画決定  Ｒ元年度用地着手   Ｒ元年度工事着手 

全体事業費   約２４７億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約１６％ 供用済延長 － km 

計画交通量 ６，３００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 

１．１（１．４） 

(残事業) 

１．４（１．７） 

   579/6,945億円 

 事 業 費：457/5,949億円 

 維持管理費：119/  957億円 

更 新 費：3.4/   39億円 

   794/7,810億円 

 走行時間短縮便益：679/6,270億円 

 走行経費減少便益： 83/1,220億円 

 交通事故減少便益： 32/  320億円 

 

令和４年 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動：B/C=1.1～1.2(交通量 ±10%)【残事業】B/C=1.2～1.6(交通量  ±10%) 

事業費変動：B/C=1.1～1.1(事業費 ±10%)     B/C=1.3～1.5(事業費  ±10%) 

事業期間変動：B/C=1.1～1.1(事業期間±20%)     B/C=1.3～1.4(事業期間±20%) 

事業の効果等  

① 円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減及び削減率 

（渋滞損失時間：1.3万人・時間／年、渋滞損失削減率：約10割削減） 

②物流効率化の支援 

・農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上 

（秋田県南地域から首都圏への特産品（イチゴ、しいたけ）出荷） 

③災害への備え 

・対象区間が山形県緊急輸送道路ネットワーク計画及び秋田県地域防災計画において、第１次緊急輸送

道路に位置づけ 

他８項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

○山形県知事の意見 

１ 「対応方針（原案）」案のとおり「継続」で異議ありません。 

２ 真室川雄勝道路は、東北中央自動車道に並行する一般国道の自動車専用道路で、不定期に頻発する 

雪崩・落雪予防作業による交通機能の低下や通行止め発生時の広域迂回路を解消することで、雪に強い 

道路ネットワーク構築が図られる極めて重要な路線です。 

このため、本県では、「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速 

道路・地域高規格道路の整備”の重要性を盛り込んでいるところであります。また、令和３年７月策定 

の「新広域道路交通計画」において、本路線は広域道路ネットワークの“高規格道路”に位置付けてお 

ります。 

引き続き、コスト縮減にも十分に配慮しながら、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対 

策」に基づく別枠の財源を確保するとともに、本事業にも充当するなどし、早期完成に向け、事業の推 

進をしていただくようお願いします。 



○秋田県知事の意見 

国の対応方針（原案）（案）については、異議ありません。 

本県では、今年度から新たな県政運営の指針である「新秋田元気創造プラン」をスタートさせ、安全・

安心で、快適な質の高い幹線道路ネットワークの構築に向けて、高規格道路のミッシングリンクの解消や

機能強化に取り組むとともに、企業立地や観光振興につながる道路の整備を推進しております。 

当該路線は、東北中央自動車道の山形・秋田県間の最後に残された区間を整備するものであり、産業集

積の促進や物流の効率化など、暮らしと地域経済を支えるストック効果の発現が期待されるほか、近年の

激甚化、頻発化する災害時においては、国道１３号とのダブルネットワークの構築による交通機能の確保

が重要であることから、早期の整備が必要であります。 

引き続き、可能な限りコスト縮減に努め、「横堀道路」については令和７年度内の出来る限り早期の完

成を図るとともに、「真室川雄勝道路」については一層の事業促進により、出来る限り早期に開通見通し

を公表していただくようお願いいたします。 

○以下の団体等から、真室川雄勝道路の整備促進について要望あり 

・山形県知事、秋田県知事 

・東北中央自動車道建設促進同盟会 

・新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会 

・秋田県南高規格幹線道路建設促進期成同盟会 

・東北中央自動車道 新庄・湯沢間建設促進フォーラム実行委員会 

・最上開発協議会 

 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成２９年度新規事業化、用地進捗率約４４％、事業進捗率約１６％（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・医療機関への速達性・安定性の向上、自動車部品製造業の連携支援、周遊観光の支援、冬期の信頼性

の確保等のため、早期整備の必要性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

N

青森県

秋田県

岩手県

宮城県山形県

福島県

真室川雄勝道路
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： 評価対象区間
： 高規格幹線道路
： 地域高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他道路凡例

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例

道
路
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 
東北中央
とうほくちゅうおう

自動車道 東根
ひがしね

～湯沢
ゆ ざ わ

 

（一般国道１３号 新庄
しんじょう

金山
かねやま

道路） 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 

 
自：山形

やまがた

県新庄
しんじょう

市大字昭和
しょうわ

 

至：山形
やまがた

県最上
も が み

郡金山町
かねやままち

大字朴山
ほおやま

 

延長 

 

 

５．８km 

事業概要  

東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する高規格道路である。 

新庄金山道路は、東北中央自動車道の一部を構成する道路で、山形県新庄市大字昭和～山形県最上郡金

山町大字朴山に至る延長５．８kmの自動車専用道路である。 

 Ｈ２７年度事業化  － 都市計画決定  Ｈ２９年度用地着手   Ｈ３０年度工事着手 

全体事業費   約２６４億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約４３％ 供用済延長 － km 

計画交通量 １２，０００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 

１．１（１．０５） 

(残事業) 

１．４（１．７） 

   579/6,945億円 

 事 業 費：457/5,949億円 

 維持管理費：119/  957億円 

更 新 費：3.4/   39億円 

   794/7,810億円 

 走行時間短縮便益：679/6,270億円 

 走行経費減少便益： 83/1,220億円 

 交通事故減少便益： 32/  320億円 

 

令和４年 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動：B/C=1.1～1.2(交通量 ±10%)【残事業】B/C=1.2～1.6(交通量  ±10%) 

事業費変動：B/C=1.1～1.1(事業費 ±10%)     B/C=1.3～1.5(事業費  ±10%) 

事業期間変動：B/C=1.1～1.1(事業期間±20%)     B/C=1.3～1.4(事業期間±20%) 

事業の効果等  

① 円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減及び削減率 

（渋滞損失時間：8.5万人・時間／年、渋滞損失削減率：約9割削減） 

②安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設へのアクセス向上 

（金山町～県立中央病院 現況：63分⇒将来：62分） 

③災害への備え 

・対象区間が山形県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ 

他１０項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

○山形県知事の意見 

１ 「対応方針（原案）」案のとおり、「継続」で異議ありません。 

２ 新庄金山道路は、東北中央自動車道に並行する一般国道の自動車専用道路で、不定期に頻発する運搬 

排雪による交通機能の低下を解消することで、天候に左右されない日常生活の円滑な移動の確保等が図 

られる極めて重要な路線です。 

このため、本県では、「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速 

道路・地域高規格道路の整備”の重要性を盛り込んでいるところであります。また、令和３年７月策定 

の「新広域道路交通計画」において、本路線は広域道路ネットワークの“高規格道路”に位置付けてお 

ります。 

引き続き、コスト縮減にも十分に配慮しながら、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対 

策」に基づく別枠の財源を確保するとともに、本事業にも充当するなどし、事業期間である令和７年度 

までに確実に開通していただくようお願いします。 

 



○以下の団体等から、新庄金山道路の整備促進について要望あり 

・山形県知事 

・東北中央自動車道建設促進同盟会 

・新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会 

・秋田県南高規格幹線道路建設促進期成同盟会 

・東北中央自動車道 新庄・湯沢間建設促進フォーラム実行委員会 

・最上開発協議会 

  

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成２７年度新規事業化、用地進捗率約３６％、事業進捗率約４３％（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・トンネル非常用設備の設計の見直しを行い、コスト縮減を図っている。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・医療機関への速達性・安定性の向上、自動車部品製造業の連携支援、周遊観光の支援、冬期の信頼性

の確保等のため、早期整備の必要性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

： 評価対象区間
： 高規格幹線道路
： 地域高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他道路凡例

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例

道
路
種
別

： 2車線
車
線
数

その他凡例

： H27センサス交通量



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 
東北中央
とうほくちゅうおう

自動車道 東根
ひがしね

～湯沢
ゆ ざ わ

 

（一般国道１３号 金山
かねやま

道路） 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 

 
自：山形

やまがた

県最上
も が み

郡金山町
かねやままち

大字朴山
ほおやま

 

至：山形
やまがた

県最上
も が み

郡金山町
かねやままち

大字飛ノ森
とびのもり

 

延長 

 

 

３．５km 

事業概要  

東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する高規格道路である。 

金山道路は、東北中央自動車道の一部を構成する道路で、山形県最上郡金山町大字朴山～山形県最上郡

金山町大字飛ノ森に至る延長３．５kmの自動車専用道路である。 

 Ｈ３０年度事業化  － 都市計画決定  Ｒ元年度用地着手   Ｒ３年度工事着手 

全体事業費  約１３０億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約１２％ 供用済延長 － km 

計画交通量 ７，０００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 

１．１（１．４） 

(残事業) 

１．４（１．７） 

   579/6,945億円 

 事 業 費：457/5,949億円 

 維持管理費：119/  957億円 

更 新 費：3.4/   39億円 

   794/7,810億円 

 走行時間短縮便益：679/6,270億円 

 走行経費減少便益： 83/1,220億円 

 交通事故減少便益： 32/  320億円 

 

令和４年 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動：B/C=1.1～1.2(交通量 ±10%)【残事業】B/C=1.2～1.6(交通量  ±10%) 

事業費変動：B/C=1.1～1.1(事業費 ±10%)     B/C=1.3～1.5(事業費  ±10%) 

事業期間変動：B/C=1.1～1.1(事業期間±20%)     B/C=1.3～1.4(事業期間±20%) 

事業の効果等  

① 円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減及び削減率 

（渋滞損失時間：1.6万人・時間／年、渋滞損失削減率：約10割削減） 

②物流効率化の支援 

・農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上 

（秋田県南地域から首都圏への特産品（イチゴ、しいたけ）出荷） 

③災害への備え 

・対象区間が山形県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ 

他５項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

○山形県知事の意見 

１ 「対応方針（原案）」案のとおり、「継続」で異議ありません。 

２ 金山道路は、東北中央自動車道に並行する一般国道の自動車専用道路で、冬期の交通規制や交通事故 

などによる交通機能の低下を解消することで、雪に強い道路ネットワーク構築が図られる極めて重要な 

路線です。 

このため、本県では、「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速 

道路・地域高規格道路の整備”の重要性を盛り込んでいるところであります。また、令和３年７月策定 

の「新広域道路交通計画」において、本路線は広域道路ネットワークの“高規格道路”に位置付けてお 

ります。 

引き続き、コスト縮減にも十分に配慮しながら、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対 

策」に基づく別枠の財源を確保するとともに、本事業にも充当するなどし、早期完成に向け、事業の推 

進をしていただくようお願いします 

 



○以下の団体等から、金山道路の整備促進について要望あり 

・山形県知事 

・東北中央自動車道建設促進同盟会 

・新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会 

・秋田県南高規格幹線道路建設促進期成同盟会 

・東北中央自動車道 新庄・湯沢間建設促進フォーラム実行委員会 

・最上開発協議会 

 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成３０年度新規事業化、用地進捗率約１９％、事業進捗率約１２％（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・医療機関への速達性・安定性の向上、自動車部品製造業の連携支援、周遊観光の支援、冬期の信頼性

の確保等のため、早期整備の必要性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

： 評価対象区間
： 高規格幹線道路
： 地域高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他道路凡例

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例

道
路
種
別

： 2車線
車
線
数

その他凡例

： H27センサス交通量



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘 
 

 

事業名 

 

新潟山形南部連絡道路 長井
な が い

～高畠
たかはた

 

（一般国道１１３号 梨郷
りんごう

道路） 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

 

起終点 

 

自：山形
やまがた

県長井
な が い

市大字今泉
いまいずみ

字新田
しんでん

 

至：山形
やまがた

県南陽
なんよう

市大字竹原
たけはら

字加
か

津
つ

木
き

沢
ざわ

 

 

延長 

 

 

７．２km 

事業概要  

新潟山形南部連絡道路は日本海沿岸東北自動車道及び東北中央自動車道を接続する高規格道路である。 

梨郷道路は、新潟山形南部連絡道路の一部を構成する道路で、山形県長井市から南陽市に至る延長７．

２㎞の自動車専用道路である。 

 Ｈ２０年度事業化  － 都市計画決定  Ｈ２３年度用地着手   Ｈ２４年度工事着手 

全体事業費   約３２１億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約８４％ 供用済延長 － km 

計画交通量 ９，９００台／日 

 

費用対効果 

分析結果 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 

０． ８（０．７） 

(残 事 業) 

２．５（２．５） 

      110/1,057億円 

 事 業 費：63 /861億円 

 維持管理費：47 /193億円 

更 新 費：   /2.6億円 

          274/872億円 

 走行時間短縮便益：248/741億円 

 走行経費減少便益： 14/ 96億円 

 交通事故減少便益： 11/ 36億円 

 

令和４年 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動：B/C=0.6～1.01(交通量  ±10％)【残事業】B/C=2.0～3.0(交通量  ±10％) 

事業費変動：B/C=0.8～0.8 (事業費  ±10％)      B/C=2.4～2.6(事業費  ±10％) 

事業期間変動：B/C=0.8    (事業期間＋20％)      B/C=2.4   (事業期間＋20％) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減 

（渋滞損失時間：17.1万人・時間／年、渋滞損失削減率：約9割削減） 

②国土・地域ネットワークの構築 

・地域高規格道路である新潟山形南部連絡道路の位置づけ有り 

③安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設へのアクセス向上 

（高畠町～公立置賜総合病院 現況25分⇒将来22分） 

他８項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

○山形県知事の意見 

１ 「対応方針（原案）」案のとおり「継続」で異議ありません。 

２ 梨郷道路は、高規格道路「新潟山形南部連絡道路」の一部を構成する自動車専用道路で、一般国道 

113号の交通混雑の緩和、物流機能強化及び高次医療施設へのアクセス性向上等が図られます。 

  このため、本県では、「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速 

道路・地域高規格道路の整備”の重要性を盛り込んでいるところであります。また、令和３年７月 

策定の「新広域道路交通計画」において、本路線は広域道路ネットワークの“高規格道路”に位置 

付けております。 

  引き続き、コスト縮減にも十分に配慮しながら、「防災・減災、国土強靱化に向けた５か年加速化 

対策」に基づく別枠の財源を確保するとともに、本事業にも充当するなどし、事業期間である令和 

５年度までに確実に開通していただくようお願いします。 

○以下の団体等から、梨郷道路の整備促進について要望あり 

・新潟山形南部連絡道路建設促進期成同盟会 

・置賜総合開発協議会 

・山形・宮城国道１１３号整備促進期成同盟会 



事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成２０年度新規事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率約８４％（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・擁壁構造を見直し、コスト縮減を図っている。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・事故多発箇所の改善、高次医療施設へのアクセス向上、広域物流の支援、観光振興、企業立地支援、

沿線地域開発の支援等のため、早期整備の必要性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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川 西 町

13,293台/日

Ｎ 梨郷道路 7.2km
り ん ご う

（H27センサス）

小 国 町

米 沢 市

長井市役所

飯豊町役場
小国町役場

川西町役場 高畠町
役場

米沢市役所

南陽市役所
公立置賜
総合病院

新 潟 山 形 南 部 連 絡 道 路

新 潟 県 山 形 県

飯 豊 町

南陽高畠
IC

米沢北
IC

287

13

287

113

112

： 評価対象区間
： 高規格幹線道路
： 地域高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他道路凡例

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例
道路種別

： 2車線

車線数

その他凡例

： 市役所
： 役場
： H27センサス交通量
： 主要渋滞箇所

米沢中央
IC

か
つ
き
ざ
わ

りんごう

梨郷道路



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘 
 

事業名 

 

 

一般国道４７号 新庄
しんじょう

古口
ふるくち

道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 

 
自：山形

やまがた

県新庄
しんじょう

市大字本合
もとあい

海
かい

 

至：山形
やまがた

県最上
も が み

郡戸沢
と ざ わ

村大字古口
ふるくち

 

延長 

 

 

１０．６km 

事業概要  

新庄酒田道路は、新庄市から酒田市に至る高規格道路である。 

新庄古口道路は、新庄酒田道路の一部を構成し、新庄市大字本合海から最上郡戸沢村大字古口に至る

延長約１０．６ｋｍの自動車専用道路である。 

 Ｈ１３年度事業化  － 都市計画決定  Ｈ１９年度用地着手   Ｈ２０年度工事着手 
全体事業費   約５７０億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 
約６７％ 供用済延長 ４．６km(暫定) 

地域の防災面の課題  

・現道の国道４７号では事前通行規制区間が１区間（連続雨量150mm）、特殊通行規制区間が１区間（河川

氾濫が予想される場合）存在。また自然災害等による全面通行止めは、過去３０年間で７０回発生。 

・周辺に代替路線がなく、災害等による通行止めが発生した場合、迂回に要する距離は通常期の約３倍を

要する。 

・このため、戸沢村の日常生活を営む上で重大な障害及び不安要素となっており、地元自治体等からも

改善の要望も出されているなど、地域の喫緊の課題となっている。 

事業の効果等   費 用  (残事業)/(事業全体) 

① 災害等による迂回解消を含めた走行時間の短縮等 

・新庄市から酒田港（現況８０分⇒整備後７６分）へのアクセス 

向上が見込まれる。 

② 災害への備え 

・現道等の防災点検要対策１箇所が解消される。 

③ 高次救急医療施設へのアクセス性向上 

・新庄市から日本海総合病院（現況６８分⇒整備後６４分）への 

アクセス向上が見込まれる。 

 

２１１／７３０億円 

 

事 業 費：138/636億円 

維持管理費： 73/ 94億円 

関係する地方公共団体等の意見  
〇山形県知事の意見 

１ 「対応方針（原案）」案のとおり「継続」で異議ありません。 

２ 新庄古口道路は、高規格道路「新庄酒田道路」の一部を構成する自動車専用道路で、国道４７号の新

庄市内の交通混雑の緩和、新庄市、戸沢村の事前通行規制区間の代替路線の確保等が図られる極めて重

要な路線です。 

このため、本県では、「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速

道路・地域高規格道路の整備”の重要性を盛り込んでいるところであります。また、令和３年７月策定

の「新広域道路交通計画」において、本路線は広域道路ネットワークの“高規格道路”に位置付けてお

ります。 

引き続き、コスト縮減にも十分に配慮しながら、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対

策」に基づく別枠の財源を確保するとともに、本事業にも充当するなどし、早期完成に向け、事業の推

進をしていただくようお願いします。 

〇以下の団体等から新庄古口道路の整備促進について要望あり 

・国道４７号・新庄酒田地域高規格道路整備促進期成同盟会 

・最上開発協議会 

・山形地区国道協議会 

・山形県商工会議所連合会 

・山形県市議会議長会、山形県町村議会議長会 

 



事業評価監視委員会の意見  
・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
・平成１３年度新規事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率約６７％（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・事業の進捗に係る問題はない。 
施設の構造や工法の変更等  
・トンネル内ラジオ受信装置計画の見直しを行い、コスト縮減を図っている。 
対応方針 事業継続 
対応方針決定の理由  

最上地域と庄内地域の連携の強化を図るとともに、災害発生時の信頼性向上、搬送時間の短縮による重

篤患者の救命率の向上、冬期の走行性・速達性の確保等のため、早期整備の必要性が高い。 

事業概要図  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

 

新庄古口道路
し ん じ ょ う ふ る く ち

道路種別
： 評価対象区間
： 高規格幹線道路
： 地域高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他凡例

： 市役所
： 役場
： H27センサス交通量
： 主要渋滞箇所

その他道路凡例

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例

車線数

： 4車線
： 2車線

新庄古口道路 延長 10.6㎞
しんじょうふるくち

も
が
み
ぐ
ん
と
ざ
わ
む
ら
お
お
あ
ざ
ふ
る
く
ち

し
ん
じ
ょ
う
し
お
お
あ
ざ
も
と
あ
い
か
い

鮭川村

戸沢村

新庄市

大蔵村

至
大
崎

しんじょう

みなみしんじょう

ますかたうぜんぜんなみ

つや

ふるくち

至
酒
田

至 秋田

至 山形

舟形町

T’15=11,103（台/日）
T’15=8,994（台/日）

T’15=9,537（台/日）

終
点
山
形
県
最
上
郡
戸
沢
村
大
字
古
口

起
点
山
形
県
新
庄
市
大
字
本
合
海

特殊通行
規制区間

事前通行
規制区間

（連続雨量150mm）

H27.11開通
延長2.4㎞延長6.0㎞

H30.7開通
延長2.2㎞

舟形IC
ふながた

新庄IC
しんじょう

鮭川村役場
さけがわむら

舟形町役場
ふながたまち

大蔵村役場
おおくらむら

戸沢村役場
とざわ むら

ふながた

新庄市役所
しんじょう

（2/4） （2/4） 新庄鮭川IC
しんじょうさけがわ



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘 
 

事業名 

 

 

一般国道４７号 高屋
た か や

道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 

 
自：山形

やまがた

県最上
も が み

郡戸沢
と ざ わ

村大字古口
ふるくち

 

至：山形
やまがた

県最上
も が み

郡戸沢
と ざ わ

村大字古口
ふるくち

 

延長 

 

 

３．４km 

事業概要  

新庄酒田道路は、新庄市から酒田市に至る高規格道路である。 

高屋道路は、新庄酒田道路の一部を構成し、最上郡戸沢村古口地区を結ぶ延長約３．４ｋｍの自動車専

用道路である。 

 Ｈ１８年度事業化  － 都市計画決定  Ｈ２２年度用地着手   Ｈ２５年度工事着手 

全体事業費   約２３７億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約７６％ 供用済延長 － km 

地域の防災面の課題  

・現道の国道４７号では事前通行規制区間（連続雨量150mm以上）が存在。また自然災害等による全面

通行止めは過去３０年間で５４回発生。 

・周辺に代替路線がなく、災害等による通行止が発生した場合、迂回に要する距離は通常期の約３倍を

要する。 

・線形不良箇所が多数存在し、特に冬期の死傷事故率は、新庄酒田道路並行現道で最も高い。 

・このため、戸沢村の日常生活を営む上で重大な障害及び不安要素となっており、地元自治体等からも

改善の要望も出されているなど地域の喫緊の課題となっている。 

事業の効果等   費 用  (残事業)/(事業全体) 

① 災害等による迂回解消を含めた走行時間の短縮等 

・新庄市から酒田港（現況８０分⇒整備後７９分）へのアクセス 

向上が見込まれる。 

② 災害への備え 

・現道等の防災点検要対策４箇所が解消される。 

③ 高次救急医療施設へのアクセス性向上 

・新庄市から日本海総合病院（現況６８分⇒整備後６７分）への 

アクセス向上が見込まれる。 

 

５２／２７０億円 

 

事 業 費：34/252億円 

維持管理費：18/ 18億円 

関係する地方公共団体等の意見  

〇山形県知事の意見 

１ 「対応方針（原案）」案のとおり「継続」で異議ありません。 

２ 高屋道路は、高規格道路「新庄酒田道路」の一部を構成する自動車専用道路で、国道４７号戸沢村内

における落石等災害発生箇所を回避し、通行止め発生時の代替路の確保等が図られます。 

  このため、本県では、「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速 

道路・地域高規格道路の整備”の重要性を盛り込んでいるところであります。また、令和３年７月 

策定の「新広域道路交通計画」において、本路線は広域道路ネットワークの“高規格道路”に位置 

付けております。 

  引き続き、コスト縮減にも十分に配慮しながら、「防災・減災、国土強靱化に向けた５か年加速化 

対策」に基づく別枠の財源を確保するとともに、本事業にも充当するなどし、事業期間である令和 

６年度までに確実に開通していただくようお願いします。併せて、一般国道４７号の事前通行規制解

消に向け、本事業と戸沢立川道路の間の区間についても、早期に事業に着手するようお願いします。 

〇以下の団体等から高屋道路の整備促進について要望あり 

・国道４７号・新庄酒田地域高規格道路整備促進期成同盟会 

・最上開発協議会 

・山形地区国道協議会 

・山形県商工会議所連合会 

・山形県市議会議長会、山形県町村議会議長会 



事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成１８年度新規事業化、用地進捗率約９０％、事業進捗率約７６％（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・トンネル非常設備を見直し、コスト縮減を図っている。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

最上地域と庄内地域の連携の強化を図るとともに、災害、事故による通行止め時の代替路の確保、冬期

の安全性向上等のため、早期整備の必要性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

高屋道路
た か や

戸沢村

至 酒田

酒田市

庄内町 至
新
庄

ふるくち

Ｔ’15=8,577（台/日）

事前規制区間
（連続雨量150mm）

特殊通行
規制区間

終
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山
形
県
最
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郡
戸
沢
村
大
字
古
口

も
が
み
ぐ
ん
と
ざ
わ
む
ら
お
お
あ
ざ
ふ
る
く
ち

Ｔ’15=8,994（台/日）

戸沢立川道路
（事業中）
延長5.8㎞

と ざ わ た ち か わ

高屋防災
（事業中）
延長4.4㎞

た か や

高屋道路
（事業中）
延長3.4㎞

た か や

H30.7開通
延長2.2㎞

新庄古口道路
（事業中）
延長10.6㎞

しん じ ょ う ふる く ち

起
点

山
形
県
最
上
郡
戸
沢
村
大
字
古
口

も
が
み
ぐ
ん
と
ざ
わ
む
ら
お
お
あ
ざ
ふ
る
く
ち

（事業中）
延長6.0㎞

戸沢村役場
とざわ むら

道路種別
： 評価対象区間
： 高規格幹線道路
： 地域高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他凡例

： 役場
： H27センサス交通量

その他道路凡例

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例

車線数

： 4車線
： 2車線



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道技術課 

担当課長名：長谷川 朋弘 

 

事業名 

 
一般国道６号 牛

うし

久
く つち

土
うら

浦バイパス（Ⅱ期） 

 

事業 

区分 

一般国道 

 

事業 

主体 

 国 土 交 通 省 

 関東地方整備局 

起終点 

 

 自：
いばらきけん

茨城県つくば市
し

高崎
たかさき

       自：茨城
いばらきけん

県土浦
つちうら

市
し

中村
なかむら

西根
に し ね

 

 至：茨城
いばらきけん

県
つち

土
うら

浦
し

市西
にし

大井
お お い

       至：茨城
いばらきけん

県土浦
つちうら

市
し

中
なか

 

延長 

 

 

4.6km  

事業概要  

 一般国道６号は、東京都中央区から仙台市に至る延長約 375km の主要幹線道路である。牛久土浦バイパス

は、国道 408 号、学園西大通り、学園東大通りといった幹線道路と交差し、田園地帯の平野部を通過する道
路であり、一般国道６号（現道）の渋滞緩和や地域活性化の支援、圏央道へのアクセス強化を目的とした延

長 4.6kmのバイパス事業である。 

Ｈ26年度事業化 H6年度都市計画決定 H28 年度用地買収着手 H30 年度工事着手 

全体事業費 約 220億円 事業進捗率 

（令和 4年 3 月末現在） 

68% 供用済延長 － 

計画交通量  25,200～42,900台／日 

費用対効果 

分析結果 
 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)    1.3 

    （2.7） 

(残事業)   2.3 
    （7.0） 

   466/1,172億円 

 事 業 費：  384/1,078億円 

 維持管理費：   82/   95億円 
 

     1,054/1,573億円 

 走行時間短縮便益：   988/1,415 億円 

 走行費用減少便益：    42/  127 億円 
 交通事故減少便益：    23/   31 億円 

 令和 4年 

 

感度分析の結果   

【事業全体】交通量 ：B/C＝ 1.3～1.5（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 2.3～2.6（交通量 ±10％） 
           事業費 ：B/C＝ 1.3～1.4（事業費 ±10％）      事業費 ：B/C＝ 2.1～2.5（事業費 ±10％） 

           事業期間：B/C＝ 1.2～1.4（事業期間±20％）     事業期間：B/C＝ 2.1～2.4（事業期間±20％） 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

・牛久土浦バイパスの前後区間は、藤代バイパス、土浦バイパスが整備されており、国道６号の現道がボト

ルネックとなっていることから、交通が集中し、渋滞が発生。 

・事故類型別事故発生状況では、車両相互の追突事故が区間全体で約６割発生。 
・牛久土浦バイパスの整備により、交通の円滑化が図られ、交通渋滞の緩和、交通事故の減少が見込まれる。

②地域製造業に寄与 
・茨城県内の製造業企業の多くが、牛久土浦バイパスやつくば牛久 IC周辺に立地。牛久土浦バイパスの整備

により、つくば牛久 ICの利用圏域が拡大し、地域の産業活性化に寄与。 

・牛久土浦バイパス周辺に立地する企業は、バイパスの整備による円滑な製品の出荷、現道の渋滞緩和に 
期待。 

③救急医療活動の支援 
・牛久土浦バイパスの整備により、龍ケ崎市駅から筑波メディカルセンター病院（第３次救急医療）の所要

時間が約 9分短縮し、救急搬送の速達性が向上。 

・信号連担（現道区間の信号交差点箇所は 1.9箇所/km）による速度低下や緊急走行時の追い越しによる横揺
れなどが改善され、患者への負担が軽減。 

関係する地方公共団体等の意見  

茨城県知事の意見： 

・一般国道 6 号牛久土浦バイパス（Ⅱ期）は、牛久市、つくば市、土浦市内の交通渋滞の緩和、交通事故の

減少とともに、首都圏中央連絡自動車道へのアクセス向上による物流機能の強化及び地域産業の発展に大

きく寄与することなどから、本事業の必要性は高く、事業を継続することは妥当と考える。なお、早期完

成に向けて、事業を推進するとともに、徹底したコスト縮減を図るようお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・令和 4年 3 月 牛久土浦バイパスⅠ期（牛久市遠山町～牛久市城中町） 暫定 2車線開通 
・令和 4年 3 月 都市計画道路 城中・田宮線 全線開通 

事業の進捗状況、残事業の内容等  



用地取得率は 94％（令和 4 年 3月末、面積ベース）。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・平成 30年度より工事着手し、橋梁下部工事や改良工事を実施中。 

・用地の取得に難航している箇所があるため、今後の用地取得とその後の橋梁や土工工事の一般的な工事に
要する期間等を考慮して、今回事業期間を延伸するものだが、引き続き早期開通を目指し、用地取得、工

事を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・盛土材は、当初、牛久土浦バイパスから約 10kmの仮置場に搬出された土砂を運搬することとしていたが、

関係者間で調整した結果、当該仮置場の使用が困難となったため、県内各地に仮置きされた土砂を運搬（平

均運搬距離：約 30km）する必要が生じた。 

・遮音壁は、事業が進展したことにより、最新の交通量予測及び沿道土地利用状況を踏まえ設計を行った結

果、追加となった。 
・関係機関との協議の結果、バイパスの安全性及び円滑性を考慮し、機能補償道路により既設市道を集約し

てバイパスに接続することとなり、機能補償道路及び機能補償道路用地が必要となった。 

・西根南高架橋の形式検討において、直橋（L=29.5m）から斜橋（L=23.5ｍ）にすることで橋長短縮となり、

桁輸送の効率化や材料費の省力化を図り、引き続き新たなコスト縮減に努める。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏ま

えると、事業の必要性・重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 ※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

 ※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課

担当課長名：長谷川 朋弘

事業名 一般国道6号大和田拡幅 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
お お わ だ

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：茨城県日立市神田町 延長
いばらきけんひ た ち しかんだちよう

至：茨城県日立市大みか町 3.3km
いばらきけんひ た ち しおおみかちよう

事業概要

一般国道６号は、東京都中央区日本橋から、宮城県仙台市に至る関東地方と東北地方を結ぶ主要幹線道

路である。

大和田拡幅は、日立市南部における交通渋滞の緩和と、安全性の確保、周辺地域との連携・地域産業の

発展を目的に進めている、茨城県日立市神田町～日立市大みか町までの延長3.3km、4車線への拡幅事業で

ある。

Ｈ18年度事業化 Ｓ59年度都市計画決定 Ｈ22年度用地着手 Ｈ23年度工事着手

全体事業費 約211億円 事業進捗率 83％ 供用済延長 0km

（令和4年3月末時点）

計画交通量 30,300～41,500台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.1 87/215億円 246/246億円 令和4年

事 業 費： 77/206億円 走行時間短縮便益: 229/229億円

(残事業) 2.8 維持管理費：9.3/9.3億円 走行経費減少便益: 12/12億円

交通事故減少便益: 4.9/4.9億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.1～1.3（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝2.7～3.3（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.1～1.2（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝2.6～3.2（事業費 ±10％）

事業期間：B/C＝1.05～1.2（事業期間±20％） 事業期間 ：B/C＝2.6～3.0（事業期間±20％）

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・大和田町交差点や信号交差点が連続する大みか町６丁目交差点において、右折車両、上り勾配、信号

待ち等による交通渋滞が発生。

・大和田拡幅整備により、交通の円滑化が図られ、交通渋滞の緩和に寄与。

②安全安心な通行の確保

・事故類型では車両相互の追突事故が多く、全体の約９割を占める。

・大和田拡幅整備により、交通の円滑化が図られ、交通事故の減少に寄与。

③地域連携および地域産業の発展

・日立市と隣接市町村を往来する通勤者のアクセス性向上に寄与。

・日立港区・周辺工場～常磐道日立南太田ＩＣ間のアクセス性向上など地域産業の発展に寄与。

④救急医療へのアクセス向上

・大和田拡幅の隣接地域から「日立総合病院救命救急センター（三次救急医療機関）」、「ひたち医療セ

ンター」への緊急搬送は、国道6号を利用。

・国道6号は片側1車線のため混雑が発生しており、緊急走行中の追い越しが困難になる状況が発生して

いるが、走行距離の短さ等から国道6号を利用している状況。

・4車線化に伴う道路空間の確保や混雑解消により、緊急走行中の追い越しが容易になり、救命率の向

上が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

・茨城県知事の意見：

一般国道６号大和田拡幅は、日立市内の交通渋滞の緩和、常磐自動車道へのアクセス向上による物流

機能の強化及び地域産業の発展に大きく寄与することなどから、本事業の必要性は高く、事業を継続す

ることは妥当と考える。なお、段階的な供用により事業効果を発現しつつ、早期完成に向けて事業を推

進するとともに、徹底したコスト縮減を図るようお願いしたい。



事業評価監視委員会の意見

事業の継続を了承する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

令和元年度に東海拡幅新規事業化

事業の進捗状況、残事業の内容等

・昭和59年度に都市計画決定、平成18年度に事業化。

・平成22年度より用地着手、平成23年度に工事着手。

・用地進捗率73％（令和4年3月末時点）。

・特に課題の大きい大みか6丁目交差点について、用地進捗に合わせ交差点改良を実施。

引き続き用地進捗に合わせて局所的な交差点改良を実施するなど、早期の効果発現に向けた取組を推進。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・切土対策の変更、埋蔵文化財調査の規模の拡大、機能補償道路追加にによる事業費の増加。

・日立南太田IC付近～茂宮川交差部付近において、地盤沈下が確認されており、今後、対策工法を検討し、

事業費の見直しを予定。

・引き続き用地の取得を推進するとともに、早期完成に向け事業促進を図る。

施設の構造や工法の変更等

・切土法面工は客土吹付を想定していたが、玉石(最大60cm程度)が見つかり、対策として、法枠工、ロッ

クボルト工と施工中の安全対策として、仮設落石防護柵を追加することとした。

・国道拡幅前と同位置に取付道路を設置する計画であったが、説明会での住民意見等を踏まえ、国道への

出入りを集約した、機能補償道路の整備することとした。

・国道拡幅に伴い架け替えが必要となる跨道橋および側道橋において、既設跨道橋の橋台前面に鋼管連続

壁を設置することで橋梁の架け替えを回避し、コスト縮減を図った。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を

踏まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課、高速道路課 

担当課長名：長谷川 朋弘、橋本 雅道 

 

事業名 

 
一般国道 468号 首都圏

し ゅ とけ ん

中央
ちゅうおう

連絡
れんらく

自動
じ ど う

車道
しゃどう

 

（川島
かわじま

～大栄
たいえい

） 

 

事業 

区分 

一般国道 

 

事業 

主体 

 国 土 交 通 省 

 関東地方整備局 

 東日本高速道路㈱ 

起終点 

 

 自：埼玉県
さいたまけん

比企郡
ひ き ぐ ん

川島町
かわじままち

       

 至：千葉県
ち ば け ん

成田市
な り た し

吉岡
きちおか

       

延長 

 

 

111.9km  

事業概要  

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、都心から半径およそ 40km～60kmの位置に計画されている延長約 

300kmの高規格幹線道路であり、3環状 9放射道路ネットワークの一部を形成し、東京都中心部への交通の適

切な分散導入を図り、首都圏全体の交通の円滑化、首都圏の機能の再編成等を図る上で重要な路線である。 
川島～大栄区間は、その一部を形成し、ネットワークの形成、産業活性化の支援、災害時の代替路の確保を 

目的とした、延長 111.9kmの自動車専用道路である。 

Ｈ3年度事業化 H6年度都市計画決定 H9年度用地着手 H11年度工事着手 

全体事業費 約 13,218億円 事業進捗率 

（令和 4年 3 月末時点） 

74% 供用済延長 111.9km 

（うち暫定 2車線
92.2㎞） 

計画交通量  22,400～54,100台／日 

費用対効果 

分析結果 
 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)   1.7 

 
(残事業)  2.7 

   2,690/19,542億円 

 事 業 費：1,896/18,279億円 
 維持管理費：  794/ 1,263億円 

     7,233/32,335億円 

 走行時間短縮便益：7,150/29,977 億円 
 走行費用減少便益：  7.6/ 1,987 億円 

 交通事故減少便益：    75/  371 億円 

 令和 4年 

 

感度分析の結果   

【事業全体】交通量 ：B/C＝ 1.6～1.8（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 2.2～3.9（交通量 ±10％） 

           事業費 ：B/C＝ 1.6～1.7（事業費 ±10％）      事業費 ：B/C＝ 2.5～2.9（事業費 ±10％） 

           事業期間：B/C＝ 1.6～1.7（事業期間±20％）     事業期間：B/C＝ 2.6～2.7（事業期間±20％） 

事業の効果等  

①企業活動、地域づくり支援 
・圏央道沿線の３県では、「田園都市産業ゾーン基本方針」（埼玉県）、「茨城圏央道産業コンプレックス

基本計画」（茨城県）、「成田空港・圏央道沿線地域基本計画」（千葉県）に基づき産業集積を図るため

の基盤づくりを推進。 
・茨城県の工場立地面積は平成 30年度から令和元年度において全国第 1位、令和 2年度から令和 3年度にお

いて全国 2位となっている。 
②高速ネットワークの形成 

・成田空港は、国内に４つ存在する拠点空港のうちのひとつで、近年は国内外の LCC（LowCost Carrier（格

安航空会社））が参入し、国内線の着陸回数・乗降客数が増加。 
・成田空港と関東各地の世界遺産等へのインバウンド観光の促進に期待。 

関係する地方公共団体等の意見  

茨城県知事の意見： 

・今回の原案である事業継続に対しては、意義ありません。 

・一日も早い全線開通に努められますよう、お願いいたします。 

埼玉県知事の意見： 

・圏央道は、交通の円滑化や沿線地域の活性化だけでなく、災害時の緊急輸送道路として、また、首都圏の
国際競争力の強化、国土強靭化を図るためにも極めて重要な道路です。 

・圏央道の沿線では、多くの企業の立地が進み、大きなストック効果が現れています。 
・本県は、久喜白岡ジャンクション以東の４車線化を要望してきたところであり、一日も早い４車線供用を

強く希望します。 

・圏央道の４車線化にあたっては、令和４年度から順次供用し、県内区間の令和６年度までの供用、令和８

年度までの全線供用の確実な実現に向け、早期に整備を進めるようお願いします。 

千葉県知事の意見： 
・圏央道は、アクアラインと一体となって、首都圏の各都市と成田空港などの拠点間を環状につなぎ、国際



競争力の強化や地域経済の活性化を図り、災害時の道路ネットワークを強化する極めて重要な道路である。 

・圏央道沿線各地域では、企業立地の促進や観光入込客数の増加など、経済に好循環をもたらしているが、

久喜白岡ＪＣＴから大栄ＪＣＴ間は暫定２車線となっていることから、ネットワークの機能拡充による生

産性の向上等に加えて、安全で円滑な交通の確保や防災力の強化を図るためにも、早期の４車線化が必要

である。 

・また、圏央道を安全で快適に利用するためにも、神崎パーキングエリア（仮称）の早期整備が必要である。 
・ついては、事業の継続が必要であり、供用目標までに、４車線化及び神崎パーキングエリア（仮称）を確

実に供用するよう、事業の推進を図られたい。 

事業評価監視委員会の意見  

 事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

 沿線では、既に多くの工業団地の整備により企業が集積したことに加え、IC周辺に大型物流倉庫の建設や 
企業立地が進行中。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 用地取得率は 99％（令和 4年 3月末、面積ベース）。 

平成 27年 10月までに、川島 IC～久喜白岡 JCT間 19.8km開通済み（完成 4車線）。 
平成 29年 2月までに、久喜白岡 JCT～大栄 JCT間 92.2km開通済み（暫定 2車線）。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

暫定 2車線にて供用中であり、残る 2車線について本線工事の進捗を図る。 

施設の構造や工法の変更等  

引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏ま
えると、事業の必要性・重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 ※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 ※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：長谷川 朋弘

事業名 一般国道17号 上武道路 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
じようぶど う ろ

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：埼玉県熊谷市西別府 延長
さいたまけんくまが や し にしべつ ぷ

至：群馬県前橋市田口町 40.5km
ぐん ま けんまえばし し た ぐちまち

事業概要
・国道17号は東京都中央区を起点として、さいたま市、高崎市、前橋市等の主要都市を通過し、新潟市
に至る延長約370kmの主要幹線道路である。上武道路は埼玉県と群馬県を結ぶ地域高規格道路「熊谷渋
川連絡道路」に指定され、東京圏と群馬県を結ぶ広域道路を形成し、前橋・高崎・太田・伊勢崎周辺
における市街地の渋滞緩和や周辺地域の活性化などを目的に計画された、延長40.5kmのバイパス事業
である。

S45年度事業化 S45年度都市計画決定 S49年度用地着手 S50年度工事着手
全体事業費 約1,890億円 事業進捗率（令和4年3月末時点） 約94％ 供用済延長 40.5km
計画交通量 25,100～50,300台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.1 182/4,974億円 2,507/5,435億円 令和4年

事 業 費 ：134/4,628億円 走行時間短縮便益：2,177/4,749億円
(残事業) 13.8 維持管理費： 48/ 346億円 走行費用減少便益： 247/ 547億円

交通事故減少便益： 82/ 139億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝1.05 ～1.2 （交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 12.9～ 14.0（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.1 ～1.1 （事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 12.4～ 14.3（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝1.005～1.1 （事業期間±20％） 事業期間：B/C＝ 13.0～ 13.7（事業期間±20％）

事業の効果等
・北関東自動車道や関越自動車道と連絡し、広域エリアにおける物流の円滑化を支援。
・上武道路の全線4車線化により、国道17号現道の交通渋滞の緩和に期待。
関係する地方公共団体等の意見
・群馬県知事の意見：

本事業は、国道17号の交通渋滞の緩和や物流の円滑化、周辺地域の活性化等を図るうえで重要な事業
であり、早期完成に向けて事業推進を図られたい。
また、国道50号以北の13.1kmと、群馬・埼玉県境部の新上武大橋前後の5.9km区間の2箇所の暫定2車

線区間では、一部で交通渋滞が発生し、ストック効果が十分に発揮されない状況となっているため、早
期の全線4車線化を図られたい。
なお、コスト縮減を徹底し、効率的、効果的に事業を推進されたい。

・埼玉県知事の意見：
上武道路は、埼玉県北部から群馬県中部における地域間交流を支え、地域経済の活性化を図る重要な

道路です。
整備効果を最大限発揮するためには、暫定2車線区間の4車線化が重要であることから、引き続き、全

線4車線化に向け、コスト縮減に十分留意し、事業推進に努めていただきたい。
事業評価監視委員会の意見
・事業の継続を了承する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・北関東自動車道（太田桐生IC～佐野田沼IC）が平成23年3月に開通され、北関東自動車道が全線開通。
・国道354号バイパス(東毛広域幹線道路）が平成26年8月に全線開通。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・用地進捗率100%、事業進捗率約94%（令和4年3月末時点）。
・平成29年度に前橋市上泉町～同市富田町間 延長2.5km（4/4）開通。
・令和3年度に前橋市鳥取町～同市上泉町 延長2.6km（4/4）開通。
・国道50号北側の前橋市内に残る2車線区間 延長4.5kmについて、令和5年度までに順次4車線化整備を
予定。

・また、熊谷市西別府～新上武大橋間については関係機関協議の条件が整った段階で、事業費への影響を
確定。



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・国道50号北側の前橋市今井町～同市富田町、前橋市鳥取町～同市上細井町に残る2車線区間延長
4.5kmについて、令和5年度までに順次4車線化整備を進め、全線4車線化に向け事業促進を図る。

施設の構造や工法の変更等
・令和3年5月新たな「無電柱化推進計画」に基づき電線共同溝整備の追加による事業費の増加。
・事業化後、市街化が進行したことや小学校より安全で快適な歩行空間の確保の要望を踏まえた歩道設置工
事の追加による事業費の増加。

・既開通区間の除草に対する要望・苦情等の相談を踏まえた防草対策の追加による事業費の増加。

・引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していく。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏
まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。

事業概要図

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：長谷川 朋弘

事業名 一般国道17号 渋川西バイパス 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
しぶかわにし

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：群馬県渋川市中村 延長
ぐん ま けんしぶかわ し なかむら

至：群馬県渋川市金井 2.8km
ぐん ま けんしぶかわ し か な い

事業概要
・国道17号は東京都中央区を起点として、新潟市に至る延長約370kmの主要幹線道路である。渋川西バイ
パスは、群馬県と長野県を結ぶ高規格道路「上信自動車道」の一部を形成し、渋川市内の交通渋滞の
解消と渋川・吾妻地域の連携及び活性化の支援を目的とした延長5.0kmのバイパス事業である。

H16年度事業化 H22年度都市計画決定 H25年度用地着手 H29年度工事着手
（バイパス区間） （バイパス区間） （バイパス区間）

全体事業費 約250億円 事業進捗率（令和4年3月末時点）  84％  供用済延長 0.9km
計画交通量 18,500～27,800台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.4 53/282億円 336/384億円 令和4年

事 業 費： 38/264億円 走行時間短縮便益： 277/314億円
(残事業) 6.3 維持管理費： 16/ 19億円 走行費用減少便益： 49/ 58億円

交通事故減少便益： 9.8/ 13億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝1.1～1.6（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 5.2～ 7.4（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.3～1.4（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 5.9～ 6.8（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝1.3～1.4（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝ 6.1～ 6.3（事業期間±20％）

事業の効果等
①交通渋滞の緩和
・国道17号下郷交差点～吾妻新橋南交差点付近の速度低下により、渋川市内の交通混雑が発生。
・平成25年度の現道拡幅区間の開通により、並行する国道17号の旅行速度が約10㎞/h向上、渋滞損失時
間が約70千人時間/年削減され、渋川市内の交通混雑の緩和に寄与。

・今後、バイパス区間及び上信自動車道の整備により、交通の円滑化が図られ、更なる交通混雑緩和が
見込まれる。

②安全性・信頼性の向上
・国道144号、国道145号、国道353号及び周辺道路は、災害時に脆弱な道路であり、多数の通行規制が
発生。

・上信自動車道の整備により東吾妻町役場から群馬大学医学部附属病院（第3次救急医療施設）の所要
時間が約14分短縮。

・渋川西バイパスは、上信自動車道の一翼を担い、吾妻地域の安全性・信頼性の向上に寄与。
③地域の活性化
・群馬県はキャベツの主生産地（全国1位）であり、嬬恋村産の主な出荷先は、東北・関東方面が約6割
を占める。

・国道144号・145号及び国道353号では、線形不良箇所が多数存在し、ドライバーの負荷が懸念。
・渋川西バイパスを含めた上信自動車道の整備により輸送時間短縮と安定輸送が図れ、地域の産業活動
に寄与。

④観光活性化
・草津温泉・伊香保温泉･四万温泉･万座温泉の観光入込客数は、群馬県内主要温泉地全体の約7割。
・草津町の年間宿泊者数はコロナ禍前の令和元年は約200万人。
・渋川西バイパスを含めた上信自動車道の整備により、渋川伊香保ICから草津温泉までの所要時間が約
29分短縮され、観光活性化に期待。

関係する地方公共団体等の意見
・群馬県知事の意見：

本事業は、本県の渋川・吾妻地域の連携強化や活性化に大きく寄与する上信自動車道の一部（起点区
間）を担うとともに、国道17号の交通渋滞の緩和や道路交通の安全性向上等を図るうえで重要な事業で
あり、早期完成に向けて事業推進を図られたい。
なお、コスト縮減を徹底し、効率的、効果的に事業を推進されたい。



事業評価監視委員会の意見
・事業の継続を了承する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・国道17号鯉沢バイパスにおいては、平成20年7月に渋川市東町関下～渋川市白井間が4車線開通。
渋川市白井～渋川市上白井間が暫定2車線開通。

・国道17号前橋渋川バイパスにおいては、バイパス区間が平成22年3月に暫定2車線開通。うち現道拡幅
区間は平成24年3月に4車線開通。

・国道353号金井バイパス・川島バイパス・祖母島～箱島バイパスが令和2年6月に開通。
事業の進捗状況、残事業の内容等
・用地進捗率約100%、事業進捗率約84%（令和4年3月末時点） 。
・平成16年度に事業化後、平成25年12月に現道拡幅区間の渋川市中村～渋川市石原間 延長1.0km（4/4）
開通。

・バイパス区間は、令和2年度に用地取得が完了し、順次工事を実施中。
・切土区間である渋川市入沢地先では、令和元年より、函渠工を実施中。また、盛土区間である渋川市
金井地先にて、令和3年度より、函渠工及び盛土工を実施中。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・バイパス区間（延長1.9km）は、令和7年度の開通に向けて、改良工及び函渠工を推進しているところ。

施設の構造や工法の変更等
・巨石に対応可能な地盤改良工法への変更による事業費の増加。
・現場内発生土の流用が困難になったことによる土砂購入費・土砂処分費の増加。
・掘削法面の安定化のための吹付コンクリート工の追加による事業費の増加。
・排水構造物等の見直しや地盤改良工法の見直しにより、コスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
・以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を
踏まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。

事業概要図

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 
一般国道17号 本庄

ほんじょう

道路
ど う ろ

 
事業 

区分 

一般国道 事業 

主体 

国 土 交 通 省 
関東地方整備局 

起終点 

 
自：埼玉県本庄市

ほんじょうし

沼和田
ぬ ま わ だ

 

 至：群馬県高崎市
た か さき し

新町
しんまち

 

延長 

 

 

7.0km 

事業概要  

 国道17号は東京都中央区を起点として、さいたま市、前橋市等の主要都市を通過し、新潟市に至る延長約370km

の主要幹線道路である。本庄道路は、国道17号現道の交通混雑緩和を目的として本庄市街地の北部に計画された

延長13.1kmのバイパスである。このうち延長7.0kmは、群馬・埼玉県境付近に位置する老朽橋(S9架橋)の架替によ

る防災震災対策及び、国道17号現道の混雑緩和、安全性向上を図るため事業中である。 

H15年度事業化 H20年度都市計画決定 H23年度用地着手 H25工事着手 

全体事業費    約362億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約71％ 供用済延長 - 

計画交通量    26,800～35,100台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 1.6 

(1.8) 

(残事業)  2.6 

(4.8) 

      392/629億円 

 事 業 費：329/560億円 

 維持管理費： 56/62億円 

更 新 費：7.2/7.2億円 

     1,000/1,000億円 

 走行時間短縮便益：925/925億円 

 走行経費減少便益： 63/ 63億円 

 交通事故減少便益： 13/ 13億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.3～1.8（交通量  ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 2.2～ 2.9（交通量  ±10％） 
事業費 ：B/C＝1.5～1.7（事業費   ±10％）     事業費 ：B/C＝ 2.4～ 2.8（事業費   ±10％） 
事業期間：B/C＝1.4～1.7（事業期間 ±20％）      事業期間：B/C＝ 2.3～ 2.7（事業期間 ±20％） 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和、円滑化 
・本庄道路（Ⅰ期区間）に並行する国道１７号（現道）には主要渋滞箇所である勅使河原（北）交差点、若泉二
丁目交差点が位置する。 

・事故類型は追突事故が多く、全体の約70％を占める。 
・本庄道路の整備により、現道区間の交通が転換され、交通混雑の解消、交通事故の減少が見込まれる。 
②防災・震災における緊急輸送道路の確保 
・国道17号は、東京と新潟を結び、埼玉県内を南北に縦断する主要幹線道路であり、また、緊急輸送道路に指定
され、関越自動車道の代替路としての役割を果たす重要な路線。 

・本庄道路終点に災害時の輸送拠点となる陸上自衛隊新町駐屯地が立地し、当該路線の整備により、神流川橋（架
設後約90年経過）が架け替えられ、災害時の物資輸送等のネットワーク強化が図られる。 

③地域の幹線ネットワークの形成 
・本庄道路は、首都圏と上越・信越方面を結ぶ大動脈である国道17号バイパスの一部である。 
・本庄道路の整備により、開通済みの深谷バイパス、熊谷バイパス、事業中の上尾道路と一体となって県北・県
央地域の幹線ネットワークを形成。 

関係する地方公共団体等の意見  

・埼玉県知事からの意見： 
本庄道路は、首都圏と上信越方面を結ぶ国土の大動脈である国道17号のバイパスとして、地域の幹線道

路ネットワークを形成する非常に重要な道路です。 
国道17号現道では慢性的な交通渋滞が発生していることから、本庄道路の早期の全線開通が望まれてお

り、本県においても、本庄道路に接続する県道の整備を鋭意進めております。 
引き続き、コスト縮減に十分留意し、事業推進に努めていただきたい。 

・群馬県知事からの意見： 
本事業は、国道17号の交通渋滞の緩和や道路交通の安全性向上等を図るうえで重要な事業であり、早期

完成に向けて事業推進を図られたい。 
また、計画区間西側（群馬県側）の現道区間は、上り線が片側１車線であり、渋滞が発生しているため、

事業の延伸をお願いしたい。 
なお、コスト縮減を徹底し、効率的、効果的に事業を推進されたい。 



事業評価監視委員会の意見  

 事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成20年度に都市計画決定。 
・平成26年度にユネスコ世界文化遺産に登録された田島弥平旧宅などが存在している。 
・平成27年度に関越自動車道、上里SICが供用開始。 
・令和４年度に本庄道路（Ⅱ期）が事業化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地取得率は約86％完了（令和4年3月末時点）。 
・平成24年度から用地取得に着手、平成25年度から橋梁（神流川橋）工事、令和2年度本庄市沼和田地区の工事に
着手。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・電線共同溝追加、埋蔵文化財発掘のため、事業期間を延伸。 
・当初想定していた地質状況と異なることが確認されたため、今後、更なる地質調査を行い、液状化対策等の
必要性を検討。 

・早期完成を目指し、用地取得・工事を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・神流川橋の架設にあたり、仮桟橋設置工法から河川切り廻し工法への見直しによるコスト縮減。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏まえる
と、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

※ 費用対効果分析結果の（）は個別評価結果を示したもの 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 
一般国道357号 東京

とうきょう

湾岸
わんがん

道路
ど う ろ

（千葉県区間） 事業 

区分 

一般国道 事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 

 
自：千葉県

ち ば け ん

千葉市
ち ば し

美浜区
み は ま く

稲毛
い な げ

海岸
かいがん

 

 至：千葉県
ち ば け ん

浦安市
う ら やす し

舞
まい

浜
はま

 

延長 

 

 

24.2km 

事業概要  

東京湾岸道路は、東京湾を取り巻く千葉県、東京都、神奈川県の海岸沿いに、千葉県富津市から神奈川

県横須賀市に至る延長約80kmの幹線道路であり、自動車専用道路及び一般道路を併設した構造となってい

る。 

一般国道357号東京湾岸道路（千葉県区間）は、東京湾岸道路の一部を形成し、中長距離の交通を担う

自動車専用道路に対し、地域間交通を担う自動車専用部及び地先交通を担う一般部の整備を進める事業と

して、内陸部の交通混雑の緩和、湾岸地域に立地する諸施設の連携を支援することを目的とした延長 24.

2kmの道路である。 

S45年度事業化 
 

S44年度都市計画決定 S45年度用地着手 

 

S46年度工事着手 

 

全体事業費 約1,940億円 事業進捗率 

（令和4年3月末） 

約91％ 供用済延長 24.2km 

計画交通量   32,200～82,900台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) ２．８ 

 

(残事業)  ３．３ 

 

457 / 6,736億円 

 事 業 費： 434/6,619億円 

 維持管理費：  23/ 117億円 

 

1,496 / 18,561億円 

 走行時間短縮便益：1,333/17,658億円 

 走行経費減少便益：  118/   851億円 

 交通事故減少便益：   45/    52億円 

令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量 ：B/C＝2.5～3.0（交通量  ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝2.9～3.6（交通量  ±10％） 
事業費 ：B/C＝2.7～2.8（事業費   ±10％）     事業費 ：B/C＝3.0～3.6（事業費   ±10％） 
事業期間：B/C＝2.5～3.0（事業期間 ±20％）      事業期間：B/C＝3.0～3.6（事業期間 ±20％） 

事業の効果等  

①国道357号の渋滞、交通事故状況の緩和 
・東京湾岸道路（千葉県区間）には、主要渋滞箇所に選定されている交差点が9箇所存在。 
・死傷事故発生状況は、渋滞に起因する追突事故が約6割を占める。 
・東京湾岸道路（千葉県区間）の整備により、交通の円滑化が図られ、交通渋滞の緩和、交通事故の減少 
が見込まれる。 

②沿線地域の発展への寄与 
・沿線である湾岸地域は商業や工業のほか、著名な観光施設や集客施設が立地。 
・湾岸地域の開発にあわせた東京湾岸道路（千葉県区間）の整備進捗により、地域の形成に寄与してきた。 
・地域産業の発展に伴う交通需要の増加や渋滞等の課題に対応するため、継続的な対応が求められる。 
③沿線地域の経済活動の支援 
・東京湾岸道路（千葉県区間）沿線市の小売業・卸売業の売上額は千葉県全体の5割以上を占め、特に幕
張新都心周辺には、大型商業施設が集積。当該事業の整備により沿線市の商圏の拡大が期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

千葉県知事の意見： 
一般国道357号東京湾岸道路は、経済や産業が集積している東京湾岸地域を連絡し、その交通を担う重

要な幹線道路である。 
近年、沿道地域においては、大型の物流施設や商業施設の立地など経済活動の活発化に伴い、慢性的な

交通渋滞が発生している。 
このため、慢性的な交通渋滞の緩和や交通安全の確保に向け本事業を継続し、早期完成に向け残る工事

を推進するとともに、検見川立体などの更なる円滑な交通を確保するための対策について実施願いたい。 
なお、事業の実施に当たっては、コスト縮減を図るなど、効率的な事業推進に努められたい。 
 
 



千葉市長の意見： 
本市が首都圏の広域連携拠点として活力ある都市形成を図るためには、東京方面と千葉中心部のアクセ

ス強化が重要であり、現在実施している東京湾岸道路（千葉県区間）に検見川立体を組み込み、連続して
整備することは、早期の効果発現に繋がることから有効と考えております。 
また、本市の地域課題でもある「千葉西警察入口交差点～稲毛浅間神社前交差点」の渋滞区間に（仮称）

検見川・真砂スマートIC整備による更なる交通負荷が予想されることから、この対策として検見川立体の
整備が最も有効であると考えており、その早期整備を期待しております。 
なお、スマートIC整備に関する交通錯綜への整流化対策（車線拡幅）については、検見川立体の事業ス

ケジュールに遅れのないようにしっかりと取り組んで参ります。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・沿線である湾岸地域は商業や工業のほか、著名な観光施設や集客施設が立地。 

・湾岸地域の開発にあわせた当該路線の整備進捗によって、地域の形成に寄与。 

・平成30年6月に東京外かく環状道路（千葉県区間）が開通し、当該区間に接続。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・一般部は、昭和45年度に着手し平成2年度に全線供用。 
・令和2年6月に舞浜立体が供用。 
・当該事業の用地取得は、約99％（令和４年３月末時点）。 
・塩浜立体は平成21年度に着手し、調査設計及び工事等を推進中。 
・船橋市域は平成22年度に着手し、調査設計及び工事等を推進中。 
・検見川立体は令和5年度に着手予定。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・塩浜立体については、周辺地域における開発状況や交通状況を見ながら計画的に整備を進めていく。 
・船橋市域については、調査設計及び工事等を進めていく。 
・検見川立体については、（仮称）検見川･真砂スマートＩＣ整備と連携し、調査設計を進めていく。  

施設の構造や工法の変更等  

・塩浜立体については、基礎形式の見直し及び施工方法変更、市道切り廻しに伴う橋脚基礎工の見直し、

及び上部工架設工法の変更等により事業費増加。 

・船橋市域については、残土処理等の追加、橋梁構造補強、関係機関協議による安全対策等の追加、及び

交通事故対策など安全対策を考慮した計画変更により事業費増加。 

・検見川立体については、（仮称）検見川・真砂スマートIC整備に伴う渋滞対策による増加。 

・海老川大橋河川部の上部工架設工法の変更によるコスト縮減の検討。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  
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※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                         担 当 課：道路局 国道・技術課、高速道路課                  

                         担当課長名：長谷川 朋弘、橋本 雅道    
 

事業名 

 
一般国道468号 首都圏

し ゅ とけ ん

中央
ちゅうおう

連絡
れんらく

自動
じ ど う

車道
しゃどう

 

（茂原
も ば ら

～木更津
き さ ら づ

） 

事業 

区分 

一般国道 事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

東日本高速道路㈱ 

起終点 

 
自：千葉県

ち ば け ん

茂原市
も ば ら し

石神
いしがみ

 

 至：千葉県
ち ば け ん

木更津市
き さ ら づ し

犬
いん

成
なり

 

延長 

 

 

28.4km 

事業概要  

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、東京都心から半径およそ40～60kmの位置に計画されている延長

約300kmの高規格幹線道路であり、3環状9放射道路ネットワークの一部を形成し、東京都中心部への交通

の適切な分散を図り、首都圏全体の交通の円滑化、首都圏の機能の再編成等を図る上で重要な路線である。 

茂原～木更津区間は房総半島における新たな自動車専用道路として、圏央道（東金茂原道路）、東京湾

アクアライン連絡道及び館山自動車道に接続することにより、千葉県と東京都及び神奈川県を結ぶ広域的

な高速交通ネットワークを形成するものであり、産業活性化の支援、災害時の代替路確保を目的とした延

長28.4kmの自動車専用道路である。 

H4年度事業化 
 

H6年度都市計画決定 H10年度用地着手 

 

 H11年度工事着手 

 

全体事業費 約2,198億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約82％ 供用済延長 28.4km 

計画交通量   18,400～28,100台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) １．１ 

 

(残事業)  ４．４ 

 

317 / 3,642億円 

 事 業 費： 290/3,466億円 

 維持管理費：  27/ 176億円 

 

1,407 / 3,945億円 

 走行時間短縮便益：1,386/3,604億円 

 走行経費減少便益： 5.3/  280億円 

 交通事故減少便益：  16/   61億円 

令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量 ：B/C＝0.97～1.2（交通量  ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 4.0～4.9（交通量  ±10％） 
事業費 ：B/C＝1.1 ～1.1（事業費   ±10％）     事業費 ：B/C＝ 4.1～4.9（事業費   ±10％） 
事業期間：B/C＝0.99～1.2（事業期間 ±20％）      事業期間：B/C＝ 4.1～4.7（事業期間 ±20％） 

事業の効果等  

①産業活性化の支援 
・圏央道（茂原～木更津）の開通により、成田・羽田の両空港や首都圏各地へのアクセス性が向上し、千
葉県内の新規工場立地面積は大きく増加。 

・圏央道（茂原～木更津）が千葉県内の産業活性化を支援。 
②水産業活性化の支援 
・全国有数の漁業県である千葉県は、「千葉ブランド水産物認定制度」により水産業の振興を推進。 
・勝浦漁港のカツオは千葉ブランド水産物に認定されており、上場水揚量は全国2位。 
・圏央道（茂原～木更津）の開通により、漁港から市場までの所要時間が短縮し、水産業活性化を支援。 
③災害時の道路ネットワークの強化 
・災害時において、内陸部から東京湾岸部および県東部沿岸部の啓開・復旧ルートへのアクセスが可能と

なる。 

関係する地方公共団体等の意見  

千葉県知事の意見： 
圏央道は、アクアラインと一体となって、首都圏の各都市と成田空港などの拠点間を環状につなぎ、国際

競争力の強化や地域経済の活性化を図り、災害時の道路ネットワークを強化する極めて重要な道路である。 
圏央道沿線各地域では、企業立地の促進や観光入込客数の増加など、経済に好循環をもたらしているが、

茂原長南ICから木更津東IC間は暫定2車線となっていることから、ネットワークの機能拡充による生産性の
向上等に加えて、安全で円滑な交通の確保や防災力の強化を図るためにも、早期の4車線化が必要である。 
また、沿線地域等からは（仮称）かずさインターチェンジの整備が求められている。 
ついては、事業の継続が必要であり、4車線化や（仮称）かずさインターチェンジの早期整備を図られ 

たい。 



事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・圏央道「東金茂原道路」が暫定2車線供用（平成25年4月27日）。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成4年度に事業化。 
・平成19年3月に木更津東IC～木更津JCT間が供用。 
・平成25年4月に茂原長南IC～木更津東IC間が暫定2車線供用。 
・今後の交通状況を踏まえ、全線4車線整備について検討する。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・今後の交通状況を踏まえ、全線4車線整備について検討する。 

施設の構造や工法の変更等  

引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  
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※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

 

 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                                担 当 課：道路局 国道・技術課 

                                担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 
一般国道6号

にいじゅくかくふく

新宿拡幅 事業 

区分 

一般国道 事業 

主体 

国 土 交 通 省        
関東地方整備局 

起終点 

 
 自：

とうきょうと

東京都
かつしかくにいじゅく

葛飾区新宿２丁目 

 至：
とうきょうと

東京都
かつしかく

葛飾区
かなまち

金町６丁目 

延長 

 

2.1ｋｍ  

事業概要  

 一般国道6号は、東京都中央区日本橋から宮城県仙台市に至る延長約352kmの主要幹線道路である。新宿

拡幅は、東京都葛飾区新宿2丁目から葛飾区金町6丁目までの延長約2.1kmを対象に、交通渋滞の緩和による

主要幹線道路としての機能回復、沿道周辺の都市機能の改善、大規模地震時の緊急輸送道路の確保を目的

とした現道拡幅・立体事業である。 

S45年度事業化（金町地区） 
S58年度事業化（新宿地区） 
 
 
 

S20年度都市計画決定 
S55年度都市計画変更 
（金町地区） 

S41年度都市計画変更 
（新宿地区） 

S48年度用地着手（金町地区） 
H17年度用地着手（新宿地区） 
 
 
 

S60年度工事着手（金町地区） 
H27年度工事着手（新宿地区） 
 
 
 

全体事業費 約337億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約75％ 供用済延長 1.2ｋｍ 

計画交通量   40,600 ～ 68,600台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)  1.2 

 

(残事業)    9.7 

 

    63 / 1,057 億円 

 事 業 費：58/1,046億円 

 維持管理費： 4.7/ 11億円 

   612 / 1,301 億円 

 走行時間短縮便益：555/1,240億円 

 走行経費減少便益：    45/55億円 

 交通事故減少便益：   11/7.0億円 

 令和4年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量 ：B/C＝ 1.2～1.3(交通量 ±10％)【残事業】交通量 ：B/C＝ 9.7～ 9.9(交通量  ±10％) 
      事業費 ：B/C＝ 1.2～1.2(事業費 ±10％)      事業費 ：B/C＝ 8.9～10.7(事業費  ±10％) 
      事業期間：B/C＝ 1.1～1.3(事業期間±20％)      事業期間：B/C＝ 8.9～10.1(事業期間±20％) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 
 ・国道6号の新宿拡幅区間は、中川と江戸川に挟まれ、河川を渡る交通が集中。また、周辺では大規模
  開発が進展。 
 ・交差点や踏切が接近し、5時～20時頃に渡り新宿地区がボトルネックとなり交通渋滞が発生。 
 ・新宿拡幅の整備により、交通の円滑化が図られ、渋滞の緩和に期待。 
②災害への備え 
 ・新宿拡幅を含む国道6号は、特定緊急輸送道路に指定されており、交通確保指定路線に位置づけ。 
 ・震災等が発生した際は、特定緊急輸送道路として、消火活動、救命活動を行うスペースと緊急輸送を
  円滑に行うための幅員を確保。 
 ・また、首都直下地震発生の際、都心に向けた八方向毎に優先啓開ルートを設定し、一斉に道路啓開を
  進行する八方向作戦における北東方向の道路啓開候補路線に選定。 

関係する地方公共団体等の意見  

本事業は、渋滞緩和や防災性の向上に資する重要な事業である。 

このため、必要な財源を確保し、早期完成に向け、事業を推進されたい。 

また、事業実施にあたっては、コスト縮減を図るなど、より効率的な事業推進に努めること。 

 

 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

 社会情勢等について大きな変化は見られない。 



事業の進捗状況、残事業の内容等  

 ・昭和45年度（金町地区）、昭和58年度（新宿地区）に事業化、用地進捗率約92％、事業進捗率約75％
（令和4年3月末時点）。 

 ・平成7年度：金町地区（東京都葛飾区金町2丁目～同区金町6丁目） 延長1.2ｋｍ (6/6) 部分開通。 
 ・新宿地区（延長0.9km）が主な残工事である。 
 ・平成27年度より連続して用地取得できた箇所から工事を実施中。 
 ・立体部については、現道拡幅後、ＪＲ新金線における踏切立体化事業の進捗により実施。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 ・権利者が多いマンション及び商業施設の用地取得に時間を要しているため、事業期間を延伸。 
 ・新宿地区を進めるには、交差するＪＲ新金線（貨物）の高架化が必要。 
  ＪＲ新金線（貨物）の高架化は時期が未定であり、先ずは現道拡幅（6車線）の整備を進める。 
 ・今後、鋭意用地取得を進めつつ、現道拡幅（6車線拡幅）を先行整備。引き続き立体化に着手。 

施設の構造や工法の変更等  

 引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針  

対応方針決定の理由  

新宿拡幅は、交通渋滞の緩和、首都直下地震における道路啓開、大規模災害時の緊急輸送道路の確保と

いった観点から、事業の必要性・重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 
一般国道14号 両国拡幅

りょうごくかくふく

 事業 

区分 

一般国道 事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 

 
自：東京都中央区

ちゅうおうく

東日本橋
ひがしにほんばし

二丁目 

 至：東京都墨田区
す み だ く

緑
みどり

四丁目 

延長 

 

 

1.9km 

事業概要  

国道14号は、東京都中央区から千葉県千葉市に至る延長約40kmの主要幹線道路である。 

両国拡幅事業は、交通混雑の緩和、交通安全の確保、大規模地震時の緊急輸送道路の確保を目的とした

延長1.9kmの現道拡幅事業である。 

H10年度事業化 
 

S20年度都市計画決定 

（S57年度都市計画変更） 

H24年度用地着手 

 

H29年度工事着手 

 

全体事業費 約250億円 事業進捗率 

（令和4年3月末） 

41％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量   47,900～59,900台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) １．５ 

 

(残事業)  ３．４ 

 

      112 / 247億円 

 事 業 費：102 / 237億円 

 維持管理費： 10 / 10億円 

 

      379 / 379億円 

 走行時間短縮便益：344 / 344億円 

 走行経費減少便益： 24 /  24億円 

 交通事故減少便益： 10 /  10億円 

令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.4～1.7（交通量  ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 3.0～ 3.7（交通量  ±10％） 
事業費 ：B/C＝1.5～1.6（事業費   ±10％）     事業費 ：B/C＝ 3.1～ 3.7（事業費   ±10％） 
事業期間：B/C＝1.4～1.7（事業期間 ±20％）      事業期間：B/C＝ 3.1～ 3.6（事業期間 ±20％） 

事業の効果等  

①国道14号の渋滞、交通事故状況の緩和 
・両国拡幅区間は、主要渋滞箇所に特定されている緑一丁目交差点や緑三丁目交差点を先頭に速度低下。 
・緑１丁目交差点の左折専用レーンを整備したが、以前として速度低下が発生。 
・死傷事故発生状況は、渋滞に起因する追突事故が約４割を占める。 
・両国拡幅の整備により、交通の円滑化が図られ、交通渋滞の緩和、追突事故の減少が見込まれる。 
②防災ネットワークの機能強化 
・両国拡幅区間は、東京都の特定緊急輸送道路に指定。 
・関東地方整備局では、首都直下地震が発生した際、八方向毎に優先啓開ルートを設定する八方向作戦 
を計画しており、当該路線は、北東方向の道路啓開候補路線に選定。 

・東京都防災会議の被害想定では、首都直下地震時に墨田区では約６万人の帰宅困難者が発生すると 
されている。 

・震災等が発生した際は、特定緊急輸送道路として消火、救命活動を行うスペース、緊急輸送や一時避 
難施設への移動を円滑に行うための幅員を確保。 

③地域産業・物流輸送の支援 
・周辺地域の主な産業は、印刷業、化学工業、食料品、金属製品や鉄鋼業など多岐にわたり、これら産業 
の製造品出荷額等は都内の約２割を占める。 

・両国拡幅整備により、大型物流車両の走行性向上、物流輸送や打合せなどの移動時間短縮にともなう 
労働時間短縮・生産性向上に寄与。 

④歩行者・自転車の通行空間確保 
・両国拡幅区間は、自転車利用者が多く、約3,200台/12hの自転車が通行。 
・周辺には観光施設が点在、両国拡幅の整備により歩行者・自転車の通行空間が確保され、安全・快適性 

が向上。 
⑤救急医療サービス向上の支援 
・東京都内は、今後の高齢化社会にともなって医療需要が全国と比べて一層増加すると予測。 
・両国拡幅の整備により、救命救急センターへの搬送時間が短縮。搬送時間短縮によるカバー人口の拡 
大は約34万人であり、地域の医療体制の充実を支援。 



関係する地方公共団体等の意見  

東京都知事の意見： 
本事業は、渋滞緩和や防災性の向上に資する重要な事業である。 
このため、必要な財源を確保し、早期完成に向け、事業を推進されたい。 
また、事業実施にあたっては、コスト縮減を図るなど、より効率的な事業推進に努めること。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

 ― 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・両国二丁目交差点区間、緑三丁目交差点区間は、平成30年度に都市計画事業承認され、全区間用地買収
に着手。 

・当該事業の用地取得は、約27％（令和４年３月末時点） 
・東京オリンピック開催前の令和２年５月にオリパラに合わせて緑一丁目交差点左折専用レーンを整備。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・用地着手後に、分譲マンションや賃貸テナントが多数存在しマンション所有者の中に外国籍の海外所 
有者もいることが判明。用地交渉が難航し時間を要している。 

・これまでに用地取得に長期間を要しているため、用地交渉に係る体制強化を図りつつ、事業期間を延 
伸。 

施設の構造や工法の変更等  

引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：課長 長谷川 朋弘

事業名 一般国道16号八王子～瑞穂拡幅 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
はちおうじ みずほかくふく

関東地方整備局

起終点 延長 14.6km
自：東京都八王子市左入町

とうきょう と はちおうじしさにゆうまち

至：東京都西多摩郡瑞穂町二本木
とうきょう と にしたまぐんみずほちようにほんぎ

事業概要

国道16号は東京環状とも呼ばれ、横浜市・相模原市・八王子市・さいたま市・千葉市等、東京都心から30～4

0km圏の主要都市を通過する、重要な環状道路である。八王子～瑞穂拡幅は、交通渋滞の緩和、安全・快適性の

向上、大規模震災時の緊急輸送道路の確保を目的とした、延長14.6kmの拡幅事業である。

S47年度事業化 S36年度都市計画決定 S52年度用地着手 S54年度工事着手

（H9年度都市計画変更）

全体事業費 約947億円 事業進捗率(令和4年3月末時点） 92% 開通済延長 14.6km

計画交通量 20,000～48,300台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体)1.1 78/2,649億円 120/2,991億円 令和4年

事 業 費：49/2,600億円 走行時間短縮便益：99/2,885億円
(残事業) 1.5 維持管理費：29/48億円 走行経費減少便益： 13/82億円

交通事故減少便益： 8.0/24億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.004～1.3（交通量±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝1.1～1.9（交通量±10％）

事業費 ：B/C＝1.1～1.1（事業費±10％） 事業費：B/C＝1.4～1.6（事業費±10％）
事業期間：B/C＝0.98～1.2（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝1.4～1.5（事業期間±20％）

事業の効果等

①交通渋滞の緩和

・国道16号八王子～瑞穂区間は、主要渋滞箇所と信号が続く区間であり、平面拡幅事業が完了した現在に
おいても、速度低下が発生している区間が多く見られる。

・残る立体化事業を進めることで、交通の更なる円滑化が図られ、交通渋滞の緩和が見込まれる。
②安全・快適性の向上
・国道16号松原地区や拝島町地区周辺の生活道路は、国道16号の交通混雑を回避するための通過交通が流
入し、抜け道となっている。

・残る立体化事業を進めることにより、本地区における国道16号の円滑性が向上し、生活道路への流入交
通抑止につながり、生活道路の機能回復・安全性の向上が図られる。
③大規模震災時の緊急輸送道路の確保
・国道16号八王子～瑞穂区間は、第一次緊急輸送道路に指定されており、並行する圏央道と国道16号で相
互に代替路を形成し、首都圏や多摩地域における緊急輸送道路ネットワークとして、重要な位置づけと
なっている。

・当該区間の沿線には防災関連機関が集積しており、立体化による交通円滑化により、広域的な緊急輸送
を担う中央道や他の防災関連機関が集まるエリアとの連絡を強化し、災害に強い街づくりが図られる。

関係する地方公共団体等の意見

東京都知事の意見：

・本事業は、国道16号の渋滞緩和や生活道路への通過交通の流入を抑制し、安全性の向上に資する重要
な事業である。また、第一次緊急輸送道路の指定を受けており、大規模災害時の緊急輸送道路ネットワ
ークを強化するものである。このため、必要な財源を確保し、早期完成に向け、事業を推進されたい。
さらに、事業実施にあたっては、コスト縮減を図るなど、より効率的な事業推進に努めること。
事業評価監視委員会の意見

事業の継続を了承する。



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・国道16号八王子～瑞穂拡幅区間は工業団地が点在し、大型商業施設の出店が進んでいるとともに、拝島

駅周辺の整備事業が完了した。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・昭和47年度に事業化、用地進捗率99%。平面拡幅事業は、H30.3松原地区6車線化により完了し、残る立体化
の整備計画について調査設計等を推進中である。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・用地の取得は99%完了しており、引き続き完成に向けた事業促進を図る。

施設の構造や工法の変更等

・引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 
一般国道17号 新大宮

しんおおみや

バイパス 事業 

区分 

一般国道 事業 

主体 

国 土 交 通 省 
関東地方整備局 

起終点 

 
自：東京都練馬区北町

ね り ま く き た ま ち

 

 至：埼玉県さいたま市北区
き た く

吉野町
よしのちょう

 

延長 

 

 

23.2km 

事業概要  

 国道17号は東京都中央区を起点として、さいたま市、前橋市等の主要都市を通過し、新潟市に至る延長

約370kmの主要幹線道路である。新大宮バイパスは、練馬区、板橋区、戸田市、さいたま市を通過する国

道17号現道の渋滞緩和を図るために計画された延長23.2kmのバイパス事業である。 

S39年度事業化 S38年度都市計画決定(埼玉県内) 

S40年度都市計画決定(東京都内) 

H元年度都市計画変更(埼玉県内) 

S39年度用地着手 S39年度工事着手 

全体事業費 約800億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約89％ 供用済延長 20.9km 

計画交通量   49,100～82,300台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 2.3 

 

(残事業)  8.8 

 

      74/5,779億円 

 事 業 費：66/5,616億円 

 維持管理費：8.0/163億円 

     651/13,134億円 

 走行時間短縮便益：506/12,076億円 

 走行経費減少便益：113/980億円 

 交通事故減少便益： 33/78億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量 ：B/C＝2.0～2.5（交通量  ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 8.0～ 9.7（交通量  ±10％） 
事業費 ：B/C＝2.3～2.3（事業費   ±10％）     事業費 ：B/C＝ 8.1～ 9.7（事業費   ±10％） 
事業期間：B/C＝2.1～2.5（事業期間 ±20％）      事業期間：B/C＝ 8.1～ 9.5（事業期間 ±20％） 

事業の効果等  

①交通渋滞の緩和 
・東京都が整備を進める放射35・36号に、新大宮バイパスが接続することにより、ネットワークが形成。 
・交通分散が図られ、国道17号現道と山手通りの交通負荷の低減が期待される。 
②物資輸送の定時性・速達性の向上 
・新大宮バイパス沿線には卸売市場、物流施設、工業施設、商業施設が集積しており、物資輸送の定時性・速達
性の向上により、生産性の向上が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見  

・東京都知事からの意見： 
本事業は、並行する国道17号現道の渋滞緩和に資する重要な事業である。 
このため、必要な財源を確保し、早期完成に向け、事業を推進されたい。 
また、都が整備を進める放射第３５、３６号線の整備に合わせ、北町交差点の立体化と暫定２車線区間の

４車線化を実施されたい。 
さらに、事業実施にあたっては、コスト縮減を図るなど、より効率的な事業推進に努めること。 

・埼玉県知事からの意見： 
国道１７号新大宮バイパスは、埼玉県中央部と東京都を結び、沿線地域の交通混雑の緩和や物流の効率

化による生産性の向上に資する非常に重要な道路です。 
全区間の完成に向け、引き続き事業推進に努めていただきたい。 

・さいたま市長からの意見： 
国道１７号新大宮バイパスにつきましては、慢性化しているさいたま市内の交通渋滞の緩和に寄与し、

地域間の道路網を担う都市の骨格をなす幹線道路として認識しているところです。 
また、本市では、本路線に交差する（都）三橋中央通線や（都）道場三室線の４車線化を進めていると

ころであり、相互の完成により、一層の渋滞緩和に寄与するものと期待しております。 
国道１７号新大宮バイパスについては、さらなる渋滞の緩和や物資輸送の定時性・速達性の向上のため、

全線完成に向けて引続き事業継続いただけますようお願い申し上げます。 

事業評価監視委員会の意見  

 事業の継続を了承する。 



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成10年度に首都高速埼玉大宮線が開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成6年度までに全区間開通済み 
・用地取得率は99％（R4.3末） 
・都内の暫定開通区間は、放射35・36号線の整備にあわせ４車線化（下赤塚高架橋等）と北町交差点の立体化（北
町インター）を実施予定。 

・６車線開通区間は、（都）道場三室線の事業進捗に合わせて町谷立体を実施予定。その他の交差点では、交差道
路の計画内容や事業進捗等を踏まえ、交差道路の管理者と協議のうえ立体化の必要性を検討。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない。 

施設の構造や工法の変更等  

・引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏まえる

と、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：課長 長谷川 朋弘

事業名 一般国道20号日野バイパス（延伸） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
ひ の

関東地方整備局

起終点 延長 3.8km
自：東京都日野市川辺堀之内

とうきょう と ひ の し か わ べ ほ り の う ち

至：東京都日野市西平山三丁目
とうきょう と ひのしにしひらやまさんちようめ

事業概要

日野バイパス（延伸）は、日野市域を東西につなぐ幹線道路で、八王子南バイパス・日野バイパス（延

伸）Ⅱ期と一体となり圏央道と両市域を結ぶアクセス道路としての機能や、国道20号（甲州街道）や並行

する北野街道等の交通混雑の緩和及び交通事故の減少に伴う地域の安全性の向上を目的とした、日野市川

辺堀之内から日野市西平山三丁目までを結ぶ延長3.8kmのバイパス事業である。

H17年度事業化 S36年度都市計画決定 H18年度用地着手 H29年度工事着手

（H2年度変更）

全体事業費 約340億円 事業進捗率(令和4年3月末時点） 93% 開通済延長 0km

計画交通量 28,800～39,600台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体)1.1 1,005/3,195億円 2,414/3,440億円 令和4年

(1.3) 事 業 費：937/3,098億円 走行時間短縮便益：2,375/3,381億円
(残事業) 2.4 維持管理費：68/97億円 走行経費減少便益： 29/40 億円

(18.9) 交通事故減少便益： 9.2/20 億円

感度分析の結果

【事業全体】 交通量 ：B/C＝1.03～1.2（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝2.3～2.7（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.05～1.1（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝2.2～2.6（事業費 ±10％）
事業期間 ：B/C＝0.98～1.2（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝2.2～2.6（事業期間±20％）

事業の効果等

①通過交通の排除による国道20号の渋滞の緩和

・国道20号日野バイパス（現道）が、平成19年に全線供用したものの、沿線の市街化が進み、日野市街や
八王子市街において渋滞が発生し、車両事故の約4割が追突事故となっている。
・バイパスの整備によって、交通の円滑化が図られ、交通渋滞の緩和及び交通事故の減少が見込まれる。
②沿線地域の発展等の支援（救急医療施設へのアクセス向上）
・整備により、日野市役所から南多摩地域最大の第三次救急医療施設かつＤＭＡＴ指定医療機関である東
京医大八王子医療センターまでの所要時間が24分短縮され、救命率の向上に寄与。
・東京医大八王子医療センター（第三次救急医療施設）への30分アクセス圏域のカバー人口が約61万人
増加。
③観光活性化の支援
・整備により、都心方面からの所要時間は約21分短縮され、沿線から高尾山へのアクセスが向上し、観光
の活性化を支援。
・高尾山の登山客数は、年間300万人以上で世界一。（八王子市 市制100周年記念誌より）
・高尾山はミシュランガイドで三ツ星を獲得。
④中央道通行止め時の代替路確保
・中央道（八王子ＪＣＴ～国立府中ＩＣ）では、豪雨・強風・雪や事故発生等により、過去10年で16回通
行止めが発生。
・これにより、並行する国道20号へ交通が集中し、交通混雑が悪化。
・整備により、災害や事故等で中央道の通行止めが発生した場合などの代替路が確保され、円滑な交通を
支援。
⑤バスの定時性向上
・八王子市中心部の国道20号は市内各方面からのバス路線が集中し、運行本数がとても多い。
・国道20号バイパスの整備により、交通渋滞緩和による定時性の向上と運行所要時間短縮が期待される。



関係する地方公共団体等の意見

東京都知事の意見：

・本事業は、並行する国道20号現道や北野街道などの渋滞の緩和や、八王子南バイパスと一体となり、圏
央道へのアクセス性の向上に資するなど重要な事業である。
・このため、土地区画整理事業と連携し、用地取得を推進するとともに、必要な財源を確保し、早期完成
に向け、事業を推進されたい。
・さらに、事業実施にあたっては、コスト縮減を図るなど、より効率的な事業推進に努めること。
事業評価監視委員会の意見

事業の継続を了承する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・地元情勢の変化等事業をめぐる社会経済情勢等に変化が見られない。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・平成17年度に事業化、用地進捗率98%、事業進捗率93%（令和4年3月末時点）。
・調査・設計や用地取得、工事を推進。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・用地進捗率は98％（令和4年3月末時点）であり、引き続き、用地の取得を推進する。

施設の構造や工法の変更等

・埋蔵文化財調査費用の増加、支障物検出に伴う工法変更及び水路切り回し追加による、事業費の増加。

・引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

※ 費用対効果分析結果の（）は個別評価結果を示したもの



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：課長 長谷川 朋弘

事業名 一般国道20号日野バイパス（延伸）Ⅱ期 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
ひ の

関東地方整備局

起終点 延長 1.5km
自：東京都日野市西平山三丁目

とうきょう と ひのしにしひらやまさんちようめ

至：東京都八王子市北野町
とうきょう と はちおう じ し きたのまち

事業概要

日野バイパス（延伸）Ⅱ期は、日野市及び八王子市域を東西につなぐ幹線道路で、八王子南バイパス・

日野バイパス（延伸）と一体となり圏央道と両市域を結ぶアクセス道路としての機能や、国道20号（甲州

街道）や並行する北野街道等の交通混雑の緩和及び交通事故の減少に伴う地域の安全性の向上を目的とし

た、日野市西平山三丁目から八王子市北野町までを結ぶ延長1.5kmのバイパス事業である。

H29年度事業化 S36年度都市計画決定 R1年度用地着手 R-年度工事着手

（H2年度変更）

全体事業費 約300億円 事業進捗率(令和4年3月末時点） 3% 開通済延長 0km

計画交通量 25,300～37,800台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体)1.1 1,005/3,195億円 2,414/3,440億円 令和4年

(2.0) 事 業 費：937/3,098億円 走行時間短縮便益：2,375/3,381億円
(残事業) 2.4 維持管理費：68/97億円 走行経費減少便益： 29/40 億円

(2.1) 交通事故減少便益： 9.2/20 億円

感度分析の結果

【事業全体】 交通量 ：B/C＝1.03～1.2（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝2.3～2.7（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.05～1.1（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝2.2～2.6（事業費 ±10％）
事業期間 ：B/C＝0.98～1.2（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝2.2～2.6（事業期間±20％）

事業の効果等

①通過交通の排除による国道20号の渋滞の緩和

・国道20号日野バイパス（現道）が、平成19年に全線供用したものの、沿線の市街化が進み、日野市街や
八王子市街において渋滞が発生し、車両事故の約4割が追突事故となっている。
・バイパスの整備によって、交通の円滑化が図られ、交通渋滞の緩和及び交通事故の減少が見込まれる。
②沿線地域の発展等の支援（救急医療施設へのアクセス向上）
・整備により、日野市役所から南多摩地域最大の第三次救急医療施設かつＤＭＡＴ指定医療機関である東
京医大八王子医療センターまでの所要時間が24分短縮され、救命率の向上に寄与。
・東京医大八王子医療センター（第三次救急医療施設）への30分アクセス圏域のカバー人口が約61万人
増加。
③観光活性化の支援
・整備により、都心方面からの所要時間は約21分短縮され、沿線から高尾山へのアクセスが向上し、観光
の活性化を支援。
・高尾山の登山客数は、年間300万人以上で世界一。（八王子市 市制100周年記念誌より）
・高尾山はミシュランガイドで三ツ星を獲得。
④中央道通行止め時の代替路確保
・中央道（八王子ＪＣＴ～国立府中ＩＣ）では、豪雨・強風・雪や事故発生等により、過去10年で16回通
行止めが発生。
・これにより、並行する国道20号へ交通が集中し、交通混雑が悪化。
・整備により、災害や事故等で中央道の通行止めが発生した場合などの代替路が確保され、円滑な交通を
支援。
⑤バスの定時性向上
・八王子市中心部の国道20号は市内各方面からのバス路線が集中し、運行本数がとても多い。
・国道20号バイパスの整備により、交通渋滞緩和による定時性の向上と運行所要時間短縮が期待される。



関係する地方公共団体等の意見

東京都知事の意見：

・本事業は、並行する国道20号現道や北野街道などの渋滞の緩和や、八王子南バイパスと一体となり、圏
央道へのアクセス性の向上に資するなど重要な事業である。
・このため、土地区画整理事業と連携し、用地取得を推進するとともに、必要な財源を確保し、早期完成
に向け、事業を推進されたい。
・さらに、事業実施にあたっては、コスト縮減を図るなど、より効率的な事業推進に努めること。
事業評価監視委員会の意見

事業の継続を了承する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・地元情勢の変化等事業をめぐる社会経済情勢等に変化が見られない。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・平成29年度に事業化、用地進捗率7%、事業進捗率3%（令和4年3月末時点）。
・調査・設計や用地取得を推進。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・用地進捗率は7％（令和4年3月末時点）であり、引き続き、用地の取得を推進するとともに、用地進捗

状況を踏まえて順次工事着手予定。

施設の構造や工法の変更等

・引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

※ 費用対効果分析結果の（）は個別評価結果を示したもの



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：課長 長谷川 朋弘

事業名 一般国道20号八王子南バイパス 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
はちおうじみなみ

関東地方整備局

起終点 延長 9.6km
至：東京都八王子市北野町

とうきょう と はちおう じ し きたのまち

至：東京都八王子市南浅川町
とうきょう と はちおう じ し みなみあさかわまち

事業概要

八王子南バイパスは、八王子市域を東西につなぐ幹線道路で、日野バイパス（延伸）、日野バイパス（延

伸）Ⅱ期と一体となり、圏央道と八王子市域や日野市域を結ぶアクセス道路としての機能や、国道20号（甲

州街道）や並行する北野街道等の交通混雑の緩和及び交通事故の減少に伴う地域の安全性の向上を目的と

した、八王子市北野町から同市南浅川町までを結ぶ延長9.6kmのバイパス事業である。

H9年度事業化 H8年度都市計画決定 H10年度用地着手 H13年度工事着手

全体事業費 約2,142億円 事業進捗率(令和4年3月末時点） 73% 開通済延長 2.6km

計画交通量 20,500～41,300台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体)1.1 1,005/3,195億円 2,414/3,440億円 令和4年

(0.97) 事 業 費：937/3,098億円 走行時間短縮便益：2,375/3,381億円
(残事業) 2.4 維持管理費：68/97億円 走行経費減少便益： 29/40 億円

(1.9) 交通事故減少便益： 9.2/20 億円

感度分析の結果

【事業全体】 交通量 ：B/C＝1.03～1.2（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝2.3～2.7（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.05～1.1（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝2.2～2.6（事業費 ±10％）
事業期間 ：B/C＝0.98～1.2（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝2.2～2.6（事業期間±20％）

事業の効果等

①通過交通の排除による国道20号の渋滞の緩和

・国道20号日野バイパス（現道）が、平成19年に全線供用したものの、沿線の市街化が進み、日野市街や
八王子市街において渋滞が発生し、車両事故の約4割が追突事故となっている。
・バイパスの整備によって、交通の円滑化が図られ、交通渋滞の緩和及び交通事故の減少が見込まれる。
②沿線地域の発展等の支援（救急医療施設へのアクセス向上）
・整備により、日野市役所から南多摩地域最大の第三次救急医療施設かつＤＭＡＴ指定医療機関である東
京医大八王子医療センターまでの所要時間が24分短縮され、救命率の向上に寄与。
・東京医大八王子医療センター（第三次救急医療施設）への30分アクセス圏域のカバー人口が約61万人
増加。
③観光活性化の支援
・整備により、都心方面からの所要時間は約21分短縮され、沿線から高尾山へのアクセスが向上し、観光
の活性化を支援。
・高尾山の登山客数は、年間300万人以上で世界一。（八王子市 市制100周年記念誌より）
・高尾山はミシュランガイドで三ツ星を獲得。
④中央道通行止め時の代替路確保
・中央道（八王子ＪＣＴ～国立府中ＩＣ）では、豪雨・強風・雪や事故発生等により、過去10年で16回通
行止めが発生。
・これにより、並行する国道20号へ交通が集中し、交通混雑が悪化。
・整備により、災害や事故等で中央道の通行止めが発生した場合などの代替路が確保され、円滑な交通を
支援。
⑤バスの定時性向上
・八王子市中心部の国道20号は市内各方面からのバス路線が集中し、運行本数がとても多い。
・国道20号バイパスの整備により、交通渋滞緩和による定時性の向上と運行所要時間短縮が期待される



関係する地方公共団体等の意見

東京都知事の意見：

・本事業は、並行する国道20号現道や北野街道などの渋滞の緩和や、圏央道へのアクセス性の向上に資す
るなど重要な事業である。また、東京医大八王子医療センターなどの救急医療施設までの所要時間が短縮
され、救命率の向上にも寄与することが期待される。
・このため、必要な財源を確保し、早期完成に向け、事業を推進されたい。加えて、接続する国道16号の
整備に向けた検討も併せて行うこと。
・さらに、事業実施にあたっては、コスト縮減を図るなど、より効率的な事業推進に努めること。
事業評価監視委員会の意見

事業の継続を了承する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・地元情勢の変化等事業をめぐる社会経済情勢等に変化が見られない。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・平成9年度に事業化、用地進捗率98%、事業進捗率73%（令和4年3月末時点）。

・調査・設計や用地取得を推進。

・工事については３工区（八王子市大船町～館町）で重点的に推進。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・用地進捗率は98％（令和4年3月末時点）であり、引き続き、用地の取得を推進する。

・今後５か年程度※での３工区（八王子市大船町～館町）開通を目指す。
※令和３年度に策定された防災・減災、国土強靱化に向けた道路の５か年対策プログラムで公表

施設の構造や工法の変更等

・高架橋の基礎構造変更、擁壁基礎の撤去、跨道橋３橋（機能補償道路）の追加、片倉トンネル 鉄道交

差部の工法変更、堀割構造区間の仮設・構造変更、残土処分先の変更による処分費の増加、電線共同溝の

追加による、事業費の増加。

・高架橋において非合成箱桁を合成箱桁に変更、現場打ちＰＣ床板を合成床板に変更、トンネルにおいて

地中連続壁の施工方法変更よりコスト縮減。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

※ 費用対効果分析結果の（）は個別評価結果を示したもの



 再評価結果（令和5年度事業継続箇所） 
                                  担 当 課：道路局国道・技術課 
                                  担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 一般国道357号 東京
とうきょう

湾岸
わんがん

道路
ど う ろ

（東京都区間） 
事業 
区分  一般国道 

事業 
主体 

国土交通省 
関東地方整備局 

起終点 
  自：東京都

とうきょうと

江戸川区
え ど が わ く

臨海
りんかい

町
ちょう

 

 至：東京都
とうきょうと

大田区
お お た く

羽田
は ね だ

空港
くうこう

 
延長 23.4km 

事業概要  
一般国道357号東京湾岸道路（東京都区間）は、首都高速湾岸線と並行しており、東京都湾岸部を通過す

る延長約23.4kmの道路である。 
東京湾に面する千葉・東京・神奈川の各都市を結ぶ幹線道路の一部を形成しており、交通混雑緩和、空

港や湾岸地域の物流拠点とのアクセス性向上、物流効率化等を図ることを目的としている。 
S43年度事業化 S44年度都市計画決定 

（S52年度変更） 
S46年度用地着手  S46年度工事着手 

全体事業費 約4,793億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

56% 供用済延長 21.4km 

計画交通量  11,300～97,800台／日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体)  基 準
年 

 
(事業全体)   1.6 
   （1.5） 
 
(残事業)   2.6 

（1.6） 

     2,794/14,630億円  
事 業 費 :2,683/14,299億円 
維持管理費 : 111/331億円  
 

     7,334/24,134億円  
 
 走行時間短縮便益：7,044/21,861億円 
 走行経費減少便益：282/2,104億円     
 交通事故減少便益：8.9/169億円 

 令和4年 

感度分析の結果   事業全体・残事業について感度分析を実施 
【事業全体】交通量 ：B/C=1.5～1.8（交通量±10%）【残事業】交通量 ：B/C=2.3～3.0（交通量±10%） 
       事業費 ：B/C=1.6～1.7（事業費±10%）         事業費 ：B/C=2.4～2.9（事業費±10%） 
       事業期間：B/C=1.5～1.8 (事業期間±20%）       事業期間：B/C=2.3～2.8（事業期間±20%） 
事業の効果等  
① 交通混雑緩和 
・国道357号東京湾岸道路（東京都区間）の整備により、専用部と一般部で機能分担が図られ、混雑緩和が 
期待。 
② 生産性向上 
・国道357号東京湾岸道路の沿線には、物流・人流の面から我が国経済にとって非常に重要な京浜港・千葉港・
羽田空港等が存在。 
③ 防災機能の強化 
・国道357号東京湾岸道路の整備により、物流・人流の効率化や、防災機能の強化に寄与。 

関係する地方公共団体等の意見  
・東京都知事の意見： 
 国道３５７号は、東京湾岸の広域的なネットワーク形成のみならず、国際化が進む羽田空港へのアクセ 
ス向上や京浜三港の連携強化にも寄与する重要な路線である。 

このため、臨港道路南北線が開通し、辰巳・東雲・有明立体の効果も大いに期待されることから、早期 
に整備を推進されたい。 

また、多摩川トンネルについては、羽田空港周辺と京浜臨海部の連携強化に向けて、実施工程を示しつ 
つ整備を推進し、早期開通を図られたい。 

さらに、事業実施にあたっては、コスト縮減を図るなど、より効率的な事業推進に努めること。加えて、 
その他の未整備区間についても、早期に事業着手し整備を推進されたい。 
 
事業評価監視委員会の意見  
  事業の継続を了承する。 
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

首都高速道路湾岸線が平成13年に全線供用。平成22年8月に京浜港の国際コンテナ戦略港湾の選定。平成
22年10月に羽田空港の再拡張。平成23年12月に京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略特区が指定。東
京臨海広域防災公園の開園など、様々な地域開発が進行している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
用地取得率は100%。（令和4年3月末時点） 
事業進捗率は約56%。 
多摩川トンネルは令和元年度に工事着手し、羽田及び浮島地区において改良工事を推進中。 
辰巳・東雲・有明立体は令和2年度に工事着手し、引き続き、辰巳立体及び有明立体の橋梁下部工事を推
進中。 
 



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 多摩川トンネルについては、現地施工中の工事や今後実施していくシールドトンネルなどの工事は、現地状況
等により工法や構造等の変更の可能性があるため、引き続き事業費の精査が必要であり、徹底したコスト縮減対
策を講じていく。 
施設の構造や工法の変更等  
多摩川トンネルにおいて建設発生土の処分先の変更、シールドトンネルのインバート見直し、トンネル内

装工の見直し、シールドトンネルの舗装の見直し及び設備ケーブル、消火用水系統の見直しより、コスト
縮減に取り組んでいく。 
対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由  
以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏まえる

と、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 
 事業概要図  

 
 
 

※ 費用対効果分析結果及び感度分析の結果は国道357号東京湾岸道路（神奈川県区間・東京都区間）
50.1kmの整備区間を対象とした場合、（ ）書きの値は、東京都区間23.4kmの結果を示す。なお、東
京都区間の費用便益分析は、多摩川トンネル神奈川県区間を含む事業費による分析結果。 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額に割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課

担当課長名：長谷川 朋弘

事業名 一般国道３５７号 東京湾岸道路（神奈川県区間） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
とうきょうわんがんどうろ

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：神奈川県川崎市川崎区浮島町 延長
か な が わ け ん か わ さ き し か わ さ き くうきしまちょう

至：神奈川県横須賀市夏島町 26.7km
か な が わ け ん よ こ す か し なつしまちょう

事業概要

一般国道357東京湾岸道路は、横須賀市から横浜市、川崎市、東京都、千葉市美浜区に至る延長約80km

の道路である。一般国道357号東京湾岸道路（神奈川県区間）は、内陸部の交通混雑緩和を図ると共に、

湾岸地域に立地する諸都市、諸施設の機能の効率化に資することを目的とする道路である。

S52年度 S52年度都市計画決定 S56年度用地着手 S53年度工事着手

～平成元年度事業化 S63年度都市計画決定

全体事業費 約3,190億円 事業進捗率 54% 供用済延長 23.0km

（令和4年3月末時点）

計画交通量 9,800～68,900台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.6 2,794/14,630億円 7,334/24,134億円 令和4年

（1.2） 事 業 費：2,683/14,299億円 走行時間短縮便益：7,044/21,861億円

(残事業) 2.6 維持管理費： 111/ 331億円 走行費用減少便益： 282/ 2,104億円

（1.3） 交通事故減少便益： 8.9/ 169億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝ 1.5～1.8（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 2.3～3.0（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝ 1.6～1.7（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 2.4～2.9（事業費 ±10％）

事業期間：B/C＝ 1.5～1.8（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝ 2.3～2.8（事業期間±20％）

事業の効果等

①内陸部の渋滞緩和

・国道357号東京湾岸道路（神奈川県区間）に並行する主要幹線道路（国道1号､15号､16号､産業道路）

では、大師河原交差点、青砥坂交差点や君ヶ崎交差点等の主要渋滞箇所を先頭に、交通渋滞が発生。

・国道357号東京湾岸道路（神奈川県区間）の整備により、内陸部の交通が臨海部に転換し、内陸部の

交通混雑緩和が期待。

②生産性の向上や防災機能の強化

・国道357号東京湾岸道路の沿線には、物流・人流の面から我が国の経済にとって非常に重要な京浜港・

羽田空港等が存在。

・加えて、首都直下地震等の大規模災害が発生した際、緊急物資等を輸送する中継拠点等となる東扇島

地区基幹的広域防災拠点が存在。

・国道357号東京湾岸道路の整備により、物流・人流の効率化や、防災機能の強化に寄与。

③事故削減

・並行する主要幹線道路で発生した死傷事故の約3割は追突事故。

・国道357号東京湾岸道路（神奈川県区間）の整備により、交通の円滑化が図られ事故削減が見込まれる。

関係する地方公共団体等の意見

神奈川県知事の意見：

一般国道357号東京湾岸道路（神奈川県区間）は、国際コンテナ戦略港湾である京浜港や国際空港であ

る羽田空港、「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」の産業・機能の集積拠点などを結び、

我が国の国際競争力の強化につながる大変重要な路線である。

また、東京湾臨海部基幹的広域防災拠点を連絡し、大規模災害時の国内、海外からの支援物資の輸送

を担うなど、首都圏全体の防災性向上にも資する路線である。

一般国道357号東京湾岸道路の整備により、物流・人流の効率化や防災機能の強化に大きく寄与するこ

とから、コスト縮減等に十分配慮し、引き続き、本事業を強力に推進し、事業中区間の早期整備及び夏

島以南の早期計画具体化を図られたい。

横浜市長の意見：

本路線は、本市臨海部における広域的な交通ネットワークの形成、物流の効率化に資する重要な路線

です。

特に、八景島―夏島区間は並行する国道16 号の混雑緩和による本市南部地域の交通円滑化に繋がるた



め、地元関係者との十分な調整を図りつつ、着実な推進をお願いします。

川崎市長の意見：

一般国道３５７号東京湾岸道路は、首都圏の広域的なネットワークを構築する幹線道路として位置づ

けられ、首都圏の国際競争力の強化を図るための空港、港湾の連携軸として、また、京浜臨海部の活性

化や湾岸部への交通誘導などの面からも重要な路線であり、その整備効果は広域的に発現し、広く沿線

自治体に利益をもたらす路線であると認識している。

また、本市の都市機能を強化する広域的な道路ネットワークの形成や、市内の交通混雑の解消及び沿

道環境の改善、災害時における物資輸送を支えるネットワークの確保等の観点からも、事業の推進が必

要なことは理解する。

しかしながら、この度の事業費の増加は、本市にとって極めて重い負担となるため、本市の財政状況

を鑑みると、誠に遺憾である。ついては、引き続き徹底した事業費の縮減や平準化等に取り組むと共に、

これまで以上に情報共有を行いながら、着実な事業の推進を図られたい。

なお、今後の国直轄事業においては、当初計画からより精度の高い事業費の算出に加え、事業変更や

工期短縮等について十分に協議・調整を図られたい。また、国道３５７号の本市区間については、羽田

空港至近に位置すること等から大規模なトンネル工事となり、膨大な事業費が必要になるため、本事業

の特徴である広域的な整備効果等を考慮した推進方策の検討や、負担軽減に資する新たな費用負担のあ

り方に関する検討を行われたい。

事業評価監視委員会の意見

事業の継続を了承する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

首都高速道路湾岸線が平成13年に全線供用。平成22年8月に京浜港の国際コンテナ戦略港湾の選定。平

成22年10月に羽田空港の再拡張。平成23年12月に京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区が

指定。東京臨海広域防災公園の開園など、様々な地域開発が進行している。

事業の進捗状況、残事業の内容等

令和4年3月末時点で、用地取得率は約96％。

平成25年度には根岸地区が完了。平成27年度には本牧地区が開通。

多摩川トンネル及び福浦～夏島町区間において調査設計及び工事を推進中。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、周辺の道路整備や開発動向を勘案しつつ、全線完成供用を目指して事業促進を図る。

施設の構造や工法の変更等

多摩川トンネルについては、本線トンネルのインバート現場打ち、シールドトンネル部の舗装の変更、

設備ケーブル・消化用配水系統の見直し、トンネル内装工の見直しおよび建設発生土の処分先変更によ

り、コスト縮減を推進。

引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を

踏まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。

事業概要図

※ 費用対効果分析結果及び感度分析の結果は国道357号東京湾岸道路（神奈川県区間・東京都区間区間）

71.4kmの整備区間を対象とした場合、（ ）書きの値は、神奈川県区間28.7kmの結果を示す。

※ 神奈川県区間の費用便益分析結果は多摩川トンネル（東京都区間分）を含む事業費約4,180億円による結果。

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額に割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課／高速道路課

担当課長名：長谷川 朋弘 ／ 橋本 雅道

事業名 一般国道1号 新 湘 南バイパス 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
しんしようなん

区分 主体 関東地方整備局

中日本高速道路（株）

起終点 自：神奈川県茅ヶ崎市下町屋 延長
か な が わ け ん ち が さ き し しもまちや

至：神奈川県中郡大磯町大磯 6.7km
か な が わ け んなかぐんおおいそまちおおいそ

事業概要

一般国道1号は、東京都中央区を起点として神奈川県内を横断し、大阪府大阪市に至る延長約570kmの主

要幹線道路である。新湘南バイパスは、圏央道・西湘バイパスとの接続による広域幹線道路網の形成と交

通混雑の緩和を目的とした4車線の自動車専用道路である。

S60年度事業化 S63年度都市計画決定 S63年度用地買収着手 H2年度工事着手

全体事業費 約890億円 事業進捗率 42％ 供用済延長 1.2km

(令和4年3月末時点)

計画交通量 25,900～35,200台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.3 362/1,548億円 913/2,012億円 令和４年

事 業 費：310/1,478億円 走行時間短縮便益： 731/1,703億円

(残事業) 2.5 維持管理費： 52/ 71億円 走行費用減少便益： 142/256億円

交通事故減少便益： 41/52億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.2～1.4（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝2.3～2.8（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.3～1.3（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝2.3～2.8（事業費 ±10％）

事業期間：B/C＝1.2～1.4（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝2.3～2.7（事業期間±20％）

事業の効果等

①広域幹線道路網の形成

・新湘南バイパスは、自動車専用道路である首都圏中央連絡自動車道や西湘バイパスと接続し、広域幹

線道路網を形成する。

・神奈川県の道路整備計画『改訂・かながわのみちづくり計画（H28.3）』において『県土構造の骨格とし

て重要 な自動車専用道路網』として位置付けられている。

・災害時に高規格で信頼性の高い代替路を形成し、リダンダンシーの確保が期待される。

②救急医療サービスの充実

・三次医療機関（藤沢市民病院救命救急センター）への搬送時間が短縮する。

・30分圏域人口が拡大、救命率の向上が期待される。

③観光地へのアクセス性向上

・広域道路のルート選択の幅が広がりアクセス性が向上する。

・観光客数の増加等の地域活性化が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

一般国道１号新湘南バイパスは、さがみ縦貫道路や横浜湘南道路と、西湘バイパスを結ぶことで、広域

幹線道路網を形成する重要な路線である。
新湘南バイパスの整備により、国道１号等の渋滞緩和や安全性の向上、沿道環境の改善等が図られるだ

けでなく、大規模災害時における救助活動や支援物資の緊急輸送道路としても期待されていることから、

早期の効果発現を図るため、引き続き、本事業を推進されたい。

事業評価監視委員会の意見

事業の継続を了承する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

事業を巡る社会経済情勢の変化がない。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・今後、設計協議、関係事業者との調整を実施、引続き用地取得を推進。



・茅ヶ崎西IC～茅ヶ崎海岸IC（L=1.2km）については平成7年度に供用開始し、令和4年3月末時点までの用地

取得率は87％。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

大規模物件の用地代替え要望への検討・調整を実施しており、引き続き、鋭意推進していく。

施設の構造や工法の変更等

引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

新湘南バイパスの整備は、広域幹線道路網の形成、交通混雑の緩和等の観点から、事業の必要性・重要

性は高いことが考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（令和5年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課

担当課長名：長谷川 朋弘

事業名 一般国道246号 都筑青葉地区環境整備 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
つづきあおばちくかんきょうせいび

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：神奈川県横浜市都筑区牛久保町 延長
かながわけんよこはましつづきくうしくぼちょう

至：神奈川県横浜市青葉区藤が丘一丁目 4.5km
かながわけんよこはましあおばくふじがおかいちちょうめ

事業概要

本事業は、慢性的な交通渋滞の緩和、道路の環境改善、東名高速へのアクセス性の向上を目的とした、

交差点の立体化（市ヶ尾立体、新石川立体）、歩道整備や右折レーンを設置する事業である。

S50年度事業化 S39年度都市計画決定 S53年度用地着手 S61年度工事着手

（S54年度変更）

全体事業費 約590億円 事業進捗率 93% 供用済延長 2.5km

（令和4年3月末時点)

計画交通量 45,900～65,000台／日 （令和4年3月末時点）

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.3 76/1293億円 - /1,638億円 令和4年

事 業 費： 61/1,277億円 走行時間短縮便益： - /1,569億円

(残事業) － 維持管理費： 15/15億円 走行費用減少便益： - /55億円

交通事故減少便益： - /14億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.04～1.5（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ －（交通量 － ）

事業費 ：B/C＝1.3～1.3（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ －（事業費 － ）

事業期間：B/C＝1.2～1.3（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝ －（事業期間 － ）

事業の効果等

①慢性的な交通渋滞の緩和

・市ヶ尾、新石川交差点の立体化により交通の円滑化が図られている。

・主要渋滞箇所である江田駅東交差点に交通が集中。

・歩道整備や右折レーン設置により、人やクルマの円滑で安全な移動等の確保が期待される。

②東名高速へのアクセス向上

・市ヶ尾、新石川交差点の立体化により交通の円滑化が図られており、東名高速へのアクセス性が向上。

③沿道環境の改善

・右折レーン未整備の交差点は、整備済交差点と比較して追突事故が多い。

・歩道整備未完了区間は、完了区間と比較して、歩行者事故が多い。

・右折レーン設置、歩道整備により、安全性・快適性の向上が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

・横浜市長の意見：

江田駅付近（荏田交差点）の渋滞対策や、歩道整備及び右折レーン設置などは、地元からの期待が非

常に大きいです。引き続き、事業進捗率の高い箇所から集中的に整備を進めるなど効率的な事業展開を

図り、事業効果の早期発現をお願いします。また、進捗状況や整備計画等について、本市と密に連絡

調整いただくようお願いいたします。

事業評価監視委員会の意見

事業の継続を了承する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

横浜青葉ＩＣが平成１０年３月に供用。

港北ニュータウン開発プロジェクトが進展。



事業の進捗状況、残事業の内容等

昭和50年度に事業化、用地進捗率85%、事業進捗率93%（令和4年3月末時点）

平成6年度：江田地区歩道整備 延長0.4km 供用

平成9年度：市ヶ尾立体部 延長1.0km 供用

平成17年度：新石川立体部 延長1.1km 供用

事業延長4.5kmのうち、整備効果の高い、立体部及び交差点部から先行して事業を推進しており、江田

歩道整備（交差点部、延長0.4km）は平成6年度に、市ヶ尾立体部（延長1.0km）は平成9年度に、新石川立

体部（延長1.1km）は平成17年度にそれぞれ供用済みである。

今後、歩道整備や右折レーン設置などの沿道環境及び交通安全対策を実施する予定。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

残る新石川歩道整備（延長0.9km）および市ヶ尾歩道整備（延長1.1km）について、用地未取得箇所があ

り、本事業全体の用地取得率は、R4年3月末現在で85%。

今後も、地元の意見を踏まえて、事業進捗率の高い市ヶ尾地区の歩道整備を先行完了させ、新石川地区

の歩道整備についても計画的に用地取得を進める。

施設の構造や工法の変更等

引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

N
一般国道２４６号

都筑青葉地区環境整備



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                         担 当 課：道路局 国道・技術課、高速道路課 

                         担当課長名：長谷川 朋弘、橋本 雅道            
 

事業名 

 

一般国道４６８号 

首都圏
しゅとけん

中央
ちゅうおう

連絡
れんらく

自動
じ ど う

車道
しゃどう

（横浜湘南
よこはましょうなん

道路
ど う ろ

） 

事業 

区分 

一般国道 

 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

東日本高速道路㈱ 

起終点 

 
自：神奈川県

か な が わ け ん

横浜市
よこはまし

栄区
さかえく

田谷
た や

町
ちょう

 

至：神奈川県
か な が わ け ん

藤沢市
ふじさわし

城南
じょうなん

１丁目
いっちょうめ

 

延長 

 

 

7.5km 

事業概要  

 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、東京都心から半径およそ40～60kmの位置に計画されている延長

約300kmの高規格幹線道路であり、3環状9放射道路ネットワークの一部を形成し、東京都中心部への交通

の適切な分散を図り、首都圏全体の交通の円滑化、首都圏の機能の再編成等を図る上で重要な路線である

。横浜湘南道路は、その一部区間を形成する延長7.5kmの自動車専用道路である。 

H13年度事業化 H12年度都市計画決定 H14年度用地着手  H17年度工事着手 

全体事業費 5,700億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約49％ 供用済延長 -km 

計画交通量 54,100台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 2.8 

  （0.8） 

(残事業)  1.9 

  （1.9） 

  5,503/22,466 億円 

 事 業 費：5,312/21,292億円 

 維持管理費： 192/   811億円 

更 新 費：   /    363億円 

  10,681/63,009 億円 

 走行時間短縮便益：10,001/59,378億円 

 走行経費減少便益：   583/ 3,267億円 

 交通事故減少便益：    97/   365億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量：B/C=2.7～2.9（交通量±10％）【残事業】交通量：B/C=1.8～2.0（交通量±10％） 

      事業費：B/C=2.8～2.9（事業費±10％）     事業費：B/C=1.8～2.1（事業費±10％） 

      事業期間：B/C=2.8～2.8（事業期間±20％）     事業期間：B/C=1.8～2.0（事業期間±20％） 

事業の効果等  

（1）交通の流れの適正化および事故・災害時の代替路 

・圏央道（金沢～戸塚、横浜湘南道路）の整備により、神奈川県の東西軸の多経路化による交通分散が実

現し、東西方向を中心に円滑化が図られ交通渋滞の緩和、走りやすさ向上による交通事故の減少が期待

。神奈川県内におけるリダンダンシー向上によるネットワーク機能の強化が期待。 

（2）港湾・空港の拠点アクセスの向上 

・横浜港からコンテナ貨物を全国に展開しており、新東名高速道路や港湾整備と相まって、産業の国際競

争力強化に期待。 

（3）ミッシングリンク解消による暮らしの安心・安全の確保 

1)救急搬送の支援 

・沿線には第３次救急医療病院が点在し、 救急搬送回数は増加傾向。圏央道（金沢～戸塚、横浜湘南

道路）の整備により、病院搬送時間の短縮が期待。 

 2)生活道路の安全性向上 

・計画道路周辺には住宅や文教施設が多く立地。一方、国道1号や環状4号線等の渋滞を避けた交通の生

活道路への流入も見られ、安全性低下が懸念されている。圏央道（金沢～戸塚、横浜湘南道路）によ

り通過交通の交通転換が図られ、生活道路の交通環境の改善に寄与。 

（4）地域振興の支援 

 1)企業立地の促進 

・神奈川県の企業誘致施策に認定された企業のうち、約4割が圏央道IC周辺に立地。圏央道（金沢～戸

塚、横浜湘南道路）の整備により、沿線の更なる企業立地促進が期待。 

 2)観光ポテンシャルの発揮 

・三浦半島の観光入込客数は増加傾向にあり、周辺地域には日本遺産等の観光資源も多数存在。圏央道

（金沢～戸塚、横浜湘南道路）の整備により、三浦半島へのアクセスや周遊性が強化され、さらなる

地域振興が期待。 

 3)三浦半島地域の農業支援 

・三浦市、横須賀市の「だいこん」「キャベツ」は野菜生産出荷安定法に基づく野菜指定産地であり、



神奈川県からの秋冬ダイコン、春キャベツの供給量は東京都卸売市場の４～５割を占める。圏央道（

金沢～戸塚、横浜湘南道路）の整備により、三浦半島から市場へのアクセス性が向上し安定した供給

に寄与。 

 4)自動車産業の支援 

・神奈川県の製造品出荷額等は全国2位、うち輸送用機械器具製造業の出荷額が全国3位であり、当該路

線の周辺の市町は自動車産業が盛んで、輸送用機械器具製造業の出荷額の割合が大きい。圏央道（金

沢～戸塚、横浜湘南道路）の整備により、物流の速達性・定時性が向上し、生産性向上に寄与。 

関係する地方公共団体等の意見  

・神奈川県知事の意見 

一般国道468号首都圏中央連絡自動車道（金沢～戸塚：高速横浜環状南線、横浜湘南道路）は、横浜臨

海部と湘南・県央地域などの連携を強化するとともに、三浦半島地域の活性化にも寄与する重要な路線で

ある。 

高速横浜環状南線及び横浜湘南道路が整備されると、移動時間の短縮のみならず、物流の効率化や観光

振興などが図られ、神奈川はもとより、首都圏全体の経済のエンジンをまわすうえで追い風となるととも

に、災害時の救援・物資輸送にも寄与することから、両路線の早期完成に寄せられる県民の期待は、非常

に大きいものがある。 

そこで、高速横浜環状南線及び横浜湘南道路については、開通目標を早期に示すとともに、安全かつ地

域への丁寧な対応を行いながら、一日も早い開通を目指すこと。また、令和元年度に続く事業費の増額で

あり、コスト縮減に十分配慮し、事業推進や地方負担軽減のため、有料道路事業の更なる活用を検討する

こと。 

 

・横浜市長の意見 

横浜環状南線・横浜湘南道路については、首都圏の広域的な道路ネットワークを形成するとともに、横浜

港の国際競 争力の強化や、横浜経済活性化及び市民生活の利便性向上、災害時の緊急輸送路の確保などを

図るため、極めて重 要な路線であることから早期に整備することが必要です。  

引き続き沿線地域の安全・安心を最優先に、地域への丁寧な対応を行いながらトンネル工事を推進すると

ともに、早 期開通を目指すようお願いします。一日も早い開通のため、本市としても工事推進に協力して

いきます。  

事業費の増額見込みが示されたことを踏まえ、今後の事業推進にあたっては、コスト縮減や有料道路事業

制度の更なる活用など地方負担の軽減対策について検討いただくようお願いします。  

地域の生活環境を守り、安全に工事を進めることが最も重要ですが、地域の開通への期待が大変大きいの

で、トンネル 掘進状況等を踏まえつつ、開通目標を早期に示すことも重要です。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

以下の附帯意見をもって、原案どおり了承する。 

①地元地域の安全安心と施工の安全を最優先として、早期開通に努めること。 

②引き続きコスト縮減に努めるとともに、今回事業費増となった要因を分析し、今後、コスト管理の徹

底に努めること。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・道路では横浜環状道路の横浜環状北線が2017年3月に供用し、横浜環状北西線が2020年3月に供用した。 

・横浜湘南道路と並行する国道１号や環状４号線では、主要渋滞箇所である原宿交差点、笠間交差点を先

頭に交通渋滞が発生しており、周辺環境変化等はみられない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成13年度に事業化、用地取得率は約99%、事業進捗率は約49%（令和4年3月末時点）。 

・本線トンネルは、シールドマシン2機で掘進しており、延長約5.4km（上下線10.8km）のうち、約2.9km

掘進済み。トンネル部以外の明かり部は、藤沢・小雀高架橋等の橋梁工事や改良工事等を実施中。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・用地取得は概ね完了。引き続き、残りの用地取得に努める。本線トンネルは全て工事中で、橋梁工事・

改良工事など全区間について工事を推進。今後、掘進結果による基準超過土量の増加や更なる鋼材単価

上昇の恐れもある。開通目標についてはトンネル掘進の状況等を踏まえ公表する。 

施設の構造や工法の変更等  

・環境対策、調整池・排水施設、地下横断道路、支障物対応、地盤改良、トンネル防災関連施設、橋梁施

工及び仮設方法、トンネル工における仮設工・発生土処理などについて変更・追加等を実施。 

・地中壁の構築に新技術工法を採用することによりコスト縮減を図る。 



対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
※ 費用対効果分析結果の（）は個別評価結果を示したもの 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                         担 当 課：道路局 国道・技術課、高速道路課 

                         担当課長名：長谷川 朋弘、橋本 雅道            
 

事業名 

 

一般国道４６８号 

首都圏
しゅとけん

中央
ちゅうおう

連絡
れんらく

自動
じ ど う

車道
しゃどう

（金沢
かなざわ

～戸塚
と つ か

） 

事業 

区分 

一般国道 

 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

東日本高速道路㈱ 

起終点 

 
自：神奈川県

か な が わ け ん

横浜市
よこはまし

金沢区
か な ざ わ く

釜
かま

利谷町
り や ち ょ う

 

至：神奈川県
か な が わ け ん

横浜市
よ こ は ま し

戸塚区
と つ か く

汲沢町
ぐみざわちょう

 

延長 

 

 

8.9km 

事業概要  

 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、東京都心から半径およそ40～60kmの位置に計画されている延長

約300kmの高規格幹線道路であり、3環状9放射道路ネットワークの一部を形成し、東京都中心部への交通

の適切な分散を図り、首都圏全体の交通の円滑化、首都圏の機能の再編成等を図る上で重要な路線である

。また、「金沢～戸塚」（高速横浜環状南線）は、圏央道の役割に加え、横浜都心から概ね半径10～15km

の位置に計画された横浜環状道路の一部であり、横浜市南部地域の混雑緩和、地域拠点間の連絡強化、周

辺地域の活性化を目的とした延長8.9kmの自動車専用道路である。 

S63年度事業化 H7年度都市計画決定 H8年度用地着手  H11年度工事着手 

全体事業費 7,920億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約71％ 供用済延長 -km 

計画交通量 12,500～56,000台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 2.8 

  （0.8） 

(残事業)  1.9 

  （2.0） 

  5,503/22,466 億円 

 事 業 費：5,312/21,292億円 

 維持管理費： 192/   811億円 

更 新 費：   /    363億円 

  10,681/63,009 億円 

 走行時間短縮便益：10,001/59,378億円 

 走行経費減少便益：   583/ 3,267億円 

 交通事故減少便益：    97/   365億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量：B/C=2.7～2.9（交通量±10％）【残事業】交通量：B/C=1.8～2.0（交通量±10％） 

      事業費：B/C=2.8～2.9（事業費±10％）     事業費：B/C=1.8～2.1（事業費±10％） 

      事業期間：B/C=2.8～2.8（事業期間±20％）     事業期間：B/C=1.8～2.0（事業期間±20％） 

事業の効果等  

（1）交通の流れの適正化および事故・災害時の代替路 

・圏央道（金沢～戸塚、横浜湘南道路）の整備により、神奈川県の東西軸の多経路化による交通分散が実

現し、東西方向を中心に円滑化が図られ交通渋滞の緩和、走りやすさ向上による交通事故の減少が期待

。神奈川県内におけるリダンダンシー向上によるネットワーク機能の強化が期待。 

（2）港湾・空港の拠点アクセスの向上 

・横浜港からコンテナ貨物を全国に展開しており、新東名高速道路や港湾整備と相まって、産業の国際競

争力強化に期待。 

（3）ミッシングリンク解消による暮らしの安心・安全の確保 

1)救急搬送の支援 

・沿線には第３次救急医療病院が点在し、 救急搬送回数は増加傾向。圏央道（金沢～戸塚、横浜湘南

道路）の整備により、病院搬送時間の短縮が期待。 

 2)生活道路の安全性向上 

・計画道路周辺には住宅や文教施設が多く立地。一方、国道1号や環状4号線等の渋滞を避けた交通の生

活道路への流入も見られ、安全性低下が懸念されている。圏央道（金沢～戸塚、横浜湘南道路）によ

り通過交通の交通転換が図られ、生活道路の交通環境の改善に寄与。 

（4）地域振興の支援 

 1)企業立地の促進 

・神奈川県の企業誘致施策に認定された企業のうち、約4割が圏央道IC周辺に立地。圏央道（金沢～戸

塚、横浜湘南道路）の整備により、沿線の更なる企業立地促進が期待。 

 2)観光ポテンシャルの発揮 

・三浦半島の観光入込客数は増加傾向にあり、周辺地域には日本遺産等の観光資源も多数存在。圏央道

（金沢～戸塚、横浜湘南道路）の整備により、三浦半島へのアクセスや周遊性が強化され、さらなる

地域振興が期待。 



 3)三浦半島地域の農業支援 

・三浦市、横須賀市の「だいこん」「キャベツ」は野菜生産出荷安定法に基づく野菜指定産地であり、

神奈川県からの秋冬ダイコン、春キャベツの供給量は東京都卸売市場の４～５割を占める。圏央道（

金沢～戸塚、横浜湘南道路）の整備により、三浦半島から市場へのアクセス性が向上し安定した供給

に寄与。 

 4)自動車産業の支援 

・神奈川県の製造品出荷額等は全国2位、うち輸送用機械器具製造業の出荷額が全国3位であり、当該路

線の周辺の市町は自動車産業が盛んで、輸送用機械器具製造業の出荷額の割合が大きい。圏央道（金

沢～戸塚、横浜湘南道路）の整備により、物流の速達性・定時性が向上し、生産性向上に寄与。 

関係する地方公共団体等の意見  

・神奈川県知事の意見： 

 一般国道468号首都圏中央連絡自動車道（金沢～戸塚：高速横浜環状南線、横浜湘南道路）は、横浜臨

海部と湘南・県央地域などの連携を強化するとともに、三浦半島地域の活性化にも寄与する重要な路線で

ある。 

高速横浜環状南線及び横浜湘南道路が整備されると、移動時間の短縮のみならず、物流の効率化や観光

振興などが図られ、神奈川はもとより、首都圏全体の経済のエンジンをまわすうえで追い風となるととも

に、災害時の救援・物資輸送にも寄与することから、両路線の早期完成に寄せられる県民の期待は、非常

に大きいものがある。 

そこで、高速横浜環状南線及び横浜湘南道路については、開通目標を早期に示すとともに、安全かつ地

域への丁寧な対応を行いながら、一日も早い開通を目指すこと。また、令和元年度に続く事業費の増額で

あり、コスト縮減に十分配慮し、事業推進や地方負担軽減のため、有料道路事業の更なる活用を検討する

こと。 

 

・横浜市長の意見： 

横浜環状南線・横浜湘南道路については、首都圏の広域的な道路ネットワークを形成するとともに、横

浜港の国際競争力の強化や、横浜経済活性化及び市民生活の利便性向上、災害時の緊急輸送路の確保など

を図るため、極めて重要な路線であることから早期に整備することが必要です。 

引き続き沿線地域の安全・安心を最優先に、地域への丁寧な対応を行いながらトンネル工事を推進する

とともに、早期開通を目指すようお願いします。一日も早い開通のため、本市としても工事推進に協力し

ていきます。 

事業費の増額見込みが示されたことを踏まえ、今後の事業推進にあたっては、コスト縮減や有料道路事

業制度の更なる活用など地方負担の軽減対策について検討いただくようお願いします。 

地域の生活環境を守り、安全に工事を進めることが最も重要ですが、地域の開通への期待が大変大きい

ので、トンネル掘進状況等を踏まえつつ、開通目標を早期に示すことも重要です。 

また、地元や市会から強い要望がある高速横浜環状南線の脱硝装置の設置について検討し、早期に設置

の判断を要請します。  

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

以下の附帯意見をもって、原案どおり了承する。 

①地元地域の安全安心と施工の安全を最優先として、早期開通に努めること。 

②地域住民との十分な対話を基礎に、環境対策や安全対策に積極的に取り組み、現実的な範囲で最善を

尽くすこと。 

③引き続きコスト縮減に努めるとともに、今回事業費増となった要因を分析し、今後、コスト管理の徹

底に努めること。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・道路では横浜環状道路の横浜環状北線が2017年3月に供用し、横浜環状北西線が2020年3月に供用した。 

・横浜湘南道路と並行する国道１号や環状４号線では、主要渋滞箇所である原宿交差点、笠間交差点を先

頭に交通渋滞が発生しており、周辺環境変化等はみられない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・昭和63年度に事業化、用地取得率は約99%、事業進捗率は約71%（令和4年3月末時点）。 

・栄ＩＣ・ＪＣＴは橋脚124基のうち109基が完成。上部工30橋のうち7橋が完成。 

・本線トンネルは全体5本全て工事中。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・用地取得は概ね完了。引き続き、残りの用地取得に努める。本線トンネルは全て工事中で、橋梁工事・



改良工事など全区間について工事を推進。今後、掘進結果による基準超過土量の増加や更なる鋼材単価

上昇の恐れもある。開通目標についてはトンネル掘進の状況等を踏まえ公表する。 

施設の構造や工法の変更等  

・機能補償道路・横断施設、調整池、国道１号切回し・付加車線、地盤改良、支障物対応、仮設構造物（

河川構台）、土砂搬出先、トンネル工・開削工における施工方法、発生土処理方法などについて変更・

追加等を実施。 

・トンネル覆工コンクリート打設に改造型セントル型枠を採用することによりコスト縮減を図る。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：長谷川 朋弘

事業名 一般国道20号 新山梨環状道路(北部区間) 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
しんやまなしかんじょうどうろ ほ く ぶ く か ん

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：山梨県甲斐市牛句 延長
や ま な し け ん か い し う し く

至：山梨県甲斐市宇津谷 5.0km
や ま な し け ん か い し う つ や

事業概要
国道20号は、東京都中央区から長野県塩尻市に至る幹線道路である。新山梨環状道路(北部区間)は、甲

府都市圏の交通渋滞の緩和、地域間の連絡強化による連携・交流の促進、中央自動車道とのアクセス・ネ
ットワーク効果の発現等を図ることを目的とした、甲斐市牛句から同市宇津谷までの延長5.0kmの4車線の
バイパス事業である。
H16年度事業化 H24年度都市計画決定 H29年度用地着手 H29年度工事着手
全体事業費 約353億円 事業進捗率 5% 供用済延長 0km

（令和4年3月末時点）

計画交通量 16,500～19,400台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 2.4 285/316億円 771/771億円 令和4年

事 業 費： 248/279億円 走行時間短縮便益： 701/701億円
(残事業) 2.7 維持管理費： 37/ 37億円 走行費用減少便益： 53/ 53億円

交通事故減少便益： 17/ 17億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝ 2.2～2.7（交通量 ±10%）【残事業】交通量 ：B/C＝ 2.4～3.0（交通量 ±10%）

事業費 ：B/C＝ 2.3～2.6（事業費 ±10%） 事業費 ：B/C＝ 2.5～3.0（事業費 ±10%）
事業期間：B/C＝ 2.2～2.5（事業期間±20%） 事業期間：B/C＝ 2.5～2.7（事業期間±20%）

事業の効果等
①甲府都市圏の交通渋滞の緩和
・甲府都市圏では、限られた幹線道路に交通が集中し、渋滞や事故が多発。
・甲府都市圏の通過交通の排除や流入交通の分散が図られ、慢性的な交通混雑の緩和や交通事故が減少。
②地域間の連携強化による連携・交流の促進
・新山梨環状道路の整備により、山梨県内の生活圏中心都市である甲府市・韮崎市と二次生活圏の中心都
市である笛吹市、山梨市、昭和町、南アルプス市と、高規格道路による新たな道路ネットワークを構築。

・また、韮崎市と笛吹市の所要時間が約5割短縮し、連携・交流を促進。
③中央自動車とのアクセス・ネットワーク効果の発現
・日本有数の景勝地である昇仙峡への最寄ICとして、牛句IC（仮称）が新たに整備され、高規格道路を利
用した観光客のアクセス性が向上。

・アクセス性向上により、観光支援が見込まれる。
関係する地方公共団体等の意見
新山梨環状道路は、本県の骨格道路網を形成する重要な道路であり、甲府都市圏の交通円滑化やリニア

駅と県内各地のアクセス性の向上を図るために必要不可欠な道路であります。
北部区間においては、県では広瀬・桜井間の用地取得事務を受託しており、地元自治体と連携し用地取

得など地元調整に積極的に協力して参りますので、環状道路としての効果早期発現のため、未事業化区間
も含めた速やかな全線整備をお願いします。
事業評価監視委員会の意見
事業の継続を了承する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
新山梨環状道路を形成する西部区間は平成16年3月に、南部区間は平成21年3月に供用。東部区間は7.1k

mのうち1.6km区間が令和4年11月19日に供用した。
新山梨環状道路北部区間の一部である広瀬～桜井間が平成28年度に新規事業化された。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成16年度新規事業化。
・平成25年3月に都市計画決定。
・平成28年度に、調査・設計や測量、地質調査を実施。
・用地取得率は1%。（令和4年3月末時点）現在は、環境保全対策として保護対象種（コウモリ類）のねぐ
ら新設を実施し、繁殖 状況の経過観察を行っており、今後、測量、道路設計等を推進。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
今後、測量、道路設計等を推進。



施設の構造や工法の変更等
引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

位置図



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：課長 長谷川 朋弘

事業名 一般国道19号松本拡幅 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
まつもと

関東地方整備局

起終点 延長 1.6km
自：長野県松本市渚

ながのけんまつもとしなぎさ

至：長野県松本市宮渕本村
ながのけんまつもとしみやぶちほんむら

事業概要

一般国道19号は、名古屋市を起点に長野市に至る長野県と中部圏を結ぶ全長約270kmの主要幹線道路で

ある。松本拡幅は、国道19号の交通混雑の緩和及び交通安全の確保、地域の活性化の支援を目的として計

画された延長1.6kmの拡幅事業である。

H10年度事業化 H9年度都市計画決定 H17年度用地着手 H23年度工事着手

全体事業費 約180億円 事業進捗率(令和4年3月末時点） 61% 開通済延長 0km

計画交通量 28,700～41,500台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体)1.5 67/217億円 320/320億円 令和4年

事 業 費：54/204億円 走行時間短縮便益： 309/309 億円
(残事業) 4.8 維持管理費：13/13億円 走行経費減少便益： 7.7/7.7 億円

交通事故減少便益： 3.7/3.7 億円

感度分析の結果

【事業全体】 交通量 ：B/C＝1.4～1.6（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝4.5～5.1（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.4～1.5（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝4.4～5.2（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝1.4～1.6（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝4.4～4.9（事業期間±20％）

事業の効果等

①現道の交通状況

・国道19号松本拡幅区間は、主要渋滞箇所である渚1丁目交差点、白板交差点を先頭に交通混雑が発生。
・松本拡幅の整備により、交通混雑の緩和が図られ、交通の円滑化に期待。
②現道の交通事故発生状況
・国道19号松本拡幅区間は、主要渋滞箇所である渚1丁目交差点、白板交差点を中心に交通事故が多発。
・松本拡幅の整備により、交通の円滑化が図られ、交通事故の減少が期待。
③都市内環状道路の機能強化を支援
・国道19号松本拡幅区間は、松本市道路整備計画に位置付けられている内環状線の一部を形成。
・国道19号松本拡幅の整備により、中心市街地部へのアクセス性が向上し、街なか回遊性向上に期待。
④国道19号沿線地域の土地の高度利用に寄与
・松本拡幅の事業化後、沿線は田畑や工業用地から商業・公益施設用地等に変わり、土地利用が高密度化。
・松本拡幅の整備により、沿線地域の交通利便性が高まり、更なる土地の高度利用、人口維持に期待。
⑤長野道通行止め時の安定的な通行の確保
・長野自動車道の松本 IC前後区間では、豪雨や事故発生等により、過去５年で 14回通行止めが発生。
・通行止め時には、並行する国道19号へ交通が集中し交通混雑が悪化、所要時間は通常時の約 2倍。
・松本拡幅の整備により、交通容量が確保され、長野自動車道の災害・事故時においても安定的な通行が
可能

⑥観光事業の活性化
・国道19号周辺は、国宝松本城など長野県を代表する観光地が多く立地。
・松本城の観光客数（ｺﾛﾅ禍前）は約 90万人で約 9割が県外観光客であり、その多くは自家用車で移動。
・松本拡幅の整備により、交通渋滞の緩和が図られ、車による観光周遊の円滑化等に期待。
関係する地方公共団体等の意見

長野県知事の意見：

一般国道19号は、本県および国土の骨格となる重要な道路であり、「松本拡幅」の整備により、地域に
おける交通の安全・円滑化、観光の振興が図られ、本県の活性化にも繋がるものと期待しております。
ついては、事業を継続し、積極的な予算確保と早期完成に向けた事業の推進を強く要請いたします。
また、事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められるようお願いします。



事業評価監視委員会の意見

事業の継続を了承する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

平成24年10月に塩尻北拡幅が完了、平成28年3月に渚1丁目交差点が暫定供用するなど、周辺道路の整備

が進められている。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・平成17年度より用地買収に着手し、用地進捗率は57%、事業進捗率は61%（令和4年3月末時点）。
・主要渋滞箇所である渚1丁目交差点付近を優先的に着手し、平成28年3月に暫定供用した。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

用地取得交渉が難航している箇所や用地引き渡しに時間を要している物件があることから、事業期間を

７年延伸。

引き続き用地の取得を進めて、早期完成を目指す。

施設の構造や工法の変更等

・地元からの要望を踏まえ地元協議・警察協議の結果、歩道橋を追加設置（渚1丁目交差点、白板交差点）

・引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：長谷川 朋弘

事業名 一般国道158号 松本波田道路 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
まつもと は た

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：長野県松本市島立 延長
まつもとししまだち

至：長野県松本市波田 5.3km
まつもとし は た

事業概要
一般国道158号は、福井県福井市から岐阜県高山市を通過し、長野県松本市に至る延長約250kmの主要幹

線道路である。松本波田道路は、中部縦貫自動車道の一部として広域ネットワークの形成、国道158号の
交通混雑の解消、交通事故の減少などを目的として計画された延長5.3kmの道路事業である。
H８年度事業化 H10年度都市計画決定 H26年度用地着手 R２年度工事着手
全体事業費 414億円 事業進捗率（令和4年3月末時点） 27% 供用済延長 0km

計画交通量 8,400台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.1 280/393億円 434/434億円 令和４年

事 業 費： 246/360億円 走行時間短縮便益： 336/336億円
(残事業) 1.5 維持管理費： 34/ 34億円 走行経費減少便益： 80/ 80億円

交通事故減少便益： 17/ 17億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝ 1.1～1.1 （交通量 ±10%）【残事業】 交通量 ：B/C＝1.5～1.6（交通量 ±10%）

事業費 ：B/C＝ 1.04～1.2 （事業費 ±10%） 事業費 ：B/C＝1.4～1.7（事業費 ±10%）
事業期間：B/C＝ 1.02～1.2 （事業期間±20%） 事業期間：B/C＝1.4～1.7（事業期間±20%）

事業の効果等
①国道158号の交通状況
・国道158号現道では、新村交差点を中心に速度低下が発生しており、特に朝夕の通勤時間帯等の速度低
下が顕著。

・国道158号現道の事故類型別事故発生状況は、車両相互の追突事故が約5割。
・松本波田道路の整備により、現道からの交通転換が図られ、交通混雑の緩和、交通事故の減少が期待。
②松本市内の交通混雑の緩和（救急搬送の円滑化）
・松本波田道路と並行する国道158号の区間は、延長6.5kmの区間に信号交差点が15箇所と非常に多く時間
帯によっては渋滞が発生し、追い越しやすれ違いが課題となるなど、円滑な搬送に支障をきたしている。

・当該区間の整備により、渋滞が発生している現道を回避することで円滑な救急搬送が可能になるととも
に第３次医療施設へ30分以内にアクセスできる地域が拡大され約7,000人の救命率の向上が見込まれる。

③国道158号の事故危険区間の回避
・国道158号現道では、速度低下が起きる信号の前後区間等で追突事故が多く発生している状況。
・また三溝新田～新村交差点の区間において、バス事業者は車両同士のすれ違いに危険を感じている状況。
・松本波田道路の整備により、大型車等が現道から転換し、交通円滑化等により交通事故の削減につなが
ることが期待。

④広域幹線道路網の形成（地域連携）
・中部縦貫自動車道の整備により、長野道・東海北陸道・北陸道と連絡し、中部・北陸地方に高速交通ネ
ットワークが形成され、物流の効率化や地域間の連携向上が期待される。

・松本市・高山市では、災害時相互応援協定による防災連携、また松本高山BigBridge構想による観光連
携を進めており中部縦貫自動車道の整備により、これらの推進が図られる。

⑤災害時のリダンダンシーの確保
・中部縦貫自動車道の整備により、国道158号の現道通行止め時に大幅な迂回が解消する。
・南海トラフ巨大地震は今後40年以内に90％程度の確立で発生が予測され、太平洋沿岸部を中心に震度６
以上と予測。

・中部縦貫自動車道は、太平洋沿岸部の路線が被災した際に、首都圏や中京圏を連絡する代替路として、
災害時の広域的な救護･救援、物資輸送ルートとして機能することが期待。

⑥地域活性化の支援
・中部縦貫自動車道沿線には主要な観光地が多数存在しており、松本市の観光入込客数の約６割を占める。
・大半がマイカー利用だが、松本地域を訪れた首都圏居住者のうち上高地を訪れた人は5割程度にとどま
り、周遊観光に課題。中部縦貫自動車道による横軸の整備により、観光客数の増加や周遊観光の促進が
期待。



関係する地方公共団体等の意見
長野県知事からの意見：
中部縦貫自動車道は、中部・北陸地方の高速交通ネットワークを形成する道路であり、物流体系の効率

化等による生産性の向上、沿線観光地を周遊する広域観光の促進、災害時の基幹ネットワークの確保など、
大きな効果が期待されており、松本波田道路を含む長野・岐阜間の早期整備が極めて重要です。
ついては、事業を継続し、積極的な予算確保と早期完成に向けた事業の推進を強く要請いたします。
また、事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められるようお願いします。

事業評価監視委員会の意見
・事業の継続を了承する。
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・平成13年にアクセス道路である一般県道波田北大妻豊科線が中断し、平成23年度から県事業が再開した
ことから、アクセス道路整備と併せて松本波田道路の事業を推進。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成８年度に事業化がなされ、平成10年度の都市計画を経て、その後地質調査や道路計画を実施。
・平成26年度に用地取得着手し、用地進捗率は78％、事業進捗率は27%（令和4年3月末時点）。
・令和２年度から工事に着手し、橋梁工事等を実施中。
・引き続き用地買収を進めて、工事を推進。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・埋蔵文化財調査面積の増加、擁壁形式の変更、地盤改良工の追加、盛土材の変更による事業費の増加。
・引き続き用地の取得を進めて、早期完成を目指す。
施設の構造や工法の変更等
・埋蔵文化財調査範囲について、当初は既存の埋蔵文化財包蔵地により対象面積を算出したが、長野県教
育委員会による事前の試掘調査を実施し、協議の結果で本調査の必要範囲が増えた（約３万㎡から
約8.7万㎡）ため。

・高規格道路としての機能を確保するため、過去の被災事例等から積みブロックの抜け出しや部分的な倒
壊が発生しているブロック積み擁壁から安定性・安全性を備えたＬ型擁壁や補強土壁へ変更が必要とな
った。

・補強土壁、Ｌ型擁壁への変更に伴い、擁壁の支持力不足に対する地盤改良工を追加。
・本線盛土の盛土材については、当初、県内の事業中（予定）箇所で発生する土砂を流用する予定であっ
たが、予定していた事業箇所の土砂から環境基準を超える自然由来の重金属が含まれていること等から、
流用土量が約120万m3不足するため、不足分は運搬費との経済比較の結果、購入土に変更。

・地元調整の結果、道路構造を橋梁形式から盛土形式に変更することによりコスト縮減を実施。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
松本波田道路の整備は、広域幹線道路網の形成、松本市内の交通混雑の緩和等の観点からも、整備の必

要性・重要性は高いと考える。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

凡例

事業中

基本計画（調査中）



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                                担 当 課：道路局国道・技術課 

                                担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 
 

一般国道7号（日本海沿岸東北自動車道） 

 朝日
あ さ ひ

温海
あ つ み

道路 

事業 
区分 

一般国道 
 

事業 
主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

北陸地方整備局 
起終点 
 

 自：新潟県村上
むらかみ

市川端
かわばた

 

 至：山形県鶴岡
つるおか

市大岩川
おおいわがわ

 

延長 
 

 
40.8km 

事業概要  
 一般国道7号朝日温海道路は、災害時における広域的な緊急物資輸送のリダンダンシーの確保、救急医

療施設への搬送時間の短縮、安定的な物流ルートの確保に資する道路ネットワークの強化などを目的とし

た延長40.8kmの自動車専用道路整備事業である。 

H25年度事業化 H24年度都市計画決定 H27年度用地着手 H28年度工事着手 
全体事業費 約2,380億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 
37％ 

 
供用済延長 －km 

計画交通量 9,800～14,500台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益  (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 1.02 

 (1.04) 

(残事業)  1.7 
 (1.7) 

    1,443/6,064億円 
事 業 費：1,202/5,203億円 

維持管理費： 241/ 826億円 

更 新 費：   /  34億円 

     2,399/6,191億円 
 走行時間短縮便益：1,991/4,995億円 
 走行経費減少便益： 328/ 921億円 
 交通事故減少便益：  80/ 274億円 

令和4年度 
 
 
 

感度分析の結果  
（事業全体）交通量 ：B/C=0.9 ～1.1 （交通量 ±10%）  （残事業）交通量 ：B/C=1.4～1.8（交通量 ±10%） 

      事業費 ：B/C=1.001～1.04（事業費 ±10%）       事業費 ：B/C=1.5～1.8（事業費 ±10%） 

事業期間：B/C=1.001～1.05（事業期間±20%）       事業期間：B/C=1.6～1.8（事業期間±20%） 

事業の効果等  
① 現道区間の課題回避によるリダンダンシーの確保 

・並行する国道7号は事前通行規制や冬期チェーン規制等の規制区間が指定されており、加えて越波

による通行止めの可能性がある等迂回発生のリスクが高い。 

・当該事業の整備により、迂回のリスクが解消されるとともに、県境を越える地域間連携のさらなる

促進が期待される。 

② 安全な道路ネットワークの確保 

・R4年8月3日からの連続降雨により、国道7号および周辺道路の通行止めが発生した。一方で、日本

海沿岸東北自動車道は新潟県・山形県ともに通行可能な状況を維持しており、国道7号等の通行止

め時の代替路として機能した。 

・朝日温海道路が整備されることで事前通行規制区間等による寸断リスク低減が期待される。 

③ 観光振興の支援 

・事業区間周辺は瀬波温泉(村上市)やあつみ温泉(鶴岡市)等の観光地を有する地域であり、近年は両

市間でマイクロツーリズムの推進を図っている。 

・朝日温海道路の整備により観光地間の移動時間が短縮されることで、訪問地または各地滞在時間の

増加等の効果が期待される。 
関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見： 

沿線自治体首長等で構成される日本海沿岸東北自動車道建設促進 新潟・山形県境地区期成同盟会等か

ら整備促進の要望を受けている。 

知事の意見(新潟県)： 

県民の安全・安心を確保し、活力のある新潟県を創るため、事業の継続を望みます。 

本事業は、地域経済の発展や産業振興に寄与することに加え、大規模震災時には広域救援活動を支える



道路整備として、当県にとって重要な事業と認識しております。 

今後もコスト縮減に努め、着実に整備を進めるとともに、早期に事業の効果を発現できるよう部分的な

供用の検討をお願いします。 

併せて、本県は、厳しい財政状況のもと、公債費負担適正化計画に定めたルールに基づき、毎年度にお

ける投資的経費を公債費の実負担で管理していることから、事業の実施に当たっては、地方負担の軽減

や直轄事業負担金の平準化などをお願いします。 

知事の意見(山形県)： 

「対応方針（原案）」案のとおり、「継続」で意義ありません。 

朝日温海道路は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成し、災害時における緊急輸送路の確保、高速

ネットワーク形成による第三次救急医療施設へのアクセス性の向上、日本海側における交流・連携強

化が図られる極めて重要な路線です。 

このため、本県では「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速道

路・地域高規格道路の整備”の重要性を盛り込んでいるところであります。また、令和３年７月策定

の「新広域道路交通計画」において、本路線は広域道路ネットワークの“高規格道路”に位置付けて

おります。 

引き続き、コスト縮減にも十分に配慮しながら、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対

策」に基づく別枠の財源を確保するとともに、本事業にも充当するなどし、早期完成に向け、事業の

推進をしていただくようお願いします。 
事業評価監視委員会の意見  
審議の結果、再評価および対応方針（原案）のとおり事業継続することが妥当。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
前回再評価以降、周辺に大きな社会経済情勢等の変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
・事業進捗状況：用地進捗率 73%、事業進捗率 37%（令和 4年 3月末時点） 

・残事業の内容：用地取得、埋蔵文化財調査、道路設計、トンネル工事、改良工事 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・用地取得、埋蔵文化財調査、道路設計、改良工事を推進し、早期完成2車線開通を目指して整備を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

・ボックスの構造見直しによる内空断面の縮小や新技術の積極的な活用等により、コスト縮減を図る。 

対応方針  
対応方針決定の理由  
当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みからも、引き

続き事業を継続することが妥当であると考える。 

事業概要図  
【広域図】         【位置図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※位置図は国土地理院図をもとに作成 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                                担 当 課：道路局国道・技術課 

                                担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 
 

一般国道7号（新潟南北道路）栗ノ木
く り の き

道路 

 

事業 
区分 

一般国道 
 

事業 
主体 

国土交通省 

北陸地方整備局 

起終点 
 

自：新潟県新潟市中央区沼
ぬっ

垂
たり

東
ひがし

 

至：新潟県新潟市中央区鐙
あぶみ

 

延長 
 

 
1.4km 

事業概要  
国道7号栗ノ木道路は、地域高規格道路「新潟南北道路」の一部区間を構成しており、「市街地部での慢

性的な交通渋滞の緩和、交通事故の削減」、「中心市街地へのアクセス向上およびまちづくり支援」などを

目的とした延長1.4㎞の道路整備事業である。 

H19年度事業化 H4年度都市計画決定 H20年度用地着手 H24年度工事着手 
全体事業費   約450億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 
52％ 供用済延長 －km 

計画交通量 72,700～73,000台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 3.7 

     (1.3) 

(残事業)  1.2 

     (3.7) 

     682/2,689億円 
 事 業 費：627/2,429億円 
 維持管理費：47/222億円 
更 新 費：8.5/38億円 

     846/10,044億円 
 走行時間短縮便益：636/8,265億円 
 走行経費減少便益：134/1,366億円 
 交通事故減少便益：75/414億円 

令和4年度 
 
 
 

感度分析の結果  
（事業全体）交通量 ：B/C=3.2～4.1（交通量 ±10%）  （残事業）交通量 ：B/C=1.03～1.5（交通量 ±10%） 

      事業費 ：B/C=3.7～3.8（事業費 ±10%）       事業費 ：B/C=1.1～1.4（事業費 ±10%） 

事業期間：B/C=3.7～3.7（事業期間±20%）       事業期間：B/C=1.2～1.3（事業期間±20%） 

事業の効果等  
① 物流の効率化・観光振興の支援 

・新潟西港は、年間1300万トン超の貨物を取扱い、周辺には事業所が多数立地している。新潟西港に

出入りする貨物車両は事業区間の利用割合が約6割を占める。 

・万代島地区は、佐渡汽船ターミナルを有し、市場・美術館等の集客力が高い施設が多数立地してい

る。 

・栗ノ木道路・紫竹山道路の整備により、新潟西港や万代島地区へのアクセス性が向上し、物流の効

率化、観光振興の支援および新潟市のまちづくりの支援が期待される。 

② 防災機能の強化 

・事業区間は第一次緊急輸送道路に指定されており、災害時の緊急輸送道路としての機能強化が求め

られている。 

・JR交差部は海抜0m以下となっており、平成10年8月以降、冠水による通行止めが5回発生している。 

・栗ノ木道路・紫竹山道路の整備により、冠水リスクが大幅に低下し、緊急輸送道路としての信頼性

が向上するなど、防災機能の強化が期待される。 
関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等: 

新潟市や新潟下越地区事業促進協議会等から整備促進の要望を受けている。 

市長の意見: 

国道7号栗ノ木道路、紫竹山道路は、政令市新潟市における市街地部での慢性的な交通渋滞の緩和や

交通事故の削減の他、中心市街地へのアクセス向上およびまちづくり支援、防災機能の強化など様々

な効果が期待される。 

事業継続にあたっては、全体事業費の抑制のため、更なるコスト縮減に努め、早期供用に向けて速や

かな事業執行をお願いしたい。   

事業評価監視委員会の意見  
審議の結果、再評価および対応方針（原案）のとおり事業継続することが妥当。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  



R4年度に国道7号沼垂道路が事業化された。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
・事業の進捗状況：用地進捗率96％、事業進捗率52％（令和4年3月末時点） 

・残事業の内容：用地取得、橋梁、改良工事 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・用地取得、橋梁、改良工事を推進し、早期開通を目指して整備を進める。 

施設の構造や工法の変更等  
・現場発生品等の再利用や新技術の有効利用の積極的な活用等により、コスト縮減を図る。 

対応方針  
対応方針決定の理由  

当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みからも、引

き続き事業を継続することが妥当であると考える。 

事業概要図  
 

【広域図】              【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                                担 当 課：道路局国道・技術課 

                                担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 
 

一般国道7号（新潟南北道路）紫
し

竹山
ちくやま

道路 

 

事業 
区分 

一般国道 
 

事業 
主体 

国土交通省 

北陸地方整備局 
起終点 
 

自：新潟県新潟市中央区鐙
あぶみ

 

至：新潟県新潟市中央区紫竹山
し ち く や ま

 

延長 
 

 
0.7km 

事業概要  
国道7号紫竹山道路は、地域高規格道路「新潟南北道路」の一部区間を構成しており、「市街地部での慢

性的な交通渋滞の緩和、交通事故の削減」、「中心市街地へのアクセス向上およびまちづくり支援」などを

目的とした延長0.7㎞の道路整備事業である。 

H23年度事業化 H4年度都市計画決定 H24年度用地着手 H24年度工事着手 
全体事業費   約340億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 
39％ 供用済延長 －km 

計画交通量 73,000台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 3.7 

     (1.8) 

(残事業)  1.2 

     (3.6) 

     682/2,689億円 
 事 業 費：627/2,429億円 
 維持管理費：47/222億円 
更 新 費：8.5/38億円 

     846/10,044億円 
 走行時間短縮便益：636/8,265億円 
 走行経費減少便益：134/1,366億円 
 交通事故減少便益：75/414億円 

令和4年度 
 
 
 

感度分析の結果  
（事業全体）交通量 ：B/C=3.2～4.1（交通量 ±10%）  （残事業）交通量 ：B/C=1.03～1.5（交通量 ±10%） 

      事業費 ：B/C=3.7～3.8（事業費 ±10%）       事業費 ：B/C=1.1～1.4（事業費 ±10%） 

事業期間：B/C=3.7～3.7（事業期間±20%）       事業期間：B/C=1.2～1.3（事業期間±20%） 

事業の効果等  
① 物流の効率化・観光振興の支援 

・新潟西港は、年間1300万トン超の貨物を取扱い、周辺には事業所が多数立地している。新潟西港に

出入りする貨物車両は事業区間の利用割合が約6割を占める。 

・万代島地区は、佐渡汽船ターミナルを有し、市場・美術館等の集客力が高い施設が多数立地してい

る。 

・栗ノ木道路・紫竹山道路の整備により、新潟西港や万代島地区へのアクセス性が向上し、物流の効

率化、観光振興の支援および新潟市のまちづくりの支援が期待される。 

② 防災機能の強化 

・事業区間は第一次緊急輸送道路に指定されており、災害時の緊急輸送道路としての機能強化が求め

られている。 

・JR交差部は海抜0m以下となっており、平成10年8月以降、冠水による通行止めが5回発生している。 

・栗ノ木道路・紫竹山道路の整備により、冠水リスクが大幅に低下し、緊急輸送道路としての信頼性

が向上するなど、防災機能の強化が期待される。 
関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等: 

新潟市や新潟下越地区事業促進協議会等から整備促進の要望を受けている。 

市長の意見: 

国道7号栗ノ木道路、紫竹山道路は、政令市新潟市における市街地部での慢性的な交通渋滞の緩和や

交通事故の削減の他、中心市街地へのアクセス向上およびまちづくり支援、防災機能の強化など様々

な効果が期待される。 

事業継続にあたっては、全体事業費の抑制のため、更なるコスト縮減に努め、早期供用に向けて速や

かな事業執行をお願いしたい。   

事業評価監視委員会の意見  
審議の結果、再評価および対応方針（原案）のとおり事業継続することが妥当。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  



R4年度に国道7号沼垂道路が事業化された。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
・事業の進捗状況：用地進捗率99％、事業進捗率39％（令和4年3月末時点） 

・残事業の内容：用地取得、橋梁、改良工事 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・用地取得、橋梁、改良工事を推進し、早期開通を目指して整備を進める。 

施設の構造や工法の変更等  
・現場発生品等の再利用や新技術の有効利用の積極的な活用等により、コスト縮減を図る。 

対応方針  
対応方針決定の理由  

当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みからも、引

き続き事業を継続することが妥当であると考える。 

事業概要図  
 

【広域図】              【位置図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                                担 当 課：道路局国道・技術課 

                                担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 
 

一般国道8号 糸魚川
い と い が わ

東
ひがし

バイパス 
 

事業 
区分 

一般国道 
 

事業 
主体 

国土交通省 

北陸地方整備局 

起終点 
 

自：新潟県糸魚川
い と い が わ

市間
ま

脇
わき

 

至：新潟県糸魚川
い と い が わ

市押上
おしあげ

 

延長 
 

 
6.9km 

事業概要  
 国道8号糸魚川東バイパスは、交通渋滞の解消・死傷事故件数の削減、沿道環境の改善などを目的とし

た、延長6.9kmのバイパス事業である。 

H元年度事業化 H2年度都市計画決定 H4年度用地着手 H10年度工事着手 
全体事業費   約450億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 
68％ 供用済延長 3.1km 

計画交通量 13,100～16,000台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体)  0.7 
 
(残事業)   2.3 
 

          124/696億円 
 事 業 費：107/644億円 
 維持管理費： 18/ 52億円 

          285/506億円 
 走行時間短縮便益：215/421億円 
 走行経費減少便益： 53/ 66億円 
 交通事故減少便益：  17/ 19億円 

令和4年度 
 
 
 

感度分析の結果  
（事業全体）交通量  ：B/C=0.7～0.8(交通量 ±10%) （残事業）交通量  ：B/C=2.1～2.5 (交通量 ±10%) 

     事業費  ：B/C=0.7～0.7(事業費 ±10%)          事業費  ：B/C=2.1～2.5 (事業費 ±10%) 

         事業期間：B/C=0.7～0.7(事業期間±20%)          事業期間：B/C=2.2～2.3 (事業期間±20%)  
事業の効果等  
 ①災害に強い道路ネットワークの形成 

  ・国道8号と北陸自動車道は、糸魚川市の東西を通過する幹線道路であり、重要物流道路に指定され

   ている。 

  ・糸魚川東バイパスの整備により、幹線道路としての信頼性が向上し、当該地域において災害に強い

   道路ネットワークの形成が期待される。 

 ②夜間交通騒音の改善 

  ・現道区間は、沿道に家屋が連続しており、夜間の交通騒音が環境基準を超過している。 

  ・糸魚川東バイパスの整備により、現道部での交通量が減少するため、夜間の交通騒音が低減し、沿

   道環境の改善が期待される。 

 ③救急医療機関へのアクセス向上 

  ・糸魚川東バイパス脇に立地する糸魚川総合病院（第二次医療施設）は、市内唯一の総合病院として

   地域の医療を支える役割を担っている。 

  ・糸魚川東バイパスの整備により、能生地域から糸魚川総合病院へのアクセス性が向上することで、

   迅速な救命救急活動などを支援する。 

 ④物流効率化による企業活動の支援 

  ・上越市に立地する重要港湾である直江津港は、国際物流の拠点として重要な役割を担っている。 

  ・糸魚川市内の姫川産業団地には、直江津港で材料や製品の輸出入を行っている企業が立地。 

  ・糸魚川市に点在する企業と直江津港間に位置する糸魚川東バイパスが整備されることにより、安定

   した物流ルートの確保が期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見 

糸魚川市や糸魚川国道8号整備促進期成同盟会から国道8号糸魚川東バイパス間脇～梶屋敷間につい

て、調査・設計を推進し、早期に工事着手に向けた要望を頂いている。 

知事の意見 

県民の安全・安心を確保し、活力のある新潟県を創るため、事業の継続を望みます。本事業は、交通



混雑の緩和や交通事故の減少につながるとともに、糸魚川総合病院や直江津港などの様々な施設への

アクセスが向上され、当県にとって重要な事業と認識しております。今後もコスト縮減に努めつつ、

着実な整備をお願いします。併せて、本県の財政状況は逼迫していることから地方負担の軽減や直轄

負担金の平準化などをお願いします。 
事業評価監視委員会の意見  
 審議の結果、再評価および対応方針（原案）のとおり事業継続することが妥当。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
 前回再評価以降、周辺に大きな社会経済情勢等の変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
・事業の進捗状況：用地取得率97％、事業進捗率68％、（令和4年3月末時点） 

・残事業の内容 ：用地取得、調査設計、工事  
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・糸魚川市間脇～糸魚川市梶屋敷（延長3.8km)の早期開通を目指して整備を進める。 

・完成4車線整備区間である糸魚川市梶屋敷～同押上間については交通量の状況や投資効率性等を勘案し

て検討していく。 

施設の構造や工法の変更等  
・建設発生土の有効利用やコンクリート二次製品・長尺製品の活用や新技術の活用等によるコスト縮減を

図る。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  
 当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みからも引き

続き事業を継続することが妥当であると考える。 

事業概要図  
 

 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                                担 当 課：道路局国道・技術課 

                                担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 
 

一般国道8号 豊田
と よ た

新屋
あ ら や

立体 

 

事業 

区分 

一般国道 

 

事業 
主体 

国土交通省 

北陸地方整備局 
起終点 
 

自：富山県富山市小西
こ に し

 

至：富山県富山市粟島町
あわじままち

 

延長 
 

 
2.9km 

事業概要  

一般国道8号豊田
と よ た

新屋
あ ら や

立体は、「富山外郭環状道路」の一部区間を構成しており、交通渋滞の解消、交通

事故の削減、幹線ネットワークの強化などを目的とした延長2.9kmの交差点立体化事業である。 

H21年度事業化 H20年度都市計画決定 H26年度用地着手 H29年度工事着手 
全体事業費 約340億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 
59％ 供用済延長 －km 

計画交通量  50,400～72,400台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 2.1 
 
(残事業)   6.8 
 

       106/352億円 
 事 業 費： 90/337億円 
 維持管理費： 16/ 16億円 

       723/723億円 
 走行時間短縮便益：506/ 506億円 
 走行経費減少便益：158/ 158億円 
 交通事故減少便益： 59/  59億円 

令和4年度 
 
 
 

感度分析の結果  
 (事業全体) 交通量 ：B/C=2.0～2.1(交通量 ±10%)   (残事業)交通量 ：B/C=6.8～6.9(交通量 ±10%) 

事業費 ：B/C=1.8～2.1(事業費 ±10%)     事業費 ：B/C=6.2～7.4(事業費 ±10%) 

事業期間：B/C=1.6～2.2(事業期間±20%)     事業期間：B/C=6.4～7.2(事業期間±20%) 

事業の効果等  
①第三次医療施設へのアクセス向上 

・富山北消防署管内の和合地区から第三次医療施設である富山県立中央病院への搬送時間を短縮する 

など、円滑な救命救急活動の支援が期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見： 

富山市や富山外郭環状道路整備促進期成同盟会より豊田新屋立体の整備促進の要望を受けている。 

知事の意見： 

事業継続に同意する。 

なお、今後ともコスト縮減に努め、早期に効果が発現されるよう整備促進に格段の配慮をお願いした 

い。 
事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、再評価および対応方針（原案）のとおり事業継続することが妥当。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
前回再評価以降、大きな社会情勢などの変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
・事業の進捗状況：用地進捗率98％、事業進捗率59％（令和4年3月末時点） 

・残事業の内容 ：用地取得、道路設計、改良・橋梁工事 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・用地取得、道路設計および改良・橋梁工事を推進し、早期開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  
・建設発生土の有効利用や新技術の活用等により、コスト縮減を図る。 

対応方針  
対応方針決定の理由  

当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みからも、 

引き続き事業を継続することが妥当であると考える。 



事業概要図  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                                担 当 課：道路局国道・技術課 

                                担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 
 

一般国道159号 羽咋
は く い

道路 
 

事業 
区分 

一般国道 

 

事業 
主体 

国土交通省 

北陸地方整備局 

起終点 
 

自：石川県羽咋
は く い

市四
よつ

柳町
やなぎまち

 

至：石川県宝
ほう

達
だつ

志
し

水町
みずちょう

二口
ふたくち

 

延長 
 

 
6.7km 

事業概要  
 国道159号羽咋道路は、交通事故の減少、安全性の向上、地域産業の活性化などを目的とした延長6.7

㎞のバイパス事業である。 

H20年度事業化 H13年度都市計画決定 H24年度用地着手 H27年度工事着手 
全体事業費   約185億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 
34％ 供用済延長 －km 

計画交通量 12,900～15,800台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体)  0.9 
 
(残事業)   1.4 
 

          132/209億円 
 事 業 費： 83/160億円 
 維持管理費： 50/ 50億円 

          186/186億円 
 走行時間短縮便益：154/154億円 
 走行経費減少便益： 25/ 25億円 
 交通事故減少便益：6.7/6.7億円 

令和4年度 
 
 
 

感度分析の結果  
（事業全体）交通量  ：B/C=0.7～0.99(交通量 ±10%)（残事業）交通量  ：B/C=1.2～1.6 (交通量 ±10%) 

     事業費  ：B/C=0.9～0.9 (事業費 ±10%)         事業費  ：B/C=1.3～1.5 (事業費 ±10%) 

         事業期間：B/C=0.9～0.9 (事業期間±20%)         事業期間：B/C=1.4～1.4 (事業期間±20%)  
事業の効果等  

①安全性の向上 

・羽咋道路の現道区間には、道路幅員が狭い箇所や線形不良個所、歩道整備が不連続で幅員の狭い箇

所が存在している。また、通学路合同点検における要対策箇所が2箇所存在する。 

・安全で快適に通行できる羽咋道路の整備により、現道の大型車等の交通が羽咋道路へ転換すること

で、歩行者の安全性確保が期待される。 

②第三次救急医療施設へのアクセス向上 

・能登唯一の第三次救急医療施設である公立能登総合病院が七尾市にあり、国道159号を走行するル

ートが、羽咋市中心部から公立能登総合病院への最短搬送経路となっている。 

・広幅員かつ信号交差点を回避できる羽咋道路の整備によって、走行性や第三次救急医療施設へのア

クセス性が向上し、迅速な救命救急活動などを支援する。 

③災害に強いネットワークの形成 

・国道159号は第一次緊急輸送道路に指定されているものの、沿線には土砂災害警戒区域が存在して

おり、大雨などの自然災害発生時には道路が寸断される可能性がある。 

・羽咋道路の整備により、災害時にはこれらのエリアを回避できる、緊急輸送道路ネットワーク機能

の確保が図られる。 

④地域産業の活性化・物流効率化 

・羽咋道路周辺および周辺市町には、ベアリングの国内大手企業や関連工場が集積しており、中能登

地域で一体的なベアリングの製造工程を担っている。 

・羽咋道路の整備により、産業の活性化･物流効率化による生産性向上に寄与することが期待される。 
関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見： 

国道159号羽咋道路整備促進期成同盟会から、羽咋道路の早期完成に向けた要望をいただいている。 

知事の意見： 

国道159号は、七尾市を起点として、中能登地域の主要都市を結び、金沢市に至る幹線道路である。 

このうち羽咋道路については、先に整備された押水バイパスや鹿島バイパスを結び、中能登地域の幹

線道路網を形成するとともに、災害時の緊急輸送道路として重要な道路である。 



現在事業中の羽咋市四柳町～宝達志水町二口間については、既に部分供用している国道415号羽咋バ

イパスと相まって広域交流の拡大や地域住民の安全・安心な交通の確保を図るため、早期整備が必要

である。 

このため、国道159号羽咋道路については、引き続き事業を継続し、早期の事業効果発現に向け、コ

スト縮減に努めながら着実に整備を進め、早期完成を図っていただきたい。 
事業評価監視委員会の意見  
 審議の結果、再評価および対応方針（原案）のとおり事業継続することが妥当。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
 前回再評価以降、周辺に大きな社会経済情勢等の変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
・事業の進捗状況：用地取得率44％、事業進捗率34％、（令和4年3月末時点） 

・残事業の内容 ：用地取得、埋蔵文化財調査、道路設計、改良工事 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・用地取得、埋蔵文化財調査、道路設計、改良工事を推進し、早期暫定2車線供用を目指して事業を推進

する。 

・4車線整備については、交通状況を勘案しつつ整備時期等を検討する。 
施設の構造や工法の変更等  
・橋梁延長が短い橋梁をカルバートに構造変更することによるコスト縮減を実施。 

・建設発生土の有効利用や新技術の活用等により、コスト縮減を図る。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  
 当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みからも引き

続き事業を継続することが妥当であると考える。 

事業概要図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

 

                                 担 当 課：道路局国道・技術課 

                                 担当課長名：長谷川 朋弘 

事業名 

 

一般国道 41 号 猪
いの

谷
たに

楡原
にれはら

道路 

 

事業 

区分 

一般国道 

 

事業 

主体 

国土交通省 

北陸地方整備局 

起終点 

 

自：富山県富山市猪
いの

谷
たに

   

至：富山県富山市楡
にれ

原
はら

 

延長 

 

 

7.4km 

事業概要  

一般国道 41 号猪谷楡原道路は、富山高山連絡道路の一部を構成し、富山市猪谷～富山市楡原において、

災害に強い道路ネットワークの形成、事前通行規制区間の解消、急カーブ及び冬期交通障害の解消などを

目的とした、延長 7.4km のバイパス事業である。 

H9 年度事業化 都市計画決定：－ H13 年度用地着手 H14 年度工事着手 

全体事業費 約 485 億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

74％ 供用済延長 5.8km 

地域の防災面の課題  

・国道 41 号は、第 1 次緊急通行確保路線に指定されているが、事前通行規制区間があり約 1 件/年の通行

規制が発生。並行する県道も事前通行規制が多く、規制時の集落孤立化等が懸念される。 

・国道 41 号や神通川対岸の県道東猪谷富山線で災害や雨量規制による全面通行止めが発生した場合、事前 

通行規制区間に囲まれた集落の孤立化が懸念される。 

・飛騨地域は、富山市への買い物利用が多く、都市間相互の結びつきが強い。一方、事業区間は、特別豪 

雪地帯に指定され、冬期の降雪・積雪により、登坂不能(直近 10年間で 19件)や大型車のスリップ事故 

による車線閉塞などの冬期交通障害が発生している。 

課題を踏まえた対策・事業内容  

・事前通行規制区間等を回避するため、現道のうち 4.6km 区間を別線整備 

（橋梁により神通川右岸へのバイパス整備） 

・現道が存在する左岸は、神通川と JR 高山本線に挟まれているほか、現道両脇には急峻な斜面が連続して 

おり、左岸側で整備する場合は大規模なトンネル整備が必要となることから、一部右岸へのバイパス整 

備とした。 

事業の効果等  費 用 （残事業）/（事業全体） 

①災害時の迂回解消を含めた走行時間の短縮等 

 （362 億円（残事業＝320 億円）） 

②災害に強い道路ネットワークの形成 

・事前通行規制区間の代替路が形成されるなど、災害に強い 

道路ネットワークを形成 

③孤立集落の解消 

・通行規制時の迂回路が形成されることで孤立化が懸念され 

る沿線集落の安全で安心な暮らしを確保 

④冬期交通障害の解消 

・道路線形の改善や堆雪に必要な幅員が確保され、冬期間に 

おいても安全で安定した交通機能を確保 

 

                     97 / 674 億円 

 

       事  業  費： 89 / 632 億円 

        維持管理費：8.0 /  42 億円 

 

 

 

 

 

関係する地方公共団体等の意見  

 地域から頂いた主な意見： 

富山高山連絡道路整備促進期成同盟会や富山・岐阜両県等から整備促進の要望を受けている。 

 知事の意見： 

事業継続に同意する。 

なお、今後ともコスト縮減に努め、早期に効果が発現されるよう整備促進に格段の配慮をお願いした 

い。 

事業評価監視委員会の意見  



 審議の結果、再評価および対応方針（原案）のとおり事業継続することが妥当。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

前回再評価以降、周辺に大きな社会情勢等の変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業の進捗状況：用地進捗率 100％、事業進捗率 73％（令和 4年 3月末時点） 

・残事業の内容：橋梁工事、改良工事 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・富山市猪谷から富山市片掛間において、（仮称）猪谷橋、（仮称）片掛橋の橋梁工事及び改良工事等を 

推進し、早期完成 2車線開通を目指して整備を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

・新技術の活用等により、コスト縮減を図る。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みなどからも、

引き続き事業を継続することが妥当であると考える。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 事業の効果に記載している金額は、防災面の効果を完成後５０年間の便益額として現在価値化して 

  算出した値であり、試算を含む。 

※ 費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値。 
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事前通行規制区間 延長1.6km
（連続雨量120mm、落石、雪崩等）
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旧 細入村

おおさわのまち

旧 大沢野町

旧国道41号 （市道庵谷楡原線）
いおりだににれはら

事前通行規制区間
延長2.0km

（連続雨量140mm、落石、雪崩等）



 

 

 再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                                担 当 課：道路局 国道・技術課     

                                担当課長名：長谷川 朋弘        

事業名  

一般国道１５３号 伊
い

駒
こま

アルプスロード 

事業 

区分 

  

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点   自：長野県駒ケ根
こ ま が ね

市赤穂
あ か ほ

 

  至：長野県伊那
い な

市美篶
み す ず

 

延長  

１１．６km 

事業概要  
 一般国道１５３号伊駒アルプスロードは、長野県駒ケ根市赤穂から長野県伊那市美篶に至る延長１１．
６㎞の主要幹線道路であり、国道１５３号現道の渋滞緩和による生産性向上、中央自動車道の代替路確保
及び南北軸の強化による地域観光支援を担う道路である。 
Ｒ２年度事業化 Ｈ３０年度都市計画決定 用地未着手 工事未着手 
全体事業費 ６２０億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 
約１％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量   １４，６００台／日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体)    ２．１ 

    （１．８） 

(残事業)       ３．３ 

    （１．８） 

     686/2,297億円 

 事 業 費：564/1,905億円 

 維持管理費： 115/364億円 
更 新 費：  6.5/28億円 

      2,258/4,891億円 

 走行時間短縮便益： 2,130/4,597億円 

 走行経費減少便益：    111/255億円 
 交通事故減少便益：     16/40億円 

令和４年 

感度分析の結果  
【事業全体】交通量変動 ：B/C=1.9～2.3(交通量 ±10%)【残事業】B/C=3.0～3.6(交通量  ±10%) 

     事業費変動 ：B/C=2.1～2.2(事業費 ±10%)         B/C=3.0～3.5(事業費  ±10%) 
 事業期間変動：B/C=2.1～2.2(事業期間±20%)      B/C=3.1～3.4(事業期間±20%) 

事業の効果等   
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 
・特急停車駅（飯田駅）へのアクセス向上が見込まれる。 
②物流効率化の支援 
・農林水産業を主体とする地域において農林水産品（米・花き）の流通の利便性向上が見込まれる。 
③個性ある地域の形を形成 
・飯田駅から上伊那地域の観光施設（高遠城址公園等）へのアクセス向上が期待される。 
④安全で安心できるくらしの確保 
・第三次救急医療機関（伊那中央病院）へのアクセス向上が見込まれる。 
⑤災害への備え 
・第一次緊急輸送道路として位置づけられている。 
・緊急輸送道路（中央道（伊那IC～駒ケ根ICT）、国道１５３号）が通行止めになった場合に大幅な迂回
を強いられる区間の代替路線を形成する。 
⑥地球環境の保全 
・自動車からのＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 
⑦生活環境の改善・保全 
・自動車からのＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 
・自動車からのＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 
⑧他のプロジェクトとの関係 
・関連する大規模道路事業（国道１５３号 伊那バイパス）と一体的に整備する必要がある。 
・他機関との連携プログラム（リニア関連道路整備事業）に位置づけられている。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等： 
・一般国道１５３号伊駒アルプスロード整備促進期成同盟会から早期事業完成を要望。 
長野県知事の意見：  

一般国道１５３号は、本県および国土の骨格となる重要な道路であり、「伊駒アルプスロード」の整備
により、渋滞緩和による企業の生産性向上、中央自動車道の代替路の確保、リニア中央新幹線長野駅開業
を見据えた南北アクセスの強化による観光振興が図られ、本県の活性化にもつながるものと期待しており
ます。 

ついては、事業を継続し、積極的な予算確保と早期完成に向けた事業の推進を強く要請いたします。 
また、事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  
・対応方針（原案）は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・接続する伊南バイパスは平成３０年に暫定２車線で開通済み。 

・伊那バイパスは現在２工区が事業中であり、令和４年４月に暫定２車線で一部供用開始、全線開通に

向けて事業を推進している。 

・中央自動車道の通行止め時には迂回車両の流入により国道１５３号で渋滞が発生している。 

・伊駒アルプスロードは、中央自動車道の災害・事故等に伴う通行止めに対し、並行する国道１５３号

を強化し、信頼性の高い道路ネットワークを形成する等重要な路線となっている。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
・令和２年度に新規事業化、事業進捗率は約１％、用地進捗率は０％。（令和４年３月末時点） 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・駒ヶ根市赤穂～伊那市美篶（延長１１．６ｋｍ）は、早期の工事着手に向けて調査・設計を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 
対応方針 事業継続 
対応方針決定の理由  
  以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 
事業概要図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 

凡 例

伊駒アルプスロード

一般国道（県事業）

高速道路

一般国道

主要地方道

一般都道府県道

伊那広域農道

主要渋滞箇所

ＪＲ飯田線

市役所



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課      

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 
 

一般国道４７４号 

 三遠
さんえん

南信
なんしん

自動車道 飯
いい

喬
だか

道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 

 自：長野県飯田
い い だ

市山本
やまもと

 

 至：長野県下伊那
し も い な

郡喬木
た か ぎ

村氏乗
うじのり

 

延長 

 
 

２２．１km 

事業概要  

 一般国道４７４号三遠南信自動車道は、長野県飯田市を起点とし、静岡県浜松市に至る延長約100kmの

高規格道路である。 

本事業の一般国道４７４号三遠南信自動車道飯喬道路は、長野県飯田市山本から下伊那郡喬木村氏乗に

至る延長２２．１kmの自動車専用道路であり、広域ネットワークの構築、災害に強い道路機能の確保、救

急医療活動の支援、地域活性化の支援を主な目的として事業を推進している。 
Ｈ４年度事業化 － Ｈ７年度用地着手 Ｈ１０年度工事着手 
全体事業費 １，６７４億円 事業進捗率 

（令和４年３月末時点） 
約８７％ 供用済延長 １４．６km 

計画交通量   ７，６００台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) １．３ 

（１．２） 

(残事業) ２．６ 
（２．０） 

1,376/7,952億円 
 事 業 費：1,138/7,346億円 
 維持管理費：   216/502億円 
更 新 費：    23/104億円 

3,534/10,142億円 
 走行時間短縮便益：3,292/9,346億円 
 走行経費減少便益：   208/717億円 
 交通事故減少便益：    34/79億円 

令和４年 
 
 
 

感度分析の結果  

【事業全体】 交通量変動 :B/C=1.1～1.4(交通量 ±10%)【残事業】 B/C＝2.3～2.8(交通量 ±10%) 

 事業費変動 :B/C=1.3～1.3(事業費 ±10%) B/C＝2.4～2.8(事業費 ±10%) 

 事業期間変動 :B/C=1.2～1.3(事業期間±20%) B/C＝2.5～2.6(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・利便性の向上が期待できるバス路線(信南交通)が存在する。 

②国土・地域ネットワークの構築 

・新たに拠点都市間を高規格道路で連絡するルートを構成する。 

・隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。 

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。 

③個性ある地域の形成 

・地域連携プロジェクト（第２次三遠南信地域連携ビジョン）を支援する。 

・アクセスが向上する主要な観光地（天龍峡・天竜川下り等）が存在する。 

④安全で安心できる暮らしの確保 

・三次医療施設（飯田市立病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑤災害への備え 

・長野県地域防災計画（R3.12）に第一次緊急輸送路として位置づけられている。 

・緊急輸送道路が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

・並行区間等の事前通行規制区間の代替路線を形成する。 

⑥地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑦生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 
⑧他のプロジェクトとの関係 
・他機関との連携プログラム（南信州リニア未来ビジョン）に位置づけられている。 



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

三遠南信道路建設促進期成同盟会から早期整備を要望 

 

長野県知事の意見： 

本事業は、広域ネットワークの構築、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援、地域活性化に寄

与する極めて重要な事業です。 

ついては、事業を継続し、積極的な予算確保により、早期開通を図るよう強く要望します。 

また、事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・下伊那地域のうち、唯一、旧上村・旧南信濃村は、飯田市中心部までの所要時間が６０分以上必要であ

る。 

・旧上村と旧南信濃村は、通行不能区間や雨量等事前通行規制区間に囲まれ、規制発生時には飯田市中心 

 部へのアクセスが困難である。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約８７％、用地取得率は１００％。（令和４年３月末時点） 

・飯田山本ＩＣ～天龍峡ＩＣ間（延長７．２ｋｍ）は、平成２０年度に暫定２車線供用。 

・天龍峡ＩＣ～龍江ＩＣ間（延長４．０ｋｍ）は、令和元年度に２車線供用。 

・龍江ＩＣ～飯田上久堅・喬木富田ＩＣ間（延長３．４ｋｍ）は、平成２９年度に２車線供用。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・飯田上久堅・喬木富田ＩＣ～喬木ＩＣ間（延長７．５ｋｍ）について早期供用を目指して整備を推進す

る。 

施設の構造や工法の変更等  

・３次元モデル（BIM/CIM）を構築・活用することで、事業の効率化・高度化を図っていく。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

一般国道４７４号
三遠南信自動車道 飯喬道路 延長２２．１ｋｍ

平成２０年４月
２車線開通済
延長７．２ｋｍ

飯田市

阿智村

終

長
野
県
下
伊
那
郡

喬
木
村
氏
乗

な
が
の

し
も
い
な

た
か
ぎ

う
じ
の
り

起

長
野
県
飯
田
市
山
本

な
が
の

い
い
だ

や
ま
も
と

喬木村

至

名
古
屋

至

浜
松

令和元年１１月
２車線開通済
延長４．０ｋｍ

平成３０年３月
２車線開通済
延長３．４ｋｍ

三遠南信自動車道

高速道路

調査中区間

一般国道

主要地方道

一般県道

県境

市町村境

凡例

完成開通 未開通

暫定２
車線開通 未開通

○○○○○○○○

完成２
車線開通

(○○ＩＣ)は仮称



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課      

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 
 

一般国道４７４号 

 三遠
さんえん

南信
なんしん

自動車道 青
あお

崩
くずれ

峠
とうげ

道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 

 自：長野県飯田
い い だ

市南信濃
みなみしなの

八重
や え

河内
ご う ち

 

 至：静岡県浜松
はままつ

市天竜
てんりゅう

区水窪
みさくぼ

町
ちょう

奥
おく

領家
りょうけ

 

延長 

 
 

５．９km 

事業概要  

 一般国道４７４号三遠南信自動車道は、長野県飯田市を起点とし、静岡県浜松市に至る延長約100kmの

高規格道路である。 

本事業の一般国道４７４号三遠南信自動車道青崩峠道路は、長野県飯田市南信濃八重河内から静岡県浜

松市天竜区水窪町奥領家に至る延長５．９kmの自動車専用道路であり、広域ネットワークの構築、災害に

強い道路機能の確保、救急医療活動の支援、地域活性化の支援を主な目的として事業を推進している。 
Ｓ５８年度事業化 － Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２３年度工事着手 
全体事業費 ６７６億円 事業進捗率 

（令和４年３月末時点） 
約６７％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量   ２，８００台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) １．３ 

（１．６） 

(残事業) ２．６ 
（７．２） 

1,376/7,952億円 
 事 業 費：1,138/7,346億円 
 維持管理費：    216/502億円 
更 新 費：     23/104億円 

3,534/10,142億円 
 走行時間短縮便益：3,292/9,346億円 
 走行経費減少便益：   208/717億円 
 交通事故減少便益：    34/79億円 

令和４年 
 
 
 

感度分析の結果  

【事業全体】 交通量変動 :B/C=1.1～1.4(交通量 ±10%)【残事業】 B/C＝2.3～2.8(交通量 ±10%) 

 事業費変動 :B/C=1.3～1.3(事業費 ±10%) B/C＝2.4～2.8(事業費 ±10%) 

 事業期間変動 :B/C=1.2～1.3(事業期間±20%) B/C＝2.5～2.6(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

②国土・地域ネットワークの構築 

・新たに拠点都市間を高規格道路で連絡するルートを構成する。 

・隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。 

③個性ある地域の形成 

・地域連携プロジェクト（第２次三遠南信地域連携ビジョン）を支援する。 

・アクセスが向上する主要な観光地（遠山温泉郷等）が存在する。 

④安全で安心できる暮らしの確保 

・三次医療施設（飯田市立病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑤災害への備え 

・緊急輸送道路が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

⑥地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑦生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 
⑧他のプロジェクトとの関係 
・他機関との連携プログラム（南信州リニア未来ビジョン）に位置づけられている 

 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

三遠南信道路建設促進期成同盟会から早期整備を要望 



長野県知事の意見： 

本事業は、広域ネットワークの構築、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援、地域活性化に寄

与する極めて重要な事業です。 

ついては、事業を継続し、積極的な予算確保により、早期開通を図るよう強く要望します。 

また、事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められるようお願いします。 

浜松市長の意見： 

「対応方針（原案）」案に対し異議はない。 

一般国道474 号三遠南信自動車道は、三遠南信地域を結ぶ地域連携の基軸であり広域交流や物流の活性化

において重要な役割を果たすほか、災害時には「命の道」として、信頼性の高いネットワークを構築する

高規格道路である。  

現在事業中の佐久間道路・三遠道路（東栄ＩＣ～鳳来峡ＩＣ）の令和7年度開通予定に向けて工事が順調

に進められていることに加え、水窪佐久間道路においては、昨年5月15日に中心杭打ち式が開催され、用

地買収に向けた地元調整が進んでいることから全線開通に向けた地元の期待が高まっている。  

事業実施に当たっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業促進に努められるようお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・国道１５２号の長野県と静岡県境は通行不能区間となっているため、越県するには狭隘で脆弱な市道を

利用する必要がある。 

・下伊那地域は事前通行規制区間が多く存在し、平成２２年７月豪雨では通行止めにより旧上村・旧南信

濃村が一時孤立している。 

・平成２２年７月豪雨災害時のような通行止めが発生した場合、救急医療施設へのアクセスが絶たれ、救

命救急が困難な状況となる。 

・遠山郷周辺と静岡県を結ぶ国道１５２号は通行不能区間であるため、観光交流・地域間交流に支障をき

たしている。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約６７％、用地取得率は１００％。（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・小嵐ＩＣ（仮称）～水窪北ＩＣ（仮称）間（延長５．９ｋｍ）について早期供用を目指して整備を推進

する。 

施設の構造や工法の変更等  

・３次元モデル（BIM/CIM）を構築・活用することで、事業の効率化・高度化を図っていく。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

一般国道４７４号
三遠南信自動車道 青崩峠道路 延長５．９ｋｍ
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局 国道・技術課      

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 
 

一般国道４７４号 

 三遠
さんえん

南信
なんしん

自動車道 水窪
みずくぼ

佐久間
さ く ま

道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 

 自：静岡県浜松
はままつ

市天竜
てんりゅう

区水窪
みさくぼ

町
ちょう

奥
おく

領家
りょうけ

 

 至：静岡県浜松
はままつ

市天竜
てんりゅう

区佐久間
さ く ま

町
ちょう

川合
か わ い

 

延長 

 
 

１４．０km 

事業概要  

 一般国道４７４号三遠南信自動車道は、長野県飯田市を起点とし、静岡県浜松市に至る延長約100kmの

高規格道路である。 

本事業の一般国道４７４号三遠南信自動車道水窪佐久間道路は、静岡県浜松市天竜区水窪町から静岡県

浜松市天竜区佐久間町に至る延長約１４.０㎞の自動車専用道路であり、広域ネットワークの構築、災害

に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援、地域活性化の支援を主な目的として事業を推進している。 
Ｈ３１年度事業化 － R４年度用地着手 － 
全体事業費 ９００億円 事業進捗率 

（令和４年３月末時点） 
約１％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量   ７，７００台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) １．３ 

（１．５） 

(残事業) ２．６ 
（１．５） 

1,376/7,952億円 
 事 業 費：1,138/7,346億円 
 維持管理費：    216/502億円 
更 新 費：     23/104億円 

3,534/10,142億円 
 走行時間短縮便益：3,292/9,346億円 
 走行経費減少便益：   208/717億円 
 交通事故減少便益：    34/79億円 

令和４年 
 
 
 

感度分析の結果  

【事業全体】 交通量変動 :B/C=1.1～1.4(交通量 ±10%)【残事業】 B/C＝2.3～2.8(交通量 ±10%) 

 事業費変動 :B/C=1.3～1.3(事業費 ±10%) B/C＝2.4～2.8(事業費 ±10%) 

 事業期間変動 :B/C=1.2～1.3(事業期間±20%) B/C＝2.5～2.6(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・新幹線駅（浜松駅）へのアクセス向上が見込まれる。 

・第一種空港（中部国際空港）、第二種空港（富士山静岡空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・国際コンテナ航路発着港湾（御前崎港、三河港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・新たに拠点都市間を高規格道路で連絡するルートが構成される。 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線が構成される。 

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が期待される。 

④個性ある地域の形成 

・地域連携プロジェクト（第２次三遠南信地域連携ビジョン）を支援する。 

⑤安全で安心できる暮らしの確保 

・三次医療施設（聖隷三方原病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑥災害への備え 

・緊急輸送道路が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

・並行区間等の事前通行規制区間の代替路線を形成する。 

⑦地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑧生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 

 



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

三遠南信道路建設促進期成同盟会から早期整備を要望 

 

浜松市長の意見： 

「対応方針（原案）」案に対し異議はない。 

一般国道474 号三遠南信自動車道は、三遠南信地域を結ぶ地域連携の基軸であり広域交流や物流の活性化

において重要な役割を果たすほか、災害時には「命の道」として、信頼性の高いネットワークを構築する

高規格道路である。  

現在事業中の佐久間道路・三遠道路（東栄ＩＣ～鳳来峡ＩＣ）の令和7年度開通予定に向けて工事が順調

に進められていることに加え、水窪佐久間道路においては、昨年5月15日に中心杭打ち式が開催され、用

地買収に向けた地元調整が進んでいることから全線開通に向けた地元の期待が高まっている。  

事業実施に当たっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業促進に努められるようお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・浜松市天竜区佐久間町・水窪町では事前通行規制区間や災害等による通行止めが多く発生しており、道

路ネットワークが脆弱な地域である。 

・浜松市天竜区水窪町は、三次救急医療まで６０分以上を要する高次医療サービスの空白地域である。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約１％、用地取得率は０％。（令和４年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・水窪ＩＣ（仮称）～佐久間ＩＣ（仮称）間（延長１４．０ｋｍ）について早期供用を目指して整備を推

進する。 

施設の構造や工法の変更等  

・３次元モデル（BIM/CIM）を構築・活用することで、事業の効率化・高度化を図っていく。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

一般国道４７４号
三遠南信自動車道 水窪佐久間道路

延長14．0ｋｍ
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局 国道・技術課      

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 
 

一般国道４７４号 

 三遠
さんえん

南信
なんしん

自動車道 佐久間
さ く ま

道路・三
さん

遠
えん

道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 

 自：静岡県浜松
はままつ

市天竜
てんりゅう

区佐久間
さ く ま

町
ちょう

川合
か わ い

 

 至：静岡県浜松
はままつ

市北
きた

区引佐
い な さ

町
ちょう

東黒田
ひがしくろだ

 

延長 

 
 

２７．９km 

事業概要  

 一般国道４７４号三遠南信自動車道は、長野県飯田市を起点とし、静岡県浜松市に至る延長約100km

の高規格道路である。 

本事業の一般国道４７４号三遠南信自動車道佐久間道路・三遠道路は静岡県浜松市天竜区佐久間町川合

から静岡県浜松市北区引佐町東黒田に至る延長２７．９kmの自動車専用道路であり、広域ネットワークの

構築、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援、地域活性化の支援を主な目的として事業を推進

している。 
Ｈ５年度事業化 － Ｈ１３年度用地着手 Ｈ１５年度工事着手 
全体事業費 １，９４０億円 事業進捗率 

（令和４年３月末時点） 
約９２％ 供用済延長 ２０．８km 

計画交通量   ９，７００台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) １．３ 

（１．１） 

(残事業) ２．６ 

（３．８） 

1,376/7,952億円 
 事 業 費：1,138/7,346億円 
 維持管理費：    216/502億円 
更 新 費：     23/104億円 

3,534/10,142億円 
 走行時間短縮便益：3,292/9,346億円 
 走行経費減少便益：    208/717億円 
 交通事故減少便益：    34/79億円 

令和４年 
 
 
 

感度分析の結果  

【事業全体】 交通量変動 :B/C=1.1～1.4(交通量 ±10%)【残事業】 B/C＝2.3～2.8(交通量 ±10%) 

 事業費変動 :B/C=1.3～1.3(事業費 ±10%) B/C＝2.4～2.8(事業費 ±10%) 

 事業期間変動 :B/C=1.2～1.3(事業期間±20%) B/C＝2.5～2.6(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・新幹線駅（浜松駅）へのアクセス向上が見込まれる。 

・第一種空港（中部国際空港）、第二種空港（富士山静岡空港）へのアクセス向上が期待される。 

②物流効率化の支援 

・国際コンテナ航路発着港湾（御前崎港、三河港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・新たに拠点都市間を高規格道路で連絡するルートが構成される。 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線が構成される。 

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が期待される。 

④個性ある地域の形成 

・地域連携プロジェクト（第２次三遠南信地域連携ビジョン）を支援する。 

⑤安全で安心できる暮らしの確保 

・三次医療施設（聖隷三方原病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑥安全な生活環境の確保 

・並行区間等に死傷事故率500件/億台km以上である区間において、交通量の減少により当該区間の安全性

の向上が期待される。 

⑦災害への備え 

・静岡県地域防災計画（R3.10）に第二次緊急輸送路として位置付けられている。 

・緊急輸送道路が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

・並行区間等の事前通行規制区間の代替路線を形成する。 

 



⑧地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑨生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

三遠南信道路建設促進期成同盟会から早期整備を要望 

 

愛知県知事の意見： 

「対応方針（原案）」に対して異議はありません。 

一般国道474号三遠南信自動車道（佐久間道路・三遠道路）は、中央自動車道から新東名高速道路や東名

高速道路を連絡することで、広域的な交流ネットワーク形成に資するとともに、医療機関への到達時間を

短縮させる搬送路として、また災害時には緊急輸送道路としての役割を果たす重要な高規格道路である。 

2025年度の開通見通しが公表された東栄ＩＣ～鳳来峡ＩＣ間の完成は、奥三河の山間地域から太平洋側の

都市部へのアクセス性を格段に向上させ、地域の安心安全・活性化につながることから、一日も早い開通

に向けて整備促進をお願いしたい。 

なお、事業実施にあたっては、安全に配慮しつつ、一層のコスト縮減を図るなど、より効率的な事業推進

に努められるようお願いしたい。 

浜松市長の意見： 

「対応方針（原案）」案に対し異議はない。 

一般国道474 号三遠南信自動車道は、三遠南信地域を結ぶ地域連携の基軸であり広域交流や物流の活性化

において重要な役割を果たすほか、災害時には「命の道」として、信頼性の高いネットワークを構築する

高規格道路である。  

現在事業中の佐久間道路・三遠道路（東栄ＩＣ～鳳来峡ＩＣ）の令和7年度開通予定に向けて工事が順調

に進められていることに加え、水窪佐久間道路においては、昨年5月15日に中心杭打ち式が開催され、用

地買収に向けた地元調整が進んでいることから全線開通に向けた地元の期待が高まっている。  

事業実施に当たっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業促進に努められるようお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・奥三河・北遠地域は、高速道路ネットワークが未形成で、ＩＣアクセスの３０分カバー圏域外である。 

・北遠地域の道路は山岳部という地形のため、防災面で脆弱なネットワークである。 

・県境付近では高齢化の進展等により、救急出動件数が増加傾向にあり、土砂災害等による通行止めで円

滑な救急活動に支障がある。 

・三遠南信自動車道の開通後、南信州と東三河・遠州地域との企業マッチングの割合や企業立地が増加し

ている。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約９２％、用地取得率は１００％。（令和４年３月末時点） 

・浜松いなさ北ＩＣ～浜松いなさＪＣＴ間（延長０．５ｋｍ）は、平成２４年度に２車線供用。 

・鳳来峡ＩＣ～浜松いなさＩＣ間（延長１３．４ｋｍ）は、平成２３年度に２車線供用。 

・佐久間川合ＩＣ～東栄ＩＣ間（延長６．９ｋｍ）は、平成３０年度に２車線供用。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・東栄ＩＣ～鳳来峡ＩＣ間（Ｌ＝７．１ｋｍ）は、令和７年度の供用を予定。 

施設の構造や工法の変更等  

・３次元モデル（BIM/CIM）を構築・活用することで、事業の効率化・高度化を図っていく。 

・盛土工事では、位置計測装置（GPS等）による転圧管理システムを活用する事で、締固め機械の走行軌

跡を表示・計測する事で、現場密度試験の省略が可能となり、効率化に取り組んでいる。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 



事業概要図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局 国道・技術課        

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 
 

 

一般国道１号 島田
し ま だ

金谷
か な や

バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 

 自：静岡
しずおか

県島田
し ま だ

市野田
の だ

 

 至：静岡
しずおか

県掛川
かけがわ

市佐
さ

夜
よ

鹿
しか

 

延長 

 
 

１０．４km 

事業概要  
 一般国道１号島田金谷バイパスは、静岡県島田市野田から掛川市佐夜鹿に至る延長１０．４kmのバイパ

スである。 

島田金谷バイパスの新大井川前後付近では、渋滞箇所が点在し、通勤時間帯を中心に渋滞が発生すると

共に、並行する大井川橋においても混雑が発生しており、本事業では課題解決のために４車線化整備をす

ることで、島田市街地や大井川渡河部の交通渋滞の緩和、沿線地域における物流の効率化等への寄与を見

込んでいる。 
Ｈ２４年度事業化 Ｓ４５年度都市計画決定 Ｈ２６年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手 
全体事業費 ３６６億円 事業進捗率 

（令和４年３月末時点） 
約５８％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量   ５１，１００台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) ３．６ 
 
(残事業) ７．３ 
 

189/379億円 
 事 業 費：143/333億円 
 維持管理費：  46/46億円 

 

1,378/1,378億円 
 走行時間短縮便益：1,279/1,279億円 
 走行経費減少便益：   89/89億円 
 交通事故減少便益：    10/10億円 

令和４年 
 
 
 

感度分析の結果  

【事業全体】 交通量変動 :B/C=3.3～4.0(交通量 ±10%)【残事業】 B/C＝6.5～8.0(交通量 ±10%) 

 事業費変動 :B/C=3.3～4.0(事業費 ±10%) B/C＝6.8～7.9(事業費 ±10%) 

 事業期間変動 :B/C=3.5～3.7(事業期間±20%) B/C＝7.0～7.4(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等の旅行速度が改善される。 

・新幹線駅（ＪＲ掛川駅）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・国際拠点港湾（清水港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・隣接した日常活動圏中心都市間（島田市～掛川市）を最短時間で連絡する路線を構成する。 

・日常活動圏中心都市（掛川市）へのアクセス向上が見込まれる。 

④個性ある地域の形成 

・拠点開発プロジェクト（内陸フロンティアを拓く取組）の支援が期待される。 

⑤安全で安心できる暮らしの確保 

・三次医療施設（藤枝市立総合病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑥災害への備え 

・第一次緊急輸送道路として位置づけられている。 

・緊急輸送道路（細江金谷線等）が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形

成する。 

⑦地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑧生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 



関係する地方公共団体等の意見  

静岡県知事の意見： 

対応方針（原案）のとおり、事業の継続について、異存ありません。 
本事業は、島田市野田から掛川市佐夜鹿に至る区間のバイパスの４車線化事業であり、慢性的な交通渋滞の

緩和、新東名高速道路へのアクセス向上による物流活動への支援、医療施設への救急搬送時間の短縮などの

ストック効果が期待されております。さらに、本県が令和６年度供用に向け整備する金谷御前崎連絡道路と

併せ、陸・海・空の交通ネットワークが強化されるなど、本県の発展に寄与する重要な事業です。  

今後も、効果の早期発現が図られるよう、引き続き必要な予算の確保とコスト縮減の徹底に努め、事業を推

進できるようお願いします。 

また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県と十分な調整をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・島田金谷バイパス(野田IC～大代IC)では朝夕の通勤時間帯に、新大井川橋前後において渋滞が発生して

いる。 

・並行する県道島田岡部線の大井川橋においても、通勤時間帯を中心に渋滞が発生している。 

・島田金谷バイパス沿線市町では、食料品、紙・パルプ製品等の製造品出荷額等が増加傾向にあり、島田

金谷バイパスは沿線企業と新東名高速ICや近隣都市を繋ぎ、沿線地域の物流活動を支えている。 

・島田市内から救急患者を24時間受け入れることができる第3次救急医療施設への緊急搬送時には、島田

金谷バイパスの混雑状況に応じて、並行する県道島田岡部線を利用している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率約５８％（令和４年３月末時点）、用地取得率は約９５％（令和４年３月末時点） 

・静岡県島田市野田から掛川市佐夜鹿間（延長１０．４ｋｍ）は、早期４車線開通に向けて調査・用地買

収・工事を推進。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・旗指ＩＣ～大代ＩＣ間（延長４．３ｋｍ）は、令和６年度に４車線開通、菊川ＩＣは令和４年度内にフ

ルインター化を予定。 

施設の構造や工法の変更等  

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

                                担 当 課：道路局 国道・技術課          
                                担当課長名：長谷川 朋弘          
 

事業名   

 一般国道２４６号 裾野
す そ の

バイパス 

事業 

区分 

  

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点   自：静岡県駿東
すんとう

郡小山町
おやまちょう

小山
お や ま

 

  至：静岡県沼津
ぬ ま づ

市大岡
おおおか

 

延長  

３５．３km 
事業概要  
 一般国道２４６号は、東京都千代田区を起点とし、静岡県沼津市に至る東西交通を担う延長約１２０ 
ｋｍの主要幹線道路である。 
一般国道２４６号裾野バイパスは、駿東郡小山町小山から沼津市大岡に至る延長３５．３ｋｍの国道２

４６号のバイパスであり、交通渋滞の緩和、交通事故の削減、地域経済活性化の支援を主な目的として事
業を推進している。 
S41年度事業化 S46年度都市計画決定 

S49年度都市計画決定 
S50年度都市計画決定 
S55年度都市計画決定 
S61年度都市計画決定 

S41年度用地着手 S41年度工事着手 

全体事業費 ５５７億円 事業進捗率 
(令和4年3月末時点) 

約７７％ 供用済延長 
 

３５．３km 
 

計画交通量   ３５，２００台／日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体)  ２．５ 
 
(残事業)   ３．０ 

    132/1,641億円 
事業費： 115/1,219億円 
維持管理費： 17/422億円 
 

    391/4,166億円 
 走行時間短縮便益：377/3,984億円 
 走行経費減少便益：  14/107億円 
 交通事故減少便益： 0.21/75億円 

令和４年 

感度分析の結果  
【事業全体】交通量変動 ：B/C=2.4～2.7(交通量±10%) 【残事業】B/C=2.8～3.1(交通量±10%) 

事業費変動 ：B/C=2.5～2.6(事業費±10%)      B/C=2.7～3.2(事業費±10%) 
事業期間変動：B/C=2.5～2.6(事業期間±20%)     B/C=2.6～3.3(事業期間±20%) 

事業の効果等   
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 
・現道等における混雑時旅行速度が２０ｋｍ／ｈ未満である区間の旅行速度が改善される。 
②個性ある地域の形成 
・“ふじのくに”のフロンティアを拓く取り組みや大規模イベント(富士スピードウェイ)を支援する。 
・主要観光地(御殿場市、小山町、沼津市)へのアクセス向上が見込まれる。 
③災害への備え 
・第一次緊急輸送路として位置づけられている。 
・緊急輸送路(新東名高速道路、東名高速道路、国道１号)の代替路線を形成する。 
④地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が見込まれる。 
⑤生活環境の改善・保全 
・NO2排出量の削減が見込まれる。 
・SPM排出量の削減が見込まれる。 
 
 
 
 
 
 
関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等： 
・一般国道２４６号バイパス建設促進期成同盟会による要望 



 

 

静岡県知事の意見： 
・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について、異存ありません。 
・本事業は、駿東郡小山町小山から沼津市大岡に至る区間のバイパスの４車線化事業であり、慢性的な交
通渋滞の緩和、災害に強い道路機能の確保、本県東部地域の経済活性化などのストック効果が期待されて
おり、本県の発展と安心・安全に寄与する重要な事業です。  
・今後も、効果の早期発現が図られるよう、引き続き必要な予算の確保とコスト縮減の徹底に努め、事業
を推進するようお願いします。 
・なお、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県と十分な調整をお願いします。 
事業評価監視委員会の意見  
・対応方針（原案）は妥当である。 
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・２車線区間では休日(上り)に旅行速度が３０ｋｍ／ｈ未満へ低下するなど交通集中による渋滞が発生。 
・２車線区間の重大事故の発生割合は４車線区間に比べ約３倍となっており、事故類型では正面衝突事故
の割合が高くなっている。 
・国道２４６号の小山町生土から棚頭は雨量通行規制区間となっている。 
・裾野バイパスは、災害時の緊急車両の通行を確保すべき重要な路線として第一次緊急輸送道路に指定。 
・裾野バイパスの４車線区間の延伸に伴い、沿線地域の工業団地が増加し製造品出荷額も増加している。 
事業の進捗状況、残事業の内容等  
・事業進捗率は約７７％、用地取得率は約９９％。（令和４年３月末時点） 
・延長３５．３ｋｍのうち３０．９ｋｍが完成４車線で開通済。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・駿東郡小山町生土～駿東郡小山町上野（延長４．４ｋｍ）については、測量、環境調査、水文調査、用
地調査、用地買収、調査設計を推進。 
施設の構造や工法の変更等  
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 
対応方針 事業継続 
対応方針決定の理由  
  以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 
事業概要図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局 国道・技術課      

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 

 

 

一般国道２３号 
おかざき

岡崎バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 

 
自：

あ い ち

愛知県
ぬ か た

額田郡幸田
こうたち

町
ょうあしのや

芦谷 

至：
あ い ち

愛知県
に し お

西尾市
みなみなかね

南中根
ちょう

町  

延長 

 

 

１４．６km 

事業概要  

一般国道２３号名豊道路は、愛知県豊橋市東細谷町から豊明市阿野町を結び、沿線の８市１町を通過す

る延長７２．７ｋｍの大規模バイパス事業で、高規格道路として整備している。 

一般国道２３号岡崎バイパスは、高規格道路名豊道路の一部を構成し、交通渋滞の緩和、物流効率化の

支援、災害に強い道路機能の確保等を目的とした延長１４．６kmのバイパス事業である。 

Ｓ５５年度事業化 

Ｓ６２年度事業化 

Ｓ５０年度都市計画決定 

Ｓ５１年度都市計画決定 

Ｓ５５年度用地着手 

 

Ｓ６１年度工事着手 

 

全体事業費 １，０４０億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約８１％ 供用済延長 １４．６km 

計画交通量 ６６，０００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)   ５.３ 

（８.６） 

(残事業)     ８.０ 

       （９.０） 

     986/11,574億円 

 事 業 費：690/9,785億円 

 維持管理費：296/1,356億円 

更 新 費：   /433億円 

      7,921/61,213億円 

 走行時間短縮便益：7,217/57,770億円 

 走行経費減少便益：  654/3,055億円 

 交通事故減少便益：    51/388億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動 ：B/C=4.8～5.8(交通量 ±10%)【残事業】B/C=7.2～8.8(交通量 ±10%) 

     事業費変動 ：B/C=5.3～5.3(事業費 ±10%)         B/C=7.5～8.6(事業費 ±10%) 

     事業期間変動：B/C=5.3～5.3(事業期間±20%)      B/C=7.9～8.1(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（名鉄バス）が存在する。 

・第一種空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・重要港湾（三河港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③都市の再生 

・区画整理（西尾西山地区等）の沿道まちづくりとの連携がある。 

④国土・地域ネットワークの構築 

・高規格道路「名豊道路」の一部として全区間指定されている。 

⑤個性ある地域の形成 

・拠点開発プロジェクト（三河湾地域リゾート整備構想）を支援する。 

・主要な観光地（豊川稲荷）へのアクセス向上が期待される。 

⑥安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（安城更生病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑦災害への備え 

・第一次緊急輸送路（愛知県地域防災計画より）として位置づけられている。 

・一般国道1号が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑨生活環境の改善・保全 

・NO2排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 



関係する地方公共団体等の意見  

愛知県知事の意見： 

「対応方針（原案）」に対して異議はありません。 

 一般国道23号岡崎バイパス・蒲郡バイパス・豊橋バイパス・豊橋東バイパスは、三河港等の重要港湾と

西三河南部の主要生産拠点を結ぶ重要な東西軸である。本道路が整備されることで、物流拠点と生産拠点

とのアクセス性が向上するとともに、国道1号の渋滞が緩和し、物流の効率化及び生産性の向上が図られ

ることから、本県の国際競争力強化が期待される。 

 さらに、発生が危惧される南海トラフ地震等の大規模災害時には、緊急輸送道路としての機能を有し、

地域の安全・安心、国土強靭化の観点からも重要な道路である。 

 一方、現状の一般国道23号の既供用区間では、暫定2車線区間において渋滞が発生しており、定時性が

確保されていない状況である。 

 そのため、令和６年度開通予定の蒲郡バイパス（豊川為当IC～蒲郡IC間）の一日も早い開通と暫定2車

線区間の4車線化に向けて整備を加速するようにお願いしたい。 

 なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減を図る等、より効率的な事業進捗に努められるようお

願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・岡崎バイパスは、幸田須美ＩＣ～安城西尾ＩＣが昭和５５年度、幸田芦谷ＩＣ～幸田須美ＩＣが昭和６

２年度に事業化し、全線暫定2車線で開通済。そのうち延長５．５ｋｍが完成４車線開通している。 

・岡崎バイパスの暫定２車線供用区間、岡崎バイパスに並行する国道１号では、渋滞損失時間が愛知県平

均を大きく超える区間が多数存在し、交通渋滞が著しい状況である。 

・岡崎バイパス沿線の２市１町では、愛知県の約８％の人口集積に対して、輸送機械製造品は愛知県の約

１２％を占めるなど、多くの自動車関連工場が集積している。 

・三河地域は、東海・東南海地震等の大規模地震の発生が予測される地域である。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約８１％（令和４年３月末時点）。用地取得率は１００％（令和４年３月末時点） 

・西尾東ＩＣ～安城西尾ＩＣ間（延長５．５ｋｍ）は、平成２７年度に完成４車線供用済み。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・幸田芦谷ＩＣ～西尾東ＩＣ間（延長９．１ｋｍ）は、４車線化に向けて整備を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局 国道・技術課      

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 

 

 

一般国道２３号 
がまごおり

蒲 郡バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 

 
自：

あ い ち

愛知県
とよかわ

豊川市
ためとうちょう

為当町 

至：
あ い ち

愛知県
ぬ か た

額田郡
こうたちょう

幸田町
あしのや

芦谷 

延長 

 

 

１５．０km 

事業概要  

一般国道２３号名豊道路は、愛知県豊橋市東細谷町から豊明市阿野町を結び、沿線の８市１町を通過す

る延長７２．７ｋｍの大規模バイパス事業で、高規格道路として整備している。 

一般国道２３号蒲郡バイパスは、高規格道路名豊道路の一部を構成し、交通渋滞の緩和、物流効率化、

災害に強い道路機能の確保等を目的とした延長１５．０kmのバイパス事業である。 

Ｈ９年度事業化 

Ｈ１９年度事業化 

Ｈ３年度都市計画決定 Ｈ１５年度用地着手 Ｈ１８年度工事着手 

全体事業費 １，４６７億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約７２％ 供用済延長 ５．９km 

計画交通量 ６０，１００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)   ５.３ 

（２.８） 

(残事業)     ８.０ 

       （９.４） 

     986/11,574億円 

 事 業 費：690/9,785億円 

 維持管理費：296/1,356億円 

更 新 費：   /433億円 

      7,921/61,213億円 

 走行時間短縮便益：7,217/57,770億円 

 走行経費減少便益：  654/3,055億円 

 交通事故減少便益：    51/388億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動 ：B/C=4.8～5.8(交通量 ±10%)【残事業】B/C=7.2～8.8(交通量 ±10%) 

     事業費変動 ：B/C=5.3～5.3(事業費 ±10%)         B/C=7.5～8.6(事業費 ±10%) 

     事業期間変動：B/C=5.3～5.3(事業期間±20%)      B/C=7.9～8.1(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（名鉄バス）が存在する。 

・第一種空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・重要港湾（三河港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③都市の再生 

・区画整理（蒲郡中部地区等）の沿道まちづくりとの連携がある。 

④国土・地域ネットワークの構築 

・高規格道路「名豊道路」の一部として、全区間が指定されている。 

⑤個性ある地域の形成 

・拠点開発プロジェクト（東三河地方拠点都市地域基本計画等）を支援する。 

・主要な観光地（豊川稲荷）へのアクセス向上が期待される。 

⑥安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（豊橋市民病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑦災害への備え 

・第一次緊急輸送道路（愛知県地域防災計画より）として位置づけられている。 

・一般国道1号が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑨生活環境の改善・保全 

・NO2排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 



関係する地方公共団体等の意見  

愛知県知事の意見： 

「対応方針（原案）」に対して異議はありません。 

 一般国道23号岡崎バイパス・蒲郡バイパス・豊橋バイパス・豊橋東バイパスは、三河港等の重要港湾と

西三河南部の主要生産拠点を結ぶ重要な東西軸である。本道路が整備されることで、物流拠点と生産拠点

とのアクセス性が向上するとともに、国道1号の渋滞が緩和し、物流の効率化及び生産性の向上が図られ

ることから、本県の国際競争力強化が期待される。さらに、発生が危惧される南海トラフ地震等の大規模

災害時には、緊急輸送道路としての機能を有し、地域の安全・安心、国土強靭化の観点からも重要な道路

である。一方、現状の一般国道23号の既供用区間では、暫定2車線区間において渋滞が発生しており、定

時性が確保されていない状況である。そのため、令和６年度開通予定の蒲郡バイパス（豊川為当IC～蒲郡

IC間）の一日も早い開通と暫定2車線区間の4車線化に向けて整備を加速するようにお願いしたい。 

なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減を図る等、より効率的な事業進捗に努められるようお願

いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・一般国道２３号蒲郡バイパスは、蒲郡ＩＣ～幸田芦谷ＩＣが平成９年度、豊川為当ＩＣ～蒲郡ＩＣが平

成１９年度に事業化し、延長５．９ｋｍが暫定２車線で開通している。 

・蒲郡市街地を通過する国道２３号や、蒲郡バイパスに並行する国道１号では、渋滞損失時間が愛知県平

均を大きく超える区間が存在し、交通渋滞が著しい状況である。 

・三河地域は、東海・東南海地震等の大規模地震の発生が予測される地域である。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約７２％（令和４年３月末時点）。用地取得率は約９９％（令和４年３月末時点）。 

・蒲郡ＩＣ～幸田芦谷ＩＣ間（延長５．９ｋｍ）は、平成２５年度に暫定２車線供用済み。 

・豊川為当ＩＣ～蒲郡ＩＣ間（延長９．１ｋｍ）は、設計協議、用地買収を推進し、工事を推進する。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・豊川為当ＩＣ～蒲郡市ＩＣ間（延長９．１ｋｍ）は、令和６年度の開通に向けて工事を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  
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一般国道23号 蒲郡バイパス
かねの

＜凡例＞

完成4車
開通済

暫定2車
開通済

駅

開通済

ＩＣ名

開通済

名豊道路

主要地方道
及 び 県 道

ＪＲ線

一般国道

未開通

高速道路

R6年度開通予定
延⻑9.1km

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局 国道・技術課      

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 

 

 

一般国道２３号 
とよはし

豊橋バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 

 
自：

あ い ち

愛知県
とよはし

豊橋市
の よ り

野依
ちょう

町  

至：
あ い ち

愛知県
とよかわ

豊川市
ためとう

為当
ちょう

町  

延長 

 

 

１７．６km 

事業概要  

一般国道２３号名豊道路は、愛知県豊橋市東細谷町から豊明市阿野町を結び、沿線の８市１町を通過す

る延長７２．７ｋｍの大規模バイパス事業で、高規格道路として整備している。 

一般国道２３号豊橋バイパスは高規格道路名豊道路及び豊橋浜松道路の一部を構成し、交通渋滞の緩和

、物流効率化の支援、災害に強い道路機能の確保等を目的とした延長１７．６kmのバイパス事業である。 

Ｓ４８年度事業化 

Ｈ１年度事業化 

Ｓ４９年度都市計画決定 

Ｓ６１年度都市計画決定 

Ｈ ３年度都市計画決定 

Ｓ５０年度用地着手 

 

Ｓ５５年度工事着手 

 

全体事業費 １，７０７億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約８５％ 供用済延長 １７．６km 

計画交通量 ６５，６００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)   ５.３ 

（５.１） 

(残事業)     ８.０ 

       （８.３） 

     986/11,574億円 

 事 業 費：690/9,785億円 

 維持管理費：296/1,356億円 

更 新 費：   /433億円 

      7,921/61,213億円 

 走行時間短縮便益：7,217/57,770億円 

 走行経費減少便益：  654/3,055億円 

 交通事故減少便益：    51/388億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動 ：B/C=4.8～5.8(交通量 ±10%)【残事業】B/C=7.2～8.8(交通量 ±10%) 

     事業費変動 ：B/C=5.3～5.3(事業費 ±10%)         B/C=7.5～8.6(事業費 ±10%) 

     事業期間変動：B/C=5.3～5.3(事業期間±20%)      B/C=7.9～8.1(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等に、当該路線整備により利便性の向上が期待できるバス路線（豊鉄バス）が存在する。 

・第一種空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・重要港湾（三河港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③都市の再生 

・区画整理（牟呂坂津地区等）の沿道まちづくりとの連携がある。 

④国土・地域ネットワークの構築 

・高規格道路「名豊道路」「豊橋浜松道路」の一部として、一部区間が指定されている。 

⑤個性ある地域の形成 

・拠点開発プロジェクト（東三河地方拠点都市地域基本計画等）を支援する。 

・主要な観光地（豊川稲荷）へのアクセス向上が期待される。 

⑥安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（豊橋市民病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑦災害への備え 

・第一次緊急輸送道路（愛知県地域防災計画より）として位置づけられている。 

・一般国道1号が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑨生活環境の改善・保全 

・NO2排出量の削減が見込まれる。 



・SPM排出量の削減が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見  

愛知県知事の意見： 

「対応方針（原案）」に対して異議はありません。 

 一般国道23号岡崎バイパス・蒲郡バイパス・豊橋バイパス・豊橋東バイパスは、三河港等の重要港湾と

西三河南部の主要生産拠点を結ぶ重要な東西軸である。本道路が整備されることで、物流拠点と生産拠点

とのアクセス性が向上するとともに、国道1号の渋滞が緩和し、物流の効率化及び生産性の向上が図られ

ることから、本県の国際競争力強化が期待される。さらに、発生が危惧される南海トラフ地震等の大規模

災害時には、緊急輸送道路としての機能を有し、地域の安全・安心、国土強靭化の観点からも重要な道路

である。一方、現状の一般国道23号の既供用区間では、暫定2車線区間において渋滞が発生しており、定

時性が確保されていない状況である。 

 そのため、令和６年度開通予定の蒲郡バイパス（豊川為当IC～蒲郡IC間）の一日も早い開通と暫定2車

線区間の4車線化に向けて整備を加速するようにお願いしたい。 

 なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減を図る等、より効率的な事業進捗に努められるようお

願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・一般国道２３号豊橋バイパスは、大崎ＩＣ～豊川為当ＩＣが昭和４８年度、野依ＩＣ～大崎ＩＣが平成

元年度に事業化し、全線暫定２車線で開通済であり、うち９．４ｋｍが完成４車線開通している。 

・豊橋バイパスに並行する国道１号は、渋滞損失時間が愛知県平均を大きく超える区間が多数存在し、交

通渋滞が著しい状況である。 

・三河港は、自動車輸出台数は１０年連続全国２位であり、三河港の輸出額うち機械類及び輸送用機器９

割を占め、今後取扱量の増大に備えＡＩ等を活用した輸送の高度化を検討している。 

・三河地域は、東海・東南海地震等の大規模地震の発生が予測される地域である。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約８５％（令和４年３月末時点）。用地取得率は１００％（令和４年３月末時点）。 

・野依ＩＣ～豊川為当ＩＣ間（延長１７．６ｋｍ）全線は、平成２４年度に暫定２車線供用済み。 

・大崎ＩＣ～前芝ＩＣ間（延長９．４ｋｍ）は、平成２５年度に完成４車線供用済み。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・野依ＩＣ～大崎ＩＣ間（延長４．０ｋｍ）は４車線化に向けて、整備を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局 国道・技術課      

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 

 

 

一般国道２３号 
とよはし

豊橋
ひがし

東 バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 

 
自：

あ い ち

愛知県
とよはし

豊橋市
ひがしほそや

東細谷
ちょう

町  

至：
あ い ち

愛知県
とよはし

豊橋市
の よ り

野依
ちょう

町  

延長 

 

 

９．２km 

事業概要  

一般国道２３号名豊道路は、愛知県豊橋市東細谷町から豊明市阿野町を結び、沿線の８市１町を通過する

延長７２．７ｋｍの大規模バイパス事業で、高規格道路として整備している。 

一般国道２３号豊橋東バイパスは、高規格道路豊橋浜松道路の一部を構成し、交通渋滞の緩和、物流効率

化の支援、災害に強い道路機能の確保等を目的とした延長９．２kmのバイパス事業である。 

Ｈ４年度事業化 

 

Ｓ６１年度都市計画決定 Ｈ７年度用地着手 

 

Ｈ１４年度工事着手 

全体事業費 ４８９億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約９１％ 供用済延長 ９．２km 

計画交通量 ４７，１００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)   ５.３ 

（５.７） 

(残事業)     ８.０ 

    （２２.０） 

     986/11,574億円 

 事 業 費：690/9,785億円 

 維持管理費：296/1,356億円 

更 新 費：   /433億円 

      7,921/61,213億円 

 走行時間短縮便益：7,217/57,770億円 

 走行経費減少便益：  654/3,055億円 

 交通事故減少便益：    51/388億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動 ：B/C=4.8～5.8(交通量 ±10%)【残事業】B/C=7.2～8.8(交通量 ±10%) 

     事業費変動 ：B/C=5.3～5.3(事業費 ±10%)         B/C=7.5～8.6(事業費 ±10%) 

     事業期間変動：B/C=5.3～5.3(事業期間±20%)      B/C=7.9～8.1(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（豊鉄バス）が存在する。 

・第一種空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・重要港湾（三河港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③都市の再生 

・区画整理（牟呂坂津地区等）の沿道まちづくりとの連携がある。 

④国土・地域ネットワークの構築 

・高規格道路「豊橋浜松道路」の一部として、全区間が指定されている。 

⑤個性ある地域の形成 

・拠点開発プロジェクト（東三河地方拠点都市地域基本計画等）を支援する。 

・主要な観光地（豊川稲荷）へのアクセス向上が期待される。 

⑥安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（豊橋市民病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑦災害への備え 

・第一次緊急輸送路（愛知県地域防災計画より）として位置づけられている。 

・一般国道1号が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑨生活環境の改善・保全 

・NO2排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 



関係する地方公共団体等の意見  

愛知県知事の意見： 

「対応方針（原案）」に対して異議はありません。 

 一般国道23号岡崎バイパス・蒲郡バイパス・豊橋バイパス・豊橋東バイパスは、三河港等の重要港湾と

西三河南部の主要生産拠点を結ぶ重要な東西軸である。本道路が整備されることで、物流拠点と生産拠点

とのアクセス性が向上するとともに、国道1号の渋滞が緩和し、物流の効率化及び生産性の向上が図られ

ることから、本県の国際競争力強化が期待される。さらに、発生が危惧される南海トラフ地震等の大規模

災害時には、緊急輸送道路としての機能を有し、地域の安全・安心、国土強靭化の観点からも重要な道路

である。一方、現状の一般国道23号の既供用区間では、暫定2車線区間において渋滞が発生しており、定

時性が確保されていない状況である。 

 そのため、令和６年度開通予定の蒲郡バイパス（豊川為当IC～蒲郡IC間）の一日も早い開通と暫定2車

線区間の4車線化に向けて整備を加速するようにお願いしたい。 

 なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減を図る等、より効率的な事業進捗に努められるようお

願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・一般国道２３号豊橋東バイパスは、平成４年度に事業化し、全線暫定２車線で開通している。 

・豊橋東バイパスに並行する国道１号は、渋滞損失時間が愛知県平均を大きく超える区間が多数存在し、

交通渋滞が著しい状況である。 

・三河港は、自動車輸出台数は１０年連続全国２位であり、三河港の輸出額うち機械類及び輸送用機器９

割を占め、今後取扱量の増大に備えＡＩ等を活用した輸送の高度化を検討している。 

・三河地域は、東海・東南海地震等の大規模地震の発生が予測される地域である。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約９１％（令和４年３月末時点）。用地取得率は１００％（令和４年３月末時点）。 

・豊橋東ＩＣ～野依ＩＣ間（延長９．２ｋｍ）全線は、平成２５年度に暫定２車線供用済み。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・豊橋東ＩＣ～野依ＩＣ間（延長９．２ｋｍ）は、４車線化に向けて整備を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局 国道・技術課        

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 

 

 

一般国道４１号 美濃加茂
み の か も

バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 

 
自：岐阜県美濃加茂

み の か も

市太田町
おおたちょう

 

至：岐阜県加茂
か も

郡川辺町
かわべちょう

石神
いしがみ

 

延長 

 

 

９．４km 

事業概要  

一般国道４１号美濃加茂バイパスは、岐阜県美濃加茂市太田町から加茂郡川辺町石神に至る延長９．４ 

ｋｍのバイパスである。 

美濃加茂バイパスに並行する国道２１号、県道３７１号（旧国道４１号現道）には、主要渋滞箇所や事

故危険区間の課題があり、本事業により、交通渋滞の緩和、交通事故の減少等の効果を見込んでいる。 

Ｓ４９年度事業化 

 

Ｓ４９年度都市計画決定 

Ｓ５５年度都市計画決定 

Ｓ５３年度用地着手 

 

Ｓ５８年度工事着手 

 

全体事業費 ６４５億円 

 

事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約７８％ 

 

供用済延長 ９．４km 

 

計画交通量  ２９，９００ 台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体） １．８ 

 

(残事業) ２．６ 

 

  142/1,358億円 

 事 業 費：106/1,248億円 

 維持管理費：  36/110億円 

  363/2,386億円 

 走行時間短縮便益：326/2,084億円 

 走行経費減少便益：  27/230億円 

 交通事故減少便益：  9.3/72億円 

令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【全体事業】交通量変動：B/C=1.6～1.9(交通量 ±10%) 【残事業】B/C=2.3～2.8(交通量 ±10%) 

      事業費変動：B/C=1.7～1.8(事業費 ±10%)      B/C=2.4～2.8(事業費 ±10%) 

      事業期間変動：B/C=1.7～1.8(事業期間±20%)     B/C=2.4～2.7(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・利便性の向上が期待できるバス路線（美濃加茂市コミュニティバス、川辺町福祉バス）が存在する。 

・特急停車駅（美濃太田駅）へのアクセス向上が見込まれる。 

・その他の空港（名古屋飛行場）へのアクセス向上が見込まれる。 

②国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。 

・日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる。 

③個性ある地域の形成 

・拠点開発プロジェクト（美濃加茂市立地適正化計画）、地域連携プロジェクト（みのかも定住自立圏

第３次共生ビジョン）を支援する。 

・主要観光地（ぎふ清流里山公園、リバーポートパーク美濃加茂、ロックタウンプラザ）へのアクセス

向上が期待される。 

④安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（中濃厚生病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑤災害への備え 

・第一次緊急輸送路として位置づけられている。 

⑥地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑦生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 

 



関係する地方公共団体等の意見  

岐阜県知事の意見： 

対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。 

一般国道４１号美濃加茂バイパスは、主要渋滞箇所や事故危険区間の課題があり、整備により、交通渋滞

の緩和、交通事故の減少等の効果をもたらす重要な道路と考えていることから、引き続き早期完成に向け

た事業の推進をお願いします。 

事業費については、最新技術の活用も含めて、徹底したコスト縮減をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・一般国道２１号坂祝バイパスが平成２８年３月に開通している。 

・一般国道２１号坂祝バイパスの開通後、美濃加茂バイパスでは、平面４車線供用している太田町交差点

付近の交通量が増加し、朝夕ピーク時に著しい渋滞が発生している。（最大渋滞長２３０ｍ：令和３年

２月１７日 １８時台） 

・美濃加茂市は美濃加茂バイパス全線開通後、周辺町村と「みのかも定住自立圏」に関する協定を締結し

、圏域全体の活性化、人口定住を図っている。 

・美濃加茂バイパスの整備進展に伴い、沿線地域では多くの企業立地に伴い工場事業所数等が増加し、人

口が増加するなど地域経済が発展している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率約７８％（令和４年３月末時点）、用地取得率約１００％（令和４年３月末時点）。 

・平成２４年度までに全線暫定２車線開通済み、平成２６年３月に太田町周辺が４車線で開通済み。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・関連する周辺事業の整備状況や、美濃加茂市周辺における将来ネットワークの検討状況を踏まえ、完成

４車線化に向けた調査設計を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

美濃加茂バイパス 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局 国道・技術課        

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 

 

 

一般国道２１号 関ケ原
せ き が は ら

バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 

 
自：岐阜県不破

ふ わ

郡垂井町
たるいちょう

日守
ひ も り

 

至：岐阜県不破
ふ わ

郡関ケ原町
せきがはらちょう

今須
い ま す

 

延長 

 １０．４km 

事業概要  

一般国道２１号関ケ原バイパスは、岐阜県不破郡垂井町日守から不破郡関ケ原町今須に至る延長１０．

４ｋｍのバイパスである。 

国道２１号現道には、主要渋滞箇所や事故危険区間、急勾配区間の課題があり、本事業は、課題解決の

ためにバイパスを整備することで、交通渋滞の緩和、交通安全の確保、災害に強い道路機能の確保、観光

産業の活性化等の効果を見込んでいる。 

Ｓ４７年度事業化 

 

Ｓ５４年度都市計画決定 

Ｓ５８年度都市計画決定 

Ｓ５５年度用地着手 

 

Ｓ５８年度工事着手 

 

全体事業費 ４４０億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約５８％ 供用済延長 ６．０km 

計画交通量  １４，７００ 台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体） ０．９２ 

 

(残事業) １．５ 

  189/985億円 

 事 業 費：140/915億円 

 維持管理費： 49/ 69億円 

 

  288/909億円 

 走行時間短縮便益：257/788億円 

 走行経費減少便益： 26/112億円 

 交通事故減少便益：4.8/9.2億円 

令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【全体事業】交通量変動：B/C=0.83～1.02(交通量 ±10%) 【残事業】B/C=1.4～1.7(交通量 ±10%) 

      事業費変動：B/C=0.91～0.94(事業費 ±10%)      B/C=1.4～1.6(事業費 ±10%) 

      事業期間変動：B/C=0.85～0.93(事業期間±20%)     B/C=1.4～1.5(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等の旅行速度の改善が期待される。 

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（名阪近鉄バス、関ケ原町ふれあ

いバス）が存在する。 

②国土・地域ネットワークの構築 

・当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間（大垣市、彦根市）を最短時間で連絡する路線を構成する。 

・日常活動圏の中心都市（大垣市）へのアクセス向上が見込まれる。 

③個性ある地域の形成 

・地域連携プロジェクト（関ケ原古戦場グランドデザイン）を支援する。 

・主要観光地（伊吹山ドライブウェイ）へのアクセス向上が期待される。 

④安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（大垣市民病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑤災害への備え 

・第一次緊急輸送路（岐阜県地域防災計画より）として位置づけられている。 

・現道等の防災点検箇所（岐阜県不破郡関ケ原町日守～今須間）を迂回することができる。 

・現道等の予防的通行規制区間（山中峠）を迂回することができる。 

⑥地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑦生活環境の改善・保全 

・NO2排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 



・現道等の騒音レベルの改善が期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた意見主な意見等： 

・国道２１号岐阜・滋賀バイパス建設促進期成同盟会が早期整備を要望。 

岐阜県知事の意見： 

・対応方針（原案）案のとおり、本事業の継続について異存ありません。 

・一般国道２１号関ケ原バイパスの整備により、豪雪時の山中峠を回避することが可能となり、災害に強

い道路機能の確保が期待されることから、引き続き早期完成に向けた事業の推進をお願いします。 

・事業費については、最新技術の活用も含めて、徹底したコスト縮減をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・国道２１号現道の関ケ原西町交差点付近は信号交差点が連続し、渋滞損失時間が４５．９万人時間/年

ｋｍと大きくなっている。 

・関ケ原バイパスに並行する国道２１号現道には事故危険区間が３箇所存在し、渋滞や追越に起因すると

考えられる正面衝突・追突の事故が約６割を占めている。 

・関ケ原付近では降雪量が平均約１１５ｃｍ/年と周辺地域と比較しても多く、国道２１号現道の山中峠

（約２ｋｍ）は、縦断勾配が６．０％を超える箇所が存在するため、大雪時に立ち往生等が起こりやす

い区間として「予防的通行規制区間」に指定されている。 

・関ケ原町では、関ケ原のブランド力を活かした地域活性化と歴史資産の継承に向けて、平成２７年３月

に「関ケ原古戦場グランドデザイン」を策定し、関ケ原古戦場の保全および再整備に取り組んでおり、

ハード面での整備が概成している。 

・令和４年８月に岐阜県知事と滋賀県知事との懇談会において、戦国時代の史跡をつなぐ「広域観光ルー

プ」が提案されるとともに、１０月には、関ヶ原町と滋賀県の３市が観光振興に関する新たな連携協定

を結び観光ツアーを企画するなどハード面を活かす取り組みが始まっている。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約５８％、用地進捗率は約８５％（令和４年３月末時点） 

・不破郡垂井町日守～関ケ原町玉間（延長６．０ｋｍ）は、暫定２車線で開通済み。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・不破郡関ケ原町玉～関ケ原町今須間について、近年の大雪による地域への影響等を踏まえ調査設計を推

進する。 

施設の構造や工法の変更等  

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

関ケ原バイパス
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市街化区域
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鉄道（ＪＲ）
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一般国道21号 関ケ原バイパス（延長１０．４ｋｍ）

垂井町
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ょ
う
た
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2車線
開通年度

H5年度

延長1.8km

H4年度

延長1.2km

H5年度

延長0.5km

H2年度

延長1.5km

H15年度

延長1.0km



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局 国道・技術課      

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 

 

 

一般国道１号 桑名
く わ な

東部
と う ぶ

拡幅
かくふく

 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 

 
自：三重県桑名

く わ な

市長島
ながしま

町又
また

木
ぎ

 

至：三重県桑名
く わ な

市北浜
きたはま

町 

延長 

 

 

３．９km 

事業概要  

一般国道１号桑名東部拡幅は、三重県桑名市長島町又木から同市北浜町に至る延長約３．９ｋｍの道路拡

幅事業であり、災害に強い道路機能の確保、交通渋滞の緩和等を目的に計画された道路である。 

桑名東部拡幅区間には、主要渋滞箇所（３箇所）や特殊車両の自由走行制限区間等の課題があり、本事業

は課題解決のために拡幅整備等を行うことで、災害に強い道路機能の確保、物流効率化の支援、交通渋滞の

緩和等の効果を見込んでいる。 

Ｓ５１年度事業化 Ｓ６０年度都市計画決定 Ｓ６３年度用地着手 Ｈ１８年度工事着手 

全体事業費 ６３３億円 

 

事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約５３％ 

 

供用済延長 ０．０km 

 

計画交通量  ４０，５００ 台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体） １．２ 

 

(残事業) ３．２ 

 

  253/691億円 

 事 業 費：242/681億円 

 維持管理費： 11/ 11億円 

  

  798/798億円 

 走行時間短縮便益：664/664億円 

 走行経費減少便益：129/129億円 

 交通事故減少便益：4.6/4.6億円 

令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【全体事業】交通量変動：B/C=1.05～1.2(交通量 ±10%) 【残事業】B/C=2.9～3.4(交通量 ±10%) 

      事業費変動：B/C=1.1～1.2(事業費 ±10%)       B/C=2.9～3.5(事業費 ±10%) 

      事業期間変動：B/C=0.99～1.3(事業期間±20%)     B/C=2.8～3.6(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道（国道１号）の旅行速度の改善が見込まれる。 

・利便性の向上が期待できるバス路線（三重交通）が存在する。 

②物流効率化の支援 

・現道（国道１号）における総重量25tの車両が通行できない区間の解消が見込まれる。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。 

④個性ある地域の形成 

・主要観光地（ナガシマリゾート等）へのアクセス向上が期待される。 

⑤災害への備え 

・第一次緊急輸送路（三重県緊急輸送道路ネットワーク計画）として位置づけられている。 

・架替の必要のある老朽橋梁（伊勢大橋）における通行規制の解消が見込まれる。 

⑥地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑦生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 

 

 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・国道1号桑名東部拡幅事業促進期成同盟会から早期整備の要望 



三重県知事からの意見： 

・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。 

・本事業は、老朽化著しい伊勢大橋の架け替えとあわせて、国道１号の交通渋滞の緩和、災害に強い道路

機能の確保及び物流効率化や観光振興の支援を図るための重要な４車線化事業です。 

・今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、早期４車線化に向けた事業の推進をお願いいたし

ます。 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・伊勢大橋は、昭和９年度に竣工し上部工のたわみが見られ、雨水・塩害の影響による老朽化が進行して

おり、また洪水や高潮、南海トラフ地震により発生が想定される津波に対して桁下高が十分に確保され

ていないため脆弱な状況にある。 

・近年、四日市港における外貿コンテナの取扱量が増加傾向（R2コロナ禍を除く）にあり、需要の増加や

大型船舶への対応を目的とした霞ヶ浦地区国際物流ターミナルの整備が着手されるなど、四日市港の機

能強化が進められている。 

・桑名東部拡幅区間で発生する㎞あたりの渋滞損失時間は、三重県内国道平均の約６.４倍に相当する。 

・本事業区間近傍の主要観光資源には、近隣の愛知・岐阜県（約6割）や近畿方面等の遠方地（約4割）か

らも来訪している。 

・東海環状自動車道の西回り区間の開通により岐阜県・北陸方面からの観光客の増加が期待される。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率約５３％、用地取得率約６１％（令和４年３月末時点）。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・伊勢大橋架替関連区間（延長２．１ｋｍ）の早期開通に向けて、橋梁下部工事および長島地区にて改良

工事を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

・３次元モデル（ＢＩＭ/ＣＩＭ）を構築・活用することで、事業の効率化・高度化を図っていく。 

・ＵＡＶによる空撮写真を３次元化し必要盛土量を自動算出する事で、従来の測量や盛土量の算出に必要 

な作業を省力化し、効率化に取り組んでいく。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

主要地方道

一般県道

凡 例

主要渋滞箇所

主要渋滞区間

重要物流道路

開通済 未開通

開通済 未開通

桑名東部拡幅

高速道路

一般国道

開通済 未開通

開通済 未開通

開通済 未開通

重要物流道路のうち

特殊車両自由走行制限区間



 

再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 
 一般国道 417 号 冠 山 峠

かんむりやまとうげ

道路 
事業 
区分 一般国道 

事業 
主体 

国 土 交 通 省 
近畿地方整備局 

起終点 

 
自： 岐阜県揖斐

い び

郡揖斐川町
いびがわちょう

塚
つか

奥山
おくやま

 

至： 福井県今立
いまだて

郡池田町
いけだちょう

田代
た し ろ

 

延長 

 7.8km 

事業概要  

一般国道417号は、岐阜県大垣市を起点とし、福井県南条郡南越前町を終点とする道路であり、このう

ち、福井県と岐阜県の県境に当たる冠山峠付近は、交通不能区間となっており、代替路として線形不良

箇所や冬期通行止のある林道が利用されている。 

冠山峠道路は、岐阜県揖斐郡揖斐川町塚奥山から福井県今立郡池田町田代を結ぶ 7.8km 道路で、岐阜

県・福井県の交通不能区間の解消を図り、安全・安心な交通を確保することを目的に計画された道路で

ある。 

 

H15 年度事業化 H-年度都市計画決定 H20 年度工事着手 H19 年度用地着手 

全体事業費 323 億円 
事業進捗率 

（令和 4 年 3 月末時点） 
約 81％ 供用済延長 -km 

地域の防災面の課題  

・福井県と岐阜県をつなぐ国道 417 号のうち冠山峠付近（L＝7.6km）が唯一の通行不能区間。 

・国道の代替路である林道（林道塚線、林道冠山線）は冬期や悪天候時には全面通行止めになる。 

・周辺の道路も通行不能区間が多く、道路ネットワークが脆弱。 

・一般国道 417 号の代替路である林道（林道塚線、林道冠山線）は、道幅が狭く、急カーブ・急勾配が

連続している。 

・急カーブ箇所は 73 箇所存在し、過去に大型車の脱輪による交通障害が発生している。 

 

課題を踏まえた対策・事業内容  

・自動車通不能区間、冬期通行止区間を解消するとともに、土砂崩落による通行止めを回避する対策と

してトンネルを主体とした別線整備で計画。 

・当該区間は急峻な地形で、代替路となっている林道には線形不良箇所が多数存在するため、林道を拡

幅しても、幹線道路の代替路としての機能は不十分。 

・当該事業は、急峻な地形に位置し、既存の林道の拡幅が困難であることから、トンネル、橋梁を主体

とした新設ルートで計画し、雪崩等の雪害を受けやすい斜面を避けていることから防災面から見て技

術的に妥当である。（大災害時における広域陸路に関する有識者会議 H25.10.28）。 

 

事業の効果等  費用   (残事業)/(事業全体) 

①災害時の迂回解消を含めた走行時間の短縮等 464 億円 

（残事業 464 億円） 

②災害による被害の回避 

・災害時の代替路の確保。 

③交通不能区間の解消 

・国道 417 号における交通不能区間（L＝7.6km）を解消する。 

        96/398 億円 

 

 事 業 費  49/352 億円 

 維持管理費： 47/ 47 億円 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・令和 4 年 11 月冠山峠道路（国道 417 号）建設促進期成同盟会（大垣市長、鯖江市長、池田町長、揖斐

川町長）より整備促進の要望を受けている。 

 

福井県知事の意見： 

 一般国道４１７号冠山峠道路の対応方針（原案）案「事業継続」については、異存ない。 

 冠山峠道路は、岐阜県境部の交通不能区間を解消し、日本海側と太平洋側を結ぶ災害・物流ネットワー

クを形成するとともに、岐阜・福井両県の産業・観光振興や交流拡大等に大きく寄与し、北陸新幹線福井

・敦賀開業の効果を広域に波及させる重要な道路である。そのため、令和５年内と示されている全線の開

通について、１日でも早く実現いただきたい。 



 

 事業費増は県の財政運営に与える影響が大きいことから、コスト縮減を図るとともに、交付税措置率の

高い「国土強靱化」予算を増やすなど、地方負担の軽減を図っていただきたい。 

 

岐阜知事の意見： 

 対応方針（原案）案のとおり、本事業の継続について異存ありません。 

 一般国道４１７号冠山峠道路の整備により、本路線で唯一の通行不能区間が解消され県境の道路ネット

ワークが確保されることから、引き続き早期完成に向けた事業の推進をお願いします。 

 事業費については、最新技術の活用も含めて、徹底したコスト縮減をお願いします 

 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果「一般国道 417 号冠山峠道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲におい

て、おおむね適切であり、対応方針（原案）のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

一般国道 417 号冠山峠付近は、依然として、自動車交通不能区間となっている。また、代替路となって

いる林道では、依然として、土砂崩れが多発し、冬期通行止となっている。 

 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成 15 年度事業化、用地取得率 100％、事業進捗率約 81%（令和 4年 3 月末時点） 

 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

 

施設の構造や工法の変更等  

事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性は変化なく、防災面の効果が見込まれる。 

 

事業概要図  

【位置図】            【概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 事業の効果に記載している金額は、防災面の効果を完成後５０年間の便益額として現在価値化して算出し

た値であり、試算値を含む。 

※ 費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                               担 当 課：道路局 国道・技術課       

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 
 

一般国道158号 

大野油坂
おおのあぶらさか

道路
ど う ろ

（大野
お お の

・大野
お お の

東
ひがし

区間） 
事業 
区分 

 
一般国道 

事業 
主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 
起終点 
 

自：福井県大野
お お の

市中津川
な か つ が わ

 

至：福井県大野
お お の

市下
しも

唯
ゆい

野
の

 

延長 
 

 
5.5km 

事業概要  
 中部縦貫自動車道は、長野県松本市を起点に、飛騨、奥越地方を通過し、福井県に至る約160kmの高規

格道路（自動車専用道路）であり、中央自動車道長野線、東海北陸自動車道、北陸自動車道を相互に連絡

して広域交通の円滑化を図ることを目的としている。 

 大野油坂道路は、中部縦貫自動車道の福井県域を構成し、高速道路ネットワークの形成、災害時の代替

路の確保、異常気象時の交通の確保を目的とした自動車専用道路である。 
 
H27年度事業化 
 

H－年度都市計画決定 

（H－年度変更） 
H30年度用地着手 
 

R1年度工事着手 
 

全体事業費     255億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約70％ 供用済延長 -km 

計画交通量 11,100台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体)  1.2 

(1.8) 
(残事業)    5.7 

(8.4) 

       745/7,471億円 
事 業 費：533/6,631億円 
維持管理費： 212/718億円 

更 新 費：    /123億円 

         4,249/8,823億円 
 走行時間短縮便益：3,936/8,202億円 
 走行経費減少便益：     270/519億円 
 交通事故減少便益：     43/102億円 

  令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交 通 量：B/C=1.1～1.3(交通量 ±10％)【残事業】交 通 量：B/C=5.1～6.3(交通量 ±10％) 

     事 業 費：B/C=1.2～1.2(事業費 ±10％)     事 業 費：B/C=5.3～6.1(事業費 ±10％) 

      事業期間：B/C=1.2～1.3(事業期間±20％)     事業期間：B/C=5.7～5.9(事業期間±20％) 

事業の効果等  
①高速道路ネットワークの形成 

 ・中部縦貫自動車道の整備により、大野市と中京圏の新たな高速ルートが形成され、物流搬送等の信頼

性が向上。 

 ・既存ネットワーク（東海北陸自動車道、中央自動車道）を相互に連絡する高速道路ネットワークが新

たに形成され、福井市と首都圏のアクセスが大幅に向上。 

②災害時の代替路の確保 

 ・北陸自動車道では、豪雨や豪雪等による通行止めが、過去8年間で255回発生。 

 ・中部縦貫自動車道の整備により、北陸自動車道が通行止めとなった場合、中部縦貫自動車道～東海北

陸自動車道経由のルートが機能することにより、災害時の代替路が確保される。 

③異常気象時の交通の確保 

 ・大野油坂道路と並行する国道158号は、過去18年間で大雨、積雪、土砂災害等による通行止めが異常

気象時事前通規制区間を中心に67回発生。また、同区間内には、線形不良箇所が18箇所存在。 

 ・大野油坂道路の整備により、異常気象時事前通行規制区間や平面線形の厳しい現道の通行を避けると

ともに、事業区間内における異常気象時の交通に確保が期待。 

④観光周遊機能の向上 

 ・中部縦貫自動車道（永平寺大野道路）の開通に伴い、沿線地域の観光客数が大幅に増加。 

 ・永平寺大野道路沿線にある「恐竜博物館」は多方面から観光客が来訪している一方で、大野油坂道路

の沿線の「道の駅 九頭竜」に訪れる観光客は中京地域に集中し、周遊コースが連続していない状況。 

 ・大野油坂道路の開通により、東西の周遊機能が向上し、大野油坂道路沿線の観光施設等への観光客数

の増加が期待。 

⑤高度医療機関へのアクセス向上 

 ・大野市役所和泉支所周辺から第三次救急医療施設の福井県立病院には、永平寺大野道路を利用して救



急搬送。 

 ・大野油坂道路の開通により、搬送時間の短縮、定時性の確保、走行時の揺れの減少による患者、救急

隊員の負担軽減が期待。 

 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等 

・令和4年8月 大野・勝山地区広域行政事務組合（勝山市長、大野市長、大野・勝山地区広域行政事務

組合議長、副議長）より、早期開通の要望を受けている。 

・令和4年10月 中部縦貫自動車道大野油坂道路整備促進連絡協議会（大野市長、大野市議会議長、大

野商工会議所会頭、大野市区長連合会会長他）より、早期全線開通の要望を受けている。 

・令和4年11月 中部縦貫・北陸関東広域道路建設促進同盟会（岐阜県、福井県、石川県、富山県、長

野県、山梨県）より、整備促進の要望を受けている。 

・令和4年11月 福井県議会高規格道路建設促進議員連盟より、早期全線開通の要望を受けている。 

・令和4年11月 中部縦貫自動車道建設促進福井県協議会（福井県、福井市、大野市、勝山市、永平寺

町）より、早期全線開通の要望を受けている。 

 

福井県知事の意見 

一般国道１５８号大野油坂道路の対応方針（原案）案「事業継続」については、異存ない。    

 大野油坂道路は、太平洋側と日本海側を連結する広域道路ネットワークの一部であり、災害時には広域

的な迂回路として大きな効果を発揮するとともに、中京圏・関西圏と北陸圏を結び、産業・観光振興等に

大きく寄与する極めて重要な道路である。そのため、令和８年春と示されている全線の開通について、１

日でも早く実現いただきたい。 

 また、事業費を精査されている大野油坂道路（和泉・油坂区間）について、今後、事業費増が生じるの

であれば、その規模や要因を早急に示していただくとともに、突発的に事業費増が生じる事態を防ぐため

、事業費等の監理体制の更なる改善をお願いしたい。 

 事業費増は県の財政運営に与える影響が大きいことから、コスト縮減を図るとともに、交付税措置率の

高い「国土強靱化」予算を増やすなど、地方負担の軽減を図っていただきたい。 

 

事業評価監視委員会の意見  
 審議に結果、「一般国道158号大野油坂道路（大野・大野東区間）」の再評価は、当委員会に提出された

資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（原案）のとおり「事業継続」することが妥

当と判断される。 
 
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
 沿線地域は、人口は減少傾向にあるが、自動車保有台数は増加傾向にあり、自動車への依存が高い傾向

は当初計画時点と大きな変更はなく、事業採択の際の前提となっている需要の見込みや地元情勢の変化等

に大きな変更はない。 
 
事業の進捗状況、残事業の内容等  
 平成27年度事業化、用地進捗率100％、事業進捗率70％（令和4年3月末時点） 
 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 引き続き、事業を推進し、早期の開通を目指す。 
 
施設の構造や工法の変更等  
 事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 
 
対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  
 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 
 
 

 



事業概要図 
 【位置図】              【概要図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関数で内訳の合計と一致しないことがある。 

※Ｂ／Ｃは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 

 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                               担 当 課：道路局 国道・技術課       

                               担当課長名：長谷川 朋弘      
事業名 
 

一般国道158号 

大野油坂
おおのあぶらさか

道路
ど う ろ

（大野
お お の

東
ひがし

・和泉
い ず み

区間） 
事業 
区分 

 
一般国道 

事業 
主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 
起終点 
 

自：福井県大野
お お の

市下
しも

唯
ゆい

野
の

 

至：福井県大野
お お の

市貝
かい

皿
ざら

 

延長 
 

 
14.0km 

事業概要  
 中部縦貫自動車道は、長野県松本市を起点に、飛騨、奥越地方を通過し、福井県に至る約160kmの高規

格道路（自動車専用道路）であり、中央自動車道長野線、東海北陸自動車道、北陸自動車道を相互に連絡

して広域交通の円滑化を図ることを目的としている。 

 大野油坂道路は、中部縦貫自動車道の福井県域を構成し、高速道路ネットワークの形成、災害時の代替

路の確保、異常気象時の交通の確保を目的とした自動車専用道路である。 
 
H20年度事業化 
 

H－年度都市計画決定 

（H－年度変更） 
H24年度用地着手 
 

H26年度工事着手 
 

全体事業費   1,083億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 
約88％ 供用済延長 －km 

計画交通量 11,200台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体)  1.2 

(2.0) 
(残事業)    5.7 

(10.1) 

       745/7,471億円 
事 業 費：533/6,631億円 
維持管理費： 212/718億円 

更 新 費：    /123億円 

         4,249/8,823億円 
 走行時間短縮便益：3,936/8,202億円 
 走行経費減少便益：     270/519億円 
 交通事故減少便益：     43/102億円 

  令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交 通 量：B/C=1.1～1.3(交通量 ±10％)【残事業】交 通 量：B/C=5.1～6.3(交通量 ±10％) 

     事 業 費：B/C=1.2～1.2(事業費 ±10％)     事 業 費：B/C=5.3～6.1(事業費 ±10％) 

      事業期間：B/C=1.2～1.3(事業期間±20％)     事業期間：B/C=5.7～5.9(事業期間±20％) 

事業の効果等  
①高速道路ネットワークの形成 

 ・中部縦貫自動車道の整備により、大野市と中京圏の新たな高速ルートが形成され、物流搬送等の信頼

性が向上。 

 ・既存ネットワーク（東海北陸自動車道、中央自動車道）を相互に連絡する高速道路ネットワークが新

たに形成され、福井市と首都圏のアクセスが大幅に向上。 

②災害時の代替路の確保 

 ・北陸自動車道では、豪雨や豪雪等による通行止めが、過去8年間で255回発生。 

 ・中部縦貫自動車道の整備により、北陸自動車道が通行止めとなった場合、中部縦貫自動車道～東海北

陸自動車道経由のルートが機能することにより、災害時の代替路が確保される。 

③異常気象時の交通の確保 

 ・大野油坂道路と並行する国道158号は、過去18年間で大雨、積雪、土砂災害等による通行止めが異常

気象時事前通規制区間を中心に67回発生。また、同区間内には、線形不良箇所が18箇所存在。 

 ・大野油坂道路の整備により、異常気象時事前通行規制区間や平面線形の厳しい現道の通行を避けると

ともに、事業区間内における異常気象時の交通に確保が期待。 

④観光周遊機能の向上 

 ・中部縦貫自動車道（永平寺大野道路）の開通に伴い、沿線地域の観光客数が大幅に増加。 

 ・永平寺大野道路沿線にある「恐竜博物館」は多方面から観光客が来訪している一方で、大野油坂道路

の沿線の「道の駅 九頭竜」に訪れる観光客は中京地域に集中し、周遊コースが連続していない状況。 

 ・大野油坂道路の開通により、東西の周遊機能が向上し、大野油坂道路沿線の観光施設等への観光客数

の増加が期待。 

⑤高度医療機関へのアクセス向上 

 ・大野市役所和泉支所周辺から第三次救急医療施設の福井県立病院には、永平寺大野道路を利用して救



急搬送。 

 ・大野油坂道路の開通により、搬送時間の短縮、定時性の確保、走行時の揺れの減少による患者、救急

隊員の負担軽減が期待。 

 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等 

・令和4年8月 大野・勝山地区広域行政事務組合（勝山市長、大野市長、大野・勝山地区広域行政事務

組合議長、副議長）より、早期開通の要望を受けている。 

・令和4年10月 中部縦貫自動車道大野油坂道路整備促進連絡協議会（大野市長、大野市議会議長、大

野商工会議所会頭、大野市区長連合会会長他）より、早期全線開通の要望を受けている。 

・令和4年11月 中部縦貫・北陸関東広域道路建設促進同盟会（岐阜県、福井県、石川県、富山県、長

野県、山梨県）より、整備促進の要望を受けている。 

・令和4年11月 福井県議会高規格道路建設促進議員連盟より、早期全線開通の要望を受けている。 

・令和4年11月 中部縦貫自動車道建設促進福井県協議会（福井県、福井市、大野市、勝山市、永平寺

町）より、早期全線開通の要望を受けている。 

 

福井県知事の意見 

一般国道１５８号大野油坂道路の対応方針（原案）案「事業継続」については、異存ない。    

 大野油坂道路は、太平洋側と日本海側を連結する広域道路ネットワークの一部であり、災害時には広域

的な迂回路として大きな効果を発揮するとともに、中京圏・関西圏と北陸圏を結び、産業・観光振興等に

大きく寄与する極めて重要な道路である。そのため、令和８年春と示されている全線の開通について、１

日でも早く実現いただきたい。 

 また、事業費を精査されている大野油坂道路（和泉・油坂区間）について、今後、事業費増が生じるの

であれば、その規模や要因を早急に示していただくとともに、突発的に事業費増が生じる事態を防ぐため

、事業費等の監理体制の更なる改善をお願いしたい。 

 事業費増は県の財政運営に与える影響が大きいことから、コスト縮減を図るとともに、交付税措置率の

高い「国土強靱化」予算を増やすなど、地方負担の軽減を図っていただきたい。 

 

事業評価監視委員会の意見  
 審議に結果、「一般国道158号大野油坂道路（大野東・和泉区間）」の再評価は、当委員会に提出された

資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（原案）のとおり「事業継続」することが妥

当と判断される。 
 
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域は、人口は減少傾向にあるが、自動車保有台数は増加傾向にあり、自動車への依存が高い傾向

は当初計画時点と大きな変更はなく、事業採択の際の前提となっている需要の見込みや地元情勢の変化等

に大きな変更はない。 
  

事業の進捗状況、残事業の内容等  
 平成20年度事業化、用地進捗率100％、事業進捗率約88％（令和4年3月末時点） 

 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 引き続き、事業を推進し、早期の開通を目指す。 
 
施設の構造や工法の変更等  
 事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 
 
対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  
 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

 

 



 

事業概要図 
 【位置図】              【概要図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関数で内訳の合計と一致しないことがある。 

※Ｂ／Ｃは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 

 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                               担 当 課：道路局 国道・技術課       

                               担当課長名：長谷川 朋弘       
 

事業名 
 

一般国道158号 

大野油坂
おおのあぶらさか

道路
ど う ろ

（和泉
い ず み

・油坂
あぶらさか

区間） 
事業 
区分 

 
一般国道 

事業 
主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 
起終点 
 

自：福井県大野
お お の

市貝
かい

皿
ざら

 

至：福井県大野
お お の

市東市
ひがしいち

布
ぬの

 

延長 
 

 
15.5km 

事業概要  
 中部縦貫自動車道は、長野県松本市を起点に、飛騨、奥越地方を通過し、福井県に至る約160kmの高規

格道路（自動車専用道路）であり、中央自動車道長野線、東海北陸自動車道、北陸自動車道を相互に連絡

して広域交通の円滑化を図ることを目的としている。 

 大野油坂道路は、中部縦貫自動車道の福井県域を構成し、高速道路ネットワークの形成、災害時の代替

路の確保、異常気象時の交通の確保を目的とした自動車専用道路である。 
 
H24年度事業化 
 

H－年度都市計画決定 

（H－年度変更） 
H26年度用地着手 
 

H29年度工事着手 
 

全体事業費   1,119億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 
約47％ 供用済延長 -km 

計画交通量 10,300台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体)  1.2 

(1.2) 
(残事業)    5.7 

(2.8) 

       745/7,471億円 
事 業 費：533/6,631億円 
維持管理費： 212/718億円 

更 新 費：    /123億円 

         4,249/8,823億円 
 走行時間短縮便益：3,936/8,202億円 
 走行経費減少便益：     270/519億円 
 交通事故減少便益：     43/102億円 

  令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交 通 量：B/C=1.1～1.3(交通量 ±10％)【残事業】交 通 量：B/C=5.1～6.3(交通量 ±10％) 

     事 業 費：B/C=1.2～1.2(事業費 ±10％)     事 業 費：B/C=5.3～6.1(事業費 ±10％) 

      事業期間：B/C=1.2～1.3(事業期間±20％)     事業期間：B/C=5.7～5.9(事業期間±20％) 

事業の効果等  
①高速道路ネットワークの形成 

 ・中部縦貫自動車道の整備により、大野市と中京圏の新たな高速ルートが形成され、物流搬送等の信頼

性が向上。 

 ・既存ネットワーク（東海北陸自動車道、中央自動車道）を相互に連絡する高速道路ネットワークが新

たに形成され、福井市と首都圏のアクセスが大幅に向上。 

②災害時の代替路の確保 

 ・北陸自動車道では、豪雨や豪雪等による通行止めが、過去8年間で255回発生。 

 ・中部縦貫自動車道の整備により、北陸自動車道が通行止めとなった場合、中部縦貫自動車道～東海北

陸自動車道経由のルートが機能することにより、災害時の代替路が確保される。 

③異常気象時の交通の確保 

 ・大野油坂道路と並行する国道158号は、過去18年間で大雨、積雪、土砂災害等による通行止めが異常

気象時事前通規制区間を中心に67回発生。また、同区間内には、線形不良箇所が18箇所存在。 

 ・大野油坂道路の整備により、異常気象時事前通行規制区間や平面線形の厳しい現道の通行を避けると

ともに、事業区間内における異常気象時の交通に確保が期待。 

④観光周遊機能の向上 

 ・中部縦貫自動車道（永平寺大野道路）の開通に伴い、沿線地域の観光客数が大幅に増加。 

 ・永平寺大野道路沿線にある「恐竜博物館」は多方面から観光客が来訪している一方で、大野油坂道路

の沿線の「道の駅 九頭竜」に訪れる観光客は中京地域に集中し、周遊コースが連続していない状況。 

 ・大野油坂道路の開通により、東西の周遊機能が向上し、大野油坂道路沿線の観光施設等への観光客数

の増加が期待。 

⑤高度医療機関へのアクセス向上 



 ・大野市役所和泉支所周辺から第三次救急医療施設の福井県立病院には、永平寺大野道路を利用して救

急搬送。 

 ・大野油坂道路の開通により、搬送時間の短縮、定時性の確保、走行時の揺れの減少による患者、救急

隊員の負担軽減が期待。 

 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等 

・令和4年8月 大野・勝山地区広域行政事務組合（勝山市長、大野市長、大野・勝山地区広域行政事務

組合議長、副議長）より、早期開通の要望を受けている。 

・令和4年10月 中部縦貫自動車道大野油坂道路整備促進連絡協議会（大野市長、大野市議会議長、大

野商工会議所会頭、大野市区長連合会会長他）より、早期全線開通の要望を受けている。 

・令和4年11月 中部縦貫・北陸関東広域道路建設促進同盟会（岐阜県、福井県、石川県、富山県、長

野県、山梨県）より、整備促進の要望を受けている。 

・令和4年11月 福井県議会高規格道路建設促進議員連盟より、早期全線開通の要望を受けている。 

・令和4年11月 中部縦貫自動車道建設促進福井県協議会（福井県、福井市、大野市、勝山市、永平寺

町）より、早期全線開通の要望を受けている。 

 

福井県知事の意見 

一般国道１５８号大野油坂道路の対応方針（原案）案「事業継続」については、異存ない。    

 大野油坂道路は、太平洋側と日本海側を連結する広域道路ネットワークの一部であり、災害時には広域

的な迂回路として大きな効果を発揮するとともに、中京圏・関西圏と北陸圏を結び、産業・観光振興等に

大きく寄与する極めて重要な道路である。そのため、令和８年春と示されている全線の開通について、１

日でも早く実現いただきたい。 

 また、事業費を精査されている大野油坂道路（和泉・油坂区間）について、今後、事業費増が生じるの

であれば、その規模や要因を早急に示していただくとともに、突発的に事業費増が生じる事態を防ぐため

、事業費等の監理体制の更なる改善をお願いしたい。 

 事業費増は県の財政運営に与える影響が大きいことから、コスト縮減を図るとともに、交付税措置率の

高い「国土強靱化」予算を増やすなど、地方負担の軽減を図っていただきたい。 

 

事業評価監視委員会の意見  
 審議に結果、「一般国道158号大野油坂道路（和泉・油坂区間）」の再評価は、当委員会に提出された資

料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（原案）のとおり「事業継続」することが妥当

と判断される。 

 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
 沿線地域は、人口は減少傾向にあるが、自動車保有台数は増加傾向にあり、自動車への依存が高い傾向

は当初計画時点と大きな変更はなく、事業採択の際の前提となっている需要の見込みや地元情勢の変化等

に大きな変更はない。 

 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
 平成24年度事業化、用地進捗率100％、事業進捗率47％（令和4年3月末時点） 
 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 引き続き、事業を推進し、早期の開通を目指す。 
 
施設の構造や工法の変更等  
 事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 
 
対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  
 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

 

 



事業概要図 
 【位置図】              【概要図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関数で内訳の合計と一致しないことがある。 

※Ｂ／Ｃは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 

 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課        

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 

 

 

⼀般国道8号 塩津
し お つ

バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 
自：滋賀県長浜

ながはま

市西浅井町
にしあざいちょう

塩津
し お つ

浜
はま

 

至：滋賀県長浜
ながはま

市木之本町
きのもとちょう

飯浦
はんのうら

 

延長 

 

 

3.5km 

事業概要  

一般国道８号は、新潟県新潟市を起点とし、京都府京都市に至る総延長約600kmの主要幹線道路であり、

滋賀県の産業・経済・生活活動を支える重要な役割を担っている。 

塩津バイパスは、国道８号の長浜市西浅井町から木之本町間における異常気象時の通行規制区間の解

消、交通安全の確保、広域的な代替路の確保等を目的とした道路である。 

平成８年に西浅井町塩津浜から木之本町飯浦までの1.5km(2工区)が開通し、異常気象時の通行規制区間

が解消。西浅井町塩津浜の2.0km区間(1工区)のうち、一部区間(0.9km)が平成２７年３月に開通し、残る

未整備区間(現道拡幅区間)について整備を進めている。 

S59年度事業化 

 

H-年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

S60年度用地着手 

 

H元年度工事着手 

 

全体事業費 123億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約92％ 供用済延長   2.4km 

計画交通量 13,100台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)   1.2 

 

(残事業)    3.5 

 9.7/279億円 

 事 業 費：7.6/262億円 

 維持管理費： 2.1/17億円 

 

34/325億円 

 走行時間短縮便益：   32/300億円 

 走行経費減少便益：   1.6/25億円 

 交通事故減少便益：0.18/0.60億円 

令和4年 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交 通 量：B/C=1.1～1.3(交通量 ±10％)【残事業】交 通 量：B/C=3.2～3.9(交通量 ±10％)

        事 業 費：B/C=1.2～1.2(事業費 ±10％)      事 業 費：B/C=3.3～3.8(事業費 ±10％) 

    事業期間：B/C=1.1～1.2(事業期間±20％)          事業期間：B/C=3.4～3.6(事業期間±20％) 

事業の効果等  

① 交通安全の確保 

・当該路線は大型車混入率が高い上、歩道未整備区間があり歩行者の安全確保が課題。 

・未整備区間の整備により、安全な通行空間の確保が期待。 

② 広域的な代替路の確保 

・当該事業区間は、積雪寒冷地域に指定されており降雪の多い地域。 

・塩津バイパスの整備により積雪時における円滑な交通の確保と事故等による北陸自動車道の通行止 

め時（年平均６回以上）における広域的な代替路の確保を期待。 

③ 観光支援 

・拡幅事業区間沿線には道の駅「塩津海道あぢかまの里」が立地し、年間約40万人が来場。 

・コロナ禍でも多くの来場者があり、塩津バイパスの整備により利用増を期待。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等 

・平成２３年１２月、国道８号バイパス路線設置促進期成同盟会（S32.1設立、長浜市、米原市の各首 

長および議長、衆議院議員、滋賀県議会議員）より、整備促進の要望を受けている。 

・令和２年１１月、敦賀・長浜・高島三市議会協議会（H22.2設立、高島市議会議員、敦賀市議会議 

員、長浜市議会議員）より、整備促進の要望を受けている。 

滋賀県知事の意見： 

一般国道８号塩津バイパスについては、近年の豪雪時において北陸自動車道の代替ルートとしても

重要な役割を担っているところであり、対応方針（原案）で【事業継続】とされているとおり、防災

強化のためにも事業効果の早期発現に向けて更なる整備促進をお願いしたい。 



また、地元長浜市も、歩行者等の安全確保、災害に対する強靭化など、事業効果に強い期待をして

おり、一層の事業推進に当たって必要な予算の確保と徹底したコスト縮減の取組をお願いしたい。 

なお、滋賀県としても事業推進に最大限の協力をしてまいります。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道８号塩津バイパス」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲にお

いて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

塩津バイパス周辺地域の人口、世帯数及び自動車保有台数は近年横ばいで推移している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

昭和59年度年度事業化、用地取進捗率約97％、事業進捗率約92％(令和4年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要図】 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 

 

 

一般国道161号 湖北
こ ほ く

バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 
自：滋賀県高島市

た か し ま し

マキノ町海津
か い づ

 

至：滋賀県高島市
た か し ま し

今津町
いまづちょう

弘
ひろ

川
かわ

 

延長 

 

 

10.8km 

事業概要  

一般国道161号は福井県敦賀市を起点とし、滋賀県湖西地域を経て滋賀県大津市に至る延長約92kmの幹

線道路であり、滋賀県湖西地域の産業・経済・生活を支える重要な役割を担っている。 

湖北バイパス、小松拡幅、湖西道路（真野～坂本北）は、高規格道路「琵琶湖西縦貫道路」の一部とし

て湖西地域の幹線道路のネットワークを強化するとともに、国道161号の交通混雑の緩和、交通安全の確

保、観光振興の支援を目的とした道路である。 

S48年度事業化 

 

S51年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

S48年度用地着手 

 

S53年度工事着手 

 

全体事業費    300億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約73％ 供用済延長 8.3km 

(2車線) 

計画交通量  19,000台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用    (残事業)/(事業全体) 総便益    (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)      3.9 

     (1.4) 

(残事業)     6.9 

     (5.3) 

     379/13,658億円 

 事 業 費：241/11,886億円 

 維持管理費：138/1,547億円 

更 新 費：    /224億円 

     2,605/53,873億円 

 走行時間短縮便益：2,500/51,998億円 

 走行経費減少便益：81/1,846億円 

 交通事故減少便益：  24/29億円 

   令和4年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交 通 量：B/C=3.5～4.3(交通量 ±10％)【残事業】交 通 量：B/C=6.2～7.6(交通量 ±10％) 

     事 業 費：B/C=3.9～3.9(事業費 ±10％)     事 業 費：B/C=6.5～7.3(事業費 ±10％) 

     事業期間：B/C=3.9～3.9(事業期間±20％)     事業期間：B/C=6.7～7.1(事業期間±20％) 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

 ・一般国道161号の交通量は増加傾向にあり、各事業区間において交通容量を上回っており、交通混 

雑が発生している。 

 ・湖北バイパス・小松拡幅・湖西道路(真野～坂本北)の整備による交通容量の拡大により、交通混雑の

緩和が期待される。 

②交通安全の確保 

 ・西大津バイパスでは4車線整備により、年平均の死傷事故率が約6割減少しており、各事業区間におい

ても、整備により西大津バイパスと同様の効果が期待される。 

 ・周辺道路から本道路へ車両が交通転換することで、周辺道路の歩行者・自転車の事故減少が期待され

る。 

③観光振興の支援 

・一般国道161号の沿線地域には観光資源が多数立地し、観光入込客数は増加傾向。 

・各事業区間の整備により、観光地へのアクセスが向上し、さらなる来訪客数の増加、観光資源及び地

域の活性化が期待される。 

④広域的な代替路の確保 

 ・滋賀県冬季連絡情報本部は、昨年末発生した彦根での大雪の経験を経て、一般国道161号を名神高速

道路・北陸自動車道通行止め時の広域迂回路に指定。 

・琵琶湖西縦貫道路の整備により円滑な交通の確保と名神高速道路・北陸自動車道の通行止め時におけ

る物資の流通など広域的な代替路の確保を期待。 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・令和4年12月、大津市長および高島市長より、「湖北バイパス」「小松拡幅」「湖西道路（真野～坂本北

）」の早期整備の要望を受けている。 

・令和4年7月、国道161号改良整備促進期成同盟会（昭和42年7月設立、大津市、高島市、敦賀市の各首

長及び各市議会議長）より、「湖北バイパス」「小松拡幅14工区」「湖西道路（真野～坂本北）の4車線

化」の整備促進および「小松拡幅13工区」の早期事業着手の要望を受けている。 

滋賀県知事の意見： 

一般国道161号小松拡幅・湖北バイパス・湖西道路（真野～坂本北）は、「対応方針（原案）」のとお

り「事業継続」で異論はありません。 

地元大津市および高島市は、交通事故、渋滞等の課題解消はもとより、地域の活性化においても期待

しております。 

小松拡幅（14工区）および湖西道路（真野～坂本北）については、令和7年秋開通の予定が示された

ところですが、一日も早い開通に向けてより一層の事業推進をお願いします。湖北バイパスおよびル

ート見直し中の小松拡幅（13工区）についても、必要な予算の確保と徹底したコスト縮減に取り組み

ながら、事業推進をお願いします。 

なお、滋賀県としても事業推進に最大限の協力をしてまいります。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道161号湖北バイパス」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲にお

いて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

事業の効果や必要性を評価するための指標の変化及びその他の周辺環境変化等について確認した結果、

社会経済情勢の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

昭和48年度年度事業化、用地取進捗率約94％、事業進捗率約73％(令和4年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

 事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 



 
事業概要図  

 【位置図】                       【概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳と一致しないことがある。 

※ Ｂ／Ｃは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 

 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 

 

 

一般国道161号 小松
こ ま つ

拡幅
かくふく

 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 
自：滋賀県高島市

た か し ま し

勝野
か つ の

 

至：滋賀県大津市
お お つ し

北
きた

小松
こ ま つ

 

延長 

 

 

6.5km 

事業概要  

一般国道161号は福井県敦賀市を起点とし、滋賀県湖西地域を経て滋賀県大津市に至る延長約92kmの幹

線道路であり、滋賀県湖西地域の産業・経済・生活を支える重要な役割を担っている。 

湖北バイパス、小松拡幅、湖西道路（真野～坂本北）は、高規格道路「琵琶湖西縦貫道路」の一部とし

て湖西地域の幹線道路のネットワークを強化するとともに、国道161号の交通混雑の緩和、交通安全の確

保、観光振興の支援を目的とした道路である。 

S45年度事業化 

 

S50年度都市計画決定(大津市域)  

S51年度都市計画決定(高島市域) 

（H-年度変更） 

S45年度用地着手 

 

S47年度工事着手 

 

全体事業費    240億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約63％ 供用済延長 1.0km 

(4車線) 

計画交通量  30,000台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用    (残事業)/(事業全体) 総便益    (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)      3.9 

     (2.3) 

(残事業)     6.9 

     (10.4) 

     379/13,658億円 

 事 業 費：241/11,886億円 

 維持管理費：138/1,547億円 

更 新 費：    /224億円 

     2,605/53,873億円 

 走行時間短縮便益：2,500/51,998億円 

 走行経費減少便益：81/1,846億円 

 交通事故減少便益：  24/29億円 

   令和4年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交 通 量：B/C=3.5～4.3(交通量 ±10％)【残事業】交 通 量：B/C=6.2～7.6(交通量 ±10％) 

     事 業 費：B/C=3.9～3.9(事業費 ±10％)     事 業 費：B/C=6.5～7.3(事業費 ±10％) 

     事業期間：B/C=3.9～3.9(事業期間±20％)     事業期間：B/C=6.7～7.1(事業期間±20％) 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

 ・一般国道161号の交通量は増加傾向にあり、各事業区間において交通容量を上回っており、交通混 

雑が発生している。 

 ・湖北バイパス・小松拡幅・湖西道路(真野～坂本北)の整備による交通容量の拡大により、交通混雑の

緩和が期待される。 

②交通安全の確保 

 ・西大津バイパスでは4車線整備により、年平均の死傷事故率が約6割減少しており、各事業区間におい

ても、整備により西大津バイパスと同様の効果が期待される。 

 ・周辺道路から本道路へ車両が交通転換することで、周辺道路の歩行者・自転車の事故減少が期待され

る。 

③観光振興の支援 

・一般国道161号の沿線地域には観光資源が多数立地し、観光入込客数は増加傾向。 

・各事業区間の整備により、観光地へのアクセスが向上し、さらなる来訪客数の増加、観光資源及び地

域の活性化が期待される。 

④広域的な代替路の確保 

 ・滋賀県冬季連絡情報本部は、昨年末発生した彦根での大雪の経験を経て、一般国道161号を名神高速

道路・北陸自動車道通行止め時の広域迂回路に指定。 

・琵琶湖西縦貫道路の整備により円滑な交通の確保と名神高速道路・北陸自動車道の通行止め時におけ

る物資の流通など広域的な代替路の確保を期待。 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・令和4年12月、大津市長および高島市長より、「湖北バイパス」「小松拡幅」「湖西道路（真野～坂本北

）」の早期整備の要望を受けている。 

・令和4年7月、国道161号改良整備促進期成同盟会（昭和42年7月設立、大津市、高島市、敦賀市の各首

長及び各市議会議長）より、「湖北バイパス」「小松拡幅14工区」「湖西道路（真野～坂本北）の4車線

化」の整備促進および「小松拡幅13工区」の早期事業着手の要望を受けている。 

滋賀県知事の意見： 

一般国道161号小松拡幅・湖北バイパス・湖西道路（真野～坂本北）は、「対応方針（原案）」のとお

り「事業継続」で異論はありません。 

地元大津市および高島市は、交通事故、渋滞等の課題解消はもとより、地域の活性化においても期待

しております。 

小松拡幅（14工区）および湖西道路（真野～坂本北）については、令和7年秋開通の予定が示された

ところですが、一日も早い開通に向けてより一層の事業推進をお願いします。湖北バイパスおよびル

ート見直し中の小松拡幅（13工区）についても、必要な予算の確保と徹底したコスト縮減に取り組み

ながら、事業推進をお願いします。 

なお、滋賀県としても事業推進に最大限の協力をしてまいります。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道161号小松拡幅」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において

、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

事業の効果や必要性を評価するための指標の変化及びその他の周辺環境変化等について確認した結果、

社会経済情勢の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

昭和45年度年度事業化、用地取進捗率約96％、事業進捗率約63％(令和4年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

 事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 



 
事業概要図  

 【位置図】                       【概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳と一致しないことがある。 

※ Ｂ／Ｃは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 

 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 

 

 

一般国道161号 湖西
こ せ い

道路
ど う ろ

(真野
ま の

～坂本
さかもと

北
きた

) 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 
自：滋賀県大津市

お お つ し

真野
ま の

大野
お お の

 

至：滋賀県大津市
お お つ し

坂本
さかもと

 

延長 

 

 

6.6km 

事業概要  

一般国道161号は福井県敦賀市を起点とし、滋賀県湖西地域を経て滋賀県大津市に至る延長約92kmの幹

線道路であり、滋賀県湖西地域の産業・経済・生活を支える重要な役割を担っている。 

湖北バイパス、小松拡幅、湖西道路（真野～坂本北）は、高規格道路「琵琶湖西縦貫道路」の一部とし

て湖西地域の幹線道路のネットワークを強化するとともに、国道161号の交通混雑の緩和、交通安全の確

保、観光振興の支援を目的とした道路である。 

H27年度事業化 

 

H-年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

H-年度用地着手 

 

H27年度工事着手 

 

全体事業費    160億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約73％ 供用済延長 6.6km 

(2車線) 

計画交通量  37,900台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用    (残事業)/(事業全体) 総便益    (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)      3.9 

     (7.2) 

(残事業)     6.9 

     (12.3) 

     379/13,658億円 

 事 業 費：241/11,886億円 

 維持管理費：138/1,547億円 

更 新 費：    /224億円 

     2,605/53,873億円 

 走行時間短縮便益：2,500/51,998億円 

 走行経費減少便益：81/1,846億円 

 交通事故減少便益：  24/29億円 

   令和4年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交 通 量：B/C=3.5～4.3(交通量 ±10％)【残事業】交 通 量：B/C=6.2～7.6(交通量 ±10％) 

     事 業 費：B/C=3.9～3.9(事業費 ±10％)     事 業 費：B/C=6.5～7.3(事業費 ±10％) 

     事業期間：B/C=3.9～3.9(事業期間±20％)     事業期間：B/C=6.7～7.1(事業期間±20％) 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

 ・一般国道161号の交通量は増加傾向にあり、各事業区間において交通容量を上回っており、交通混 

雑が発生している。 

 ・湖北バイパス・小松拡幅・湖西道路(真野～坂本北)の整備による交通容量の拡大により、交通混雑の

緩和が期待される。 

②交通安全の確保 

 ・西大津バイパスでは4車線整備により、年平均の死傷事故率が約6割減少しており、各事業区間におい

ても、整備により西大津バイパスと同様の効果が期待される。 

 ・周辺道路から本道路へ車両が交通転換することで、周辺道路の歩行者・自転車の事故減少が期待され

る。 

③観光振興の支援 

・一般国道161号の沿線地域には観光資源が多数立地し、観光入込客数は増加傾向。 

・各事業区間の整備により、観光地へのアクセスが向上し、さらなる来訪客数の増加、観光資源及び地

域の活性化が期待される。 

④救命救急活動の支援 

 ・琵琶湖西側地域からの第三次医療施設（大津赤十字病院）へのアクセスにおいて、湖西道路が混雑す

る時間帯の救急搬送は、混雑を避けて一般道路を利用。 

 ・４車線化整備により、円滑な交通が確保され、搬送における速達性や信頼性の向上が期待される。 

⑤広域的な代替路の確保 

 ・滋賀県冬季連絡情報本部は、昨年末発生した彦根での大雪の経験を経て、一般国道161号を名神高速

道路・北陸自動車道通行止め時の広域迂回路に指定・ 

 ・琵琶湖西縦貫道路の整備により円滑な交通の確保と名神高速道路・北陸自動車道の通行止め時におけ



る物資の流通など広域的な代替路の確保を期待。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・令和4年12月、大津市長および高島市長より、「湖北バイパス」「小松拡幅」「湖西道路（真野～坂本北

）」の早期整備の要望を受けている。 

・令和4年7月、国道161号改良整備促進期成同盟会（昭和42年7月設立、大津市、高島市、敦賀市の各首

長及び各市議会議長）より、「湖北バイパス」「小松拡幅14工区」「湖西道路（真野～坂本北）の4車線

化」の整備促進および「小松拡幅13工区」の早期事業着手の要望を受けている。 

滋賀県知事の意見： 

一般国道161号小松拡幅・湖北バイパス・湖西道路（真野～坂本北）は、「対応方針（原案）」のとお

り「事業継続」で異論はありません。 

地元大津市および高島市は、交通事故、渋滞等の課題解消はもとより、地域の活性化においても期待

しております。 

小松拡幅（14工区）および湖西道路（真野～坂本北）については、令和7年秋開通の予定が示された

ところですが、一日も早い開通に向けてより一層の事業推進をお願いします。湖北バイパスおよびル

ート見直し中の小松拡幅（13工区）についても、必要な予算の確保と徹底したコスト縮減に取り組み

ながら、事業推進をお願いします。 

なお、滋賀県としても事業推進に最大限の協力をしてまいります。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道161号湖西道路(真野～坂本北)」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明

の範囲において、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断され

る。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

事業の効果や必要性を評価するための指標の変化及びその他の周辺環境変化等について確認した結果、

社会経済情勢の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成27年度年度事業化、用地取進捗率100％、事業進捗率約73％(令和4年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

 事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 



 
事業概要図  

 【位置図】                       【概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳と一致しないことがある。 

※ Ｂ／Ｃは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 

 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・防災課  

                               担当課長名：長谷川 朋弘      
 

事業名 

 

 

一般国道312号 大宮
おおみや

峰山
みねやま

道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 
自：京都府京

きょう

丹後
た ん ご

市峰山
みねやま

町新町
しんまち

 

至：京都府京
きょう

丹後
た ん ご

市大宮
おおみや

町森本
もりもと

 

延長 

 

 

5.0km 

事業概要  

 大宮峰山道路は、山陰近畿自動車道の一部を形成し、並行する国道312号のバイパスとして、災害に強

い道路ネットワークの形成、交通混雑の緩和や救急医療の搬送時間短縮に寄与するほか、丹後地域沿岸部

の観光施設へのアクセス性向上による観光産業の活性化を目的とした延長5.0kmの道路である。 

H27年度事業化 

 

H11年度都市計画決定 

（H18年度、H26年度変更） 

H29年度用地着手 

 

 R1年度工事着手 

 

全体事業費   160億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約27％ 供用済延長 -km 

計画交通量   8,600台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益    (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)    2.1 

      (1.5) 

(残事業)     2.0 

      (2.0) 

         121/1,197億円 

 事 業 費：93/1,002億円 

 維持管理費： 29/186億円 

更 新 費：  -/9.4億円 

          243/2,573億円 

 走行時間短縮便益：195/2,088億円 

 走行経費減少便益：   41/420億円 

 交通事故減少便益：   7.5/66億円 

 令和4年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交 通 量：B/C=2.0～2.4(交通量 ±10%)【残事業】交 通 量：B/C=1.8～2.2(交通量 ±10%) 

       事 業 費：B/C=2.1～2.2(事業費 ±10%)       事 業 費：B/C=1.9～2.2(事業費 ±10%) 

       事業期間：B/C=2.1～2.2(事業期間±20%)       事業期間：B/C=2.0～2.0(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

・野田川大宮道路の開通により、並行区間である国道312号の混雑が解消。大宮峰山道路が開通すること

で交通混雑の緩和が期待。 

②交通安全性の向上 

・大宮峰山道路の並行区間では、開通済み並行区間に比べ交通混雑に起因すると考えられる追突事故が多

発。大宮峰山道路への通過交通の転換により、安全性の向上が期待。 

③救急医療体制の支援 

・救急搬送時間の短縮、搬送患者の負担軽減が期待。 

④ミッシングリンクの解消 

・京都縦貫自動車道と北近畿豊岡自動車道を結び、日本海側のミッシングリンク解消により、災害時等の

代替路を確保 

⑤観光資源へのアクセス強化 

・日本海沿岸地域の観光資源へのアクセス性を向上し、観光振興を支援。 

 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見： 

  京丹後市長より、大宮峰山道路の効果として、①高速道路網の形成、②交通混雑の緩和・移動時間の

短縮、③高速道路のアクセス強化を期待されている。 

京都府知事の意見： 

  山陰近畿自動車道につきましては、新広域道路交通計画について高規格道路に位置づけ、また重要物

流道路に指定された道路であり、対応方針（原案）のとおり、引き続き事業を推進し早期の完成をお願

いします。 

事業評価監視委員会の意見  

 審議の結果、「一般国道312号大宮峰山道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲にお



いて、おおむね適切であり、対応方針（原案）のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

大宮峰山道路の周辺地域の人口は減少傾向、世帯数及び自動車保有台数は横ばいで推移しており、社会

経済情勢等の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 平成27年度事業化、用地進捗率約71％、事業進捗率約27％（令和4年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

 事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

    【位置図】 

 
    【概要図】 

 

 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

※ Ｂ／Ｃは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課  

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 

 

 

一般国道9号 福知山
ふくちやま

道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 
自：京都府福知山

ふくちやま

市長
おさ

田野
だ の

 

至：京都府福知山
ふくちやま

市新庄
しんじょう

 

延長 

 

 

5.8km 

事業概要  

 国道9号は福知山市内を東西に横断し、舞鶴若狭自動車道と接続するなど、京阪神地域との連携を強化

し、広域的な幹線道路の機能を有するとともに、地域内の生活道路としての重要な役割を果たす道路であ

る。 

 国道9号福知山道路は、福知山市内の交通混雑を緩和し、快適で安全な歩行空間の確保、地域の活性化

を図ることを目的に計画された道路である。 

S53年度事業化 

（土師工区） 

S60年度事業化 

（福知山工区） 

S56年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

S56年度用地着手 

（土師工区） 

S62年度用地着手 

（福知山工区） 

S59年度工事着手 

（土師工区） 

H4年度工事着手 

（福知山工区） 

全体事業費   660億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約77％ 供用済延長 4.1km 

計画交通量    35,500台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益     (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)     1.3 
 

(残事業)       5.3 

       133 /1,455億円 

 事 業 費：121/1,408億円 

 維持管理費：  12/47億円 

 

        704 /1,936億円 

 走行時間短縮便益：667/1,836億円 

 走行経費減少便益：    35/95億円 

 交通事故減少便益：  1.5/5.2億円 

  令和4年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交 通 量：B/C=1.2～1.5(交通量 ±10%) 【残事業】交 通 量：B/C=4.8～5.8(交通量 ±10%) 

      事 業 費：B/C=1.3～1.3(事業費 ±10%)       事 業 費：B/C=4.9～5.8(事業費 ±10%) 

      事業期間：B/C=1.3～1.4(事業期間±20%)       事業期間：B/C=5.2～5.5(事業期間±20%) 

事業の効果等  

① 交通混雑の緩和 

・東堀交差点等の立体交差化により、交通混雑が解消。残事業区間の交通混雑の解消に期待。 

② 快適で安全な歩道空間の確保 

・残事業区間は、歩道未整備区間があり歩行者の安全確保が課題。残事業区間の整備により歩行空間が確

保され、快適性・安全性の向上が期待。 

③ 地域の活性化 

・市街地から福知山ICまでのアクセス向上し、物流・観光などの地域活性化への寄与が期待。 

④ 地域医療の支援 

・福知山消防署東分署～福知山市民病院へのアクセス向上が期待。（15分→10分） 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

  国道9号（福知山・京丹波町）整備促進期成同盟会（H14.6設立、福知山市長、京丹波町長、市・町議

会議長等）より4車線化の早期完成の要望を受けている。 

京都府知事の意見： 

  一般国道9号福知山道路は、交通混雑の緩和、快適で安全な歩行空間の確保、さらには福知山ICや市

内観光地などへのアクセス向上による地域の活性化が期待されており、対応方針（原案）のとおり、引

き続き事業を推進し、早期の完成をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

 審議の結果、「一般国道9号福知山道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において



、おおむね適切であり、対応方針（原案）のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

 一般国道9号は交通量が多く、残事業区間は依然として交通容量を超過している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

用地取得率約90％、事業進捗率約77％（令和4年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

 事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

【位置図】 

 

 

 

 

【概要図】 

 

 
 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘       
 

事業名 

 

 

一般国道9号 京都西立体交差 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 
自：京都府京都

きょうと

市右京
うきょう

区西院
さいいん

月
つき

双
そう

町
ちょう

 

至：京都府京都
きょうと

市西京
にしきょう

区御
ご

陵
りょう

塚
つか

ノ
の

越
こし

町
ちょう

 

延長 

 

 

3.8km 

事業概要  

一般国道9号は、京都府京都市を起点に山陰地方を横断し、山口県下関市に至る延長約640ｋｍの幹線道

路で、京都市と京都府北中部を連絡するとともに、京都市内においても東西交通の主軸として重要な役割

をになっています。 

京都西立体交差事業は、国道9号京都市西部において、交通混雑の著しい千代原口地区と葛野地区の、

交通混雑の緩和、交通安全の確保を目的とした延長3.8ｋｍの立体交差事業です。 

H11年度事業化 

 

H11年度都市計画決定 

 

H15年度用地着手 

 

H14年度工事着手 

 

全体事業費    321億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約77％ 供用済延長 1.0km 

計画交通量   40,000台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 1.1 

 

(残事業)  2.6 

 

       58/490億円 

 事 業 費： 54/481億円 

 維持管理費：4.4/8.8億円 

 

       151/517億円 

 走行時間短縮便益：145/492億円 

 走行経費減少便益： 3.2/18億円 

 交通事故減少便益： 3.6/7.1億円 

令和4年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交 通 量：B/C=0.95～1.2(交通量 ±10％)【残事業】交 通 量：B/C=2.3～2.8(交通量 ±10％) 

     事 業 費：B/C=1.04～1.1(事業費 ±10％)     事 業 費：B/C=2.3～2.8(事業費 ±10％) 

     事業期間：B/C=1.01～1.1(事業期間±20％)     事業期間：B/C=2.4～2.6(事業期間±20％) 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

・千代原口地区は平成25年2月の開通後、交通容量の拡大により交通混雑が緩和。 

・葛野地区の交通量は減少しており交通混雑も緩和傾向にあるが、依然として混雑は残っている。 

②交通安全の確保 

・千代原口開通前7年間の平均死傷事故件数は57件、開通後7年間は33件と約4割減少。 

・葛野地区は、過去7年間の平均死傷事故件数21件のうち、直進車に関連する事故が約65％を占めてお

り、交差点の立体交差化整備による事故の減少に期待。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・令和2年7月 ：国の施策・予算に関する提案・要望 

        →「国土の調和ある発展のために」より、京都西立体交差の整備促進を要望。 

  ・令和3年6月 ：国の施策・予算に関する提案・要望 

        →「国土の調和ある発展」より、京都西立体交差の整備促進を要望。 

 

京都市長の意見： 

広域道路ネットワークを形成する国道９号における京都西立体交差事業は、京都市西部方面の主要渋滞

箇所の改善に向けて大きく寄与し、本市の安心・安全なまちづくりにとって重要な事業であると認識して

おり、事業継続の対応方針（原案）に異論はありません。 

なお、事業の実施に当たっては、周辺地域の安全に十分に配慮し、一層のコスト縮減に努めるようお願

いします。 

また、令和３年に実施の事業進捗に向けた対策である葛野西通交差点改良により、渋滞緩和や急ブレー

キ回数の減少など、一定の効果が確認されており、今後も事業区間の渋滞状況について調査を継続すると



ともに、調査結果に基づく交差点改良等の検討をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道9号京都西立体」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において

、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

事業の効果や必要性を評価するための指標の変化及びその他の周辺環境変化等について確認した 

結果、社会経済情勢の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成11年度事業化、用地取得進捗率約43％、事業進捗率約77％(令和4年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

 事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 【位置図】              【概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 

 

 

一般国道163号 精
せい

華
か

拡
かく

幅
ふく

 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 
自：京都府相

そう

楽
らく

郡精
せい

華
か

町
ちょう

柘榴
ざ く ろ

 

至：京都府木
き

津
づ

川
がわ

市相
さが

楽
なか

 

延長 

 

 

4.6km 

事業概要  

高規格道路学研都市連絡道路は、第二京阪道路、京奈和自動車道等と広域ネットワークを形成すること

により、関西文化学術研究都市と関西国際空港や阪神港など大阪市方面との連携を強化し、学研都市の整

備促進を支援する、大阪府門真市から京都府木津川市に至る延長約20kmの道路です。 

「清滝生駒道路」、「精華拡幅」はこの一部を構成し、関西文化学術研究都市へのアクセス向上とともに

、一般国道163号の交通混雑の緩和、交通安全の確保を図ることを目的とした道路です。 

H2年度事業化 

 

S56年度都市計画決定 

(S57年度、H17年度変更) 

H12年度用地着手 

 

H28年度工事着手 

 

全体事業費    224億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約40％ 供用済延長 -km 

計画交通量  15,000台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用    (残事業)/(事業全体) 総便益    (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)    1.8 

    (1.6) 

(残事業)    3.1 

    (3.2) 

        390/2,391億円 

 事 業 費：317/2,215億円 

 維持管理費：  73/171億円 

更 新 費：   /5.9億円 

     1,191/4,379億円 

 走行時間短縮便益：1,107/4,033億円 

 走行経費減少便益： 75/302億円 

 交通事故減少便益： 9.7/43億円 

   令和4年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交 通 量：B/C=1.7～2.0(交通量 ±10%) 【残事業】交 通 量：B/C=2.8～3.4(交通量 ±10%) 

       事 業 費：B/C=1.8～1.9(事業費 ±10%)        事 業 費：B/C=2.8～3.3(事業費 ±10%) 

       事業期間：B/C=1.8～1.9(事業期間±20%)        事業期間：B/C=3.0～3.2(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

 ・清滝生駒道路の４車線開通済区間では、開通に伴い平均速度が向上。 

 ・清滝生駒道路・精華拡幅の整備により、交通混雑が緩和され、所要時間の短縮が期待。 

②交通安全の確保 

 ・清滝生駒道路・精華拡幅の開通済区間では、年平均の死傷事故件数が約7割減少している。 

 ・未開通区間においても、清滝生駒道路・精華拡幅の整備により同様の効果が期待される。 

③地域の活性化 

 ・関西文化学術研究都市の周辺では、第二京阪道路等の高速道路及び主要幹線道路が順次開通し、立地 

施設（大学、研究機関など）が増加。また、沿線地域の法人税収も増加し、特に精華町・木津川市で 

は、近年人口が急増。 

・沿線の自治体からは、今後の企業誘致や地域開発について、より一層の期待が寄せられている。 

④定時性の確保 

 ・清滝生駒道路・精華拡幅は、第二京阪道路等と広域ネットワークを形成。 

 ・関西文化学術研究都市と大阪港との連携が強化され、製造品輸送の定時性確保が期待。 

⑤通行止めの回避 

 ・国道163号（清滝生駒道路・精華拡幅）は、第二阪奈道路や西名阪自動車道などと並んで、大阪都心 

  部と奈良県北部・京都府南部地域を結ぶ東西交通軸の機能を分担。 

 ・第二阪奈道路等が通行止めとなった際は、国道163号が災害時などの代替路としての機能を発揮。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・関西文化学術研究都市建設推進協議会（S58.3設立、関西経済連合会会長、京都府知事、大阪府知事、 

奈良県知事、京都商工会議所会頭、大阪商工会議所会頭、奈良県商工会議所会頭、(財)関西文化学術



研究都市推進機構理事長で構成）より整備促進の要望を受けている。 

・国道163号整備促進期成同盟会(S63.5設立、木津川市長、生駒市長、四條畷市長、精華町長で構成） 

より整備促進の要望を受けている。 

・国道163号整備促進協議会（H12.12設立、木津川市長、笠置町長、和束町長、精華町長、南山城村長 

 で構成）より整備促進の要望を受けている。 

京都府知事の意見： 

一般国道163号精華拡幅には、周辺地域の交通渋滞の緩和、交通安全の確保、さらには企業立地が進 

む関西文化学術研究都市へのアクセス機能の向上が期待されており、事業継続することに賛成します。 

事業の実施に当たっては、早期に事業が完了するよう、用地取得をはじめ、スケジュール管理を適切 

にしていただき、一層のコスト縮減に努められるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道163号精華拡幅」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において

、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

事業の効果や必要性を評価するための指標の変化及びその他の周辺環境変化等について確認した 

結果、社会経済情勢の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成2年度事業化、用地取得進捗率約85％、事業進捗率約40％(令和4年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

 連続高架橋を差点部以外を補強土壁や逆Ｔ式擁壁等に変更することでコスト縮減を図る。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 【位置図】                  【概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳と一致しないことがある。 

※ Ｂ／Ｃは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 

 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課       

                               担当課長名：長谷川 朋弘        
 

事業名 

 

 

一般国道163号 清滝
きよたき

生駒
い こ ま

道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 
 自：大阪府四條畷

しじょうなわて

市中野
な か の

 

 至：奈良県生駒
い こ ま

市鹿畑
しかはた

町 

延長 

 

 

11.0km 

事業概要  

高規格道路 学研都市連絡道路は、第二京阪道路、京奈和自動車道等と広域ネットワークを形成すること
により、関西文化学術研究都市と関西国際空港や阪神港など大阪市方面との連携を強化し、学研都市の整備
促進を支援する、大阪府門真市から京都府木津川市に至る延長約 20㎞の道路である。 
 「清滝生駒道路」、「精華拡幅」はこの一部を構成し、関西文化学術研究都市へのアクセス向上とともに
一般国道163号の交通混雑の緩和、交通安全の確保を図ること目的とした道路である。 

S54年度事業化 

 

S54～S62年度都市計画決定 

（H16年度、H23年度変更） 

S56年度用地着手 

 

S56年度工事着手 

 

全体事業費    1,066億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

72％ 供用済延長 3.6km 

計画交通量   24,100台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)   1.8 

   (1.7) 

(残事業)   3.1 

   (5.2) 

     390/2,391億円 

 事 業 費：317/2,215億円 

 維持管理費： 73/  171億円 

更 新 費：  /   5.9億円 

    1,191/4,379 億円 

 走行時間短縮便益：1,107/4,033億円 

 走行経費減少便益：  75/  302億円 

 交通事故減少便益：  9.7/  43億円 

令和4年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量 ：B/C=1.7～2.0(交通量 ±10%)    【残事業】交通量 ：B/C=2.8～3.4(交通量 ±10%) 

       事業費 ：B/C=1.8～1.9(事業費 ±10%)         事業費 ：B/C=2.8～3.3(事業費 ±10%) 

       事業期間：B/C=1.8～1.9(事業期間±20%)         事業期間：B/C=3.0～3.2(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 
 ・清滝生駒道路の 4車線開通済区間では、開通に伴い平均速度が向上している。 
  一方、未開通区間では、主要渋滞箇所で速度低下が発生している。 
 ・清滝生駒道路・精華拡幅の整備により、交通混雑が緩和され、所要時間の短縮が期待できる。 
②交通安全の確保 
 ・清滝生駒道路・精華拡幅の開通済区間では、年平均の死傷事故件数が約 7割減少している。 
 ・未開通区間においても、清滝生駒道路・精華拡幅の整備により同様の効果が期待できる。 
③地域の活性化 
 ・関西文化学術研究都市の周辺では、第二京阪道路等の高速道路及び主要幹線道路が順次開通し、立地  

施設（大学、研究機関など）が増加している。また、沿線地域の法人税収も増加し、特に精華町・木津 
川市では、近年人口が急増している。 

 ・沿線の自治体からは、今後の企業誘致や地域開発について、より一層の期待が寄せられている。 
④定時性の確保 
 ・清滝生駒道路・精華拡幅は、第二京阪道路等と広域ネットワークを形成している。 
 ・関西文化学術研究都市と大阪港との連携が強化され、製造品輸送の定時性確保が期待できる。 
⑤通行止めの回避 
 ・国道 163 号（清滝生駒道路・精華拡幅）は、第二阪奈道路や西名阪自動車道などと並んで、大阪都心部 

と奈良県北部・京都府南部地域を結ぶ東西交通軸の機能を分担している。 
 ・第二阪奈道路等が通行止めとなった際は、国道163号が災害時などの代替路としての機能を発揮するこ 

とが期待できる。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等 
 ・令和 4年 7月に関西文化学術研究都市建設推進協議会（S58.3 設立、関西経済連合会会長、京都府知事、  

大阪府知事、奈良県知事、京都商工会議所会頭、大阪商工会議所会頭、奈良県商工会議所会頭、(財)  
関西文化学術研究都市推進機構理事長で構成）より早期完成の要望を受けている。 



 ・令和 3年 11 月に国道 163 号整備促進期成同盟会(S63.5 設立、木津川市長、生駒市長、四條畷市長、精 
華町長で構成）より早期完成の要望を受けている。 

 ・令和 3年 11 月に国道 163 号整備促進協議会（H12.12 設立、木津川市長、笠置町長、和束町長、精華町 
長、南山城村長より構成）早期完成の要望を受けている。 

 ・令和 3年 9月に奈良県国道連絡会から清滝生駒道路の整備の要望を受けている。 
大阪府知事からの意見 
 １．一般国道 163 号清滝生駒道路の「対応方針（原案）」案については異存ありません。 
 ２．大阪府域におけるこれまでの開通により、沿線地域における企業立地件数の増加、渋滞、事故の減   

少など様々な効果が発現しており、更なる整備効果の早期発現のため、国道 168 号の渋滞や細街路   
への影響等を考慮しながら、（仮称）下田原東ランプまでの先行供用の検討も含め、一日も早い全   
線供用に向け、事業推進を図られたい。 

 ３．今後とも事業を円滑に進めるため、沿道環境へ配慮するとともに、地域住民の意見を十分に踏まえ   
ながら、事業の推進に努められたい。 

奈良県知事の意見 
  一般国道 163 号清滝生駒道路は、奈良県道路整備基本計画に骨格幹線道路として位置づけており、奈良
県北部の府県境間における東西方向のネットワーク強化を図り、関西文化学術研究都市などの地域の振興
に寄与する重要な路線です。 

  奈良県内には、鹿畑町交差点などの 3箇所が「地域の主要渋滞箇所」（奈良県渋滞対策協議会 H25 年 1
月）として位置づけられており、渋滞の解消にむけて清滝生駒道路の早期整備が必要です。 

  県としては、用地取得の推進を図るため、県の土地開発公社が先行取得を進めており、円滑な事業の推
進に協力して参ります。 

  以上のことから、対応方針（原案）のとおり事業継続し、早期の完成に向けた計画的な整備をお願いし 
ます。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道163号清滝生駒道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲におい

て、おおむね適切に進められており、対応方針(原案)のとおり「事業継続」でよいと判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

周辺地域の人口及び自動車保有台数は近年横ばい、世帯数は増加傾向で推移している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

昭和54年度に事業化、用地進捗率82％、事業進捗率72％（令和4年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針  

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】                     【概要図】  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

※ Ｂ／Ｃは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 

清滝生駒道路 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課        

                               担当課長名：長谷川 朋弘         
 

事業名 

 

 

一般国道28号 洲本
す も と

バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 
自：兵庫県洲本

す も と

市炬
たけの

口
くち

 

至：兵庫県洲本
す も と

市納
おさめ

 

延長 

 

 

6.0km 

事業概要  

 一般国道28号は、神戸市を起点として徳島市に至る約195kmの幹線道路で、淡路島内の経済、産業活動

を支援するほか地域の生活道路として大きな役割を担っている。 

 洲本バイパスは、神戸淡路鳴門自動車道洲本ICへのアクセス道路としての役割を担うとともに、洲本市

内の国道28号の交通混雑の緩和、交通安全の確保及び災害時の代替路の確保を目的とした延長6.0kmのバ

イパスである。 

S60年度事業化 S57年度都市計画決定 

(S-年度変更) 

S63年度用地着手 

 

H元年度工事着手 

 

全体事業費     435億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約87％ 供用済延長 3.6km 

計画交通量  11,600台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)   1.03 

 

(残事業)   2.4 

 

        80/847億円 

 事 業 費： 67/813億円 

 維持管理費：  13/34億円 

 

       193/869億円 

 走行時間短縮便益： 181/842億円 

 走行経費減少便益：   12/26億円 

 交通事故減少便益：0.24/1.5億円 

   令和4年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量：B/C=0.9～1.1  (交通量  ±10％)【残事業】交通量：B/C=2.2～2.7(交通量 ±10％) 

       事業費：B/C=1.02～1.03(事業費 ±10％)       事業費：B/C=2.2～2.6(事業費 ±10％) 

        事業期間：B/C=1.03～1.03(事業期間±20％)       事業期間：B/C=2.4～2.4(事業期間±20％) 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

 ・洲本バイパス未開通区間と並行する国道28号は、交通容量を超過し交通混雑が発生。 

 ・洲本バイパス開通済区間では、旧国道28号の交通量が約5割減少。 

 ・残る区間の整備により交通の転換が図られ、交通混雑の緩和が期待される。 

②交通安全の確保 

 ・洲本バイパス開通済区間の死傷事故件数は、旧国道28号区間34件からバイパス区間3件に減少し、 

 旧国道28号区間も11件に減少。 

 ・未開通区間と並行する国道28号の死傷事故件数は年間約11件発生しており、残る区間の整備により交

通の転換が図られ、国道28号の安全性の向上が期待される。 

③災害時の代替路の確保 

 ・未開通区間の国道28号の一部が、南海トラフ巨大地震時の津波浸水想定範囲に位置。 

 ・洲本バイパスの計画高さは、想定津波高さよりも高く、災害時の避難路及び緊急輸送路として機能。 

➃地域医療の支援 

 ・国道２８号沿線には、淡路島唯一の三次救急医療施設「淡路医療センター」が立地。 

 ・洲本インター前交差点～淡路医療センターの到着時間が、約15分⇒約10分に短縮され、特に重症救急

患者に対応する三次救急医療施設へのアクセス向上が期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等 

 ・令和4年7月に兵庫南東部国道連絡会から、国道28号「洲本バイパス」の早期供用開始の要望を受けて

いる。 

 ・令和4年8月、令和3年11月に近畿国道協議会から、国道28号「洲本バイパス」の予算確保及び早期完

成の要望を受けている。 



 ・令和4年10月、令和4年4月、令和3年5月に洲本市から、国道28号「洲本バイパス」の予算確保及び事

業促進の要望を受けている。 

兵庫県知事の意見： 

  事業継続の対応方針(原案)に異論はない。 

事業実施に当たっては、以下の意見に配慮し整備等を推進されたい。 

洲本バイパスは洲本市域の日常生活や経済活動を支える重要な役割を担っているため、引き続き着実

に事業推進を図られたい。 

地元洲本市からも強い要望があることから、コスト縮減や事業効果の早期発現に配慮しつつ、「防災

・減災、国土強靭化に向けた道路の５か年対策プログラム」において公表された令和７年春に供用 

されたい。 

事業評価監視委員会の意見  

 審議の結果、「一般国道28号洲本バイパス」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲にお

いて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

洲本バイパス周辺地域の人口及び自動車保有台数は近年横ばいで推移している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

昭和60年度事業化、用地進捗率100％、事業進捗率約87％(令和4年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

大型ブロック積擁壁を採用していたが、補強土壁工法に変更することでコスト縮減を図る 

対応方針  

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図 【位置図】 

洲本IC

洲本バイパス

 
【概要図】 

 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                         担 当 課：道路局 国道・技術課、高速道路課 

                         担当課長名：長谷川 朋弘、橋本 雅道     
 

事業名 
 

 
一般国道24号 大和北

や ま と き た

道路（奈良
な ら

北
きた

～奈良
な ら

） 

事業 
区分 

 
一般国道 

事業 
主体 

国土交通省 近畿地方整備局 

西日本高速道路株式会社 

起終点 
 

自：奈良県奈良市歌姫
うたひめ

町
ちょう

 

至：奈良県奈良市八条
はちじょう

三丁目 

延長 
 

 
6.1km 

事業概要  
京奈和自動車道は、京都、奈良、和歌山の都市間を効率的に連携する延長約120kmの高規格道路である。 

大和北道路（奈良北～奈良）、大和北道路、大和御所道路は、京奈和自動車道の一部として高速道路ネッ

トワークを形成し、交通混雑の緩和、交通安全の向上、広域的なアクセス性向上による観光行動の支援、

災害時の救援活動支援、企業立地への支援、救急医療体制への支援を目的とした道路である。 

H30年度事業化 
 

H19年度都市計画決定 
（H-年度変更） 

R2年度用地着手 
 

工事未着手 
 

全体事業費 2,050億円 事業進捗率 
(令和4年3月末時点) 

約1％ 供用済延長 -km 

計画交通量   19,600台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 2.2 

（1.4） 

(残事業)  2.5 
（1.5） 

       2,921/25,477億円 
事 業 費：2,763/23,062億円 
維持管理費：  159/1,779億円 
更 新 費：       /636億円 

       7,442/55,964億円 
 走行時間短縮便益： 6,975/51,918億円 
 走行経費減少便益：    403/3,506億円 
 交通事故減少便益：       63/540億円 

 令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交 通 量：B/C=2.0 ～2.4 (交通量  ±10%)【残事業】交 通 量：B/C=2.3～2.8 (交通量  ±10%) 

事 業 費：B/C=2.2 ～2.2 (事業費  ±10%)         事 業 費：B/C=2.3～2.8 (事業費  ±10%) 

事業期間：B/C=2.2 ～2.3 (事業期間±20%)          事業期間：B/C=2.4～2.7 (事業期間±20%) 

事業の効果等  
①交通混雑の緩和 

・一般国道24号の交通量は交通容量を超過及び多数の主要渋滞箇所が存在。また、速度低下により交通混雑が

発生している。 

・3事業区間の整備により、一般国道24号から事業区間に交通が転換し、奈良市周辺地域の交通円滑化が期待。 

②交通安全の向上 

・大和北道路（奈良北～奈良）・大和北道路・大和御所道路の開通済区間では、年平均の死傷事故件数が約８割

減少している。 

・未開通区間においても、大和北道路（奈良北～奈良）・大和北道路・大和御所道路の整備により同様の効果が

期待される。 

③災害時の救援活動支援 

・南海トラフ巨大地震が発生した場合に、救援の拠点となることが想定される大規模広域防災拠点（事業中）への

被災地外からの輸送や医療施設までの搬送において、京奈和自動車道が新たな救援ルートとなることが期待さ

れる。 

④企業立地への支援 

・大和御所道路周辺には多くの工業団地が位置し、道路整備に伴い企業立地が進展。 

・奈良県の工場立地件数は過去16年で約420件増加しており、今後のさらなる道路開通により利便性が向上し、

企業立地の推進が期待される。 

⑤救急医療体制への支援 

・H29年度に開通した区間（御所南IC～五條北IC）により、第三次救急医療施設である奈良県立医科大学附属病

院（橿原市）への救急搬送時間が約11分短縮し、患者への負担軽減に繋がっている。 

・残存する大和御所道路の開通により、国道24号の混雑が解消し、第三次救急医療施設へのさらなる所要時間

の短縮や患者への負担軽減等、救急医療への支援が期待される。 

⑥周遊観光の支援 



・京奈和自動車道の整備により、京都～奈良～和歌山のアクセスが向上し、奈良県の観光客数は、平成17年か

ら令和元年の14年間で約1千万人（約30％）増加している。 

・また、京奈和自動車道が通る奈良県は、世界遺産をはじめ主要な観光資源が豊富にあり、ミッシングリンクの解

消により、周遊観光行動を支援。 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等： 
・令和4年11月に京奈和自動車道建設促進奈良県民会議より、京奈和自動車道の早期開通の要望を受けてい

る。 

・令和4月10月に京奈和自動車道整備促進期成同盟会より、京奈和自動車道の大和北道路及び大和御所道路

の早期全線開通の要望を受けている。 

・令和4年10月に奈良県市長会・町村会より、京奈和自動車道の早期開通の要望を受けている。 

・令和3年9月に奈良県国道連絡会より、大和北道路及び大和御所道路の橿原北ICから橿原高田IC間につい

て、早期開通に向けて、用地買収及び工事推進の要望を受けている。 

・令和3年11月に関西高速道路ネットワーク推進協議会より、大和北道路の国直轄道路事業の予算確保の要

望を受けている。 

・令和3年6月に関西文化学術研究都市建設推進協議会より、京奈和自動車道の早期全線整備および4車線化

の要望を受けている。 

京都府知事の意見： 

 事業継続という対応方針（原案）に賛成します。 

 大和北道路（奈良北～奈良）は、京奈和自動車道の一部として高速道路ネットワークを形成し、交通混雑

の緩和、交通安全の向上、広域的なアクセス性向上に資する道路です。 

 なお、当該事業を継続するに際しましては、コスト管理と早期供用に向けたスケジュール管理を適切に実

施されますようお願いします。 

奈良県知事の意見： 

 京奈和自動車道は、奈良県の南北の基軸であり、働く場の確保に向けた企業誘致や地域活動の拡大とい

った本県の地方創生の実現に欠くことのできない重要な高規格道路です。 

 事業中である大和北道路の（仮称）奈良北IC から郡山下ツ道JCT までの間、および大和御所道路の橿

原北IC から橿原高田IC までの間は、ミッシングリンクとなっており、並行する国道２４号における慢性

的な渋滞のさらなる悪化や、供用の目処が立たない状況が続けば、新たな雇用を生み出す企業の新規立地

が停滞し、本県の奈良新『都』づくり戦略２０２２における『栄える「都」をつくる ～奈良県経済の好

循環を促し、働きやすく、就業しやすい奈良県にする～』の実現に甚大な影響を及ぼします。 

 以上のことから、対応方針（原案）のとおり、事業継続が妥当と考えます。 

 なお、事業実施にあたっては、大和北道路の全体事業費が増となっていることから、本県と速やかな情

報共有を図っていただくとともに、県としては、引き続き円滑な事業推進のための環境整備や沿線自治体

との連携・協力に努めますので、１日も早い全線供用をお願いします。 

また、リニア中央新幹線「奈良市附近駅」を踏まえた新たな東西の高速道路ネットワークの整備が重要

と考えており、京奈和自動車道から「奈良市附近駅」への直結アクセスの検討を前向きにお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  
審議の結果、「一般国道24号大和北道路（奈良北～奈良）」の再評価は、当委員会に提出された資料、説

明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり｢事業継続｣することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
大和北道路（奈良北～奈良）・大和北道路・大和御所道路の周辺地域・沿線地域の人口は微減、世帯数は

微増、自動車保有台数は横ばいで近年推移している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
平成30年度事業化、用地進捗率約1％、事業進捗率約1％(令和4年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  
事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針  
対応方針決定の理由  
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 



事業概要図  
【位置図】               【概要図】 

 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
※ Ｂ／Ｃは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                         担 当 課：道路局 国道・技術課、高速道路課 

                         担当課長名：長谷川 朋弘、橋本 雅道       
 

事業名 
 

 
一般国道24号 大和北

や ま と き た

道路 

事業 
区分 

 
一般国道 

事業 
主体 

国土交通省 近畿地方整備局 

西日本高速道路株式会社 

起終点 
 

自：奈良県奈良市八条
はちじょう

三丁目
さんちょうめ

 

至：奈良県大和郡山
やまとこおりやま

市横田
よ こ た

町
ちょう

 

延長 
 

 
6.3km 

事業概要  
京奈和自動車道は、京都、奈良、和歌山の都市間を効率的に連携する延長約120kmの高規格道路である。 

大和北道路（奈良北～奈良）、大和北道路、大和御所道路は、京奈和自動車道の一部として高速道路ネッ

トワークを形成し、交通混雑の緩和、交通安全の向上、広域的なアクセス性向上による観光行動の支援、

災害時の救援活動支援、企業立地への支援、救急医療体制への支援を目的とした道路である。 

H20年度事業化 
 

H19年度都市計画決定 
（H-年度変更） 

H25年度用地着手 
 

H30年度工事着手 
 

全体事業費 890億円 事業進捗率 
(令和4年3月末時点) 

約62％ 供用済延長 -km 

計画交通量   24,300台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 2.2 

（4.1） 

(残事業)  2.5 
（7.1） 

       2,921/25,477億円 
事 業 費：2,763/23,062億円 
維持管理費：  159/1,779億円 
更 新 費：       /636億円 

        7,442/55,964億円 
 走行時間短縮便益： 6,975/51,918億円 
 走行経費減少便益：    403/3,506億円 
 交通事故減少便益：       63/540億円 

 令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交 通 量：B/C=2.0 ～2.4 (交通量  ±10%)【残事業】交 通 量：B/C=2.3～2.8 (交通量  ±10%) 

事 業 費：B/C=2.2 ～2.2 (事業費  ±10%)         事 業 費：B/C=2.3～2.8 (事業費  ±10%) 

事業期間：B/C=2.2 ～2.3 (事業期間±20%)          事業期間：B/C=2.4～2.7 (事業期間±20%) 

事業の効果等  
①交通混雑の緩和 

・一般国道24号の交通量は交通容量を超過及び多数の主要渋滞箇所が存在。また、速度低下により交通混雑が

発生している。 

・3事業区間の整備により、一般国道24号から事業区間に交通が転換し、奈良市周辺地域の交通円滑化が期待。 

②交通安全の向上 

・大和北道路（奈良北～奈良）・大和北道路・大和御所道路の開通済区間では、年平均の死傷事故件数が約８割

減少している。 

・未開通区間においても、大和北道路（奈良北～奈良）・大和北道路・大和御所道路の整備により同様の効果が

期待される。 

③災害時の救援活動支援 

・南海トラフ巨大地震が発生した場合に、救援の拠点となることが想定される大規模広域防災拠点（事業中）への

被災地外からの輸送や医療施設までの搬送において、京奈和自動車道が新たな救援ルートとなることが期待さ

れる。 

④企業立地への支援 

・大和御所道路周辺には多くの工業団地が位置し、道路整備に伴い企業立地が進展。 

・奈良県の工場立地件数は過去16年で約420件増加しており、今後のさらなる道路開通により利便性が向上し、

企業立地の推進が期待される。 

⑤救急医療体制への支援 

・H29年度に開通した区間（御所南IC～五條北IC）により、第三次救急医療施設である奈良県立医科大学附属病

院（橿原市）への救急搬送時間が約11分短縮し、患者への負担軽減に繋がっている。 

・残存する大和御所道路の開通により、国道24号の混雑が解消し、第三次救急医療施設へのさらなる所要時間

の短縮や患者への負担軽減等、救急医療への支援が期待される。 

⑥周遊観光の支援 



・京奈和自動車道の整備により、京都～奈良～和歌山のアクセスが向上し、奈良県の観光客数は、平成17年か

ら令和元年の14年間で約1千万人（約30％）増加している。 

・また、京奈和自動車道が通る奈良県は、世界遺産をはじめ主要な観光資源が豊富にあり、ミッシングリンクの解

消により、周遊観光行動を支援。 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等： 
・令和4年11月に京奈和自動車道建設促進奈良県民会議より、京奈和自動車道の早期開通の要望を受けてい

る。 

・令和4月10月に京奈和自動車道整備促進期成同盟会より、京奈和自動車道の大和北道路及び大和御所道路

の早期全線開通の要望を受けている。 

・令和4年10月に奈良県市長会・町村会より、京奈和自動車道の早期開通の要望を受けている。 

・令和3年9月に奈良県国道連絡会より、大和北道路及び大和御所道路の橿原北ICから橿原高田IC間につい

て、早期開通に向けて、用地買収及び工事推進の要望を受けている。 

・令和3年11月に関西高速道路ネットワーク推進協議会より、大和北道路の国直轄道路事業の予算確保の要

望を受けている。 

・令和3年6月に関西文化学術研究都市建設推進協議会より、京奈和自動車道の早期全線整備および4車線化

の要望を受けている。 

京都府知事の意見： 

 事業継続という対応方針（原案）に賛成します。 

 大和北道路（奈良北～奈良）は、京奈和自動車道の一部として高速道路ネットワークを形成し、交通混雑

の緩和、交通安全の向上、広域的なアクセス性向上に資する道路です。 

 なお、当該事業を継続するに際しましては、コスト管理と早期供用に向けたスケジュール管理を適切に実

施されますようお願いします。 

奈良県知事の意見： 

 京奈和自動車道は、奈良県の南北の基軸であり、働く場の確保に向けた企業誘致や地域活動の拡大とい

った本県の地方創生の実現に欠くことのできない重要な高規格道路です。 

 事業中である大和北道路の（仮称）奈良北IC から郡山下ツ道JCT までの間、および大和御所道路の橿

原北IC から橿原高田IC までの間は、ミッシングリンクとなっており、並行する国道２４号における慢性

的な渋滞のさらなる悪化や、供用の目処が立たない状況が続けば、新たな雇用を生み出す企業の新規立地

が停滞し、本県の奈良新『都』づくり戦略２０２２における『栄える「都」をつくる ～奈良県経済の好

循環を促し、働きやすく、就業しやすい奈良県にする～』の実現に甚大な影響を及ぼします。 

 以上のことから、対応方針（原案）のとおり、事業継続が妥当と考えます。 

 なお、事業実施にあたっては、大和北道路の全体事業費が増となっていることから、本県と速やかな情

報共有を図っていただくとともに、県としては、引き続き円滑な事業推進のための環境整備や沿線自治体

との連携・協力に努めますので、１日も早い全線供用をお願いします。 

また、リニア中央新幹線「奈良市附近駅」を踏まえた新たな東西の高速道路ネットワークの整備が重要

と考えており、京奈和自動車道から「奈良市附近駅」への直結アクセスの検討を前向きにお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  
審議の結果、「一般国道24号大和北道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において、

おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり｢事業継続｣することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
大和北道路（奈良北～奈良）・大和北道路・大和御所道路の周辺地域・沿線地域の人口は微減、世帯数は

微増、自動車保有台数は横ばいで近年推移している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
平成20年度事業化、用地進捗率約83％、事業進捗率約62％(令和4年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  
事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針  
対応方針決定の理由  
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 



事業概要図  
【位置図】                  【概要図】 

 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
※ Ｂ／Ｃは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所）  
                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘      
 

事業名 
 

 
一般国道24号 大和

や ま と

御所
ご せ

道路 

事業 
区分 

 
一般国道 

事業 
主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 
起終点 
 

自：奈良県大和郡山
やまとこおりやま

市伊豆
い ず

七条
しちじょう

町
ちょう

 

至：奈良県五條
ごじょう

市居傳
い で

町
ちょう

 

延長 
 専用部 27.2km 

一般部 20.7km 
事業概要  
京奈和自動車道は、京都、奈良、和歌山の都市間を効率的に連携する延長約120kmの高規格道路である。 

大和北道路（奈良北～奈良）、大和北道路、大和御所道路は、京奈和自動車道の一部として高速道路ネッ

トワークを形成し、交通混雑の緩和、交通安全の向上、広域的なアクセス性向上による観光行動の支援、

災害時の救援活動支援、企業立地への支援、救急医療体制への支援を目的とした道路である。 

S47年度事業化(橿原バイパス) 
H4年度事業化(大和御所道路

) 

S48年度都市計画決定 
(橿原バイパス) 

H3年度都市計画決定 
(大和御所道路(御所区間)) 

（H8年度変更(大和御所道路(大和区間))） 

S50年度用地着手 
(橿原バイパス) 

H4年度用地着手 
(大和御所道路) 

 

S53年度工事着手 
(橿原バイパス) 

H6年度工事着手 
(大和御所道路) 

 
全体事業費 5,800億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 
約79％ 供用済延長 専用部:(大和区間) 9.4km 

(御所区間)13.4km 

一般部:12.7km          

計画交通量   28,700台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 2.2 

（1.4） 

(残事業)  2.5 
（4.6） 

       2,921/25,477億円 
事 業 費：2,763/23,062億円 
維持管理費：  159/1,779億円 
更 新 費：      /636億円 

        7,442/55,964億円 
 走行時間短縮便益： 6,975/51,918億円 
 走行経費減少便益：    403/3,506億円 
 交通事故減少便益：       63/540億円 

 令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交 通 量：B/C=2.0 ～2.4 (交通量  ±10%)【残事業】交 通 量：B/C=2.3～2.8 (交通量  ±10%) 

事 業 費：B/C=2.2 ～2.2 (事業費  ±10%)         事 業 費：B/C=2.3～2.8 (事業費  ±10%) 

事業期間：B/C=2.2 ～2.3 (事業期間±20%)          事業期間：B/C=2.4～2.7 (事業期間±20%) 

事業の効果等  
①交通混雑の緩和 

・一般国道24号の交通量は交通容量を超過及び多数の主要渋滞箇所が存在。また、速度低下により交通混雑が

発生している。 

・3事業区間の整備により、一般国道24号から事業区間に交通が転換し、奈良市周辺地域の交通円滑化が期待。 

②交通安全の向上 

・大和北道路（奈良北～奈良）・大和北道路・大和御所道路の開通済区間では、年平均の死傷事故件数が約８割

減少している。 

・未開通区間においても、大和北道路（奈良北～奈良）・大和北道路・大和御所道路の整備により同様の効果が

期待される。 

③災害時の救援活動支援 

・南海トラフ巨大地震が発生した場合に、救援の拠点となることが想定される大規模広域防災拠点（事業中）への

被災地外からの輸送や医療施設までの搬送において、京奈和自動車道が新たな救援ルートとなることが期待さ

れる。 

④企業立地への支援 

・大和御所道路周辺には多くの工業団地が位置し、道路整備に伴い企業立地が進展。 

・奈良県の工場立地件数は過去16年で約420件増加しており、今後のさらなる道路開通により利便性が向上し、

企業立地の推進が期待される。 

⑤救急医療体制への支援 

・H29年度に開通した区間（御所南IC～五條北IC）により、第三次救急医療施設である奈良県立医科大学附属病

院（橿原市）への救急搬送時間が約11分短縮し、患者への負担軽減に繋がっている。 



・残存する大和御所道路の開通により、国道24号の混雑が解消し、第三次救急医療施設へのさらなる所要時間

の短縮や患者への負担軽減等、救急医療への支援が期待される。 

⑥周遊観光の支援 

・京奈和自動車道の整備により、京都～奈良～和歌山のアクセスが向上し、奈良県の観光客数は、平成17年か

ら令和元年の14年間で約1千万人（約30％）増加している。 

・また、京奈和自動車道が通る奈良県は、世界遺産をはじめ主要な観光資源が豊富にあり、ミッシングリンクの解

消により、周遊観光行動を支援。 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等： 
・令和4年11月に京奈和自動車道建設促進奈良県民会議より、京奈和自動車道の早期開通の要望を受けてい

る。 

・令和4月10月に京奈和自動車道整備促進期成同盟会より、京奈和自動車道の大和北道路及び大和御所道路

の早期全線開通の要望を受けている。 

・令和4年10月に奈良県市長会・町村会より、京奈和自動車道の早期開通の要望を受けている。 

・令和3年9月に奈良県国道連絡会より、大和北道路及び大和御所道路の橿原北ICから橿原高田IC間につい

て、早期開通に向けて、用地買収及び工事推進の要望を受けている。 

・令和3年6月に関西文化学術研究都市建設推進協議会より、京奈和自動車道の早期全線整備および4車線化

の要望を受けている。 

京都府知事の意見： 

 事業継続という対応方針（原案）に賛成します。 

 大和北道路（奈良北～奈良）は、京奈和自動車道の一部として高速道路ネットワークを形成し、交通混雑

の緩和、交通安全の向上、広域的なアクセス性向上に資する道路です。 

 なお、当該事業を継続するに際しましては、コスト管理と早期供用に向けたスケジュール管理を適切に実

施されますようお願いします。 

奈良県知事の意見： 

 京奈和自動車道は、奈良県の南北の基軸であり、働く場の確保に向けた企業誘致や地域活動の拡大とい

った本県の地方創生の実現に欠くことのできない重要な高規格道路です。 

 事業中である大和北道路の（仮称）奈良北IC から郡山下ツ道JCT までの間、および大和御所道路の橿

原北IC から橿原高田IC までの間は、ミッシングリンクとなっており、並行する国道２４号における慢性

的な渋滞のさらなる悪化や、供用の目処が立たない状況が続けば、新たな雇用を生み出す企業の新規立地

が停滞し、本県の奈良新『都』づくり戦略２０２２における『栄える「都」をつくる ～奈良県経済の好

循環を促し、働きやすく、就業しやすい奈良県にする～』の実現に甚大な影響を及ぼします。 

 以上のことから、対応方針（原案）のとおり、事業継続が妥当と考えます。 

 なお、事業実施にあたっては、大和北道路の全体事業費が増となっていることから、本県と速やかな情

報共有を図っていただくとともに、県としては、引き続き円滑な事業推進のための環境整備や沿線自治体

との連携・協力に努めますので、１日も早い全線供用をお願いします。 

 また、リニア中央新幹線「奈良市附近駅」を踏まえた新たな東西の高速道路ネットワークの整備が重要

と考えており、京奈和自動車道から「奈良市附近駅」への直結アクセスの検討を前向きにお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  
審議の結果、「一般国道24号大和御所道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲におい

て、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり｢事業継続｣することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
大和北道路（奈良北～奈良）・大和北道路・大和御所道路の周辺地域・沿線地域の人口は微減、世帯数は

微増、自動車保有台数は横ばいで近年推移している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
平成4年度事業化、用地進捗率100％、事業進捗率約79％(令和4年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  
事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針  
対応方針決定の理由  



以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  
【位置図】               【概要図】 

   
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
※ Ｂ／Ｃは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 

 

一般国道42号 すさみ串本
くしもと

道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 
自：和歌山県東牟婁郡

ひがしむろぐん

串本町
くしもとちょう

サンゴ台
だい

 

至：和歌山県西牟婁郡
に し む ろ ぐ ん

すさみ町
ちょう

江
え

住
すみ

 

延長 

 

 

19.2km 

事業概要  

一般国道 42 号は静岡県浜松市を起点とし、和歌山県和歌山市に至る総延長 521km の主要幹線道路であり、

和歌山県の紀伊半島沿岸部をつなぐ唯一の国道として、産業、経済、生活を支える重要な役割を担っている。 

 一般国道42号すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路及び新宮紀宝道路は、紀伊半島一周となる幹線道

路として、南海トラフ地震等の災害時の交通確保、救急医療活動の支援及び広域周遊観光の支援を目的とし

た自動車専用道路である。 

H26年度事業化 H-年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

H29年度用地着手 H29年度工事着手 

全体事業費    1,870億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約54％ 供用済延長 -km 

計画交通量    6,100台／日 

費用対効果 

分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益  (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 6.2 
   （0.6） 

(残事業)    1.7 
   （0.99） 

        3,683/52,521億円 

事 業 費：3,177/41,630億円 

維持管理費： 499/ 8,375億円 

更 新 費： 6.8/ 2,516億円 

      6,291/327,660億円 

走行時間短縮便益：5,750/296,203億円 

走行経費減少便益：   452/27,171億円 

交通事故減少便益：          88/4,286億円 

令和4年 

感度分析の結果  

【事業全体】交 通 量：B/C=5.6～6.9(交通量 ±10％)【残事業】交 通 量：B/C=1.5～1.9(交通量 ±10％) 

     事 業 費：B/C=6.2～6.3(事業費 ±10％)     事 業 費：B/C=1.6～1.9(事業費 ±10％) 

     事業期間：B/C=6.2～6.2(事業期間±20％)      事業期間：B/C=1.6～1.8(事業期間±20％) 

事業の効果等  

①災害時の交通確保 

・南海トラフ巨大地震に伴う津波により、すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路及び新宮紀宝道路

に並行する国道42号の約8割の区間が浸水すると予測されている。 

・近畿自動車道紀勢線は津波に対して十分な高さを確保した計画路線であり、大規模災害時における緊

急輸送道路や一時的な避難場所として活用するために避難路を設置することで、地域の避難活動を支

援している。 

②救急医療活動の支援 

・南和歌山医療センター（田辺市）は、和歌山県南部で唯一の三次救急医療施設であり、すさみ串本道

路、串本太地道路の整備により、南和歌山医療センターの60分圏域人口カバー率が68％から96％まで

拡大。 

・災害時においても広域的な救急活動支援が期待できる。 

③広域周遊観光の支援 

・近畿自動車道紀勢線の整備により、沿線市町の観光客数が大きく増加。 

・未整備区間を整備することにより、和歌山県・三重県の豊富な観光資源を活かした広域周遊観光を 

支援。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等: 

・令和4年10月に近畿自動車道紀勢線建設促進協議会(和歌山県知事、三重県知事、他)から、令和7年大阪

関西万博までの全線開通を目指しての整備加速等の要望を受けている。 

・令和4年12月に近畿自動車道紀勢線 すさみ・那智勝浦間 建設促進協議会(串本町、すさみ町、太地町、

古座川町、那智勝浦町の各首長、議会議長、他)から、すさみ串本道路、串本太地道路の早期完成にむ



けた事業促進等の要望を受けている。 

・令和4年10月に近畿自動車道紀勢線(熊野市～新宮市間)建設促進期成同盟会(紀宝町、熊野市、新宮市、

田辺市、那智勝浦町、御浜町、北山村の各首長、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及

びそれに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和4年10月に、熊野川河口に橋を架ける会(紀宝町、新宮市、熊野川河口大橋建設促進議員連盟の各首

長及び議長、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及びそれに必要な予算確保等の要望を

受けている。 

・令和4年7月に高速自動車道紀南延長促進協議会(和歌山県知事、和歌山県副知事、和歌山県議会議長、

沿線自治体首長及び議長、他)から、総会での決議を踏まえ、事業中区間の早期工事着手と早期完成等

及びそれに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和4年10月に、高速道路をつなぐ建設促進那智勝浦協議会(那智勝浦町内の民間団体など関係24団体)

から、串本太地道路の一日も早く完成させるよう要望を受けている。 

和歌山県知事の意見： 

異常気象による災害や南海トラフ巨大地震などの大規模地震に備え、紀伊半島の海岸線を通る唯一の幹

線道路である国道４２号の代替道路となる近畿自動車道紀勢線等のミッシングリンク解消が急務である

こと、また昨今の資材価格や労務費の高騰、厳しい地質条件等を踏まえ、今回の事業費増の見直しに伴う

コストの増加はやむを得ないものと考えますので、対応方針（原案）のとおり事業継続が妥当と判断しま

す。 

なお、今後の事業実施に当たっては、できる限りコスト縮減に努めて頂くとともに、県としては、沿線

の自治体と連携し、引き続き、円滑な事業推進に協力して参りますので、「新宮紀宝道路」の令和6年秋、

「すさみ串本道路」の令和7年春の確実な開通と「串本太地道路」「新宮道路」の１日も早い開通をお願い

します。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道42号すさみ串本道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲に

おいて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

  すさみ串本道路周辺地域の人口、世帯数及び自動車保有台数は微減傾向にあるものの、事業採択時からの

社会経済情勢の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成26年度事業化、用地進捗率約99％、事業進捗率約54％(令和4年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】          【概要図】 
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※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

※ B/Cは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 

 

一般国道42号 串本
くしもと

太地
た い じ

道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 
自：和歌山県東牟婁郡

ひがしむろぐん

那智勝浦町
なちかつうらちょう

八尺
や た

鏡野
が の

 

至：和歌山県東牟婁郡
ひがしむろぐん

串本町鬮
くしもとちょうくじ

野川
の か わ

 

延長 

 

 

18.4km 

事業概要  

一般国道 42 号は静岡県浜松市を起点とし、和歌山県和歌山市に至る総延長 521km の主要幹線道路であり、

和歌山県の紀伊半島沿岸部をつなぐ唯一の国道として、産業、経済、生活を支える重要な役割を担っている。 

一般国道 42 号すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路及び新宮紀宝道路は、紀伊半島一周となる幹線

道路として、南海トラフ地震等の災害時の交通確保、救急医療活動の支援及び広域周遊観光の支援を目的と

した自動車専用道路である。 

H30年度事業化 H-年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

R2年度用地着手 R3年度工事着手 

全体事業費    900億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約4％ 供用済延長 -km 

計画交通量    7,800台／日 

費用対効果 

分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 6.2 
   （0.9） 

(残事業)    1.7 
   （0.9） 

          3,683/52,521億円 

 事 業 費：3,177/41,630 億円 

 維持管理費： 499/ 8,375 億円 

更 新 費： 6.8/ 2,516 億円 

   6,291/327,660 億円 

走行時間短縮便益：5,750/296,203 億円  

走行経費減少便益： 452/27,171億円 

交通事故減少便益：   88/4,286億円 

令和4年 

感度分析の結果  

【事業全体】交 通 量：B/C=5.6～6.9(交通量 ±10％)【残事業】交 通 量：B/C=1.5～1.9(交通量 ±10％) 

     事 業 費：B/C=6.2～6.3(事業費 ±10％)     事 業 費：B/C=1.6～1.9(事業費 ±10％) 

      事業期間：B/C=6.2～6.2(事業期間±20％)     事業期間：B/C=1.6～1.8(事業期間±20％) 

事業の効果等  

①災害時の交通確保 

・南海トラフ巨大地震に伴う津波により、すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路及び新宮紀宝道路

に並行する国道42号の約8割の区間が浸水すると予測されている。 

・近畿自動車道紀勢線は津波に対して十分な高さを確保した計画路線であり、大規模災害時における緊

急輸送道路や一時的な避難場所として活用するために避難路を設置することで、地域の避難活動を支

援している。 

②救急医療活動の支援 

・南和歌山医療センター（田辺市）は、和歌山県南部で唯一の三次救急医療施設であり、すさみ串本道

路、串本太地道路の整備により、南和歌山医療センターの60分圏域人口カバー率が68％から96％まで

拡大。 

・災害時においても広域的な救急活動支援が期待できる。 

③広域周遊観光の支援 

・近畿自動車道紀勢線の整備により、沿線市町の観光客数が大きく増加。 

・未整備区間を整備することにより、和歌山県・三重県の豊富な観光資源を活かした広域周遊観光を 

支援。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等: 

・令和4年10月に近畿自動車道紀勢線建設促進協議会(和歌山県知事、三重県知事、他)から、令和7年大阪

関西万博までの全線開通を目指しての整備加速等の要望を受けている。 

・令和4年12月に近畿自動車道紀勢線 すさみ・那智勝浦間 建設促進協議会(串本町、すさみ町、太地町、

古座川町、那智勝浦町の各首長、議会議長、他)から、すさみ串本道路、串本太地道路の早期完成にむ

けた事業促進等の要望を受けている。 



・令和4年10月に近畿自動車道紀勢線(熊野市～新宮市間)建設促進期成同盟会(紀宝町、熊野市、新宮市、

田辺市、那智勝浦町、御浜町、北山村の各首長、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及

びそれに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和4年10月に、熊野川河口に橋を架ける会(紀宝町、新宮市、熊野川河口大橋建設促進議員連盟の各首

長及び議長、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及びそれに必要な予算確保等の要望を

受けている。 

・令和4年7月に高速自動車道紀南延長促進協議会(和歌山県知事、和歌山県副知事、和歌山県議会議長、

沿線自治体首長及び議長、他)から、総会での決議を踏まえ、事業中区間の早期工事着手と早期完成等

及びそれに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和4年10月に、高速道路をつなぐ建設促進那智勝浦協議会(那智勝浦町内の民間団体など関係24団体)

から、串本太地道路の一日も早く完成させるよう要望を受けている。 

 

和歌山県知事の意見： 

異常気象による災害や南海トラフ巨大地震などの大規模地震に備え、紀伊半島の海岸線を通る唯一の幹

線道路である国道４２号の代替道路となる近畿自動車道紀勢線等のミッシングリンク解消が急務である

こと、また昨今の資材価格や労務費の高騰、厳しい地質条件等を踏まえ、今回の事業費増の見直しに伴う

コストの増加はやむを得ないものと考えますので、対応方針（原案）のとおり事業継続が妥当と判断しま

す。 

なお、今後の事業実施に当たっては、できる限りコスト縮減に努めて頂くとともに、県としては、沿線

の自治体と連携し、引き続き、円滑な事業推進に協力して参りますので、「新宮紀宝道路」の令和6年秋、

「すさみ串本道路」の令和7年春の確実な開通と「串本太地道路」「新宮道路」の１日も早い開通をお願い

します。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道42号串本太地道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲にお

いて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

  串本太地道路周辺地域の人口、世帯数及び自動車保有台数は微減傾向にあるものの、事業採択時からの社

会経済情勢の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成30年度事業化、用地進捗率約76％、事業進捗率約4％(令和4年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】          【概要図】 
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※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

※ B/Cは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 

 

一般国道42号 新宮
しんぐう

道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 
自：和歌山県新宮市

し ん ぐう し

あけぼの 

至：和歌山県新宮市
し ん ぐう し

三輪崎
み わ さ き

 

延長 

 

 

4.8km 

事業概要  

一般国道 42 号は静岡県浜松市を起点とし、和歌山県和歌山市に至る総延長 521km の主要幹線道路であり、

和歌山県の紀伊半島沿岸部をつなぐ唯一の国道として、産業、経済、生活を支える重要な役割を担っている。 

一般国道 42 号すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路及び新宮紀宝道路は、紀伊半島一周となる幹線

道路として、南海トラフ地震等の災害時の交通確保、救急医療活動の支援及び広域周遊観光の支援を目的と

した自動車専用道路である。 

H31年度事業化 H-年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

用地未取得 工事未着手 

全体事業費    300億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約3％ 供用済延長 -km 

計画交通量    9,000台／日 

費用対効果 

分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 6.2 
   （0.8） 

(残事業)    1.7 
   （0.8） 

          3,683/52,521 億円 

 事 業 費：3,177/41,630 億円 

 維持管理費： 499/ 8,375 億円 

更 新 費： 6.8/ 2,516 億円 

   6,291/327,660 億円 

走行時間短縮便益：5,750/296,203 億円  

走行経費減少便益： 452/27,171億円 

交通事故減少便益：   88/4,286億円 

令和4年 

感度分析の結果  

【事業全体】交 通 量：B/C=5.6～6.9(交通量 ±10％)【残事業】交 通 量：B/C=1.5～1.9(交通量 ±10％) 

     事 業 費：B/C=6.2～6.3(事業費 ±10％)     事 業 費：B/C=1.6～1.9(事業費 ±10％) 

      事業期間：B/C=6.2～6.2(事業期間±20％)     事業期間：B/C=1.6～1.8(事業期間±20％) 

事業の効果等  

①災害時の交通確保 

・南海トラフ巨大地震に伴う津波により、すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路及び新宮紀宝道路

に並行する国道42号の約8割の区間が浸水すると予測されている。 

・近畿自動車道紀勢線は津波に対して十分な高さを確保した計画路線であり、大規模災害時における緊

急輸送道路や一時的な避難場所として活用するために避難路を設置することで、地域の避難活動を支

援している。 

②救急医療活動の支援 

・東牟婁郡では、新宮道路と新宮紀宝道路の整備による時間短縮により、地域医療の核である新宮市立

医療センターと紀南病院（三重県御浜町）とで実施されている地域医療連携がさらに向上。  

・災害時においても広域的な救急活動支援が期待できる。 

③広域周遊観光の支援 

・近畿自動車道紀勢線の整備により、沿線市町の観光客数が大きく増加。 

・未整備区間を整備することにより、和歌山県・三重県の豊富な観光資源を活かした広域周遊観光を 

支援。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等: 

・令和4年10月に近畿自動車道紀勢線建設促進協議会(和歌山県知事、三重県知事、他)から、令和7年大阪

関西万博までの全線開通を目指しての整備加速等の要望を受けている。 

・令和4年12月に近畿自動車道紀勢線 すさみ・那智勝浦間 建設促進協議会(串本町、すさみ町、太地町、

古座川町、那智勝浦町の各首長、議会議長、他)から、すさみ串本道路、串本太地道路の早期完成にむ

けた事業促進等の要望を受けている。 



・令和4年10月に近畿自動車道紀勢線(熊野市～新宮市間)建設促進期成同盟会(紀宝町、熊野市、新宮市、

田辺市、那智勝浦町、御浜町、北山村の各首長、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及

びそれに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和4年10月に、熊野川河口に橋を架ける会(紀宝町、新宮市、熊野川河口大橋建設促進議員連盟の各首

長及び議長、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及びそれに必要な予算確保等の要望を

受けている。 

・令和4年7月に高速自動車道紀南延長促進協議会(和歌山県知事、和歌山県副知事、和歌山県議会議長、

沿線自治体首長及び議長、他)から、総会での決議を踏まえ、事業中区間の早期工事着手と早期完成等

及びそれに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和4年10月に、高速道路をつなぐ建設促進那智勝浦協議会(那智勝浦町内の民間団体など関係24団体)

から、串本太地道路の一日も早く完成させるよう要望を受けている。 

和歌山県知事の意見： 

異常気象による災害や南海トラフ巨大地震などの大規模地震に備え、紀伊半島の海岸線を通る唯一の幹

線道路である国道４２号の代替道路となる近畿自動車道紀勢線等のミッシングリンク解消が急務である

こと、また昨今の資材価格や労務費の高騰、厳しい地質条件等を踏まえ、今回の事業費増の見直しに伴う

コストの増加はやむを得ないものと考えますので、対応方針（原案）のとおり事業継続が妥当と判断しま

す。 

なお、今後の事業実施に当たっては、できる限りコスト縮減に努めて頂くとともに、県としては、沿線

の自治体と連携し、引き続き、円滑な事業推進に協力して参りますので、「新宮紀宝道路」の令和6年秋、

「すさみ串本道路」の令和7年春の確実な開通と「串本太地道路」「新宮道路」の１日も早い開通をお願い

します。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道42号新宮道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において、

おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

  新宮道路周辺地域の人口、世帯数及び自動車保有台数は微減傾向にあるものの、事業採択時からの社会経

済情勢の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成31年度事業化、用地進捗率0％、事業進捗率約3％(令和4年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】           【概要図】 
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※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

※ B/Cは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 

 

 

一般国道42号 新宮
しんぐう

紀宝
き ほ う

道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 
自：三重県南牟婁郡

みなみむろぐん

紀宝町
きほうちょう

神内
こうのうち

 

至：和歌山県新宮市
し ん ぐう し

あけぼの 

延長 

 

 

2.4km 

事業概要  

一般国道 42 号は静岡県浜松市を起点とし、和歌山県和歌山市に至る総延長 521km の主要幹線道路であり、

和歌山県の紀伊半島沿岸部をつなぐ唯一の国道として、産業、経済、生活を支える重要な役割を担っている。 

一般国道 42 号すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路及び新宮紀宝道路は、紀伊半島一周となる幹線

道路として、南海トラフ地震等の災害時の交通確保、救急医療活動の支援及び広域周遊観光の支援を目的と

した自動車専用道路である。 

H25年度事業化 

 

H-年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

H29年度用地着手 

 

H29年度工事着手 

 

全体事業費    500億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約74％ 供用済延長 -km 

計画交通量    15,100台／日 

費用対効果 

分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 6.2 
   （1.2） 

(残事業)    1.7 
   （6.2） 

        3,683/52,521億円 

事 業 費：3,177/41,630億円 

維持管理費： 499/ 8,375億円 

更 新 費： 6.8/ 2,516億円 

      6,291/327,660億円 

走行時間短縮便益： 5,750/296,203億円 

走行経費減少便益： 452/27,171億円 

交通事故減少便益：   88/4,286億円 

令和4年 

感度分析の結果  

【事業全体】交 通 量：B/C=5.6～6.9(交通量 ±10％)【残事業】交 通 量：B/C=1.5～1.9(交通量 ±10％) 

     事 業 費：B/C=6.2～6.3(事業費 ±10％)     事 業 費：B/C=1.6～1.9(事業費 ±10％) 

      事業期間：B/C=6.2～6.2(事業期間±20％)     事業期間：B/C=1.6～1.8(事業期間±20％) 

事業の効果等  

①災害時の交通確保 

・南海トラフ巨大地震に伴う津波により、すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路及び新宮紀宝道路

に並行する国道42号の約8割の区間が浸水すると予測されている。 

・近畿自動車道紀勢線は津波に対して十分な高さを確保した計画路線であり、大規模災害時における緊

急輸送道路や一時的な避難場所として活用するために避難路を設置することで、地域の避難活動を支

援している。 

②救急医療活動の支援 

・東牟婁郡では、新宮道路と新宮紀宝道路の整備による時間短縮により、地域医療の核である新宮市立

医療センターと紀南病院（三重県御浜町）とで実施されている地域医療連携がさらに向上。  

・災害時においても広域的な救急活動支援が期待できる。 

③広域周遊観光の支援 

・近畿自動車道紀勢線の整備により、沿線市町の観光客数が大きく増加。 

・未整備区間を整備することにより、和歌山県・三重県の豊富な観光資源を活かした広域周遊観光を 

支援。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等: 

・令和4年10月に近畿自動車道紀勢線建設促進協議会(和歌山県知事、三重県知事、他)から、令和7年大阪

関西万博までの全線開通を目指しての整備加速等の要望を受けている。 

・令和4年12月に近畿自動車道紀勢線 すさみ・那智勝浦間 建設促進協議会(串本町、すさみ町、太地町、

古座川町、那智勝浦町の各首長、議会議長、他)から、すさみ串本道路、串本太地道路の早期完成にむ

けた事業促進等の要望を受けている。 

・令和4年10月に近畿自動車道紀勢線(熊野市～新宮市間)建設促進期成同盟会(紀宝町、熊野市、新宮市、



田辺市、那智勝浦町、御浜町、北山村の各首長、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及

びそれに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和4年10月に、熊野川河口に橋を架ける会(紀宝町、新宮市、熊野川河口大橋建設促進議員連盟の各首

長及び議長、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及びそれに必要な予算確保等の要望を

受けている。 

・令和4年7月に高速自動車道紀南延長促進協議会(和歌山県知事、和歌山県副知事、和歌山県議会議長、

沿線自治体首長及び議長、他)から、総会での決議を踏まえ、事業中区間の早期工事着手と早期完成等

及びそれに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和4年10月に、高速道路をつなぐ建設促進那智勝浦協議会(那智勝浦町内の民間団体など関係24団体)

から、串本太地道路の一日も早く完成させるよう要望を受けている。 

和歌山県知事の意見： 

異常気象による災害や南海トラフ巨大地震などの大規模地震に備え、紀伊半島の海岸線を通る唯一の幹

線道路である国道４２号の代替道路となる近畿自動車道紀勢線等のミッシングリンク解消が急務である

こと、また昨今の資材価格や労務費の高騰、厳しい地質条件等を踏まえ、今回の事業費増の見直しに伴う

コストの増加はやむを得ないものと考えますので、対応方針（原案）のとおり事業継続が妥当と判断しま

す。 

なお、今後の事業実施に当たっては、できる限りコスト縮減に努めて頂くとともに、県としては、沿線

の自治体と連携し、引き続き、円滑な事業推進に協力して参りますので、「新宮紀宝道路」の令和6年秋、

「すさみ串本道路」の令和7年春の確実な開通と「串本太地道路」「新宮道路」の１日も早い開通をお願い

します。 

三重県知事の意見： 

一般国道42号新宮紀宝道路は、発生が危惧される南海トラフ地震等の大規模災害発生時における救援・

救助、復旧・復興において重要な道路であり、また、紀南病院（三重県御浜町）から新宮市立医療センタ

ーまでの搬送時間の短縮など安全安心な救急医療サービスの向上にも寄与する道路です。 

今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、令和6年秋頃の開通に向けた事業の確実な推進を

お願いいたします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道42号新宮紀宝道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲にお

いて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

  新宮紀宝道路周辺地域の人口、世帯数及び自動車保有台数は微減傾向にあるものの、事業採択時からの社

会経済情勢の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成25年度事業化、用地進捗率100％、事業進捗率約74％(令和4年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】          【概要図】 
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※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 



※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

※ B/Cは一体評価での値で、括弧内は個別評価の値である。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・技術課 
担当課長名：長谷川 朋弘      

事業名 
とのみ  

一般国道２号 富海拡幅 事業 

区分 
一般国道 事業

主体 
国土交通省 
中国地方整備局 

起終点 

 

やまぐち   しゆうなん  へ た 

自：山口県周 南市戸田 
やまぐち  ほ う ふ   と の み 

至：山口県防府市富海 

延長 ３.６km 

事業概要  
おおさか きたきゅうしゅう 

一般国道２号は、大阪市を起点とし、瀬戸内海沿岸の諸都市を連絡し、北 九 州市に至る延長約680km 

の主要幹線道路である。 
と の み やまぐち しゆうなん ほ う ふ 

富海拡幅は、山口県周 南市～防府市間における交通混雑の緩和、交通安全の確保などを目的とした延 
長3.6kmの道路整備事業である。 

Ｈ２３年事業化 Ｓ４８年度都市計画決定 

（Ｈ２２年度変更） 

Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手 

全体事業費 約１６５億円 事業進捗率 

（R4年3月末時点） 

約９４％ 供用済延長 ０.０ｋｍ 

計画交通量 35,100 台／日 

費用対効果 

分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 

1.3 
 

5.4 

総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年 

(事業全体) 
 

(残事業) 

46/196億円 
事 業 費：26/176億円
維持管理費：20/20億円 

251/251億円 
走行時間短縮便益：235/235億円 
走行費用減少便益：14/14億円 
交通事故減少便益：2.7/2.7億円 

 

令和４年 

感度分析の結果  

(事業全体) 交 通 量：B/C＝1.1～1.5（交 通 量±10％）      (残事業) 交 通  量：B/C＝4.6～6.3（交 通 量±10％）  

事 業 費：B/C＝1.3～1.3（事 業 費±10％） 事 業 費：B/C＝5.1～5.8（事 業 費±10％） 

事業期間：B/C＝1.2～1.3（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝5.3～5.6（事業期間±20％） 
事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 

・渋滞損失時間の削減が期待される。 

・混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が見込める。 
ぼうちよう                ゆ だ 

・利便性の向上が期待できるバス路線が存在する【防 長 交通（防府駅前・湯田温泉～徳山駅前）22便/日、防長
交通（山口市・防府市～広島市／高速バス）6便/日 他】 

・利便性の向上が期待できるバス路線が存在する【 徳  山 駅（ 新 幹 線 駅 ）】 

②物流効率化の支援 
なかのせき とくやまくだまつ 

・防府市中 関地区から徳山下松港（国際拠点港湾）へのアクセス向上が見込まれる 

③国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動中心都市である防府市へのアクセス向上が見込まれる 

④個性ある地域の形成 

・道の駅「ソレーネ周南」[周南市]（R3：68.7万人）、防府天満宮［防府市］（R3：99.9万人）等へのアクセ
ス向上が期待される 

⑤災害への備え 
・山口県の第１次緊急輸送道路に指定（一般国道2号） 
・緊急輸送道路である山陽自動車道（徳山西IC～防府西IC）の通行止め時の代替路線を形成 

⑥地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が期待される 

⑦生活環境の改善・保全 
・NOX排出量削減が期待される 
・SPM排出量削減が期待される 

⑧他のプロジェクトとの関係 

・関連する大規模道路事業（一般国道2号戸田拡幅）と一体的に整備する必要があり 

・第5次防府市総合計画「輝き！ほうふプラン」において「防府・未来へのネットワーク構想」に位置づけ

（R3.3 防府市） 

・やまぐち維新プランにおける重点施策「強みをのばす産業基盤の整備」において幹線道路網の整備として位 

置づけ（H30.10 山口県） 



 

関係する地方公共団体等の意見  

山口県知事の意見：一般国道2号富海拡幅の「対応方針（原案）」案である「継続」に対して、異存なし。

当該道路については、令和7年度の開通見通しが示されているところであるが、その前提となっている

法面工事を速やかに終え、一日も早い供用に向け、引き続き、コスト縮減等を考慮の上、より一層の事業

促進に努めていただきたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されてい

るか審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当で 

 あると意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

周南市と防府市を結ぶ国道2号は、沿道地域の開発に伴う交通量の増加により、著しい渋滞や交通事故
が発生、東西の移動を担う道路として4車線化整備を計画的に実施してきている。 

平成25年5月の戸田拡幅の完成により、周南市と防府市を結ぶ幹線道路のうち富海拡幅区間のみが実質

の2車線区間となっている。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和４年３月末時点で、事業全体の進捗率は約９４％、用地の進捗率は１００％である。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

現在は工事を推進しており、早期開通を目指し事業を推進している。 

施設の構造や工法の変更等  

技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳と一致しないことがある。 

 

 

 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・技術課 
担当課長名：長谷川 朋弘      

事業名 一般国道54号 可部
か べ

バイパス 事業 
区分 

一般国道 事業 
主体 

国土交通省 

中国地方整備局 

起終点 自：広島
ひろしま

県広島
ひろしま

市安佐北
あ さ き た

区可部
か べ

南
みなみ

一丁目 

至：広島
ひろしま

県広島
ひろしま

市安佐北
あ さ き た

区大 林 町
おおばやしちょう

 

延長 
９．７km 

事業概要  

一般国道54号は、広島
ひろしま

県広島
ひろしま

市から島根
し ま ね

県松江
ま つ え

市までを結ぶ延長約170kmの主要幹線道路である。 

可部
か べ

バイパスは、広島
ひろしま

県広島
ひろしま

市安佐北
あ さ き た

区可部
か べ

南
みなみ

一丁目と広島
ひろしま

市安佐北
あ さ き た

区大 林 町
おおはやしちょう

を結ぶ延長9.7kmの道路であ

る。 

事業目的は、広島
ひろしま

市可部
か べ

周辺の慢性的な交通混雑の緩和、安全・円滑な交通の確保を図るものである。 

Ｓ５６年度事業化 Ｓ５６年度都市計画決定 Ｓ５８年度用地着手
 

Ｈ２年度工事着手 

全体事業費 約736億円 
事業進捗率 
（R4年3月末時点） 86％ 供用済延長 8.2ｋｍ 

計画交通量   14,600～42,500台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体)  1.5 
 
(残事業)   1.3 

     111 / 1,587 億円 
 事業費 ：  76/1,471億円 
 維持管理費：36/ 116億円 

     145  /  2,438億円 
 走行時間短縮便益： 140/ 2,236億円 
 走行費用減少便益：   1.9/ 180億円 
 交通事故減少便益：    2.6/ 22億円 

令和４年 

感度分析の結果  
(事業全体)  交 通 量：B/C＝1.4～1.7(交 通 量±10％）      (残事業) 交 通 量：B/C＝1.1～1.5(交 通 量±10％） 

事 業 費：B/C＝1.5～1.5(事 業 費±10％）          事 業 費：B/C＝1.2～1.4(事 業 費±10％） 
事業期間：B/C＝1.5～1.6(事業期間±20％）          事業期間：B/C＝1.2～1.4(事業期間±20％） 

事業の効果等  
① 円滑なモビリティの確保 

・渋滞損失時間の削減が期待される【7,686.1 万人・時間/年→7,351.1 万人・時間/年】 

・現道等における混雑時旅行速度が 20km/h 未満である区間の旅行速度の改善が期待される 

②物流効率化の支援 

・沿線物流センター（広島市安佐北区）から広島湾岸部の取引先（広島市南区）までのアクセスが向上 

【下浜ヶ谷交差点～楠那町交差点：88分→72 分】 

③国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動圏の安芸高田市から中心都市の広島市への所要時間が短縮【安芸高田市～広島市：103 分→87 分】 

④個性ある地域の形成 

・広島市安佐動物公園（R2 年間観光入込客数 33 万人）、土師ダム（R2 年間観光入込客数 10 万人）へのアク 

セスが向上 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・第三次救急医療機関（広島市立北部医療センター安佐市民病院）へのアクセスが向上 

【安芸高田消防本部～安佐市民病院：55 分→39 分】 

⑥災害への備え 

・広島県の地域防災計画における第 1次緊急輸送道路として機能する 

⑦地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量について、約 10.4 千トン/年の削減が期待される 

⑧生活環境の改善・保全 

・ＮＯｘ排出量について、約 22.9 トン/年の削減が期待される 

・ＳＰＭ排出量について、約 1.4 トン/年の削減が期待される 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

広島市長の意見：  

一般国道 54 号可部バイパスの事業再評価に係る対応方針（原案）については異存ありません。可部バイ

パスは、広島広域都市圏の連携強化に欠かせない道路であるとともに、交通混雑の緩和や災害に強い道路

ネットワークの形成、安芸高田市方面から本年 5 月に開業した広島市立北部医療センター安佐市民病院へ

のアクセスが向上するなど、更なる都市圏の活性化に資するものであることから、早期完成に向けて、引

き続き着実な事業展開が図られるようお願いします。特に、上根バイパスとの接続区間である大林地区の

事業は、一般国道 183 号と交差する下浜ヶ谷交差点における交通混雑が解消されるとともに、並行する河

川の氾濫など災害への脆弱性に課題のある現道区間を避けることができるようになることから、この区間

の早期完成をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当であ

ると意見集約した。 

 事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等   
広島市北部地域は、宅地化が進み、人口増加による通勤・通学交通の増加や広島都心部への交通等により、慢性

的な交通混雑や交通事故が発生している。 

また、可部バイパス周辺では、平成 29年 3 月にＪＲ可部線の延伸区間が開業し、令和 4年 5月に広島市立北部

医療センター安佐市民病院が開院した。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
 令和４年３月末時点で、事業全体の進捗率は約８６％、用地の進捗率は約９６％である。現在までに広島市安佐

北区可部南 1丁目から大林ランプ間までの約 8.2km が暫定開通済み。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
投資効果の早期発現を図るため段階的に整備しており、暫定２車線開通後の残る課題に対し、早期に改善・緩和

するよう事業を推進する。 
  
施設の構造や工法の変更等  

今後の事業実施にあたっては、コスト縮減を図りつつ事業を推進していく。 

対応方針（原案）  事業継続 
対応方針決定の理由  
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 
事業概要図  

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳と一致しないことがある。 
 
 
 
 
 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

  課：道路局国道・技術課担 当 課：道路局国道・技術課 
担当課長名：長谷川 朋弘     

事業名 
一般国道11号 新居浜

に い は ま

バイパス 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

国土交通省 
四国地方整備局 

起終点 自： 愛媛県新居浜市
に い は ま し

船木
ふ な き

 

至： 愛媛県新居浜市
に い は ま し

大生院
おおじょういん

 

延長  

9.3km 

事業概要  

一般国道11号は、徳島市を起点に四国の北部を瀬戸内海沿いに徳島県・香川県及び愛媛県下の主要都市を経

て松山市に至る延長約230kmの主要幹線道路であり、産業・経済を支える大動脈であるとともに、通勤・日常

生活を支える生活道路としての役割を持つ重要な道路である。 

国道11号新居浜バイパスは、交通混雑の緩和及び交通安全の確保を図るとともに、松山自動車道新居浜イン

ターと市街地をアクセスさせることで、新居浜市における交通ネットワークの基盤となる道路として地域経済

に大きく寄与することを目的とした事業である。 

S62年度事業着手 S60年度都市計画決定 H2年度用地買取着手 H2年度工事着手 

全体事業費 609億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約73％ 供用済延長 5.9km 

計画交通量 12,100～33,400台／日 

費用便益 

分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 1.4 

 

(残事業) 3.2 

      124/919億円 

 事 業 費： 102/846億円 

 維持管理費：  22/ 73億円 

  

      402/1,278億円 

 走行時間短縮便益：386/1,229億円 

 走行経費減少便益： 12/ 44億円 

 交通事故減少便益： 3.9/4.2億円 

令和4年 

感度分析の結果  

(事業全体)交通量 ：B/C＝1.2～1.6（交通量±10%） (残事業) B/C＝2.6～3.8（交通量±10%） 

事業費 ：B/C＝1.4～1.4（事業費±10%） B/C＝3.0～3.5（事業費±10%） 

事業期間：B/C＝1.4～1.4（事業期間±20%） B/C＝3.1～3.3（事業期間±20%） 

事業の効果等  
新居浜バイパスは、新居浜市内における慢性的な渋滞の緩和やそれにともなう地域経済の活性化、日常生活

における交通利便性の向上、救急医療や災害時の緊急輸送を支援するなど、多様な整備効果が期待できる。 

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等の混雑時旅行速度の改善が期待される。 

・並行する現道を運行している路線バスの所要時間が短縮し、定時性の向上が見込まれる。 

・JR新居浜駅（特急停車駅）へのアクセス向上が見込まれる。 

・松山空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・新居浜港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる。 

③都市の再生 

・新居浜市人口集中地区（DID地区）での事業であり、市街地の道路網密度の向上が見込まれる。 

・連絡道路がない住宅宅地開発（美しが丘にいはま）（28.1ha）への連絡道路となる。 

④国土・地域ネットワークの構築 

・隣接した日常生活圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。 

【新居浜西条地方生活圏～今治地方生活圏】【新居浜西条地方生活圏～松山地方生活圏】 

・日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる。 

⑤個性ある地域の形成 

・大規模イベントである「新居浜太鼓まつり」を支援する。 

・主要観光地へのアクセス向上が期待される。 

⑥安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（東予救命救急センター）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑦災害への備え 

・愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている。 

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線が形成される。 

・国道11号の防災点検箇所を回避したルートが形成される。 

⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑨生活環境の改善・保全 



・NOX排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 

・夜間要請限度の超過区間の改善が見込まれる。 

⑩他のプロジェクトとの関係 

・周辺道路の交通量が減少することで交通事故の減少が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等： 

・新居浜市主要幹線道路整備促進期成同盟会より、本事業の整備促進について、積極的な要望活動が続けられ

ている。 

県知事の意見： 

・一般国道11号新居浜バイパスの事業を継続するという「対応方針（原案）」案について異議ありません。 

・愛媛県知事より新居浜バイパスは、新居浜市内の交通混雑の緩和や交通安全の確保を図り、市街地から新居

浜ICや周辺地域へのアクセス性向上等に資する重要な道路であり、引き続き、早期全線開通に向けた整備推進

をおねがいします。 

事業評価監視委員会の意見  

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成3年3月 松山自動車道（土居IC～いよ西条IC）開通 

・平成6年11月 松山自動車道（いよ西条IC～川内IC）開通 

・平成11年7月 今治小松自動車道（東予丹原IC～いよ小松JCT）開通 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・昭和62年度に事業化、用地進捗率約77％、事業進捗率約73％（令和4年3月末時点） 

・平成19年度まで 新居浜市東田～新居浜市西喜光地町 延長2.4km（2/4、4/4）部分開通 

・平成23年度 新居浜市本郷一丁目～新居浜市萩生 延長2.0km（2/4）部分開通 

・平成30年度 新居浜市萩生～新居浜市大生院 延長1.5km（4/4）開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・新居浜市西喜光地町～本郷一丁目間 延長1.1kmは令和6年春頃開通予定。 

施設の構造や工法の変更等  

・今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮減に加えて、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構

造等の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

                                  担 当 課：道路局国道・技術課 
担当課長名：長谷川 朋弘     

事業名 
一般国道５５号 阿南

あ な ん

道路 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

国土交通省 
四国地方整備局 

起終点 自： 徳島県小松島市
こ ま つ し ま し

大 林 町
おおばやしちょう

森
もり

ノ本
の も と

 

至： 徳島県阿南市
あ な ん し

橘 町
たちばなちょう

青木
あ お き

 

延長  

18.4km 

事業概要  

一般国道55号は、徳島市を起点として小松島市、阿南市、美波町、室戸市などを経由し、高知市に至る延長

約240㎞の主要幹線道路であり、四国広域幹線ネットワークを形成する基幹動脈として、四国東南地域の生活

や経済、観光の振興に大きな役割を果たしている。 

阿南道路は、小松島市大林町を起点とし、阿南市橘町に至る全長18.4kmの国道バイパスであり、小松島市及

び阿南市中心部における交通混雑の解消と交通安全の確保を図るとともに、周辺道路網と一体となって、阿南

市以南から県都徳島市方面への交通を円滑に導くことを目的としている。 

S48年度事業化 S52年度都市計画決定 

(H15年度変更) 

S57年度用地買収着手 S62年度工事着手 

全体事業費 約846億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約84％ 供用済延長 17.2km 

計画交通量 7,700～24,100台／日 

費用便益 

分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 2.4 

 

(残事業) 1.05 

      121/2,004億円 

 事 業 費： 108/1,788億円 

 維持管理費：  13/  217億円 

  

      127/4,861億円 

 走行時間短縮便益： 123/4,323億円 

 走行経費減少便益： 1.7/  460億円 

 交通事故減少便益： 1.9/   78億円 

令和4年 

感度分析の結果  

(事業全体)交通量 ：B/C＝1.9～2.9（交通量±10%） (残事業) B/C＝1.005～1.1（交通量±10%） 

事業費 ：B/C＝2.4～2.4（事業費±10%） B/C＝0.96 ～1.1（事業費±10%） 

事業期間：B/C＝2.4～2.4（事業期間±20%） B/C＝0.997～1.1（事業期間±20%） 

事業の効果等  
阿南道路は、小松島市及び阿南市内における慢性的な渋滞の緩和やそれにともなう地域経済の活性化、日常

生活における交通利便性の向上、救急医療や災害時の緊急輸送を支援するなど多様な整備効果が期待できる。 

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等における混雑時旅行速度20km/h未満である区間の旅行速度の改善が見込まれる 

・所要時間の短縮により路線バスの利便性向上が見込まれる。 

・徳島阿波おどり空港へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・徳島小松島港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる。 

・徳島県南部における農林水産品の流通の利便性の向上が見込まれる。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・徳島地方生活圏（徳島市）から南部地方生活圏（美波町）を最短時間で連絡する路線を構成する。 

・美波町から日常生活圏中心都市である阿南市へのアクセス向上が見込まれる。 

④個性ある地域の形成 

・辰巳工業団地、大潟新浜工業団地、徳島県南部運動公園の整備や展開を支援する 

・「徳島県ＬＥＤバレイ構想」を支援する。 

・県南地域の観光地へのアクセス向上が期待される。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（徳島赤十字病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑥安全な生活環境の確保 

・歩道が無い区間への歩道設置が見込まれる。 

⑦災害への備え 

・現国道55号は第一次緊急輸送道路に位置づけられている。 

・現国道55号が通行止めになった場合の代替路線を形成する。 

⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑨生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 



関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等： 

・徳島県、阿南市、阿南市高規格道路等建設促進期成同盟会等より、本事業の整備促進について、積極的な要

望活動が続けられている。（H30.7・10、H31.1、R1.7・12、R2.1・7、R4.1・6） 

徳島県知事の意見： 

・「一般国道５５号 阿南道路」の事業を継続するという「対応方針（原案）」案については、異議ありませ

ん。 

・一般国道５５号は、四国広域幹線ネットワークを形成する基幹動脈として、四国東南部地域の生活や経済、

観光の振興に大きな役割を果たしております。このうち、阿南道路は、小松島市及び阿南市中心部における交

通混雑の解消と交通安全の確保を図るとともに、周辺道路と一体となって、広域的な交通ネットワークを形成

する重要な道路であります。 

・このため、引き続き、コスト縮減を図り、残る区間の早期供用に向けた事業推進をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成23年7月 日和佐道路 全線開通 

・平成12年12月 橘湾火力発電所全機運転開始 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・昭和48年度に事業化、用地進捗率約87％、事業進捗率約84%（令和4年3月末時点） 

・平成5年度：阿南市那賀川町中島～阿南市西路見町江川 延長2.1km（2/4）部分開通 

・平成12年度まで：小松島市大林町森ノ本～阿南市那賀川町中島 延長6.9km（4/4）部分開通 

・平成19年度まで：阿南市西路見町江川～阿南市津乃峰町西分 延長6.5km（2/4、4/4）部分開通 

・平成25年度：阿南市津乃峰町西分～阿南市橘町大浦 延長1.7km（2/4）部分開通 

・平成27年3月：四国横断自動車道 徳島IC～鳴門JCT間 Ｌ＝10.9km 開通 

・平成27年4月：国道55号(小松島市大林町字宮ノ本～阿南市津乃峰町東分間 L＝13.5km)徳島県へ移管 

・令和2年度：阿南市那賀川町中島～阿南市西路見町江川間 延長2.1km（4/4）部分開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・未開通区間における早期の工事着手を目指し、調査・設計等を進め事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

・今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮減に加えて、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構

造等の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局国道・技術課 
担当課長名：長谷川 朋弘    

事業名 

 

 

一般国道11号 大内
お お ち

白鳥
しろとり

バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 

 
 自：香川県東

ひがし

かがわ市伊座
い ざ

 

 至：香川県東
ひがし

かがわ市小砂
こ ざ れ

 

延長 

 

 

9.2km 

事業概要  

一般国道 11 号は、徳島市を起点に四国北部を瀬戸内海沿いに徳島県、香川県及び愛媛県下の主要都市を
経て松山市に至る延長約 260km の主要幹線道路であり、産業・経済の交流を支える大動脈であるとともに、
通勤・通学等日常生活に欠かせない生活道路としての役割を持つ重要な道路である。 
大内白鳥バイパスは、東かがわ市中心部で発生している慢性的な渋滞の緩和や交通安全の確保を図るとと

もに、高松自動車道 白鳥大内インターチェンジへのアクセス強化を図り、地域経済の発展に寄与すること
を目的とした事業である。 

H12年度事業化 

 

H16年都市計画決定 H18年度用地着手 

 

H20年度工事着手 

 

全体事業費 約341億円 事業進捗率 
(令和4年3月末時点) 

約92％ 供用済延長 5.9km 

計画交通量 7,900～21,500 台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 

1.1 

(残事業) 

1.6 

68/480 億円 

 事 業 費：39 /431億円 

 維持管理費：30 / 49億円 

 

113/549 億円 

 走行時間短縮便益：106/504億円 

 走行経費減少便益：3.0/ 40億円 

 交通事故減少便益：3.7/ 4.8億円 

 

令和4年 

 

 

感度分析の結果  

(事業全体)交通量 ：B/C= 0.9～1.4（交通量±10%）  (残事業) B/C= 1.2～2.1（交通量±10%） 

     事業費 ：B/C= 1.1～1.2（事業費±10%）       B/C= 1.6～1.7（事業費±10%） 

事業期間：B/C= 1.1～1.2（事業期間±20%）     B/C= 1.5～1.7（事業期間±20%） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間時間損失の削減が見込まれる 

・現道等における混雑時旅行速度20km/h未満である区間の旅行速度の改善が見込まれる 

・現道等に当該路線の整備による路線バスの利便性向上が見込まれる 

・高松空港、徳島阿波おどり空港へのアクセス向上が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・東讃地域における農林水産品の流通の利便性の向上が見込まれる 

③国土・地域ネットワークの構築 

・日常生活圏中心都市である高松市へのアクセス向上が見込まれる 

④個性ある地域の形成 

・就業支援事業、定住促進事業等を支援する 

・東かがわ市や徳島県北部地域の主要な観光地へのアクセス向上が期待される（讃州井筒屋敷、鳴門の渦

潮、渦の道等） 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（香川大学医学部附属病院）へのアクセス向上が見込まれる 

⑥安全な生活環境の確保 

・現道等における安全性の向上が期待される 

⑦災害への備え 

・第1次緊急輸送確保路線に指定されている現国道11号、高松自動車道が通行止めになった場合の代替路

線を形成する 

⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる 

⑨生活環境の改善・保全 



・NOX排出量の削減が見込まれる 

・SPM排出量の削減が見込まれる 

・現道等の騒音低減が見込まれる 

⑩他のプロジェクトとの関係 

・さぬき東街道（主要地方道高松長尾大内線バイパス）との一体的整備 

・物流効率化の支援 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・香川県、香川県道路協会、東かがわ幹線道路整備促進期成同盟会等より、本事業の促進について、積極

的な要望活動が続けられている。 

香川県知事の意見： 

・事業継続について異議はありません。 

・国道11号は、県内を東西に貫き、徳島・愛媛両県に通じる本県の主要幹線道路であり、大内白鳥バイパ

スの整備は、東かがわ市付近における現道の交通混雑の緩和とともに、高松自動車道白鳥大内インター

チェンジへのアクセス強化を図るなど、東讃地域の振興・発展に寄与する重要な事業であることから、

早期の全線開通を目指し、より一層の事業推進をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成13年3月 高松自動車道（板野IC～津田東IC）、（三木町・高松市境～高松中央IC）開通 

・平成14年7月 高松自動車道（鳴門IC～板野IC）開通により神戸淡路鳴門自動車道と接続 

・平成15年3月 高松自動車道（高松中央IC～高松西IC）開通により高松自動車道全線開通 

・平成31年3月 高松自動車道全線４車化 

・令和 1年5月 さぬき東街道（県道高松長尾大内線バイパス）全線４車化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成12年度事業化、用地進捗率約99％、事業進捗率約92％（令和4年3月末時点） 

・東かがわ市白鳥～東かがわ市土居間5.9kmは、令和3年12月までに暫定2車線開通済 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・開通に向け調査設計・用地買収・改良工事を推進中。 

施設の構造や工法の変更等  

・PCコンポ橋から鋼鈑桁橋へ上部工形式見直しによるコスト縮減を図るとともに、今後も新技術、新工法

の採用による工事コストの縮減に加えて、施設の長寿命化や維持管理を考慮した構造の採用等、総コス

トの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

一般国道 11 号 
大内白鳥バイパス 

高知県 
愛媛県 

徳島県 

香川県 



 

 

再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局国道・技術課 
担当課長名：長谷川 朋弘    

事業名 一般国道５６号 津島
つ し ま

道路 
事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
自： 愛媛県南宇和

みなみうわ

郡愛南町
あいなんちょう

柏
かしわ

 

至： 愛媛県宇和島
う わ じ ま

市津島町
つしまちょう

岩松
いわまつ

 
延長 

 

10.3km 

事業概要  

一般国道５６号は、高知市を起点に、四万十市、宿毛市、宇和島市、大洲市を経由して松山市に至る延長約350

kmの主要幹線道路である。南予地域を南北に縦貫するこの路線は、松山方面と南予、高知西南地域を結ぶ四国西

南部の動脈で、県民の生活基盤として重要な役割を果たしている。 

また、四国、中国、近畿経済圏との広域連携を目指した「四国８の字ネットワーク」は、高規格幹線道路等の

ネットワーク効果を四国内の隅々まで波及させるとともに、南海トラフ地震などの災害発生時における緊急輸送

道路の確保や、三次医療施設までの速達性の向上、地域産業（農水産業）の活性化支援などを目的として整備を

推進している。 

H24年度事業着手 H-年度都市計画決定 H27年度用地着手 H28年度工事着手 

全体事業費 約456億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約30％ 供用済延長 0km 

計画交通量 4,200 ～ 5,800 台／日 

費用対効果 

分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 0.7 

 

(残事業)    1.2 

       258/429億円 

事 業 費：228/399億円 

維持管理費： 30/ 30億円 

 

     302/302億円 

 走行時間短縮便益： 266/266億円 

 走行経費減少便益：  29/ 29億円 

 交通事故減少便益： 7.1/7.1億円 

  

令和4年度 

感度分析の結果  

(事業全体)交通量 ：B/C＝0.6～0.8（交通量±10%）  (残事業) B/C＝0.99～1.4(交通量±10%) 

事業費 ：B/C＝0.7～0.7（事業費±10%）           B/C＝1.1 ～1.3(事業費±10%) 

事業期間：B/C＝0.7～0.7（事業期間±20%）         B/C＝1.1 ～1.2(事業期間±20%) 

事業の効果等  
南海トラフ地震発生時における緊急輸送道路の確保、三次医療施設への速達性向上、地域産業（農水産業）の活

性化支援など多様な効果が期待できる。 

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の時間損失の削減が見込まれる。 

・現道等の路線バス（宇和島バス）及び高速バスの利便性の向上が見込まれる 

・愛南町役場からＪＲ宇和島駅（特急停車駅）への所要時間の短縮が見込まれる 

・愛南町から松山空港（第二種空港）への所要時間の短縮が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・愛南町から宇和島港（重要港湾）への所要時間の短縮が見込まれる 

・深浦港から松山市への水産品流通の利便性向上が見込まれる 

③国土・地域ネットワークの構築 

・四国横断自動車道と並行する自専道として位置付けられる 

・四国８の字ネットワークの一部を構成する路線として位置付けられる 

・八幡浜大洲地方生活圏～宇和島地方生活圏～幡多地方生活圏の中心都市間を連絡する等、日常生活圏中心都市

への最短時間連絡する路線を構成する 

・日常活動圏中心都市（愛南町役場～宇和島市役所）間の所要時間の短縮が見込まれる 

④個性ある地域の形成 
・主要観光地へのアクセス向上が見込まれる 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 

⑥災害への備え 

・第１次緊急輸送道路に位置づけられている現国道56号が通行止めになった場合の代替路線を形成する 

（南海トラフ地震発生時の津波浸水想定箇所を回避し、緊急輸送道路の代替路線を形成する） 



 

 

⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる 

⑧生活環境の改善・保全 

・NO2、SPM排出量の削減が見込まれる 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等： 

・愛媛県、宇和島市、愛南町及び協議会等より本事業の整備促進について積極的な要望活動が続けられている。 

愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会（R1.7 R2.7 R2.9 R3.7 R3.8 R3.11 R4.7 R4.8） 

国道56号一本松・宇和島間整備促進協議会（R1.7 R2.7 R2.9 R3.7 R3.8 R4.7 R4.8） 

愛媛県知事の意見： 

・再評価に係る「対応方針(原案)」案については異議ありません。 

・津島道路は、四国８の字ネットワークを形成し、国土強靭化や地域経済の活性化を図る上で欠かすことのできな

い重要な道路であることから、一日も早い開通に向けて更なる整備推進をお願いします。なお、整備に当たっては

徹底した工程管理や、一層のコスト縮減をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成27年3月 宇和島道路（津島岩松IC～津島高田IC）延長3.5km 開通 

・令和2年7月  中村宿毛道路（平田IC～宿毛和田IC）延長7.6km 開通 

・令和3年12月 四国横断自動車道（宿毛～内海）都市計画決定 

・令和4年4月  一般国道56号 宿毛内海道路（宿毛新港～一本松、御荘～内海）事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成24年度に事業化、用地取得率約92％、事業進捗率約30％（令和4年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・内海IC（仮称）～津島南IC（仮称）間はトンネル工事等に着手しており、工事推進中。 

・津島南IC（仮称）～津島岩松IC間は早期の工事着手を目指し、調査、設計を推進中。 

施設の構造や工法の変更等  

・橋梁から補強土壁構造への変更によるコスト縮減を図るとともに、今後も新技術、新工法の採用による工事コ

ストの縮減に加えて、施設の長寿命化や維持管理を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこと

とする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

平面図 位置図 



 

再評価結果（令和５年度事業継続箇所）                        

担 当 課：道路局国道・技術課 
担当課長名：長谷川 朋弘     

事業名 
一般国道196号 今治

いまばり

道路 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

国土交通省 
四国地方整備局 

起終点 自： 愛媛県今治市
いまばりし

矢田
や た

 

至： 愛媛県
いまばりしながさわ

今治市長沢 

延長  

10.3km 

事業概要  

一般国道196号は、松山市を起点とし、今治市を経て、西条市小松町に至る全長約66ｋｍの幹線道路である

とともに、通勤等日常生活を支える生活道路としての役割をもつ重要な路線である。 

今治道路（今治IC～今治湯ノ浦IC：延長10.3km）は、高規格幹線道路網を構成する一般国道の自動車専用道

路である「今治小松自動車道」の一部であり、西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）及び四国縦貫自動車道

（松山自動車道等）と一体となり、産業・文化などの分野における地域間の交流を促し、地域の活性化を図る

ことを目的として計画された高規格幹線道路である。 

H13年度事業化 H3年度都市計画決定 

（R1年度変更） 

H15年度用地着手 H24年度工事着手 

全体事業費 約780億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約67％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 17,100～19,700台／日 

費用便益 

分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 1.1 

 

(残事業) 4.2 

      251/919億円 

 事 業 費： 209/878億円 

 維持管理費：  41/ 41億円 

 

     1,050/1,050億円 

 走行時間短縮便益： 925/925億円 

 走行経費減少便益： 97/ 97億円 

 交通事故減少便益： 28/ 28億円 

令和4年 

感度分析の結果  

(事業全体)交通量 ：B/C＝1.01～1.3（交通量±10%） (残事業) B/C＝3.7～4.7（交通量±10%） 

事業費 ：B/C＝1.1 ～1.2（事業費±10%） B/C＝3.9～4.6（事業費±10%） 

事業期間：B/C＝1.1 ～1.2（事業期間±20%） B/C＝4.0～4.4（事業期間±20%） 

事業の効果等  
 流通の利便性の向上による産業の振興や、走行性の高い高速道路を利用することで緊急施設へのアクセス性

が向上するなど、多様な整備効果が期待できる。 

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等の混雑時旅行速度の改善が期待される。 

・並行する現道を運行している高速バスの所要時間が短縮し、定時性の向上が見込まれる。 

・松山空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・今治港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる。 

・愛媛県の農水産品の大都市への流通の利便性向上が見込まれる。 

③都市の再生 

・今治新都市開発整備事業との連携が見込まれる。 

④国土・地域ネットワークの構築 

・本州と四国を連絡する高規格幹線道路の一部を構成し、高速道路のミッシングリンクの解消が見込まれる。 

・隣接した日常生活圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。 

【今治地方都市圏～新居浜西条地方都市圏】 

⑤個性ある地域の形成 

・今治ICに隣接する今治新都市開発事業に進出した企業が四国内外の出荷に活用できるなど地域開発への支援

が見込まれる。 

・主要観光地へのアクセス向上が見込まれる。 

⑥安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（愛媛大学医学部附属病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑦災害への備え 

・愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている。 

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線が形成される。 

⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑨生活環境の改善・保全 



・NOX排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 

・環境や景観上の効果が期待される。 

⑩他のプロジェクトとの関係 

・三次医療施設へのアクセス性向上により60分圏域人口の拡大が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等 

・今治小松自動車道建設促進期成同盟会、四国連合協議会、道路整備促進既成同盟会愛媛地方協議会等より、

本事業の整備促進について、 積極的な要望活動が続けられている。 

愛媛県知事の意見 

・今治道路は、中国地方から瀬戸内しまなみ海道を経由し、四国８の字ネットワークまでを繋ぐルートのうち

、唯一のミッシングリンクとなって おり、中四国の更なる広域交流や産業・観光振興等を図るうえで欠か

すことのできない重要な道路であることから、一日も早い開通に向けて整備推進をお願いします。なお、整

備にあたっては、徹底した工程管理や、一層のコスト縮減をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成13年７月 今治小松自動車道（今治湯ノ浦IC～東予丹原IC）延長9.0km  開通 

・平成18年４月 西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）大島道路(大島北IC～大島南IC 延長6.3km)及び 

生口島道路(生口島北IC～生口島南IC 延長6.5km) 暫定2車線開通により瀬戸内しまなみ 

街道全線開通 

・平成21年３月 県道今治丹原線 開通 

・平成26年３月 (都)喜田村新谷線 開通 

（その他） 

・平成18年９月 今治新都市第１地区分譲受付開始 

・平成18年10月 今治新都市第２地区分譲受付開始 

・平成25年10月 大型商業施設開店 

・平成28年４月 大型商業施設開店 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成13年度に事業化、用地進捗率約99％、事業進捗率約67％（令和4年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・今治朝倉IC（仮称）～今治湯ノ浦IC区間は、平成24年度より工事着手し全面展開中。今治IC～今治朝倉IC 

（仮称）区間は、平成25年度より用地買収に着手し、平成28年度より全区間において用地買収を実施中。 

施設の構造や工法の変更等  

・床版形式をRC床版から合成床版へ変更し少数主桁を適用することによりコスト縮減を図るとともに、今後も

新技術、新工法の採用による工事コストの縮減に加えて、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造等の

採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

愛媛県 

香川県 

徳島県 

高知県 

一般国道 196 号 
今治道路 



 

再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

        担 当 課：道路局国道・技術課 
担当課長名：長谷川 朋弘     

事業名 
一般国道56号 松山外

まつやまそと

環 状
かんじょう

道路空港
くうこう

線 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

国土交通省 
四国地方整備局 

起終点 自： 愛媛県松山市
まつやまし

余
よう

戸
ご

南
みなみ

 

至： 愛媛県松山市
まつやまし

北吉田町
きたよしだまち

 

延長  

3.8km 

事業概要  

松山外環状道路は、松山環状線の外側に計画された環状道路で松山IC、松山空港、松山港等の広域交通拠点

や地域開発拠点とのアクセス向上、市内中心部へ流入する交通分散を目的とした地域高規格道路である。 

松山外環状道路の開通により、郊外からは市街地を通過せずに目的地への移動が可能となるため、通過交通

の市内流入を減らし、市内の渋滞緩和が期待されている。 

一般国道56号松山外環状道路空港線は、自動車専用道路部は国土交通省、一般道路部は国土交通省、愛媛県

、松山市が協同で整備を推進している。 

H20年度事業化 H19年度都市計画決定 H23年度用地着手 H25年度工事着手 

全体事業費 約616億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約65％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 17,500～25,500台／日 

費用便益 

分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 1.4 

（1.5） 

(残事業) 2.8 

（3.3） 

        416/1,614億円 

 事 業 費：  369/1,503億円 

 維持管理費：   26/   50億円 

 更 新 費：    20/   61億円 

     1,162/2,295億円 

 走行時間短縮便益：979/1,876億円 

 走行経費減少便益：136/  319億円 

 交通事故減少便益： 47/   99億円 

令和4年 

感度分析の結果  

(事業全体)交通量 ：B/C＝1.3～1.6（交通量±10%）  (残事業) B/C＝2.2～3.4（交通量±10%） 

事業費 ：B/C＝1.4～1.5（事業費±10%） B/C＝2.6～3.1（事業費±10%） 

事業期間：B/C＝1.4～1.5（事業期間±20%） B/C＝2.7～2.9（事業期間±20%） 

事業の効果等  
松山外環状道路空港線は、松山市内中心部に流入する交通を分散し、市内の交通渋滞解消や松山IC、松山空

港、松山港等の広域交通拠点や観光地とのアクセス性向上など、多様な整備効果が期待できる。 

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等の混雑時旅行速度の改善が期待される。 

・並行する現道を運行している路線バスの所要時間が短縮し、定時性の向上が見込まれる。 

・松山空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・松山港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる。 

③都市の再生 

・「愛媛県広域道路整備基本計画」で位置付けられた環状道路。 

④国土・地域ネットワークの構築 

・地域高規格道路 松山外環状道路の一部を構成。 

・日常活動圏中心都市へのアクセス向上が期待される。 

⑤個性ある地域の形成 

・地域再生計画（道後温泉の賑わい創出 等）に基づく松山市の観光振興施策を支援する。 

・主要観光地へのアクセス向上が期待される。 

⑥安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（愛媛県立中央病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑦災害への備え 

・愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている。 

⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑨生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 

・松山都市圏幹線道路懇談会において景観検討を展開。 

⑩他のプロジェクトとの関係 



・松山広域都市計画区域マスタープラン、第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」に位置付けられ

ている。 

・FAZへのアクセスを支援する。 

・南海トラフ地震発生時における迅速な輸送・救援を支援する。 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等： 

・松山都市圏道路整備促進期成同盟会、道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会などから、本事業の整備促進

について、積極的な要望活動が続けられている。 

県知事の意見： 

・一般国道３３号  松山外環状道路インター東線、一般国道５６号  松山外環状道路空港線の事業を継続する

という｢対応方針（原案）｣案については異議ありません。 

・松山外環状道路は、高速道路と圏域内道路との切れ目のないネットワークを形成し、交通拠点間のアクセス

向上、松山都市圏の渋滞緩和や交通事故の削減、さらには県内全域の産業・観光振興など、多様な効果を発

揮する重要な道路であることから、空港線、インター東線の一日も早い開通に向けて整備推進をお願いしま

す。なお、整備にあたっては、徹底した工程管理や、一層のコスト縮減をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・令和３年３月 松山外環状道路空港線（一般道路部） 延長0.8km部分開通 

（その他） 

・松山空港エプロン新設工事【事業中】 

・松山港外港地区新ふ頭 水深13m岸壁の延伸【事業中】 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成20年度に事業化、用地進捗率約92％、事業進捗率約65％（令和4年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・現在、調査設計、用地買収、工事を推進中。 

・余戸南IC～東垣生IC（仮称）間 延長2.4kmは令和6年春頃開通予定。 

施設の構造や工法の変更等  

・中空床版橋の一部をラーメン構造に変更しコスト縮減を図るとともに、今後も新技術、新工法の採用による

工事コストの縮減に加えて、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造等の採用等、総コストの縮減に努

めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

愛媛県 

香川県 

徳島県 

高知県 

一般国道 56 号 
松山外環状道路空港線 



 

再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

                    担当課長名：●●  ●●   担 当 課：道路局国道・技術課 
担当課長名：長谷川 朋弘     

事業名 
一般国道３３号 松山外

まつやまそと

環 状
かんじょう

道路インター 東
ひがし

線 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

国土交通省 
四国地方整備局 

起終点 自： 愛媛県松山市
まつやまし

北土居
き た ど い

 

至： 愛媛県松山
まつやま

市来
し き

住
し

町
まち

 

延長  

2.0km 

事業概要  

松山外環状道路は、松山環状線の外側に計画された環状道路で松山IC、松山空港、松山港等の広域交通拠点

や地域開発拠点とのアクセス向上、市内中心部へ流入する交通分散を目的とした地域高規格道路である。 

松山外環状道路の開通により、郊外からは市街地を通過せずに目的地への移動が可能となるため、通過交通

の市内流入を減らし、市内の渋滞緩和が期待されている。 

一般国道33号松山外環状道路インター東線は、自動車専用道路部は国土交通省、一般道路部は国土交通省、

松山市が協同で整備を推進している。 

H30年度事業化 H2年度都市計画決定 

（H15,29年度変更） 

R3年度用地着手 － 

全体事業費 約370億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約3％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 24,700～44,100台／日 

費用便益 

分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 1.4 

（1.4） 

(残事業) 2.8 

（1.5） 

        416/1,614億円 

 事 業 費：  369/1,503億円 

 維持管理費：   26/   50億円 

 更 新 費：    20/   61億円 

     1,162/2,295億円 

 走行時間短縮便益：979/1,876億円 

 走行経費減少便益：136/  319億円 

 交通事故減少便益： 47/   99億円 

令和4年 

感度分析の結果  

(事業全体)交通量 ：B/C＝1.3～1.6（交通量±10%）  (残事業) B/C＝2.2～3.4（交通量±10%） 

事業費 ：B/C＝1.4～1.5（事業費±10%） B/C＝2.6～3.1（事業費±10%） 

事業期間：B/C＝1.4～1.5（事業期間±20%） B/C＝2.7～2.9（事業期間±20%） 

事業の効果等  
松山外環状道路インター東線は、松山市内中心部に流入する交通を分散し、市内の交通渋滞解消や松山IC、

松山空港、松山港等の広域交通拠点や観光地とのアクセス性向上など、多様な整備効果が期待できる。 

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等の混雑時旅行速度の改善が期待される。 

・並行する現道を運行している路線バスの所要時間が短縮し、定時性の向上が見込まれる。 

・松山空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・松山港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる。 

③都市の再生 

・「愛媛県広域道路整備基本計画」で位置付けられた環状道路。 

④国土・地域ネットワークの構築 

・地域高規格道路 松山外環状道路の一部を構成。 

・日常活動圏中心都市へのアクセス向上が期待される。 

⑤個性ある地域の形成 

・地域再生計画（道後温泉の賑わい創出 等）に基づく松山市の観光振興施策を支援する。 

・主要観光地へのアクセス向上が期待される。 

⑥安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（愛媛大学医学部附属病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑦災害への備え 

・愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている。 

⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑨生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 

・松山外環状道路景観検討委員会において景観検討を展開。 

⑩他のプロジェクトとの関係 



・松山広域都市計画区域マスタープラン、第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」に位置付けられ

ている。 

・FAZへのアクセスを支援する。 

・南海トラフ地震発生時における迅速な輸送・救援を支援する。 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等： 

・松山都市圏道路整備促進期成同盟会、道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会などから、本事業の整備促進

について、積極的な要望活動が続けられている。 

県知事の意見： 

・一般国道３３号  松山外環状道路インター東線、一般国道５６号  松山外環状道路空港線の事業を継続する

という｢対応方針（原案）｣案については異議ありません。 

・松山外環状道路は、高速道路と圏域内道路との切れ目のないネットワークを形成し、交通拠点間のアクセス

向上、松山都市圏の渋滞緩和や交通事故の削減、さらには県内全域の産業・観光振興など、多様な効果を発

揮する重要な道路であることから、空港線、インター東線の一日も早い開通に向けて整備推進をお願いしま

す。なお、整備にあたっては、徹底した工程管理や、一層のコスト縮減をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・令和３年３月 松山外環状道路空港線（一般道路部） 延長0.8km部分開通 

（その他） 

・松山空港エプロン新設工事【事業中】 

・松山港外港地区新ふ頭 水深13m岸壁の延伸【事業中】 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成30年度に事業化、用地進捗率約2％、事業進捗率約3％（令和4年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・現在、調査設計、用地買収を推進中。 

施設の構造や工法の変更等  

・今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮減に加えて、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構

造等の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

愛媛県 

香川県 

徳島県 

高知県 

一般国道 33 号 
松山外環状道路インター東線 



 

再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

担 当 課：道路局国道・技術課 
担当課長名：長谷川 朋弘    

事業名 一般国道56号 窪川
くぼかわ

佐賀
さ が

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：高知県

こ う ち け ん

高岡郡
たかおかぐん

四万十町
しまんとちょう

平
ひら

串
ぐし

 

 至：高知県
こ う ち け ん

幡多郡
は た ぐ ん

黒潮
くろしお

町
ちょう

佐賀
さ が

 
延長 11.2km 

事業概要  

一般国道 56 号は、高知県高知市を起点として、愛媛県松山市に至る全長約 350ｋｍの主要幹線道路であ
り、高知西南地域の産業・経済・生活を支える大動脈である。このうち、窪川佐賀道路に並行する現道区間
においては、線形不良・災害危険箇所が多い等、様々な課題を抱えている。 

一般国道 56 号窪川佐賀道路は、四国 8 の字ネットワークを形成し、高知県西南地域の交流の促進及び地
域活性化を支援する道路である。また、南海トラフ地震による津波発生時に高知県西南地域への信頼性の
高い緊急輸送道路の確保などを目的としている。 

H24年度事業化 H16年度都市計画決定 

（H20年度都市計画変更） 

H26年度用地着手 H27年度工事着手（佐賀工区） 

R1年度工事着手（窪川工区） 

全体事業費 約653億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約66％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量     5,600～7,700 台／日 

費用対効果 

分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 1.4 

(0.7)  
(残事業)  0.9 

(1.9)  

2,416/14,872 億円 
事 業 費：2,183/13,687 億円 
維持管理費：220/   936 億円 
更 新 費： 13/   249億円 

2,091/20,752 億円 
走行時間短縮便益：1,781/17,758 億円 
走行経費減少便益：  245/ 2,413 億円 
交通事故減少便益：   65/   580億円 

 
令和4年 

感度分析の結果  

(事業全体)交通量 ：B/C= 1.4～1.4（交通量±10%） (残事業) B/C= 0.7～1.03（交通量±10%） 
     事業費 ：B/C= 1.4～1.4（事業費±10%）      B/C= 0.8～0.95（事業費±10%） 
        事業期間：B/C= 1.4～1.4（事業期間±20%）    B/C= 0.8～0.9 （事業期間±20%） 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の時間損失の削減が見込まれる 
・現道等の路線バス及び高速バスの利便性や快適性向上が見込まれる 
・黒潮町から高知龍馬空港へのアクセス向上が見込まれる 
②物流効率化の支援 
・黒潮町から高知新港へのアクセス向上が見込まれる 
・高知県西南部における農林水産品（清水さば等）の流通の利便性の向上が見込まれる 
③国土・地域ネットワークの構築 
・高知県内の四国 8の字ネットワークの形成に寄与する 
・拠点都市間（高知市～四万十市）を高規格幹線道路で連絡する路線を構成する 
・日常活動圏中心都市間（須崎市～四万十市）を最短時間で連絡する路線を構成する 
・日常活動圏の中心都市（黒潮町～四万十町）へのアクセス向上が見込まれる 
④個性ある地域の形成 
・黒潮町が推進するスポーツ合宿を支援する 
・観光資源が多くある高知西南地域へのアクセス向上が見込まれる 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・二次医療施設（幡多けんみん病院）への搬送時間が短縮し、重篤患者の救命率向上が見込まれる 
⑥災害への備え 
・唯一の幹線道路である国道 56 号（現道）を補完し、落石・崩壊による孤立の解消を支援する 
・国道 56 号は第一次緊急輸送道路に指定されている 
・国道 56 号が通行止めになった場合の代替路を形成する 
・国道 56 号の防災危険箇所を回避したルートを形成する 
⑦地球環境の保全 
・CO2 排出量の削減が見込まれる 
⑧生活環境の改善・保全 
・NOX 排出量の削減が見込まれる 
・SPM 排出量の削減が見込まれる 



⑨その他 
・線形不良箇所を回避したルートを形成する 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等 
・整備促進期成同盟会などから、本事業の整備推進について、積極的な要望活動が続けられている。 
（H24.9、H25.2、H26.11、H27.5,8,11、H28.2、H29.10,11、H30.10,11,12、R1.10,11、R2.9,11、R3.11、R4.1,11） 
高知県知事の意見 
・事業継続に異議はありません。四国８の字ネットワークを構成する一般国道 56 号窪川佐賀道路、佐賀大

方道路及び大方四万十道路は、県中央部と西南地域をつなぐ唯一の幹線道路である国道 56 号の代替機能
を担い、平常時の効率的で安定した人流・物流を確保することに加え、南海トラフ地震など大規模災害
発生時には、円滑な支援部隊の進出や緊急物資の輸送を担う「命の道」として大変重要な役割を果たし
ます。このため、国においては、高規格道路と直轄国道とのダブルネットワーク化による「災害に強い
国土幹線道路ネットワーク」が早期に構築されるよう、より一層の事業推進をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・平成 23 年 3 月 四国横断自動車道（須崎西 IC～中土佐 IC）延長 7.0km 2 車線開通 
・平成 24 年 12 月 四国横断自動車道（中土佐 IC～四万十町中央 IC）延長 14.8km 2 車線開通 
・平成 29 年 4 月 国道 56 号佐賀大方道路 新規事業化 
・平成 30 年 11 月 片坂バイパス 延長 6.1km 開通 
・平成 31 年 4 月 国道 56 号大方四万十道路 新規事業化 
・令和 2 年 7 月 国道 56 号中村宿毛道路（平田 IC～宿毛和田 IC）延長 7.6km 開通 
・令和 3 年 12 月 四国横断自動車道（宿毛～内海）都市計画決定 
・令和 4 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛新港～一本松、御荘～内海）新規事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率約 92％、事業進捗率約 66%（令和 4 年 3 月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・早期供用に向け、調査設計、用地買収、改良工、橋梁工、トンネル工を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・トンネル断面の見直し（縮小）によりコスト縮減を図るとともに、今後も新技術、新工法の採用による
工事コストの縮減に加えて、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に
努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

高知県 
愛媛県 

徳島県 

香川県 

窪川佐賀道路 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

担 当 課：道路局国道・技術課 
担当課長名：長谷川 朋弘    

事業名 一般国道56号 佐賀
さ が

大方
おおがた

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：高知県

こ う ち け ん

幡多郡
は た ぐ ん

黒潮
くろしお

町
ちょう

佐賀
さ が

 

 至：高知県
こ う ち け ん

幡多郡
は た ぐ ん

黒潮
くろしお

町
ちょう

入野
い り の

 
延長 14.0km 

事業概要  

一般国道 56 号は、高知県高知市を起点として、愛媛県松山市に至る全長約 350ｋｍの主要幹線道路であ
り、高知西南地域の産業・経済・生活を支える大動脈である。このうち、佐賀大方道路に並行する現道区間
においては、線形不良・災害危険箇所が多く、また、津波浸水時に約 75％が浸水する等、様々な課題を抱
えている。 

一般国道 56 号佐賀大方道路は、四国 8 の字ネットワークを形成し、高知県西南地域の交流の促進及び地
域活性化を支援する道路である。また、南海トラフ地震による津波発生時に高知県西南地域への信頼性の
高い緊急輸送道路の確保などを目的としている。 

H29年度事業化 H28年度都市計画決定 R2年度用地着手 R1年度工事着手 

全体事業費 約580億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約10％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量     8,100～9,000 台／日 

費用対効果 

分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 1.4 

(1.2)  
(残事業)  0.9 

(1.5)  

2,416/14,872 億円 
事 業 費：2,183/13,687 億円 
維持管理費：220/   936 億円 
更 新 費： 13/   249億円 

2,091/20,752 億円 
走行時間短縮便益：1,781/17,758 億円 
走行経費減少便益：  245/ 2,413 億円 
交通事故減少便益：   65/   580億円 

 
令和4年 

感度分析の結果  

(事業全体)交通量 ：B/C= 1.4～1.4（交通量±10%） (残事業) B/C= 0.7～1.03（交通量±10%） 
     事業費 ：B/C= 1.4～1.4（事業費±10%）      B/C= 0.8～0.95（事業費±10%） 
        事業期間：B/C= 1.4～1.4（事業期間±20%）    B/C= 0.8～0.9 （事業期間±20%） 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の時間損失の削減が見込まれる 
・現道等の路線バス及び高速バスの利便性や快適性向上が見込まれる 
・黒潮町から高知龍馬空港へのアクセス向上が見込まれる 
②物流効率化の支援 
・黒潮町から高知新港へのアクセス向上が見込まれる 
・高知県西南部における農林水産品（清水さば等）の流通の利便性の向上が見込まれる 
③国土・地域ネットワークの構築 
・高知県内の四国 8の字ネットワークの形成に寄与する 
・拠点都市間（高知市～四万十市）を高規格幹線道路で連絡する路線を構成する 
・日常活動圏中心都市間（須崎市～四万十市）を最短時間で連絡する路線を構成する 
・日常活動圏の中心都市（黒潮町～四万十町）へのアクセス向上が見込まれる 
④個性ある地域の形成 
・黒潮町が推進するスポーツ合宿を支援する 
・観光資源が多くある高知西南地域へのアクセス向上が見込まれる 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・二次医療施設（幡多けんみん病院）への搬送時間が短縮し、重篤患者の救命率向上が見込まれる 
⑥災害への備え 
・唯一の幹線道路である国道 56 号（現道）を補完し、津波浸水や落石・崩壊等による孤立の解消を支援す
る 
・国道 56 号は第一次緊急輸送道路に指定されている 
・国道 56 号が通行止めになった場合の代替路を形成する 
・国道 56 号の津波浸水区間など防災危険箇所を回避したルートを形成する 
⑦地球環境の保全 
・CO2 排出量の削減が見込まれる 
⑧生活環境の改善・保全 
・NOX 排出量の削減が見込まれる 
・SPM 排出量の削減が見込まれる 



⑨その他 
・線形不良箇所を回避したルートを形成する 
・黒潮大方 IC 周辺に配置された防災拠点と連絡することで地域の防災活動の強化が見込まれる 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等 
・整備促進期成同盟会などから、本事業の整備推進について、積極的な要望活動が続けられている。 
（H28.11,12、H29.1,2,10,11、H30.10,11,12、R1.10,11、R2.9,11、R3.11、R4.1,11） 
高知県知事の意見 
・事業継続に異議はありません。四国８の字ネットワークを構成する一般国道 56 号窪川佐賀道路、佐賀大

方道路及び大方四万十道路は、県中央部と西南地域をつなぐ唯一の幹線道路である国道 56 号の代替機能
を担い、平常時の効率的で安定した人流・物流を確保することに加え、南海トラフ地震など大規模災害
発生時には、円滑な支援部隊の進出や緊急物資の輸送を担う「命の道」として大変重要な役割を果たし
ます。このため、国においては、高規格道路と直轄国道とのダブルネットワーク化による「災害に強い
国土幹線道路ネットワーク」が早期に構築されるよう、より一層の事業推進をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成30年11月 片坂バイパス 延長6.1km 開通 

・平成31年 4月 国道56号大方四万十道路 新規事業化 
・令和 2 年 7 月 国道 56 号中村宿毛道路（平田 IC～宿毛和田 IC）延長 7.6km 開通 
・令和 3 年 12 月 四国横断自動車道（宿毛～内海）都市計画決定 
・令和 4 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛新港～一本松、御荘～内海）新規事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率約 1％、事業進捗率約 10%（令和 4 年 3 月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・早期供用に向け、調査設計、用地買収、改良工、橋梁工を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮減に加えて、施設の長寿命化や維持管理費を考慮し 
た構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

高知県 
愛媛県 

徳島県 

香川県 

佐賀大方道路 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

担 当 課：道路局国道・技術課 
担当課長名：長谷川 朋弘    

事業名 一般国道56号 大方
おおがた

四万十
し ま ん と

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：高知県

こ う ち け ん

幡多郡
は た ぐ ん

黒潮
くろしお

町
ちょう

入野
い り の

 

 至：高知県
こ う ち け ん

四万十市
し ま ん と し

右山
う や ま

 
延長 7.9km 

事業概要  

一般国道 56 号は、高知県高知市を起点として、愛媛県松山市に至る全長約 350ｋｍの主要幹線道路であ
り、高知西南地域の産業・経済・生活を支える大動脈である。このうち、大方四万十道路に並行する現道区
間においては、津波浸水時に約 5 割が浸水する等、様々な課題を抱えている。 

一般国道 56 号大方四万十道路は、四国 8の字ネットワークを形成し、高知県西南地域の交流の促進及び
地域活性化を支援する道路である。また、南海トラフ地震による津波発生時に高知県西南地域への信頼性
の高い緊急輸送道路の確保などを目的としている。 

R1年度事業化 H28年度都市計画決定 R4年度用地着手 R－年度工事着手 

全体事業費 約380億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約3％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量     10,100～11,700 台／日 

費用対効果 

分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 1.4 

(1.03) 
(残事業)   0.9 

(1.1)  

2,416/14,872 億円 
事 業 費：2,183/13,687 億円 
維持管理費：220/   936 億円 
更 新 費： 13/   249億円 

2,091/20,752 億円 
走行時間短縮便益：1,781/17,758 億円 
走行経費減少便益：  245/ 2,413 億円 
交通事故減少便益：   65/   580億円 

 
令和4年 

感度分析の結果  

(事業全体)交通量  ：B/C= 1.4～1.4（交通量±10%） (残事業) B/C= 0.7～1.03（交通量±10%） 
     事業費  ：B/C= 1.4～1.4（事業費±10%）      B/C= 0.8～0.95（事業費±10%） 
        事業期間：B/C= 1.4～1.4（事業期間±20%）    B/C= 0.8～0.9 （事業期間±20%） 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の時間損失の削減が見込まれる 
・現道等の路線バス及び高速バスの利便性や快適性向上が見込まれる 
・四万十市から高知龍馬空港へのアクセス向上が見込まれる 
②物流効率化の支援 
・四万十市から高知新港へのアクセス向上が見込まれる 
・高知県西南部における農林水産品（清水さば等）の流通の利便性の向上が見込まれる 
③国土・地域ネットワークの構築 
・高知県内の四国 8の字ネットワークの形成に寄与する 
・拠点都市間（高知市～四万十市）を高規格幹線道路で連絡する路線を構成する 
・日常活動圏中心都市間（須崎市～四万十市）を最短時間で連絡する路線を構成する 
・日常活動圏の中心都市（四万十市～黒潮町）へのアクセス向上が見込まれる 
④個性ある地域の形成 
・高知西南中核工業団地、宿毛湾港工業流通団地へのアクセス向上が見込まれる 
・観光資源が多くある高知西南地域へのアクセス向上が見込まれる 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・二次医療施設（幡多けんみん病院）への搬送時間が短縮し、重篤患者の救命率向上が見込まれる 
⑥災害への備え 
・唯一の幹線道路である国道 56 号（現道）を補完し、津波浸水による孤立の解消を支援する 
・国道 56 号は第一次緊急輸送道路に指定されている 
・国道 56 号が通行止めになった場合の代替路を形成する 
・国道 56 号の津波浸水区などの防災危険箇所を回避したルートを形成する 
⑦地球環境の保全 
・CO2 排出量の削減が見込まれる 
⑧生活環境の改善・保全 
・NOX 排出量の削減が見込まれる 
・SPM 排出量の削減が見込まれる 
⑨その他 
・黒潮大方 IC 周辺に配置された防災拠点と連絡することで地域の防災活動の強化が見込まれる 



関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等 
・整備促進期成同盟会などから、本事業の整備推進について、積極的な要望活動が続けられている。 
（H29.2,11、H30.11,12、H31.2、R1.10,11、R2.9,11、R3.11、R4.1,11） 
高知県知事の意見 
・事業継続に異議はありません。四国８の字ネットワークを構成する一般国道 56 号窪川佐賀道路、佐賀大

方道路及び大方四万十道路は、県中央部と西南地域をつなぐ唯一の幹線道路である国道 56 号の代替機能
を担い、平常時の効率的で安定した人流・物流を確保することに加え、南海トラフ地震など大規模災害
発生時には、円滑な支援部隊の進出や緊急物資の輸送を担う「命の道」として大変重要な役割を果たし
ます。このため、国においては、高規格道路と直轄国道とのダブルネットワーク化による「災害に強い
国土幹線道路ネットワーク」が早期に構築されるよう、より一層の事業推進をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・令和 2 年 7 月 国道 56 号中村宿毛道路（平田 IC～宿毛和田 IC）延長 7.6km 開通 
・令和 3 年 12 月 四国横断自動車道（宿毛～内海）都市計画決定 
・令和 4 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛新港～一本松、御荘～内海）新規事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率約 0％、事業進捗率約 3%（令和 4 年 3 月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・早期供用に向け、調査設計、用地買収を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮減に加えて、施設の長寿命化や維持管理費を考慮し 
た構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

高知県 
愛媛県 

徳島県 

香川県 

大方四万十道路 



再評価結果（令和 5 年度事業継続箇所） 

 

                                 担 当 課：道路局国道・技術課 

                                 担当課長名：長谷川 朋弘 

 

事業名 一般国道34号 武雄
た け お

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 

 

自：佐賀県武雄市
た け お し

北方町
きたがたちょう

大字
おおあざ

志
し

久
く

 

至：佐賀県武雄市
た け お し

武雄町
たけおちょう

武雄
た け お

 
延長 7.6km 

事業概要  

武雄バイパスは武雄市街地の通過交通を排除し、沿線地域の交通環境の改善等を目的とする事業である。 

S49年度事業化 S55年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

S55年度用地着手 S57年度工事着手 

全体事業費 

 

約250億円 

 

事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約75％ 

 

供用済延長 

 

6.3km 

 

計画交通量  15,000～29,900台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用     (残事業)/(事業全体) 総便益      (残事業)/(事業全体) 基準年    

(事業全体) 

2.1 

(残事業) 

4.2 

63/674億円 

事 業 費： 44/604億円 

維持管理費： 18/ 70億円 

 

265/1,382億円 

走行時間短縮便益： 245/1,268億円 

走行経費減少便益：  17/   95億円 

交通事故減少便益： 3.3/   19億円 

 令和4年 

 

 

 

感度分析の結果          

【事業全体】交通量 ：B/C=1.7～2.7（交通量 ±10％） 【残事業】交通量 ：B/C=2.9～5.1（交通量 ±10％） 

      事業費 ：B/C=2.0～2.1（事業費 ±10％）      事業費 ：B/C=3.9～4.5（事業費 ±10％） 

      事業期間：B/C=2.0～2.1（事業期間±20％）      事業期間：B/C=3.7～4.7（事業期間±20％） 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

・事業中区間の整備により、現道の通過交通が転換することで、交通混雑の緩和が期待される。 

②交通安全性の向上 

・事業中区間の整備により、現道の通過交通が転換することで、交通混雑が緩和され、交通安全性の向上が

期待される。 

③リダンダンシーの確保 

・事業中区間の整備により、冠水箇所を迂回する災害時の代替路確保により防災機能の向上が期待される。 

④医療施設までのアクセス改善 

・事業中区間の整備により、高次医療施設への搬送時間が短縮し、救命率の向上など救急医療活動の支援が

期待される。 

⑤生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO₂,NO₂,SPM削減） 

  



                                                                                                 

関係する地方公共団体等の意見  

 江北町、大町町、旧北方町(現武雄市)で構成される国道34号(江北町、大町町、武雄市北方町間)バイパ

ス建設促進期成会(会長：大町町長)等により早期整備の要望を受けている。(令和3年11月) 

 
県の意見：                                  
・整備を強く望んでいるところであり、継続することについては異議ありません。 

 ・小さな都市が分散している当県において、各都市間を有機的に結ぶ有明海沿岸道路、佐賀唐津道路な
どの広域幹線道路と、これを補完する国道3号、国道34号などで形成される幹線道路網の整備に取り
組んでいます。 

 ・国道34号は、県の東西軸として主要な幹線道路であり、沿線の地域や産業の活性化、また、災害時の
救済活動や救援物資の輸送路として重要な道路です。 

 ・本事業の実施により、主要渋滞箇所などの交通混雑が緩和され、時間短縮や定時性の確保につながる
ものと考えています。また、人やモノの交流の更なる促進が期待されることから、引き続き整備を進
めていただきたい。 

 ・今後とも事業のコスト縮減に努めていただくとともに、早期に完了するように事業の推進をお願いし
たい。 

事業評価監視委員会の意見   

 審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等   

 沿線地域の人口は減少傾向にあるが、一世帯当たりの自動車保有台数は佐賀県や九州全体を上回ってお

り、自動車交通への依存は高いと考えられる。 

 並行現道の交通量は横ばいであり、依然として事業の必要性は高い。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 昭和49年度に事業化、用地進捗率約90%、事業進捗率約75%（令和4年3月末時点）  

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

 施設の構造や施工等に変更はないが、新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実

なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を、割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

 



再評価結果（令和 5 年度事業継続箇所） 

 

                                 担 当 課：道路局国道・技術課 

                                 担当課長名：長谷川 朋弘 

 

事業名 一般国道203号 多久
た く

佐賀
さ が

道路
ど う ろ

(Ⅰ期) 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
自：佐賀県多久市

た く し

東多久
ひ が した く

町
まち

大字
おおあざ

別府
べ ふ

 

至：佐賀県小城市
お ぎ し

三日月
み か つ き

町長
ちょうちょう

神田
か ん だ

 
延長 5.3km 

事業概要  

 多久佐賀道路(Ⅰ期)は、広域ネットワークを形成する事により、地域活性化や観光活性化を支援すると

ともに、交通混雑の緩和等を目的とした事業である。 

H15年度着工準備   H27年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

R-年度用地着手 R-年度工事着手 

全体事業費 約280億円 

 

事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約5％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 17,500～23,100台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益      (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 

1.9 

(残事業) 

2.1 

213/235億円 

 事 業 費：192/213億円 

 維持管理費：  22/22億円 

 

441/441億円 

走行時間短縮便益：  394/394億円 

走行経費減少便益：   30/ 30億円 

交通事故減少便益：   17/ 17億円 

 令和4年 

 

 

 

感度分析の結果          

【事業全体】交通量 ：B/C=1.5～2.3（交通量 ±10％） 【残事業】交通量 ：B/C=1.7～2.6（交通量 ±10％） 

      事業費 ：B/C=1.7～2.0（事業費 ±10％）      事業費 ：B/C=1.9～2.3（事業費 ±10％） 

      事業期間：B/C=1.7～2.0（事業期間±20％）      事業期間：B/C=1.9～2.2（事業期間±20％） 

事業の効果等  

①広域ネットワークの形成 

・佐賀唐津道路の整備により、唐津市～佐賀市間の所要時間が短縮し、地域活性化をはじめ、物流の効率

化、観光活性化等の支援が期待される。 

②物流効率化の支援 

・佐賀唐津道路の整備が進むにつれ、所要時間の短縮が図られ、更に有明海沿岸道路との一体利用により

物流効率化の支援に寄与することが期待される。 

③交通混雑の緩和 

・事業中区間の整備により、現道の通過交通が転換する事で、交通混雑の緩和が期待される。 

④交通安全性の向上 

・事業中区間の整備により、現道の通過交通が転換することで、交通混雑が緩和され、交通安全性の向上

が期待される。 

⑤医療施設までのアクセス改善 

・事業中区間の整備により、高次医療施設への搬送時間が短縮し、救命率の向上など救急医療活動の支援

が期待される。 

⑥生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO₂,NO₂,SPM削減） 

  

  



                                                                                                 

関係する地方公共団体等の意見  

 ①佐賀唐津道路多久・佐賀間整備促進期成会(会長：小城市長)、②国道203号佐賀・唐津幹線道路整備

促進期成会(会長：唐津市長)により早期整備の要望を受けている。(①令和3年7月、②令和3年8月) 

 
県の意見：                                  
・整備を強く望んでいるところであり、継続することについては異議ありません。 

 ・小さな都市が分散している当県において、各都市間を有機的に結ぶ有明海沿岸道路、佐賀唐津道路な
どの広域幹線道路と、これを補完する国道3号、国道34号などで形成される幹線道路網の整備に取り
組んでいます。 

 ・佐賀唐津道路は、本県の広域幹線道路網の南北軸を形成する道路で、人、モノ、地域をつなぎ、産 
業、観光振興を支えるなど、県全体の飛躍につながる重要な道路です。 

 ・本県においては、佐賀唐津道路を構成する佐賀道路との整備を進めており、今回再評価の対象である
、多久佐賀道路(Ⅰ期)についても早期完成を望んでいることから、引き続き整備を進めていただきた
い。 

 ・今後とも事業のコスト縮減に努めていただくとともに、早期に完了するように事業の推進をお願いし
たい。 

事業評価監視委員会の意見   

 審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等   

 沿線地域の人口は減少傾向にあるが、一世帯当たりの自動車保有台数は佐賀県や九州全体を上回ってお

り、自動車交通への依存は高いと考えられる。 

 事業化時と比較して社会的情勢の大きな変化は認められない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 平成15年度に着工準備、用地進捗率約0％、事業進捗率約5％（令和4年3月末時点）  

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

 施設の構造や施工等に変更はないが、新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実

なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を、割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

 

                                 担 当 課：道路局国道・防災課 

                                 担当課長名：長谷川 朋弘 

 

事業名 一般国道497号 今宿
いまじゅく

道路
ど う ろ

 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 

 

自：福岡県福岡市
ふ く お か し

西区
に し く

拾 六 町
じゅうろくちょう

 

至：福岡県糸島市
い と し ま し

二丈
にじょう

福井
ふ く い

 
延長 23.3km 

事業概要  

今宿道路は、西九州自動車道の一部を形成し、九州北西部の地域経済の活性化、高速定時性を確保すると

ともに、沿線地域の交通混雑を緩和し、地域開発の支援等を目的とした事業である。 

S45年度事業化 S46､53､58､61年度都市計画決定 

（H4､13､R2年度変更） 

S47年度用地着手 S47年度工事着手 

全体事業費 

 

約2,791億円 

 

事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約81％ 

 

供用済延長 

 

(自専部）14.5km 

(一般部）23.3km 

計画交通量 (自専部) 19,100～38,000台／日、(一般部) 4,800～38,400台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用     (残事業)/(事業全体) 総便益      (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 

3.7 

(残事業) 

4.4 

325/7,769億円 

事 業 費： 307/6,740億円 

維持管理費：  19/1,029億円 

 

1,440/29,091億円 

走行時間短縮便益：1,329/26,647億円 

走行経費減少便益：    87/ 2,201億円 

交通事故減少便益：    24/   243億円 

 令和4年 

 

 

 

感度分析の結果    

【事業全体】交通量 ：B/C=3.2～4.2（交通量 ±10％） 【残事業】交通量 ：B/C=4.0～5.1（交通量 ±10％） 

      事業費 ：B/C=3.7～3.8（事業費 ±10％）      事業費 ：B/C=4.1～4.9（事業費 ±10％） 

      事業期間：B/C=3.7～3.8（事業期間±20％）      事業期間：B/C=4.1～4.8（事業期間±20％） 

事業の効果等  

①広域交通ネットワークの形成 

・西九州自動車道の開通により、福岡市から佐世保市に至る広域交通ネットワークが形成。 

・沿線の所要時間短縮や定時性確保が図られ、九州北西部の地域経済活性化への貢献が期待。 

・沿線には玄海原子力発電所があり、西九州自動車道は緊急時の避難路として設定。 

・九州横断自動車道とダブルネットワークを形成することにより、災害時の貢献が期待。 

②地域経済活動の支援 

・今宿道路の整備により、安定した貨物輸送や、輸送時間短縮など、地域経済活動の支援が期待。 

③観光振興の支援 

・今宿道路の整備により、アクセス利便性が向上し、さらなる観光振興が期待。 

④交通安全性の向上 

・今宿道路の整備により、自専道へ交通が分散し、急停止の減少による交通安全性向上が期待。 

⑤生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減(CO₂,NO₂,SPM削減)  

  



                                                                                                 

関係する地方公共団体等の意見  

福岡県内28市で構成される①福岡県市長会（会長：久留米市長）、福岡市をはじめとする9市8町で構成 

される②福岡都市圏広域行政推進協議会（会長：福岡市長）、西九州自動車道沿線の8市4町で構成される 

③西九州自動車道建設促進期成会（会長：伊万里市長）により早期整備の要望を受けている。（①令和4

年7月、②令和4年10月、③令和4年7月） 
県の意見：                                  

  一般国道497号は福岡県福岡市と佐賀県武雄市を結ぶ、九州北西部の人流・物流を支える重要な幹線
道路である。 

  また、今宿道路は、高規格道路である西九州自動車道の一部を形成し、九州北西部の地域経済の活性
化、高速定時性の確保及び沿線地域の交通混雑の緩和、地域開発の支援等に寄与することが期待され
る。 

  従って、「対応方針（原案）」案のとおり事業を継続すべきと考える。 
  今後も適切な調査及び事業のコスト縮減に努めていただくとともに、本事業が早期に完了するように

事業の推進をお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見   

 審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等   

 沿線地域の一世帯あたりの自動車保有台数は近年減少傾向であるが、人口は増加傾向。 

 並行する国道202号(現道+BP)の交通量はBP開通と共に増加しており、依然として事業の必要性は高い。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 昭和45年度に事業化、用地進捗率93％、事業進捗率81％（令和4年3月末時点） 

 昭和58年度：上深江交差点～糸島市二丈福井間 延長5.8㎞（一般部2/4）部分開通 

 昭和63年度：真方交差点～東交差点間 延長0.5㎞（一般部2/2）部分開通 

 平成 4年度：波多江交差点～有田中央交差点間 延長2.2㎞（一般部2/4）部分開通 

 平成10～15年度：福重JCT～東交差点間 延長14.5㎞（自専部4/4）部分開通 

 平成16年度：東交差点～上深江交差点間 延長3.0㎞（一般部2/2）部分開通 

 平成18年度：青果市場入口交差点～飯氏交差点間 延長7.4㎞（一般部4/4）部分開通 

 平成25年度：飯氏交差点～波多江交差点間 延長1.7㎞（一般部4/4）部分開通 

 平成26年度：波多江交差点～有田中央交差点間 延長2.2㎞（一般部4/4）部分開通 

 平成30年度：有田中央交差点～真方交差点間 延長3.0㎞（一般部4/4、一般部2/2）部分開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

 橋梁下部工における基礎杭の見直し、地質調査結果に伴う地盤改良の追加による見直し、他事業からの

流用土。 

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を、割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                                担 当 課：道路局国道・技術課 

                                担当課長名：長谷川 朋弘    
 
事業名 
 

 

一般国道3号 黒崎
くろさき

バイパス 

事業 
区分 

一般国道 
 

事業 
主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
 

自：福岡県 北九州
きたきゅうしゅう

市八幡東
やはたひがし

区西本
にしほん

町
まち

 

至：福岡県 北九州
きたきゅうしゅう

市八幡西
やはたにし

区陣
じんの

原
はる

 

延長 
 

 
5.8km 

事業概要  

 黒崎バイパスは国道3号の交通混雑緩和等を図るとともに、都市高速道路と接続した広域的なネットワ

ークを形成し、地域産業活性化を目的とした事業である。 

H3年度事業化 
 

H2年度都市計画決定 
（H14年度、H25年度変更） 

H5年度用地着手 
 

 H10年度工事着手 
 

全体事業費   約945億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約96％ 供用済延長 5.2km 

計画交通量 27,100～53,300台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 
1.1 

(残事業) 
1.2 

65/1,560億円 
事 業 費：64/1,513億円 
維持管理費：1.9/  46億円 

 

77/1,791億円 
 走行時間短縮便益：67/1,688億円 
 走行経費減少便益：10/   98億円 
 交通事故減少便益：0.66/4.8億円 

令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.3（交通量 ±10％） 【残事業】交通量 ：B/C=1.1～1.3（交通量 ±10％） 

      事業費 ：B/C=1.1～1.2（事業費 ±10％）      事業費 ：B/C=1.1～1.3（事業費 ±10％） 

      事業期間：B/C=1.1～1.2（事業期間±20％）      事業期間：B/C=1.1～1.2（事業期間±20％） 

事業の効果等  

① 地域活力の向上 

・黒崎バイパスの部分供用以降、企業進出や世帯数の増加が進み、交通量も増加傾向にある。 

・開発計画が進行中であり、更なる交通需要増の受け皿として本事業整備が求められている。 

②交通混雑の緩和 

・事業中区間の整備により、現道区間の更なる交通混雑の緩和や走行性の向上が期待される。 

③交通安全性の向上 

・事業中区間の整備により、国道３号の交通混雑が緩和し、交通安全性の向上が期待される。 

④地域産業の支援 

・春の町ランプの整備により、時間短縮など物流の効率化が図られ、地域産業の支援が期待される。 

⑤救急医療活動の支援 

・事業中区間の整備により、搬送時間短縮や患者の負担軽減など救急医療活動の支援に貢献する。 

⑥生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減(CO2,NO2,SPM削減)。 

関係する地方公共団体等の意見  

北九州市をはじめとする一般会員26団体、特別会員29名で構成される国道3号黒崎バイパス建設促進期

成会（会長：(株)安川電機特別顧問）により早期整備の要望を受けている。（令和4年11月） 

 

市の意見：                                  

 一般国道3号黒崎バイパスの道路事業は、企業活動を支援する物流の効率化や交通混雑の緩和など、本

市の産業振興や安全で快適な地域環境の改善に必要不可欠な事業です。本バイパスが全線供用することに

より、その効果が最大限発揮されることから、事業を継続していただくとともに、早期全線供用に向けて

整備の促進をお願いします。  

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、事業継続。 

 



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

北九州市の人口は減少傾向。一世帯あたりの自動車保有台数は横這い。国道3号（バイパス・現道）の

交通量は増加傾向。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 平成3年度に事業化、用地進捗率100%、事業進捗率約96%（令和4年3月末時点） 

 平成20年度：黒崎
くろさき

北
きた

ランプ～陣原
じんのはる

ランプ間 延長2.9㎞（2/4）部分開通 

 平成23年度：前田
ま え だ

ランプ～皇后崎
こ う が ざ き

ランプ間 延長2.9㎞（4/4）開通 

 平成24年度：東田
ひがしだ

ランプ～前田
ま え だ

ランプ間  延長0.9㎞（2/4）部分開通 

 令和 4年度：春の町
は る の ま ち

ランプ～前田
ま え だ

ランプ間 延長1.5km（2/2）（4/4）開通 

 令和 4年度：陣原
じんのはる

オンランプ（2/2） 開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

 橋梁架設方法の見直し及び橋梁施工に伴う鉄道施設の移設計画の見直し、地質調査結果に伴う橋梁計画

及び盛土部計画の見直し、鋼製橋脚見直し。 

 新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  
 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

E2A

E3 E10



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

 

                                 担 当 課：道路局国道・技術課 

                                 担当課長名：長谷川 朋弘 

 

事業名 一般国道210号 浮羽
う き は

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 

 

自：福岡県久留米市
く る め し

田主丸町
たぬしまるまち

上原
かみはる

 

至：福岡県うきは市浮羽町
う き はま ち

山北
やまきた

 
延長 14.0km 

事業概要  

浮羽バイパスは、国道210号の交通混雑の緩和や交通安全の確保ならびに地域産業の支援等を目的とした

事業である。 

S48年度事業化 H-年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

S52年度用地着手 S54年度工事着手 

全体事業費 

 

約276億円 

 

事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 

約93％ 

 

供用済延長 

 

12.9km 

 

計画交通量  8,400～25,000台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用     (残事業)/(事業全体) 総便益      (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 

1.4 

(残事業) 

8.9 

55/729億円 

事 業 費： 14/595億円 

維持管理費： 41/134億円 

 

486/997億円 

走行時間短縮便益： 444/ 890億円 

走行経費減少便益：  33/  94億円 

交通事故減少便益： 8.8/  14億円 

 令和4年 

 

 

 

感度分析の結果          

【事業全体】交通量 ：B/C=1.01～1.7（交通量 ±10％） 【残事業】交通量 ：B/C=4.7～12.4（交通量 ±10％） 

      事業費 ：B/C=1.4～1.4（事業費 ±10％）      事業費 ：B/C=8.7～9.1（事業費 ±10％） 

      事業期間：B/C=1.3～1.4（事業期間±20％）      事業期間：B/C=8.2～9.0（事業期間±20％） 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

・事業中区間の整備により、国道210号現道の交通が転換し、交通混雑の緩和が期待される。 

②交通安全性の向上 

・事業中区間の整備により、国道210号現道の混雑を緩和し、交通安全性の向上が期待される。 

③観光振興の支援 

・事業中区間の整備により、地域内外のアクセス性が向上され、観光振興の支援が期待される。 

④災害時緊急活動の支援 

・事業中区間の整備により、災害拠点とのアクセス性向上等、緊急活動の支援が期待される。 

⑤生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減(CO₂,NO₂,SPM削減) 

  



                                                                                                 

関係する地方公共団体等の意見  

 久留米市、うきは市で構成される一般国道210号改良促進期成会（会長：久留米市長）等により早期整 

備の要望を受けている。（令和3年11月） 

 
県の意見：                                  
一般国道210号は、福岡県久留米市と大分県大分市を結ぶ、筑後地域の人流・物流を支える重要な幹
線道路である。 
また、浮羽バイパスの整備は、筑後地域の発展に大きな弾みをつけ、更には国道210号の交通混雑の
緩和や安全性の確保ならびに地域産業の支援等に寄与することが期待される。 
従って、「対応方針（現案）」案のとおり事業を継続すべきと考える。 
今後も適切な調査及び事業のコスト縮減に努めていただくとともに、本事業が早期に完了するように
事業の推進をお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見   

 審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等   

 沿線地域の人口は、近年減少傾向であるものの、一世帯あたりの自動車保有台数は、福岡県・九州全体

に比べ多く、自動車交通への依存は高い。 

 国道210号現道および浮羽バイパスの交通量は増加傾向であり、依然として事業の必要性は高い。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 昭和48年度に事業化、用地進捗率約98%、事業進捗率約93%（令和4年3月末時点）  

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

 施設の構造や施工等に変更はないが、新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実

なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を、割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

 

                                 担 当 課：道路局国道・技術課 

                                 担当課長名：長谷川 朋弘 

 

事業名 一般国道208号 大川
おおかわ

佐賀
さ が

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 

 

自：福岡県大川
おおかわ

市大字
おおあざ

大野島
お お の し ま

 

至：佐賀県佐賀
さ が

市嘉瀬
か せ

町
まち

 
延長 9.0km 

事業概要  

大川佐賀道路は、高規格道路「有明海沿岸道路」の一部を形成し、地域間の連携及び交流の促進を支援 

するとともに、並行する国道208号の交通混雑の緩和等を目的とした事業である。 

H13年度事業化 H19年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

H24年度用地着手 H27年度工事着手 

全体事業費 

 

約986億円 

 

事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 
約46％ 

 

供用済延長 

 

0.0km 

 

計画交通量  29,600～39,000台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用     (残事業)/(事業全体) 総便益      (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 

1.7 

(残事業) 

3.1 

445/933億円 

事 業 費： 412/894億円 

維持管理費：  34/ 40億円 

 

1,390/1,542億円 

走行時間短縮便益：1,199/1,326億円 

走行経費減少便益：  140/  156億円 

交通事故減少便益：   51/   59億円 

令和4年 

 

 

 

感度分析の結果        

【事業全体】交通量 ：B/C=1.5～1.8（交通量 ±10％） 【残事業】交通量 ：B/C=2.9～3.4（交通量 ±10％） 

      事業費 ：B/C=1.6～1.7（事業費 ±10％）      事業費 ：B/C=2.9～3.4（事業費 ±10％） 

      事業期間：B/C=1.5～1.7（事業期間±20％）      事業期間：B/C=2.9～3.3（事業期間±20％） 

事業の効果等  

①広域交通ネットワークの形成 
・有明海沿岸道路の整備により、大牟田市～鹿島市の所要時間が短縮。沿岸8都市間の連携･交流促進、 
広域拠点とのアクセス性向上による物流効率化などが期待される。 

②広域的な観光活動の支援 
・有明海沿岸道路の整備により、アクセス性が向上し、更なる観光客数の増加が期待される。 
③交通混雑の緩和 
・本路線の整備により、交通分担が図られ、国道208号の交通混雑の緩和が期待される。 
④交通安全性の向上 
・本路線の整備により、交通渋滞が緩和され、交通安全性の向上が期待される。 
⑤救急医療活動の支援 
・本路線の整備により、管外救急搬送の時間短縮が図られ、救命率向上などが期待される。 
⑥生活環境の改善 
・自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO2,NO2,SPM削減） 

関係する地方公共団体等の意見  

佐賀市をはじめとする3市2町等で構成される有明海沿岸道路建設促進佐賀県期成会（会長：佐賀市長） 
等により早期整備の要望を受けている。（令和4年7月） 
県の意見： 
（福岡県） 

一般国道208号は熊本県熊本市と佐賀県佐賀市を結ぶ、筑後地域の人流・物流を支える重要な幹線道路
である。 

また、大川佐賀道路は、高規格道路である有明海沿岸道路の一部を形成し、佐賀県を含む近隣地域間の
連携及び交流の促進、並行する国道208号の交通混雑の緩和等に寄与することが期待される。 

従って、「対応方針（原案）」案のとおり事業を継続すべきと考える。 
今後も適切な調査及び事業のコスト縮減に努めていただくとともに、本事業が早期に完了するように事

業の推進をお願いしたい。 



（佐賀県） 
整備を強く望んでいるところであり、継続することについては、異議ありません。 
小さな都市が各地に点在する分散型県土を形成している当県では、地域資源を活かした産業振興等を推進

するためには、広域的な幹線道路ネットワークの整備が不可欠と考えており、有明海沿岸道路、佐賀唐津道
路、西九州自動車道、国道498号の4つの幹線道路の整備を重点項目に掲げて、最優先に取り組んでいます。 

有明海沿岸道路は、福岡県大牟田市から鹿島市に至る重要な道路であり、県として佐賀唐津道路と接続す
るエリア（Tゾーン）を重点的に取り組んでいるところです。また、供用区間の延伸に伴い、九州佐賀国際空
港の利用者数が増加するなどの効果が現れています。 

大川佐賀道路の整備が促進され、有明海沿岸地域が1つにつながることで、人・モノの交流が更に促進され
ると期待しており、大川佐賀道路の全線について、早期に整備を進めて頂きたい。 

事業費の増加はやむを得ず、今後ともコスト縮減に努めていただくとともに、早期整備に努めていただき
たい。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口は減少傾向。沿線地域の一世帯あたりの自動車保有台数は福岡県・佐賀県合計及び九州 

全体より高い。国道208号現道の交通量は約2万台/日で推移。事業化時と比較して社会的情勢の大きな変化は 

認められない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成13年度に事業化、用地進捗率約65%、事業進捗率約46%（令和4年3月末時点） 

令和4年度：大野島
お お の し ま

IC～諸富
もろどみ

IC間 延長1.7km（2/4）開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

農業用水路の関係機関協議による函渠から橋梁への変更、液状化対策が必要になったことによる地盤改良

率変更および橋梁への変更、想定より厚い軟弱層が確認されたことによる地盤改良長の変更、活用可能な流

用土が減ったことによる購入土への変更、建設発生土の有効活用 

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を、割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                                担 当 課：道路局国道・技術課 

                                担当課長名：長谷川 朋弘    
 

事業名 
 

 

一般国道57号 熊本
くまもと

宇土
う と

道路 

事業 
区分 

一般国道 

 

事業 
主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
 

自：熊本県熊本市
く ま も と し

南区
みなみく

海路口町
う じ ぐ ち ま ち

 

至：熊本県宇土市
う と し

城塚町
じょうつかまち

 

延長 
  

3.8km 
事業概要  

熊本宇土道路、宇土道路、宇土三角道路は高規格道路「熊本天草幹線道路」の一部を形成し、熊本地域

と天草地域の地域連携の強化及び天草地域の地域振興の支援、さらには並行現道の交通渋滞の緩和や交通

の安全性確保等を目的とした事業である。 

H9年度事業化 
 

H－年度都市計画決定 
（H－年度変更） 

H13年度用地着手 
 

H18年度工事着手 
 

全体事業費 約404億円 事業進捗率 

(令和4年3月時点) 
約35％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 14,700台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 

1.3 

（1.6） 

(残事業) 

1.6 

（3.4） 

    1,203/3,322億円 
 

 事 業 費：1,104/3,128億円 
 維持管理費：   95/  129億円 
更 新 費：  4.2/   65億円 

    1,965/4,415億円 
 

 走行時間短縮便益：1,561/3,491億円 
 走行経費減少便益：  294/  670億円 
 交通事故減少便益：  109/  253億円 

令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交通量 ：B/C=1.2 ～ 1.5（交通量 ±10％） 【残事業】交通量 ：B/C=1.5～1.8（交通量 ±10％） 
      事業費 ：B/C=1.3 ～ 1.4（事業費 ±10％）      事業費 ：B/C=1.5～1.8（事業費 ±10％） 
      事業期間：B/C=1.3 ～ 1.4（事業期間±20％）      事業期間：B/C=1.5～1.8（事業期間±20％） 

事業の効果等  

①広域交通ネットワークの形成 

・天草市までの所要時間が短縮し、「90分構想」が実現され、広域交通ネットワークの形成が期待される。 

②交通混雑の緩和 

・並行現道からの交通転換が図られ、交通混雑の緩和が期待される。 

③観光産業の支援 

・観光施設までの所要時間が短縮し、滞在時間や来訪施設数の増加が見込まれ、観光産業の活性化支援が

期待される。 

④災害に強いネットワークの構築 

・災害時の代替路が確保され、災害に強いネットワークの形成が期待される。 

⑤救急医療活動の支援 

・60分圏域内の人口が増加し、救急医療活動の支援が期待される。 

⑥生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO₂,NO₂,SPM削減） 

関係する地方公共団体等の意見  

天草市をはじめとする6市町で構成される熊本天草間幹線道路整備促進期成会（会長：天草市長）によ

り早期整備の要望を受けている。（令和4年4月、令和4年8月） 

 

 

 



熊本県の意見 

今回、意見照会のありました一般国道５７号熊本宇土道路、宇土道路、宇土三角道路に関する国の「対

応方針（原案）」案については、異存ありません。 

本路線は、県内の高速交通ネットワークを形成する地域高規格道路「熊本天草幹線道路」の一部を担い

、熊本都市圏と県内主要都市を半日行動圏とする「９０分構想」の実現と熊本都市圏の拠点性向上に不可

欠な道路です。さらに、災害時等における道路ネットワークの充実はもとより、円滑な物流・人流を確保

し、産業や観光振興等、地域経済の発展に大きな効果を発揮する道路でもあり、早期整備の必要性を強く

感じているところです。 

以上のことから、本県としては、一日も早い全線の完成供用を切望しております。今後ともなお一層の

整備推進とともに、更なるコスト縮減に努めて頂きますようお願いします。 

 

熊本市の意見 

天草地域と熊本都市圏を結ぶ熊本天草幹線道路の一部を構成する重要な路線であり、本道路の整備によ

り、並行する国道３号や国道５７号の渋滞緩和が期待されるほか、県内の主要観光地である天草地域への

アクセス性向上による観光や経済面での効果も期待され、また、災害に強い道路ネットワークの形成によ

る災害時の安全が確保されることから、引き続き事業推進を行う必要がある。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口及び一世帯あたりの自動車保有台数は横ばい傾向。並行現道(国道57号)の交通量は、熊

本宇土道路の並行区間で約2.0万台/日で推移。 

事業化時と比較して、社会的情勢の大きな変化は認められない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成9年度に事業化、用地進捗率約99%、事業進捗率約35%（令和4年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

(至)天草市 (至)八代市

(至)福岡市

(

至)

阿
蘇
市



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                                担 当 課：道路局国道・技術課 

                                担当課長名：長谷川 朋弘    
 

事業名 
 

 

一般国道57号 宇土
う と

道路 

事業 
区分 

一般国道 

 

事業 
主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
 

自：熊本県宇土市
う と し

城塚町
じょうつかまち

 

至：熊本県宇土市
う と し

上
かみ

網田
お う だ

町
まち

 

延長 
  

6.7km 
事業概要  

熊本宇土道路、宇土道路、宇土三角道路は高規格道路「熊本天草幹線道路」の一部を形成し、熊本地域

と天草地域の地域連携の強化及び天草地域の地域振興の支援、さらには並行現道の交通渋滞の緩和や交通

の安全性確保等を目的とした事業である。 

H21年度事業化 
 

H－年度都市計画決定 
（H－年度変更） 

H26年度用地着手 
 

H28年度工事着手 
 

全体事業費 約434億円 事業進捗率 

(令和4年3月時点) 
約41％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 13,900台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 

1.3 

（0.8） 

(残事業) 

1.6 

（1.2） 

    1,203/3,322億円 
 

 事 業 費：1,104/3,128億円 
 維持管理費：   95/  129億円 
更 新 費：  4.2/   65億円 

    1,965/4,415億円 
 

 走行時間短縮便益：1,561/3,491億円 
 走行経費減少便益：  294/  670億円 
 交通事故減少便益：  109/  253億円 

令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交通量 ：B/C=1.2 ～ 1.5（交通量 ±10％） 【残事業】交通量 ：B/C=1.5～1.8（交通量 ±10％） 
      事業費 ：B/C=1.3 ～ 1.4（事業費 ±10％）      事業費 ：B/C=1.5～1.8（事業費 ±10％） 
      事業期間：B/C=1.3 ～ 1.4（事業期間±20％）      事業期間：B/C=1.5～1.8（事業期間±20％） 

事業の効果等  

①広域交通ネットワークの形成 

・天草市までの所要時間が短縮し、「90分構想」が実現され、広域交通ネットワークの形成が期待される。 

②交通混雑の緩和 

・並行現道からの交通転換が図られ、交通混雑の緩和が期待される。 

③観光産業の支援 

・観光施設までの所要時間が短縮し、滞在時間や来訪施設数の増加が見込まれ、観光産業の活性化支援が

期待される。 

④災害に強いネットワークの構築 

・災害時の代替路が確保され、災害に強いネットワークの形成が期待される。 

⑤救急医療活動の支援 

・60分圏域内の人口が増加し、救急医療活動の支援が期待される。 

⑥生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO₂,NO₂,SPM削減） 

関係する地方公共団体等の意見  

天草市をはじめとする6市町で構成される熊本天草間幹線道路整備促進期成会（会長：天草市長）によ

り早期整備の要望を受けている。（令和4年4月、令和4年8月） 

 

 

 



熊本県の意見 

今回、意見照会のありました一般国道５７号熊本宇土道路、宇土道路、宇土三角道路に関する国の「対

応方針（原案）」案については、異存ありません。 

本路線は、県内の高速交通ネットワークを形成する地域高規格道路「熊本天草幹線道路」の一部を担い

、熊本都市圏と県内主要都市を半日行動圏とする「９０分構想」の実現と熊本都市圏の拠点性向上に不可

欠な道路です。さらに、災害時等における道路ネットワークの充実はもとより、円滑な物流・人流を確保

し、産業や観光振興等、地域経済の発展に大きな効果を発揮する道路でもあり、早期整備の必要性を強く

感じているところです。 

以上のことから、本県としては、一日も早い全線の完成供用を切望しております。今後ともなお一層の

整備推進とともに、更なるコスト縮減に努めて頂きますようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口及び一世帯あたりの自動車保有台数は横ばい傾向。並行現道(国道57号)の交通量は、宇

土道路の並行区間で約1.6万台/日で推移。 

事業化時と比較して、社会的情勢の大きな変化は認められない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成21年度に事業化、用地進捗率約96%、事業進捗率約41%（令和4年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

トンネル工事における基準・ガイドラインの改定による追加、トンネル支保パターン変更ならびに補助

工法の追加、軟弱地盤対策における地盤改良の追加、工事計画の見直し 

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

(至)天草市 (至)八代市

(至)福岡市

(

至)

阿
蘇
市



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                                担 当 課：道路局国道・技術課 

                                担当課長名：長谷川 朋弘    
 

事業名 
 

 

一般国道57号 宇土
う と

三角
み す み

道路 

事業 
区分 

一般国道 

 

事業 
主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
 

自：熊本県宇土市
う と し

上
かみ

網田
お う だ

町
まち

 

至：熊本県宇城市
う き し

三角
み す み

町
まち

 

延長 
  

13.5km 
事業概要  

熊本宇土道路、宇土道路、宇土三角道路は高規格道路「熊本天草幹線道路」の一部を形成し、熊本地域

と天草地域の地域連携の強化及び天草地域の地域振興の支援、さらには並行現道の交通渋滞の緩和や交通

の安全性確保等を目的とした事業である。 

R3年度事業化 
 

R－年度都市計画決定 
（R－年度変更） 

R－年度用地着手 
 

R－年度工事着手 
 

全体事業費 約747億円 事業進捗率 

(令和4年3月時点) 
約1％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 9,500～13,700台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 

1.3 

（1.3） 

(残事業) 

1.6 

（1.3） 

    1,203/3,322億円 
 

 事 業 費：1,104/3,128億円 
 維持管理費：   95/  129億円 
更 新 費：  4.2/   65億円 

    1,965/4,415億円 
 

 走行時間短縮便益：1,561/3,491億円 
 走行経費減少便益：  294/  670億円 
 交通事故減少便益：  109/  253億円 

令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交通量 ：B/C=1.2 ～ 1.5（交通量 ±10％） 【残事業】交通量 ：B/C=1.5～1.8（交通量 ±10％） 
      事業費 ：B/C=1.3 ～ 1.4（事業費 ±10％）      事業費 ：B/C=1.5～1.8（事業費 ±10％） 
      事業期間：B/C=1.3 ～ 1.4（事業期間±20％）      事業期間：B/C=1.5～1.8（事業期間±20％） 

事業の効果等  

①広域交通ネットワークの形成 

・天草市までの所要時間が短縮し、「90分構想」が実現され、広域交通ネットワークの形成が期待される。 

②交通混雑の緩和 

・並行現道からの交通転換が図られ、交通混雑の緩和が期待される。 

③観光産業の支援 

・観光施設までの所要時間が短縮し、滞在時間や来訪施設数の増加が見込まれ、観光産業の活性化支援が

期待される。 

④災害に強いネットワークの構築 

・災害時の代替路が確保され、災害に強いネットワークの形成が期待される。 

⑤救急医療活動の支援 

・60分圏域内の人口が増加し、救急医療活動の支援が期待される。 

⑥生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO₂,NO₂,SPM削減） 

関係する地方公共団体等の意見  

天草市をはじめとする6市町で構成される熊本天草間幹線道路整備促進期成会（会長：天草市長）によ

り早期整備の要望を受けている。（令和4年4月、令和4年8月） 

 

 

 



熊本県の意見 

今回、意見照会のありました一般国道５７号熊本宇土道路、宇土道路、宇土三角道路に関する国の「対

応方針（原案）」案については、異存ありません。 

本路線は、県内の高速交通ネットワークを形成する地域高規格道路「熊本天草幹線道路」の一部を担い

、熊本都市圏と県内主要都市を半日行動圏とする「９０分構想」の実現と熊本都市圏の拠点性向上に不可

欠な道路です。さらに、災害時等における道路ネットワークの充実はもとより、円滑な物流・人流を確保

し、産業や観光振興等、地域経済の発展に大きな効果を発揮する道路でもあり、早期整備の必要性を強く

感じているところです。 

以上のことから、本県としては、一日も早い全線の完成供用を切望しております。今後ともなお一層の

整備推進とともに、更なるコスト縮減に努めて頂きますようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口及び一世帯あたりの自動車保有台数は横ばい傾向。並行現道(国道57号)の交通量は、宇

土三角道路の並行区間で約1.0万台/日で推移。 

事業化時と比較して、社会的情勢の大きな変化は認められない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和3年度に事業化、用地進捗率0%、事業進捗率約1%（令和4年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

(至)天草市

(

至)

熊
本
市

(

至)
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市



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 
 九 州

きゅうしゅう

横断
おうだん

自動車道延岡
のべおか

線（嘉島
かしま

JCT～矢部
や べ

） 
事業 
区分 

高速自動車国道 事業 
主体 

国土交通省 

九州地方整備局 
起終点 
 自：熊本県上益城

かみましき

郡嘉島
かしま

町
ちょう

大字
おおあざ

井寺
いてら

 

至：熊本県上益城
かみましき

郡山都
やまと

町
ちょう

城平
じょうひら

 

延長 
 

 
23.0km 

事業概要  
九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～矢部）、矢部清和道路、蘇陽五ヶ瀬道路、五ヶ瀬高千穂道路、高千

穂雲海橋道路は、高規格道路の九州縦貫自動車道及び東九州自動車道に接続する広域道路ネットワークの

一部を形成するとともに、国道218号の防災機能の向上や救急医療アクセスの向上等を目的とした事業で

ある。 

H10年度事業化 
 

H－年度都市計画決定 
（H－年度変更） 

H17年度用地着手 
 

H17年度工事着手 
 

全体事業費 約1,094億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 
約91％ 供用済延長 12.6km 

計画交通量 6,700～16,800台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 

1.3 

(1.1) 

(残事業) 
1.4 

(6.0) 

 

1,687/4,261億円 
  事 業 費：1,524/3,875億円 

  維持管理費：  157/  359億円 

  更 新 費： 5.7/  27億円 

 

2,349/5,368億円 
 走行時間短縮便益：2,074/4,604億円 
 走行経費減少便益： 204/  587億円 
 交通事故減少便益：  71/  176億円 

 

令和4年 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.4（交通量 ±10%） 【残事業】交通量 ：B/C=1.3～1.5（交通量 ±10%） 

      事業費 ：B/C=1.2～1.3（事業費 ±10%）      事業費 ：B/C=1.3～1.5（事業費 ±10%） 

      事業期間：B/C=1.2～1.4（事業時間±20%）      事業期間：B/C=1.3～1.5（事業期間±20%） 

事業の効果等  
①広域交通ネットワークの形成 

 熊本市から延岡市の所要時間が短縮され、広域道路ネットワークの形成に寄与する。 

②広域物流の支援 

 延岡線の整備により、走行性の向上、輸送時間短縮等による出荷量が増加し、物流効率化を支援。 

③防災機能の向上 

 緊急輸送ルートとして代替路が確保され、大規模災害からの救命活動、復旧・復興を支える強靱な

ネットワークの構築に寄与する。 

④救急医療アクセスの向上 

 延岡市や熊本市の第三次救急医療施設への救急搬送の圏域が拡大され、沿線の救命サービスの向上

に寄与する。 

⑤広域観光ルート形成による観光支援 

 沿線の周遊性向上や阿蘇地域への圏域拡大が図られ、観光の振興を支援。 

⑥生活環境の改善 

 自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO₂,NO₂,SPM削減） 

関係する地方公共団体等の意見  
宮崎・熊本県知事や沿線市町長で構成される①九州中央自動車道建設促進協議会（会長：宮崎県知事）、

延岡市をはじめとする沿線市町長で構成される②九州中央自動車道建設促進期成会（会長：延岡市長）等

により早期整備の要望を受けている。（①令和4年11月、②令和4年7，10月） 

熊本県の意見 

今回、意見照会のありました九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～矢部）及び一般国道２１８号矢部清

和道路、蘇陽五ヶ瀬道路に関する国の「対応方針（原案）」案については、異存ありません。 



本路線は、九州の横軸として本県と宮崎県が繋がることで、観光客の増加や物流の効率化など様々な波

及効果が期待され、地域経済の発展や地方創生の実現に不可欠な道路です。加えて、「平成２８年熊本地

震」や「令和２年7 月豪雨」の経験を踏まえ、大規模災害発生時において隣接する宮崎県との速やかな支

援・受援を可能にする本路線は、九州全体の防災力向上に大きな効果を発揮する「命の道」としても、必

要不可欠な道路です。 

以上のことから、本県としては、一日も早い全線の完成供用を切望しております。今後ともなお一層の

整備推進とともに、更なるコスト縮減に努めて頂きますようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  
審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
沿線地域の人口は減少傾向にある一方で、一世帯あたりの自動車保有台数は増加の傾向。並行現道(国

道218号・国道445号)の交通量は、嘉島JCT～矢部間の並行区間で約1万台/日で推移。 

事業化時と比較して、社会的情勢の大きな変化は認められない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
平成10年度に事業化、用地進捗率約100%、事業進捗率約91%（令和4年3月末時点） 

平成25年度：嘉島
かしま

JCT～小池
おいけ

高山
たかやま

IC間 延長1.8km(2/4)開通 

平成30年度：小池
おいけ

高山
たかやま

IC～山都
やまと

中島西
なかしまにし

IC間 延長10.8km(2/4)開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

令和5年度：山都
やまと

中島西
なかしまにし

IC～山都
やまと

通 潤 橋
つうじゅんきょう

IC間 延長10.4km(2/4)開通予定 
施設の構造や工法の変更等  

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 
対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

九州横断自動車道延岡線

延長 約95㎞
北方延岡道路

延長 13.1km

高千穂日之影道路

延長 5.1km

矢部清和道路

延長 10.3km

蘇陽五ヶ瀬道路

延長 7.9km

五ヶ瀬高千穂道路

延長 9.2km

高千穂雲海橋道路

延長 3.3km

事業中区間

調査中区間

（嘉島JCT～矢部）

延長 23.0km

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

令和5年度開通予定

12.6km開通済

延長10.4km

（嘉島JCT～矢部）

延長 23.0km

事業中区間

調査中区間



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 
 

一般国道218号 

( 九 州
きゅうしゅう

横断
おうだん

自動車道延岡
のべおか

線)矢部
や べ

清和
せいわ

道路 

事業 
区分 

一般国道 
 

事業 
主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
 自：熊本県上益城

かみましき

郡山都
やまと

町
ちょう

城平
じょうひら

 

至：熊本県上益城
かみましき

郡山都
やまと

町
ちょう

大平
おおひら

 

延長 
 

 
10.3km 

事業概要  
九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～矢部）、矢部清和道路、蘇陽五ヶ瀬道路、五ヶ瀬高千穂道路、高千

穂雲海橋道路は、高規格道路の九州縦貫自動車道及び東九州自動車道に接続する広域道路ネットワークの

一部を形成するとともに、国道218号の防災機能の向上や救急医療アクセスの向上等を目的とした事業で

ある。 

R4年度事業化 
 

H－年度都市計画決定 
（H－年度変更） 

R－年度用地着手 
 

R－年度工事着手 
 

全体事業費 約740億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 
0％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 11,400台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 

1.3 

(1.1) 

(残事業) 
1.4 

(1.1) 

 

1,687/4,261億円 
  事 業 費：1,524/3,875億円 

  維持管理費：  157/  359億円 

  更 新 費： 5.7/  27億円 

 

2,349/5,368億円 
 走行時間短縮便益：2,074/4,604億円 
 走行経費減少便益： 204/  587億円 
 交通事故減少便益：  71/  176億円 

 

令和4年 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.4（交通量 ±10%） 【残事業】交通量 ：B/C=1.3～1.5（交通量 ±10%） 

      事業費 ：B/C=1.2～1.3（事業費 ±10%）      事業費 ：B/C=1.3～1.5（事業費 ±10%） 

      事業期間：B/C=1.2～1.4（事業時間±20%）      事業期間：B/C=1.3～1.5（事業期間±20%） 

事業の効果等  
①広域交通ネットワークの形成 

 熊本市から延岡市の所要時間が短縮され、広域道路ネットワークの形成に寄与する。 

②広域物流の支援 

 延岡線の整備により、走行性の向上、輸送時間短縮等による出荷量が増加し、物流効率化を支援。 

③防災機能の向上 

 緊急輸送ルートとして代替路が確保され、大規模災害からの救命活動、復旧・復興を支える強靱な

ネットワークの構築に寄与する。 

④救急医療アクセスの向上 

 延岡市や熊本市の第三次救急医療施設への救急搬送の圏域が拡大され、沿線の救命サービスの向上

に寄与する。 

⑤広域観光ルート形成による観光支援 

 沿線の周遊性向上や阿蘇地域への圏域拡大が図られ、観光の振興を支援。 

⑥生活環境の改善 

 自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO₂,NO₂,SPM削減） 

関係する地方公共団体等の意見  
宮崎・熊本県知事や沿線市町長で構成される①九州中央自動車道建設促進協議会（会長：宮崎県知事）、

延岡市をはじめとする沿線市町長で構成される②九州中央自動車道建設促進期成会（会長：延岡市長）等

により早期整備の要望を受けている。（①令和4年11月、②令和4年7，10月） 

熊本県の意見 

今回、意見照会のありました九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～矢部）及び一般国道２１８号矢部清

和道路、蘇陽五ヶ瀬道路に関する国の「対応方針（原案）」案については、異存ありません。 



本路線は、九州の横軸として本県と宮崎県が繋がることで、観光客の増加や物流の効率化など様々な波

及効果が期待され、地域経済の発展や地方創生の実現に不可欠な道路です。加えて、「平成２８年熊本地

震」や「令和２年7 月豪雨」の経験を踏まえ、大規模災害発生時において隣接する宮崎県との速やかな支

援・受援を可能にする本路線は、九州全体の防災力向上に大きな効果を発揮する「命の道」としても、必

要不可欠な道路です。 

以上のことから、本県としては、一日も早い全線の完成供用を切望しております。今後ともなお一層の

整備推進とともに、更なるコスト縮減に努めて頂きますようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  
審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
沿線地域の人口は減少傾向にある一方で、一世帯あたりの自動車保有台数は増加の傾向。並行現道(国

道218号)の交通量は、矢部清和道路の並行区間で約6千台/日で推移。 

事業化時と比較して、社会的情勢の大きな変化は認められない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
令和4年度に事業化、用地進捗率0%、事業進捗率0%（令和4年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  
新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

九州横断自動車道延岡線

延長 約95㎞
北方延岡道路

延長 13.1km

高千穂日之影道路

延長 5.1km

矢部清和道路

延長 10.3km

蘇陽五ヶ瀬道路

延長 7.9km

五ヶ瀬高千穂道路

延長 9.2km

高千穂雲海橋道路

延長 3.3km

事業中区間

調査中区間

（嘉島JCT～矢部）

延長 23.0km

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

 

矢部清和道路

延長 10.3km

事業中区間

調査中区間



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 
 

一般国道218号 

( 九 州
きゅうしゅう

横断
おうだん

自動車道延岡
のべおか

線)蘇陽
そよう

五ヶ瀬
ご か せ

道路 

事業 
区分 

一般国道 
 

事業 
主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
 自：熊本県上益城

かみましき

郡山都
やまと

町
ちょう

塩原
しおばる

 

至：宮崎県西臼杵
にしうすき

郡五ヶ瀬
ご か せ

町
ちょう

大字
おおあざ

三ヶ所
さんがしょ

 

延長 
 

 
7.9km 

事業概要  
九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～矢部）、矢部清和道路、蘇陽五ヶ瀬道路、五ヶ瀬高千穂道路、高千

穂雲海橋道路は、高規格道路の九州縦貫自動車道及び東九州自動車道に接続する広域道路ネットワークの

一部を形成するとともに、国道218号の防災機能の向上や救急医療アクセスの向上等を目的とした事業で

ある。 

R2年度事業化 
 

H－年度都市計画決定 
（H－年度変更） 

R4年度用地着手 
 

R－年度工事着手 
 

全体事業費 約378億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 
約3％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 8,100～8,900台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 

1.3 

(1.2) 

(残事業) 
1.4 

(1.2) 

 

1,687/4,261億円 
  事 業 費：1,524/3,875億円 

  維持管理費：  157/  359億円 

  更 新 費： 5.7/  27億円 

 

2,349/5,368億円 
 走行時間短縮便益：2,074/4,604億円 
 走行経費減少便益： 204/  587億円 
 交通事故減少便益：  71/  176億円 

 

令和4年 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.4（交通量 ±10%） 【残事業】交通量 ：B/C=1.3～1.5（交通量 ±10%） 

      事業費 ：B/C=1.2～1.3（事業費 ±10%）      事業費 ：B/C=1.3～1.5（事業費 ±10%） 

      事業期間：B/C=1.2～1.4（事業時間±20%）      事業期間：B/C=1.3～1.5（事業期間±20%） 

事業の効果等  
①広域交通ネットワークの形成 

 熊本市から延岡市の所要時間が短縮され、広域道路ネットワークの形成に寄与する。 

②広域物流の支援 

 延岡線の整備により、走行性の向上、輸送時間短縮等による出荷量が増加し、物流効率化を支援。 

③防災機能の向上 

 緊急輸送ルートとして代替路が確保され、大規模災害からの救命活動、復旧・復興を支える強靱な

ネットワークの構築に寄与する。 

④救急医療アクセスの向上 

 延岡市や熊本市の第三次救急医療施設への救急搬送の圏域が拡大され、沿線の救命サービスの向上

に寄与する。 

⑤広域観光ルート形成による観光支援 

 沿線の周遊性向上や阿蘇地域への圏域拡大が図られ、観光の振興を支援。 

⑥生活環境の改善 

 自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO₂,NO₂,SPM削減） 

関係する地方公共団体等の意見  
宮崎・熊本県知事や沿線市町長で構成される①九州中央自動車道建設促進協議会（会長：宮崎県知事）、

延岡市をはじめとする沿線市町長で構成される②九州中央自動車道建設促進期成会（会長：延岡市長）等

により早期整備の要望を受けている。（①令和4年11月、②令和4年7，10月） 

熊本県の意見 

今回、意見照会のありました九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～矢部）及び一般国道２１８号矢部清

和道路、蘇陽五ヶ瀬道路に関する国の「対応方針（原案）」案については、異存ありません。 



本路線は、九州の横軸として本県と宮崎県が繋がることで、観光客の増加や物流の効率化など様々な波

及効果が期待され、地域経済の発展や地方創生の実現に不可欠な道路です。加えて、「平成２８年熊本地

震」や「令和２年7 月豪雨」の経験を踏まえ、大規模災害発生時において隣接する宮崎県との速やかな支

援・受援を可能にする本路線は、九州全体の防災力向上に大きな効果を発揮する「命の道」としても、必

要不可欠な道路です。 

以上のことから、本県としては、一日も早い全線の完成供用を切望しております。今後ともなお一層の

整備推進とともに、更なるコスト縮減に努めて頂きますようお願いします。 

宮崎県の意見 

今回意見照会のありました一般国道２１８号 蘇陽五ヶ瀬道路・五ヶ瀬高千穂道路・高千穂雲海橋道路

につきましては、将来的に九州中央自動車道の一部となり、九州を東西軸に結ぶ道路として、本県経済の

活性化はもとより、九州の一体的浮揚を図るために必要不可欠な道路であります。 

加えて、当路線は、今後発生が懸念される南海トラフ巨大地震等の大規模災害時において、人命救助や

救援物資の輸送等を円滑かつ迅速に行うための「命の道」として大変重要な道路であります。 

以上のことから、「対応方針（原案）」の「継続」について異論はありません。 

なお、県としましても、国や町と連携した用地の先行取得など、引き続き最大限の協力をしてまいりま

すので、本路線の早期供用に向けて、より一層の整備促進をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  
審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
沿線地域の人口は減少傾向にある一方で、一世帯あたりの自動車保有台数は増加の傾向。並行現道(国

道218号)の交通量は、蘇陽五ヶ瀬道路の並行区間で約5千台/日で推移。 

事業化時と比較して、社会的情勢の大きな変化は認められない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
令和2年度に事業化、用地進捗率0%、事業進捗率約3%（令和4年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  
縦断勾配変更に伴う道路構造の見直し、五ヶ瀬西IC（仮称）の計画見直し。 

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 
対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

九州横断自動車道延岡線

延長 約95㎞
北方延岡道路

延長 13.1km

高千穂日之影道路

延長 5.1km

矢部清和道路

延長 10.3km

蘇陽五ヶ瀬道路

延長 7.9km

五ヶ瀬高千穂道路

延長 9.2km

高千穂雲海橋道路

延長 3.3km

事業中区間

調査中区間

（嘉島JCT～矢部）

延長 23.0km

 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

蘇陽五ヶ瀬道路

延長 7.9km
事業中区間

調査中区間



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 
 

一般国道218号 

( 九 州
きゅうしゅう

横断
おうだん

自動車道延岡
のべおか

線)五ヶ瀬
ご か せ

高千穂
た か ち ほ

道路 

事業 
区分 

一般国道 
 

事業 
主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
 自：宮崎県西臼杵

にしうすき

郡五ヶ瀬
ご か せ

町
ちょう

 

至：宮崎県西臼杵
にしうすき

郡高千穂
た か ち ほ

町
ちょう

 

延長 
 

 
9.2km 

事業概要  
九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～矢部）、矢部清和道路、蘇陽五ヶ瀬道路、五ヶ瀬高千穂道路、高千

穂雲海橋道路は、高規格道路の九州縦貫自動車道及び東九州自動車道に接続する広域道路ネットワークの

一部を形成するとともに、国道218号の防災機能の向上や救急医療アクセスの向上等を目的とした事業で

ある。 

H30年度事業化 
 

H－年度都市計画決定 
（H－年度変更） 

R2年度用地着手 
 

R3年度工事着手 
 

全体事業費 約559億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 
約7％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 9,600台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 

1.3 

(1.3) 

(残事業) 
1.4 

(1.5) 

 

1,687/4,261億円 
  事 業 費：1,524/3,875億円 

  維持管理費：  157/  359億円 

  更 新 費： 5.7/  27億円 

 

2,349/5,368億円 
 走行時間短縮便益：2,074/4,604億円 
 走行経費減少便益： 204/  587億円 
 交通事故減少便益：  71/  176億円 

令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.4（交通量 ±10%） 【残事業】交通量 ：B/C=1.3～1.5（交通量 ±10%） 

      事業費 ：B/C=1.2～1.3（事業費 ±10%）      事業費 ：B/C=1.3～1.5（事業費 ±10%） 

      事業期間：B/C=1.2～1.4（事業時間±20%）      事業期間：B/C=1.3～1.5（事業期間±20%） 

事業の効果等  
①広域交通ネットワークの形成 

 熊本市から延岡市の所要時間が短縮され、広域道路ネットワークの形成に寄与する。 

②広域物流の支援 

 延岡線の整備により、走行性の向上、輸送時間短縮等による出荷量が増加し、物流効率化を支援。 

③防災機能の向上 

 緊急輸送ルートとして代替路が確保され、大規模災害からの救命活動、復旧・復興を支える強靱な

ネットワークの構築に寄与する。 

④救急医療アクセスの向上 

 延岡市や熊本市の第三次救急医療施設への救急搬送の圏域が拡大され、沿線の救命サービスの向上

に寄与する。 

⑤広域観光ルート形成による観光支援 

 沿線の周遊性向上や阿蘇地域への圏域拡大が図られ、観光の振興を支援。 

⑥生活環境の改善 

 自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO₂,NO₂,SPM削減） 

関係する地方公共団体等の意見  
宮崎・熊本県知事や沿線市町長で構成される①九州中央自動車道建設促進協議会（会長：宮崎県知事）、

延岡市をはじめとする沿線市町長で構成される②九州中央自動車道建設促進期成会（会長：延岡市長）等

により早期整備の要望を受けている。（①令和4年11月、②令和4年7，10月） 

宮崎県の意見 

今回意見照会のありました一般国道２１８号 蘇陽五ヶ瀬道路・五ヶ瀬高千穂道路・高千穂雲海橋道路

につきましては、将来的に九州中央自動車道の一部となり、九州を東西軸に結ぶ道路として、本県経済の



活性化はもとより、九州の一体的浮揚を図るために必要不可欠な道路であります。 

加えて、当路線は、今後発生が懸念される南海トラフ巨大地震等の大規模災害時において、人命救助や

救援物資の輸送等を円滑かつ迅速に行うための「命の道」として大変重要な道路であります。 

以上のことから、「対応方針（原案）」の「継続」について異論はありません。 

なお、県としましても、国や町と連携した用地の先行取得など、引き続き最大限の協力をしてまいりま

すので、本路線の早期供用に向けて、より一層の整備促進をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  
審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
沿線地域の人口は減少傾向にある一方で、一世帯あたりの自動車保有台数は増加の傾向。並行現道(国

道218号)の交通量は、五ヶ瀬高千穂道路の並行区間で約6千台/日で推移。 

事業化時と比較して、社会的情勢の大きな変化は認められない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
平成30年度に事業化、用地進捗率約16%、事業進捗率約7%（令和4年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  
縦断勾配変更に伴う道路構造の見直し、トンネル工事における基準・ガイドラインの改定による追加。 

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 
対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

九州横断自動車道延岡線

延長 約95㎞
北方延岡道路

延長 13.1km

高千穂日之影道路

延長 5.1km

矢部清和道路

延長 10.3km

蘇陽五ヶ瀬道路

延長 7.9km

五ヶ瀬高千穂道路

延長 9.2km

高千穂雲海橋道路

延長 3.3km

事業中区間

調査中区間

（嘉島JCT～矢部）

延長 23.0km

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

 

五ヶ瀬高千穂道路

延長 9.2km

事業中区間

調査中区間



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局国道・技術課 

                               担当課長名：長谷川 朋弘     
 

事業名 
 

一般国道218号 

( 九州
きゅうしゅう

横断
おうだん

自動車道延岡
のべおか

線)高千穂
た か ち ほ

雲海橋
うんかいばし

道路 

事業 
区分 

一般国道 
 

事業 
主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
 自：宮崎県西臼杵

にしうすき

郡高千穂
た か ち ほ

町
ちょう

大字
おおあざ

三田井
み た い

 

至：宮崎県西臼杵
にしうすき

郡日之影
ひ の か げ

町
ちょう

大字
おおあざ

七折
ななおり

 

延長 
 

 
3.3km 

事業概要  
九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～矢部）、矢部清和道路、蘇陽五ヶ瀬道路、五ヶ瀬高千穂道路、高千

穂雲海橋道路は、高規格道路の九州縦貫自動車道及び東九州自動車道に接続する広域道路ネットワークの

一部を形成するとともに、国道218号の防災機能の向上や救急医療アクセスの向上等を目的とした事業で

ある。 

R3年度事業化 
 

H－年度都市計画決定 
（H－年度変更） 

R－年度用地着手 
 

R－年度工事着手 
 

全体事業費 約160億円 事業進捗率 

(令和4年3月末時点) 
約1％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 9,200台／日 
費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 

1.3 

(1.1) 

(残事業) 
1.4 

(1.1) 

 

1,687/4,261億円 
  事 業 費：1,524/3,875億円 

  維持管理費：  157/  359億円 

  更 新 費： 5.7/  27億円 

 

2,349/5,368億円 
 走行時間短縮便益：2,074/4,604億円 
 走行経費減少便益： 204/  587億円 
 交通事故減少便益：  71/  176億円 

 

令和4年 
 
 

感度分析の結果  
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.4（交通量 ±10%） 【残事業】交通量 ：B/C=1.3～1.5（交通量 ±10%） 

      事業費 ：B/C=1.2～1.3（事業費 ±10%）      事業費 ：B/C=1.3～1.5（事業費 ±10%） 

      事業期間：B/C=1.2～1.4（事業時間±20%）      事業期間：B/C=1.3～1.5（事業期間±20%） 

事業の効果等  
①広域交通ネットワークの形成 

 熊本市から延岡市の所要時間が短縮され、広域道路ネットワークの形成に寄与する。 

②広域物流の支援 

 延岡線の整備により、走行性の向上、輸送時間短縮等による出荷量が増加し、物流効率化を支援。 

③防災機能の向上 

 緊急輸送ルートとして代替路が確保され、大規模災害からの救命活動、復旧・復興を支える強靱な

ネットワークの構築に寄与する。 

④救急医療アクセスの向上 

 延岡市や熊本市の第三次救急医療施設への救急搬送の圏域が拡大され、沿線の救命サービスの向上

に寄与する。 

⑤広域観光ルート形成による観光支援 

 沿線の周遊性向上や阿蘇地域への圏域拡大が図られ、観光の振興を支援。 

⑥生活環境の改善 

 自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO₂,NO₂,SPM削減） 

関係する地方公共団体等の意見  
宮崎・熊本県知事や沿線市町長で構成される①九州中央自動車道建設促進協議会（会長：宮崎県知事）、

延岡市をはじめとする沿線市町長で構成される②九州中央自動車道建設促進期成会（会長：延岡市長）等

により早期整備の要望を受けている。（①令和4年11月、②令和4年7，10月） 

宮崎県の意見 

今回意見照会のありました一般国道２１８号 蘇陽五ヶ瀬道路・五ヶ瀬高千穂道路・高千穂雲海橋道路

につきましては、将来的に九州中央自動車道の一部となり、九州を東西軸に結ぶ道路として、本県経済の



活性化はもとより、九州の一体的浮揚を図るために必要不可欠な道路であります。 

加えて、当路線は、今後発生が懸念される南海トラフ巨大地震等の大規模災害時において、人命救助や

救援物資の輸送等を円滑かつ迅速に行うための「命の道」として大変重要な道路であります。 

以上のことから、「対応方針（原案）」の「継続」について異論はありません。 

なお、県としましても、国や町と連携した用地の先行取得など、引き続き最大限の協力をしてまいりま

すので、本路線の早期供用に向けて、より一層の整備促進をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  
審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
沿線地域の人口は減少傾向にある一方で、一世帯あたりの自動車保有台数は増加の傾向。並行現道(国

道218号)の交通量は、高千穂雲海橋道路の並行区間で約1万台/日で推移。 

事業化時と比較して、社会的情勢の大きな変化は認められない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
令和3年度に事業化、用地進捗率0%、事業進捗率約1%（令和4年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  
新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

九州横断自動車道延岡線

延長 約95㎞
北方延岡道路

延長 13.1km

高千穂日之影道路

延長 5.1km

矢部清和道路

延長 10.3km

蘇陽五ヶ瀬道路

延長 7.9km

五ヶ瀬高千穂道路

延長 9.2km

高千穂雲海橋道路

延長 3.3km

事業中区間

調査中区間

（嘉島JCT～矢部）

延長 23.0km

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

 

高千穂雲海橋道路

延長 3.3km

事業中区間

調査中区間



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

 
                                 担 当 課：道路局国道・技術課 

                                 担当課長名：長谷川 朋弘    

事業名 一般国道58号 名護東
な ご ひ が し

道路 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

内閣府 
沖縄総合事務局 

起終点 
自：沖縄県

おきなわけん

名護市伊差
な ご し い さ

川
がわ

 

至：沖縄県
おきなわけん

名護市
な ご し

数久田
す く た

 
延長 

 
6.8km 

事業概要  

名護
な ご

東道路は沖縄県名護
な ご

市伊差
い さ

川
がわ

から同市数久田
す く た

に至る延長L=6.8㎞の地域高規格道路である。 

本道路は、高規格幹線道路である沖縄自動車道と、地方拠点都市地域に指定された北部広域市町村圏

(12市町村)の中心である名護
な ご

市を結び、那覇
な は

空港や那覇
な は

港などの広域交流拠点とをネットワーク化する

ことにより、北部地域の活性化を支援するとともに、名護
な ご

市街地の渋滞緩和を図る役割を担う。 

 H9年度事業化 H－年度都市計画決定  H11年度用地着手  H13年度工事着手 

全体事業費 約962億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約68％ 供用済延長  6.8km(暫定) 

計画交通量       23,300台／日 

費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)  1.2   
 (残事業)    1.9 

    

    218/1,229億円 
 事 業 費：209/1,187億円 
 維持管理費：8.2/  43億円 
 

   407/1,444億円 
 走行時間短縮便益： 366/1,182億円 
 走行経費減少便益： 31/  201億円 
 交通事故減少便益： 10/   62億円 

 令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  

(事業全体)  交通量変動  Ｂ／Ｃ＝ 1.1～1.3（交通量±10%）   (残事業)  Ｂ／Ｃ＝ 1.8～2.0（交通量±10%） 

            事業費変動  Ｂ／Ｃ＝ 1.2～1.2（事業費±10%）         Ｂ／Ｃ＝ 1.7～2.1（事業費±10%） 

            事業期間変動 Ｂ／Ｃ＝ 1.1～1.2（事業期間±20%）       Ｂ／Ｃ＝ 1.6～2.0（事業期間±20%） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 
・現道や主要渋滞箇所の渋滞損失時間の削減が見込まれる。 
・現道の路線バスの利便性向上が期待される。 
・第二種空港へのアクセス向上が見込まれる。 
②物流効率化の支援 
・重要港湾（那覇港）へのアクセス向上が見込まれる。 
・農林水産品の流通の利便性が向上。 
③国土・地域ネットワークの構築 
・中部地域の中心都市（沖縄市）へのアクセスが向上する。 
④個性ある地域の形成 
・道の駅許田から海洋博公園へのアクセスが向上。 
・沖縄科学技術大学院大学（OIST）へのアクセスが向上。 
⑤地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が見込まれる。 
⑥生活環境の改善・保全 
・NO2排出量の削減が見込まれる。 
・SPM排出量の削減が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見  

【沖縄県知事】 
名護東道路は、ハシゴ道路ネットワークを形成する主要な幹線道路であり、名護市街地の渋滞緩和や 

北部地域の地域活性化等に大きく寄与する重要な幹線道路と認識している。  
令和3年7月の全線暫定2車線供用により、現道区間の交通量が減少したものの、依然として名護市街地

部の道路では、速度低下が残存していることから、早期の全線完成供用が必要である。  
このため、対応方針（原案）のとおり事業継続に同意する。  



事業評価監視委員会の意見  

・対応方針(原案)に対して審議を行った結果、「事業継続」で了承された。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・年々交通量が増加し、平休日、季節に係わらず交通渋滞が発生している。  
・県内最大級の観光施設である海洋博公園の入園者数が年々増加している。また、周辺地域のホテルや 

各種観光施設の整備も進んでいる。 
・令和3年7月31日に名護東道路が全線暫定2車線開通（延長6.8km）更なる観光交通の増加が想定される。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成9年度に事業化、用地進捗率99％、事業進捗率68％ (令和4年3月末時点)。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・平成24年3月30日に（伊差川IC～世冨慶IC間）が暫定2車線で部分開通、令和3年7月31日に（世冨慶IC～
数久田IC間）が暫定2車線で開通し、全線暫定2車線供用している。全線暫定2車線開通の効果も発揮されて
いる。今後は全線完成4車線開通に向けて、鋭意事業の進捗を図る。 

施設の構造や工法の変更等  

・今後、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら事業を推進。 

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

位置図 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

 
                                担 当 課：道路局国道・技術課  

                                担当課長名：長谷川 朋弘     

事業名 一般国道58号 恩納
お ん な

バイパス 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

内閣府 
沖縄総合事務局 

起終点 
自：

おきなわ

沖縄県
けんお ん な

恩納村
そんあざ

字
せ ら が き

瀬良垣 

至：
おきなわ

沖縄県
けんお ん な

恩納村
そんあざ

字
みなみおんな

南恩納 
延長 

 
5.1km 

事業概要  

国道58号は、沖縄本島西部を縦貫する主要幹線道路であり、沖縄自動車道、国道329号とともに「3本の
柱」として、ハシゴ道路ネットワークに位置付けられている。 

恩納バイパスは、リゾートホテルやビーチなどが集中している本県有数のリゾート地である恩納村内に
位置し、交通渋滞の緩和、周辺観光施設へのアクセス向上に寄与するとともに、観光産業を支援する延長
約5.1kmの道路である。 
H 元年度事業化 H－年度都市計画決定 H7 年度用地着手 H9 年度工事着手 
全体事業費 約 410 億円 事業進捗率 

（令和4年3月末時点） 

約 74％ 供用済延長 5.1km（暫定） 

計画交通量  27,200 台／日 

費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益    (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)  2.6 
（2.8） 

 (残事業)     6.6 
（3.9） 

     115/1,427億円 
事 業 費： 99/1,308億円 
維持管理費： 16/  99億円 
更 新 費:    /  20億円 

       763/3,722億円 
 走行時間短縮便益：715/3,484億円 
 走行経費減少便益： 37/ 202億円 
 交通事故減少便益： 11/  36億円 

 令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  

(事業全体)  交通量変動  Ｂ／Ｃ＝ 2.3～2.9（交通量±10%）   (残事業)  Ｂ／Ｃ＝ 5.5～7.7（交通量±10%） 

            事業費変動  Ｂ／Ｃ＝ 2.6～2.6（事業費±10%）         Ｂ／Ｃ＝ 6.1～7.3（事業費±10%） 

            事業期間変動 Ｂ／Ｃ＝ 2.6～2.6（事業期間±20%）       Ｂ／Ｃ＝ 6.5～6.6（事業期間±20%） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 
 ・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 
 ・現道の路線バスの利便性向上が期待される。 
 ・那覇空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる。 
②物流効率化の支援 
 ・那覇港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる。 
 ・北部地域で生産される農林水産品（花卉）流通の利便性が向上する。 
③国土・地域ネットワークの構築 
 ・北部地域の中心都市（名護市）へのアクセス向上が見込まれる。 
④個性ある地域の形成 
 ・恩納村内の観光拠点（なかゆくい市場）から万国津梁館までのアクセスが向上。 

・沖縄科学技術大学院大学（OIST）へのアクセスが向上。 
⑤災害への備え 

・沖縄県緊急輸送道路ネットワーク計画における第一次緊急輸送道路に位置付けられている。 
⑥地球環境の保全 
 ・CO2排出量の削減が見込まれる。 
⑦生活環境の改善・保全 
 ・NO2排出量の削減が見込まれる。 
  ・SPM排出量の削減が見込まれる。 
 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

【沖縄県知事】 
恩納バイパス及び恩納南バイパスは、ハシゴ道路ネットワークを形成する主要な幹線道路であり、県

内屈指のリゾート地域における渋滞緩和や観光振興等に大きく寄与する重要な幹線道路と認識してい
る。 

平成23年4月に恩納バイパス、平成30年3月に恩納南バイパスが全線暫定供用されたことにより、現道
区間の交通量減少等の整備効果が発現されているものの、当該バイパスの交通量が、既に暫定2車線の交
通容量を超過していることなどから、早期の全線完成供用が必要である。 

このため、対応方針（原案）のとおり事業継続に同意する。 

事業評価監視委員会の意見  

 ・対応方針(原案)に対して審議を行った結果、「事業継続」で了承された。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成23年4月29日に恩納バイパスが全線暫定供用（延長5.1km）。平成30年3月8日に恩納南バイパスが全
線暫定供用（延長6.5ｋｍ）。 

・科学技術の振興を目的とした沖縄科学技術大学院大学が開学（H24.9）している。 
・恩納村は県内有数のリゾート地であり、周辺地域のホテルや各種観光施設の整備も進んでおり、宿泊者

数においても依然として増加傾向にある。 
・恩納バイパス、恩納南バイパスの暫定開通により、現道国道58号の混雑は緩和されているが、年々交通

量は増加しており、バイパスでは交通容量を超過している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成元年度に事業化、用地進捗率99％、事業進捗率74％（令和4年3月時点）。 
  平成23年度：恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 延長5.1km（2/4）暫定供用   

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

平成23年4月29日に暫定2車線で開通し、一定の効果も発揮されている。今後は4車線化に向けて、鋭意
事業の進捗を図る。 

施設の構造や工法の変更等  

・植栽帯の設置計画の見直しにより、コスト縮減・工期短縮・維持管理性向上が見込まれることから引
き続き事業を推進していきます。 

・技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら事業を推進。 

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

 
                                 担 当 課：道路局国道・技術課  

                                 担当課長名：長谷川 朋弘     

事業名 一般国道58号 恩納南
おんなみなみ

バイパス 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

内閣府 
沖縄総合事務局 

起終点 
自：沖縄県

おきなわけん

恩納村
お ん な そ ん

字
あざ

南恩納
みなみおんな

 

至：沖縄県
おきなわけん

恩納村
お ん な そ ん

字
あざ

仲泊
なかどまり

 
延長 

 
6.5km 

事業概要  

国道58号は、沖縄本島西部を縦貫する主要幹線道路であり、沖縄自動車道、国道329号とともに「3本の
柱」として、ハシゴ道路ネットワークに位置付けられている。 

恩納南バイパスは、リゾートホテルやビーチなどが集中している本県有数のリゾート地である恩納村内
に位置し、交通渋滞の緩和、周辺観光施設へのアクセス向上に寄与するとともに、観光産業を支援する延
長約6.5kmの道路である。 

 H2年度事業化 H－都市計画決定  H5年度用地着手  H7年度工事着手 

全体事業費 約410億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約95％ 供用済延長 6.5km（暫定） 

計画交通量 30,000台／日 

費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益    (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)   2.6 
（3.1） 

 (残事業)    6.6 
（9.3） 

     115/1,427億円 
事 業 費： 99/1,308億円 
維持管理費： 16/  99億円 
更 新 費:    /   20億円 

       763/3,722億円 
 走行時間短縮便益：715/3,484億円 
 走行経費減少便益： 37/ 202億円 
 交通事故減少便益： 11/  36億円 

 令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  

(事業全体)  交通量変動  Ｂ／Ｃ＝ 2.3～2.9（交通量±10%）   (残事業)  Ｂ／Ｃ＝ 5.5～7.7（交通量±10%） 

            事業費変動  Ｂ／Ｃ＝ 2.6～2.6（事業費±10%）         Ｂ／Ｃ＝ 6.1～7.3（事業費±10%） 

            事業期間変動 Ｂ／Ｃ＝ 2.6～2.6（事業期間±20%）       Ｂ／Ｃ＝ 6.5～6.6（事業期間±20%） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 
 ・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 
 ・現道の路線バスの利便性向上が期待される。 
 ・那覇空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる。 
②物流効率化の支援 
 ・那覇港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる。 
 ・北部地域で生産される農林水産品（花卉）流通の利便性が向上する。 
③国土・地域ネットワークの構築 
 ・北部地域の中心都市（名護市）へのアクセス向上が見込まれる。 
④個性ある地域の形成 
 ・恩納村内の観光拠点（なかゆくい市場）から万国津梁館までのアクセスが向上。 

・沖縄科学技術大学院大学（OIST）へのアクセスが向上。 
⑤災害への備え 

・沖縄県緊急輸送道路ネットワーク計画における第一次緊急輸送道路に位置付けられている。 
⑥地球環境の保全 
 ・CO2排出量の削減が見込まれる。 
⑦生活環境の改善・保全 
 ・NO2排出量の削減が見込まれる。 
  ・SPM排出量の削減が見込まれる。 

 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

【沖縄県知事】 
恩納バイパス及び恩納南バイパスは、ハシゴ道路ネットワークを形成する主要な幹線道路であり、県

内屈指のリゾート地域における渋滞緩和や観光振興等に大きく寄与する重要な幹線道路と認識してい
る。 

平成23年4月に恩納バイパス、平成30年3月に恩納南バイパスが全線暫定供用されたことにより、現道
区間の交通量減少等の整備効果が発現されているものの、当該バイパスの交通量が、既に暫定2車線の交
通容量を超過していることなどから、早期の全線完成供用が必要である。 

このため、対応方針（原案）のとおり事業継続に同意する。 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針(原案)に対して審議を行った結果、「事業継続」で了承された。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成23年4月29日に恩納バイパスが全線暫定供用（延長5.1km）。平成30年3月8日に恩納南バイパスが全
線暫定供用（延長6.5ｋｍ）。 

・科学技術の振興を目的とした沖縄科学技術大学院大学が開学（H24.9）している。 
・恩納村は県内有数のリゾート地であり、周辺地域のホテルや各種観光施設の整備も進んでおり、宿泊者

数においても依然として増加傾向にある。 
・恩納バイパス、恩納南バイパスの暫定開通により、現道国道58号の混雑は緩和されているが、年々交通

量は増加しており、バイパスでは交通容量を超過している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成2年度に事業化、用地進捗率100％、事業進捗率95％ (令和4年3月時点)。 
・平成10年度：恩納村字仲泊付近 延長0.4km 部分供用 
・平成21年度：恩納村谷茶～恩納村仲泊間 延長4.1km（2/4）部分供用 
・平成30年度：恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 延長2.0km (2/4) 部分供用 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・平成30年3月8日に暫定2車線で開通し、一定の効果も発揮されている。今後は4車線化に向けて、鋭意
事業の進捗を図る。 

施設の構造や工法の変更等  

・植栽帯の設置計画の見直しにより、コスト縮減・工期短縮・維持管理性向上が見込まれることから引
き続き事業を推進していきます。 

・技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら事業を推進。 

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

 
                                 担 当 課：道路局国道・技術課 

                                 担当課長名：長谷川 朋弘    

事業名 一般国道58号 浦添
うらそえ

拡幅 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

内閣府 
沖縄総合事務局 

起終点 
自：沖縄県

おきなわけん

浦添市
う ら そ え し

城間
ぐすくま

 

至：沖縄県
おきなわけん

那覇市
な は し

安謝
あ じ ゃ

 
延長 

 
2.9km 

事業概要  

一般国道58号「浦添拡幅」は浦添市城間から那覇市安謝に至る延長約2.9kmの主要幹線道路である。 
沖縄本島のハシゴ道路計画（ネットワーク）において、沖縄自動車道・那覇空港自動車道、国道329号

とともに南北を走る『3本の柱』として位置づけられており、沖縄本島北部及び中南部から那覇空港間の
定時性・高速性を確保するとともに物流・観光の効率化を支援する道路である。 

また、那覇都市圏の２環状７放射道路の一部を形成し、交通経路の分散化による慢性的な混雑緩和を
図る道路である。 

 H30年度事業化 H29年度都市計画決定  H31年度用地着手  H31年度工事着手 

全体事業費 約150億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約71％ 供用済延長  2.9km 
 

計画交通量       64,600台／日 

費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)  1.9 
 (残事業)    7.8 

    37/153億円 
 事 業 費：24/141億円 
 維持管理費： 13/13億円 
 

     287/287億円 
 走行時間短縮便益：   290/290億円 
 走行経費減少便益： 0.85/0.85億円 
 交通事故減少便益： -4.3/-4.3億円 

 令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  

(事業全体)  交通量変動  Ｂ／Ｃ＝ 1.9～2.0（交通量±10%）   (残事業)  Ｂ／Ｃ＝ 7.8～8.7（交通量±10%） 

            事業費変動  Ｂ／Ｃ＝ 1.9～1.9（事業費±10%）         Ｂ／Ｃ＝ 7.8～9.0（事業費±10%） 

            事業期間変動 Ｂ／Ｃ＝ 1.8～2.0（事業期間±20%）       Ｂ／Ｃ＝ 7.8～8.6（事業期間±20%） 

事業の効果等  

① 円滑なモビリティの確保 
・浦添拡幅区間の渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

② 物流効率化の支援 
・那覇港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる。 

③ 国土・地域ネットワークの構築 
・県庁所在地（那覇市）へのアクセス性が向上 

④ 個性ある地域の形成 
・那覇空港から沖縄コンベンションセンターへのアクセス性が向上。 

⑤ 安全で安心できるくらしの確保 
・浦添拡幅区間を走行する救急車両の所要時間が短縮。 

⑥ 地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑦ 生活環境の改善・保全 
・NO2排出量の削減が見込まれる。 
・SPM排出量の削減が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見  

【沖縄県知事】 
 国道58号浦添拡幅は、沖縄本島のハシゴ道路ネットワークにおいて、沖縄自動車道・那覇空港自動車
道、国道329号とともに南北を走る「3本の柱」として位置づけられており、沖縄本島北部及び中南部か
ら那覇空港間の定時制・速達性を確保するとともに物流・観光の効率化を支援する重要な事業と認識し
ている。 
 国道58号の当区間においては、慢性的な交通混雑が発生し、幹線道路としての機能が低下している状
況であり、地域住民の日常生活に大きな支障を及ぼしている。 
  



当事業により、渋滞が緩和され速達性が向上し、経済活動、地域活性化等の支援につながるものと期
待されることから、早期の事業完了が必要である。 
 このため、対応方針（原案）のとおり事業継続に同意する。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・国道58号浦添拡幅の位置する浦添市の人口の伸び率は全国平均を上回る伸び率を示しており、今後沿
線開発等が進むことで更なる人口の増加が期待される。 

・自動車保有台数の伸び率は、沖縄県と類似した変化となっており、全国平均を大きく上回る伸び率で
ある。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成30年度に事業化、用地進捗率95％、事業進捗率71％ (令和4年3月末時点)。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・全線開通に向けて整備を推進中。 

施設の構造や工法の変更等  

・今後、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

位置図 

  

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

 
                                 担 当 課：道路局国道・技術課 

                                 担当課長名：長谷川 朋弘    

事業名 一般国道58号 嘉手納
か で な

バイパス 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

内閣府 
沖縄総合事務局 

起終点 
自：沖縄県

おきなわけん

読谷村
よみたんそん

古堅
ふるげん

 

至：沖縄県
おきなわけん

嘉手納町
か で な ち ょ う

兼久
か ね く

 
延長 

 
3.2km 

事業概要  

国道58号嘉手納バイパスは、沖縄本島のハシゴ道路計画（ネットワーク）において、沖縄自動車道・
那覇空港自動車道、国道329号とともに南北を走る『3本の柱』として位置づけられており、沖縄本島北
部及び中南部から那覇空港間の定時性・高速性を確保するとともに物流・観光の効率化を支援する道路
である。 

また、沖縄西海岸道路の一部を形成し、交通経路の分散化により国道58号の慢性的な混雑緩和を図る
道路である。 

 S62年度事業化 H－年度都市計画決定  H6年度用地着手  H14年度工事着手 

全体事業費 約286億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約13％ 供用済延長 0.0km 
 

計画交通量       21,300台／日 

費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 1.8 
(残事業)  2.5 

    218/290億円 
 事 業 費：202/274億円 
 維持管理費： 16/16億円 
 

     534/534億円 
 走行時間短縮便益：   468/468億円 
 走行経費減少便益：     48/48億円 
 交通事故減少便益：     18/18億円 

 令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  

(事業全体)  交通量変動  Ｂ／Ｃ＝ 1.5～2.4（交通量±10%）   (残事業)  Ｂ／Ｃ＝ 2.0～3.3（交通量±10%） 

            事業費変動  Ｂ／Ｃ＝ 1.7～2.0（事業費±10%）         Ｂ／Ｃ＝ 2.0～2.7（事業費±10%） 

            事業期間変動 Ｂ／Ｃ＝ 1.8～1.9（事業期間±20%）       Ｂ／Ｃ＝ 2.3～2.5（事業期間±20%） 

事業の効果等  

① 円滑なモビリティの確保 
・損失時間の削減が見込まれる。 
・現道の路線バスの利便性向上が見込まれる。 

② 物流効率化の支援 
・重要港湾（那覇港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③ 国土・地域ネットワークの構築 
・県庁所在地（那覇市）へのアクセス性が向上。（那覇市～読谷村） 

④ 個性ある地域の形成 
・那覇空港から残波岬へのアクセス性が向上。 

⑤ 地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑥ 生活環境の改善・保全 
・NO2排出量の削減が見込まれる。 
・SPM排出量の削減が見込まれる。 
 

関係する地方公共団体等の意見  

【沖縄県知事】 
 嘉手納バイパスは、ハシゴ道路ネットワークを形成する主要幹線道路である。国道58号の読谷道路か
ら嘉手納町区間において、読谷道路と連携し、交通混雑の緩和や、地域開発プロジェクト支援に大きく
寄与する重要な道路と認識している。 
 また、「沖縄地方渋滞対策推進協議会」において、主要渋滞箇所と位置づけされている嘉手納交差点
や大湾交差点などの渋滞解消に向け早期開通が必要となっている。 
 このため、対応方針（原案）のとおり事業継続に同意する。 
 



事業評価監視委員会の意見  

・事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・現在、嘉手納バイパスの周辺において、読谷道路や北谷拡幅の整備が進められている。 
・読谷村や北谷町では、基地跡地を活用した区画整理事業等が進められており、人口の増加や新たな集

客施設の立地等が見込まれている。 
・嘉手納町に隣接する読谷村及び北谷町において道路整備や基地跡地利用の進展により、嘉手納町に流

出入する交通が増加すると想定される。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・昭和62年度に事業化、用地進捗率約90％、事業進捗率約13％ (令和4年3月末時点)。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・早期開通に向けて、鋭意事業進捗を図る。 

施設の構造や工法の変更等  

・今後、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

位置図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

 
                                 担 当 課：道路局国道・技術課 

                                 担当課長名：長谷川 朋弘    

事業名 一般国道506号 小禄
お ろ く

道路 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

内閣府 
沖縄総合事務局 

起終点 
自：沖縄県

おきなわけん

那覇市
な は し

鏡水
かがみず

 

至：沖縄県
おきなわけん

豊見城市
と み ぐ す く し

名嘉地
な か ち

 
延長 

 
5.7km 

事業概要  

「小禄道路」は那覇市鏡水から豊見城市名嘉地に至る延長約5.7kmの高規格幹線道路である。 
那覇空港自動車道の一部を構成し、沖縄本島のハシゴ道路計画（ネットワーク）において、沖縄自動

車道、国道58号、329号とともに南北を走る『3本の柱』として位置付けられており、沖縄本島北部及び
中南部と那覇空港間の定時性・速達性を確保するとともに物流・観光の効率化を支援する道路である。 

また、那覇都市圏の２環状７放射道路の一部を形成し、交通経路の分散化による慢性的な混雑緩和を
図る道路である。 

 H23年度事業化 H21年度都市計画決定  H25年度用地着手  H26年度工事着手 

全体事業費 約1,240億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

約77％ 供用済延長  0.0km 

計画交通量       39,300台／日 

費用対効果 
分析結果 
 
 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)  1.1 
 (残事業)    3.8 

    352/1,248億円 
 事 業 費：324/1,220億円 
 維持管理費： 28/   28億円 
 

   1,350/1,350億円 
 走行時間短縮便益： 1,067/1,067億円 
 走行経費減少便益： 210/  210億円 
 交通事故減少便益： 73/   73億円 

 令和4年 
 
 
 

感度分析の結果  

(事業全体)  交通量変動  Ｂ／Ｃ＝ 1.0～1.2（交通量±10%）   (残事業)  Ｂ／Ｃ＝ 3.4～4.3（交通量±10%） 

            事業費変動  Ｂ／Ｃ＝ 1.1～1.1（事業費±10%）         Ｂ／Ｃ＝ 3.4～4.1（事業費±10%） 

            事業期間変動 Ｂ／Ｃ＝ 1.0～1.1（事業期間±20%）       Ｂ／Ｃ＝ 3.7～4.0（事業期間±20%） 

事業の効果等  

① 円滑なモビリティの確保 
・那覇空港から北部地域のまでの所要時間が短縮し、速達性・定時性が向上する。 
・並行する国道331号の渋滞損失時間の削減による混雑緩和が見込まれる。 

② 観光産業の支援 
・那覇空港・那覇港から沖縄自動車道へのアクセスが向上し、北部・中部方面や沖縄県全体の観光周遊

活性化が期待される。 
・那覇空港から沖縄本島北部や中部の観光地へのアクセス性が向上され、さらなる観光産業への支援が

期される。 
③ 物流効率化の支援 
・北部地域から那覇空港までのアクセス性が向上し、空港貨物の運搬を効率化できることで県内の物流

産業の活性化が期待される。 
④ 地域環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 
⑤ 生活環境の改善・保全 
・NO2排出量の削減が見込まれる。 
・SPM排出量の削減が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見  

【沖縄県知事】 
・一般国道506号小禄道路は、ハシゴ道路ネットワークにおいて南北を走る強固な「3本の柱」として位
置付けられているとともに、2環状7放射道路において那覇都市圏の環状道路を形成することから、極
めて重要な道路と認識している。 

・本道路は、沖縄自動車道と一体となって、沖縄本島全域と那覇空港間の定時性、高速性を確保し、観
光産業や物流の効率化を支援するとともに、那覇都市圏の交通渋滞の緩和を図ることを目的とする道
路であることから、その整備は急務となっている。 



・以上より、対応方針(原案)のとおり事業継続に同意する。 
 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業継続」で了承された。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・小禄道路に接続する那覇西道路が平成23年8月に全線4車線、豊見城東道路が平成27年3月に 
全線4車線、豊見城・糸満道路が平成29年3月に全線4車線で開通。 

・周辺地域において、人口や観光客の増加等により、交通量の増加が見込まれる。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成23年度に事業化、用地進捗率99％、事業進捗率77％ (令和4年3月末時点)。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・早期供用に向け事業を推進中。 

施設の構造や工法の変更等  

・今後、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら事業を推進する。 
・トンネル坑口位置の見直しによるコスト縮減 

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

位置図 
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※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

                    担 当 課： 道路局高速道路課  

                  担当課長名： 橋本 雅道      

事業名 
第二東海自動車道 横浜名古屋線 

新秦野
しんはだの

ＩＣ～御殿場
ごてんば

ＪＣＴ 

事業 

区分 
高速自動車国道 

事業 

主体 

 
中日本高速道路㈱ 
 

起終点 
自）神奈川県

か な が わ け ん

秦野市
は だ の し

柳川
やながわ

 

至）静岡県
しずおかけん

御殿場市
ご て ん ば し

駒門
こまかど

 
延長 ３２km 

事業概要  

 第二東海自動車道は近畿自動車道名古屋神戸線と一体となって、三大都市圏を相互に結び、人の交流と物流を支える大動脈として、日本

経済を牽引するとともに、東名・名神高速道路の代替機能を果たす上で不可欠な路線である。 

Ｈ１７年度事業化 Ｈ８年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２５年度工事着工 

全体事業費 約６，６８９億円 事業進捗率   約６４％ 供用済延長 ７．１ｋｍ 

計画交通量 約５１，９００台／日～５３，４００台／日 

費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)1.5 （2.0） 
（残事業）5.8 （6.0） 

4,060/16,027億円 
事 業 費 ：2,966/14,897億円 
維持管理費 ：659/695億円 

更 新 費 ：435/435億円 

23,734/23,734億円 
走行時間短縮便益： 23,126/23,126億円 
走行経費減少便益：        469/469億円 

交通事故減少便益：     139/139億円 

令和４年 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動  ： B/C＝1.3～1.6（交通量±10％） 【残事業】交通量変動  ： B/C＝5.3～6.4（交通量±10％） 

事業費変動  ： B/C＝1.4～1.6（事業費±10％）      事業費変動  ： B/C＝5.4～6.3（事業費±10％） 
事業期間変動 ： B/C＝1.4～1.5（事業期間±1年）      事業期間変動 ： B/C＝5.6～5.8（事業期間±1年） 

事業の効果等 

・物流効率化への支援（特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる） 

・個性ある地域の形成（IC周辺の土地利用計画立案推進、アクセスが向上する主要な観光地へのアクセス向上が期待される） 

・安全で安心できるくらしの確保（三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる） 

                                               他１４項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

＜神奈川県＞ 
新東名高速道路は、我が国の新たな大動脈として、東名高速道路等と一体となって、交通の混雑を緩和し、高速性・定時性の確保や物流の

効率化に大きく貢献するほか、地域の活性化や救急医療体制の強化、災害発生時における緊急輸送など、様々な役割を果たす極めて重要な
道路である。 
開通区間の周辺では、産業立地に向けたまちづくりが促進されるなど、多様な効果が現れ始めており、より一層の生産性の向上や観光振興

などを図り、安全で活力と魅力ある神奈川を実現するためには、早期の全線開通が不可欠である。 
県民や企業の期待も非常に大きく、引き続き事業に協力していくので、工事の安全などにも十分配慮し、一日も早い全線開通を目指してい
ただきたい。 

＜静岡県＞ 
対応方針（原案）のとおり、事業の継続について、異存ありません。 
新東名高速道路は、我が国の社会経済活動の根幹を担う大動脈であり、東名高速道路との交通機能の分担により高速性・定時性を確保し、

予想される南海トラフ巨大地震等の大規模災害発生時には、緊急輸送路としての役割を果たす極めて重要な道路であります。 
令和４年度に新東名高速道路の静岡県区間（御殿場ＪＣＴ～浜松いなさＪＣＴ間）開通から１０周年を迎え、本県内では、観光交流客数の
増加や、企業立地件数の増加など、沿線地域に多様なストック効果が現れております。 

加えて、令和２年１２月の御殿場ＪＣＴ～浜松いなさＪＣＴ間の６車線化が完成したことにより、「定時性の確保」や「大型車と小型車の
分散による安全性の向上」につながり、より快適な走行が可能になるなど、利便性が向上しています。 
これらの効果がさらに発揮されるよう、新御殿場ＩＣより東側の一日も早い開通及び残る区間の完成６車線化をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

対応方針（原案）のとおり了承。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成24年4月の新東名（静岡県区間）開通、及び平成30年1月以降の新東名（神奈川～静岡県区間）部分開通により、平行する現東名の交
通量は減少しているが、評価対象区間に平行する現東名（海老名ＪＣＴ～御殿場ＪＣＴ）は依然として渋滞・事故が多く発生している。 
・圏央道が順次開通し平成29年2月の境古河ＩＣ～つくば中央ＩＣの開通により、茅ヶ崎ＪＣＴ～大栄ＪＣＴまで接続。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・海老名南ＪＣＴ～新秦野ＩＣ、新御殿ＩＣ～御殿場ＪＣＴは開通済 
・新秦野ＩＣ～新御殿場ＩＣは、用地取得が概成し工事を全面展開中 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・新秦野ＩＣ～新御殿場ＩＣはトンネル内空断面の変形や湧水発生による工事難航により、供用開始時期を見直し（供用開始を2027年度（

令和9年度）に変更） 

施設の構造や工法の変更等  

高規格材料を用いたトンネル支保工の採用によるコスト縮減 
・高耐力ボルト採用によるロックボルト本数低減（3割程度の本数減） 
・高強度吹付コンクリートを用いた吹付コンクリートの薄肉化（3割程度の厚さ減） 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  



 

 

 以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 高速道路課 

担当課長名： 橋本 雅道    

事業名 一般国道10号 隼人
は や と

道路
ど う ろ

（隼人
は や と

東
ひがし

～加治木
か じ き

） 
事業 
区分 一般国道 事業 

主体 西日本高速道路㈱ 

起終点 自）鹿児島県霧島市
き り しま し

隼人町
はやとちょう

住吉
すみよし

 

至）鹿児島県姶良市
あ い ら し

加治木町
か じ き ま ち

反土
た ん ど

 
延長 7.3km 

事業概要  
一般国道10号隼人道路は、東九州自動車道と一体となって、九州縦貫自動車道等の高速ネットワークを形成し、
九州地方の一体的な産業、経済、文化の交流発展に資する道路である。 

S60年度事業化 

（日本道路公団施工区間） 

S63年度事業化 

（建設省施工区間） 

S58年度都市計画決定 

（H2年度変更） 

S54年度都市計画決定 

（S58年度変更） 

S63年度用地着手 

 

S53年度用地着手 

S63年度工事着手 

 

S62年度工事着手 

全体事業費 510億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

59％ 供用済延長 7.3km 

計画交通量   約12,300～約12,800台／日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準  
(事業全体) 3.1 
 
(残事業)  3.7 

     111/1,297億円 

 事業費： 107/1,135億円 
 維持管理費： 3/162億円 

       413/4,052億円 
 走行時間短縮便益：390/3,137億円 
 走行経費減少便益：  22/799億円 
 交通事故減少便益：0.29/ 115億円 

令和４年 

感度分析の結果  
【全体事業】交通量  ：B/C= 2.8～3.4   （交通量±10%）   【残事業】交通量   ：B/C=3.4～4.1（交通量±10%） 

        事業費  ：B/C= 2.9～3.4   （事業費±10%）             事業費  ：B/C=2.3～2.9（事業費±10%） 

       事業期間 ：B/C= 3.1～3.1   （事業期間±1年）           事業期間 ：B/C=2.5～2.6（事業期間±1年） 

事業の効果等    
・円滑なモビリティの確保 (鹿児島空港へのアクセス向上が見込まれる) 
・物流効率化の支援(鹿児島港へのアクセス向上が見込まれる) 
・安全で安心できるくらしの確保 (三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる) 他11項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  
［鹿児島県の意見］ 

対応方針（原案）」（案）の事業継続については、異存ありません。隼人道路は、九州縦貫自動車道鹿児島線及び

東九州自動車道と接続する高規格幹線道路であり、鹿児島県内の主要都市間の連携強化・一体化を促し、地域経

済の発展、かっせいかに寄与する道路です。隼人道路の4車線化については、定時性・信頼性・安全性の向上が図

られ、地域の活性化や安全・安心の確保に大きく寄与するものと期待しています。令和6年度の供用が示されてい

るところであり、今後とも、事業が着実に実施され、早期完成が図られるようお願いします。 
 

事業評価監視委員会の意見   
「事業継続」とする対応方針（原案）については、了承された。 
 
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・当該区間は、平成4年に暫定2車線として開通。 
・当該区間開通後、東九州道の順次延伸により、広域ネットワークを形成。 
事業の進捗状況、残事業の内容等  
・4車線の用地取得が完了し、暫定2車線にて供用中。残る2車線について本線工事を進める。 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・暫定2車線にて供用中であり、残る2車線について本線工事の進捗を図る。 

施設の構造や工法の変更等  
・事業の進捗に合わせ、施工計画等の精度を上げていくとともに、現地の状況変化も確認しながら、コスト削減

を図っていく。 



対応方針 事業継続 
対応方針決定の理由  
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 高速道路課 

担当課長名： 橋本 雅道    

事業名 一般国道497号 西九州自動車道（佐々
さ ざ

佐世保
さ せ ぼ

道路
ど う ろ

・

佐世保
さ せ ぼ

道路
ど う ろ

）（佐々
さ ざ

～佐世保
さ せ ぼ

大塔
だいとう

） 
事業 
区分 一般国道 事業 

主体 西日本高速道路㈱ 

起終点 自）長崎県
ながさきけん

北松浦郡
きたまつうらぐん

佐々町
さざちょう

 

至）長崎県
ながさきけん

佐世保市
さ せ ぼ し

大塔町
だいとうちょう

 
延長 16.8km 

事業概要  
佐々佐世保道路・佐世保道路は、西九州自動車道の一部を形成する延長16.8kmの高規格幹線道路であり、長崎県
北部の一般国道35号と並行に位置し、九州北西部の広域的な連携を図り、地域の活性化に大きく寄与するととも
に、当該地域の時間短縮、渋滞緩和等を目的とする路線である。 

H5年度事業化 

（佐々佐世保道路 ） 

S55年度事業化 

（佐世保道路） 

H9年度都市計画決定 

（H17年度変更） 

S62年度都市計画決定 

（H9年度変更） 

H12年度用地着手 

 

S56年度用地着手 

H14年度工事着手 

 

S58年度工事着手 

全体事業費 2,882億円 事業進捗率 
（令和4年3月末時点） 

74％ 供用済延長 16.8km 

計画交通量   約19,800～約45,700台／日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準  
(事業全体) 2.6 
 
(残事業)  2.8 

     440/5,399億円 

 事業費： 430/4,987億円 
 維持管理費：9.6/412億円 

       1,218/14,195億円 
 走行時間短縮便益：1,220/13,086億円 

 走行経費減少便益：      -1.7/936億円 

 交通事故減少便益：    0.00/ 174億円 

令和４年 

感度分析の結果  
【全体事業】交通量  ：B/C= 2.4～2.9   （交通量±10%）   【残事業】交通量   ：B/C=2.5～3.0（交通量±10%） 

        事業費  ：B/C= 2.4～2.9   （事業費±1 0%）             事業費  ：B/C=1.7～2.1（事業費±10%） 

       事業期間 ：B/C= 2.5～2.6   （事業期間±1年）           事業期間 ：B/C=1.8～2.0（事業期間±1年） 

事業の効果等    
・円滑なモビリティの確保 (並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される) 
・国土・地域ネットワークの構築 (日常生活圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる) 
・個性ある地域の形成 (主要観光地へのアクセス向上が期待される) 他12項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  
［長崎県の意見］ 

一般国道497号西九州自動車道（佐々佐世保道路・佐世保道路）（佐々～佐世保大塔）における西日本高速道路株

式会社としての対応方針（原案）に同意いたします。西九州自動車道は、九州西北地域の骨格を形成し「九州リ

ングネットワーク」の一翼を担う道路として、地域経済の発展や活性化はもとより、災害発生時の緊急輸送道路

としても重要な役割を果たしております。このうち、佐々ICから佐世保大塔IC間においては、平成10年の部分開

通以降、交通容量を大きく上回る交通量に対応できず、慢性的な交通渋滞が発生しており、また、事故による通

行止めの際には周辺道路に大きな影響が発生するなど、社会経済活動や県民生活に支障を来しております。この

ため、当該道路の4車線化により定時性・信頼性・安全性が向上することで、救急医療活動への支援や物流の効率

化による地域活性化に貢献するとともに、災害に強い道路ネットワークが構築されるなど、大きな効果が得られ

るものと期待しております。このような状況であることから、対応方針（原案）のとおり事業を継続し、早期完

成に向けて取り組んでいただきますようお願いいたします。 
 

事業評価監視委員会の意見   
「事業継続」とする対応方針（原案）については、了承された。 
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・佐々佐世保道路は平成23年度、佐世保道路は平成21年度に暫定2車線とし開通。 
・当該区間開通後、西九州自動車道・松浦佐々道路の新規事業化など、ネットワーク化が進展。 



事業の進捗状況、残事業の内容等  
・4車線の用地取得が完了し、暫定2車線にて供用中。残る2車線について本線工事を進める。 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・暫定2車線にて供用中であり、残る2車線について本線工事の進捗を図る。 

施設の構造や工法の変更等  
・事業の進捗に合わせ、施工計画等の精度を上げていくとともに、現地の状況変化も確認しながら、コスト削減

を図っていく。 

対応方針 事業継続 
対応方針決定の理由  
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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